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○議事日程第１号 

令和５年３月２日午前10時00分開会/開議 

日程第１ 会期の決定 

日程第２ 議長の辞職について 

○議事日程第１号の追加及び変更 

日程第３ 常任委員会委員の選任について 

日程第４ 議席の一部変更について 

日程第５ 議案第１号～第12号 

日程第６ 議案第13号～第28号 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

その他会議 会期の決定（決定） 

に付した事 

件（１） 

その他会議 議長の辞職について（許可） 

に付した事 

件（２） 

その他会議 議席の一部変更について（決定） 

に付した事 

件（３） 

 選任第１号 常任委員会委員の選任について 

（決定） 

 議案第１号 令和５年度網走市一般会計予算（説

明） 

 議案第２号 令和５年度網走市市有財産整備特別

会計予算（同） 

 議案第３号 令和５年度網走市国民健康保険特別

会計予算（同） 

 議案第４号 令和５年度網走市網走港整備特別会

計予算（同） 

 議案第５号 令和５年度網走市能取漁港整備特別

会計予算（同） 

 議案第６号 令和５年度網走市介護保険特別会計

予算（同） 

 議案第７号 令和５年度網走市後期高齢者医療特

別会計予算（同） 

 議案第８号 令和５年度網走市水道事業会計予算

（同） 

 議案第９号 令和５年度網走市簡易水道事業会計

予算（同） 

 議案第10号 令和５年度網走市下水道事業会計予

算（同） 

議案第11号 網走市附属機関条例及び報酬職員給

与条例の一部を改正する条例制定に

ついて（同） 

 議案第12号 天都山展望台・オホーツク流氷館条

例の一部を改正する条例制定につい

て（同） 

 議案第13号 令和４年度網走市一般会計補正予算

（同） 

議案第14号 令和４年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（同） 

議案第15号 令和４年度網走市網走港整備特別会

計補正予算（同） 

議案第16号 令和４年度網走市介護保険特別会計

補正予算（同） 

議案第17号 令和４年度網走市水道事業会計補正

予算（同） 

議案第18号 令和４年度網走市簡易水道事業会計

補正予算（同） 

議案第19号 令和４年度網走市下水道事業会計補

正予算（同） 

議案第20号 網走市職員退職手当支給条例の一部

を改正する条例制定について（同） 

議案第21号 網走市学校給食共同調理場設置条例

の一部を改正する条例制定について

（同） 

議案第22号 網走市国民健康保険条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第23号 網走市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例制定について

（同） 

議案第24号 網走市放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制定につい

て（同） 

議案第25号 網走市企業版ふるさと寄附基金条例

制定について（同） 

議案第26号 網走市個人情報保護法施行条例制定

について（同） 

議案第27号 個人情報保護法の改正に伴う関係条

令和５年第１回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 １ 日 

令和５年３月２日（木曜日） 
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例の整理に関する条例制定について

（同） 

議案第28号 財産の取得について（同） 

陳情第37号 日本全体で解決すべき問題として、

普天間基地周辺の子どもたちを取り

巻く空・水・土の安全の保障を求め

る陳情（総務経済委員会付託） 

陳情第38号 ＪＲ北海道の国有化に関する意見書

を国に提出することについての陳情

（同） 

陳情第39号 庁舎内における職員への政党機関紙

の勧誘・配達・集金を自粛するよう

求める陳情（同） 

─────────────────────── 

○出席議員（１４名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（１名） 

近 藤 憲 治 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市 長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

 市民環境部長    武 田 浩 一 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 健康福祉部参事監    永 森 浩 子 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    伊 倉 直 樹 

 建設港湾部長    立 花   学 

 水 道 部 長    柏 木   弦 

 企画調整課長    佐々木   司 

 総務防災課長    日 野 智 康 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

 税 務 課 長    清 杉 利 明 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    岩 永 雅 浩 

 学校教育部長    田 口   徹 

 社会教育部長    吉 村   学 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    林   幸 一 

次 長    石 井 公 晶 

総務議事係長    法師人 絵 理 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

      係    山 口   諒 

─────────────────────── 

午前10時00開会 

○井戸達也議長 おはようございます。 

 ただいまから、令和５年網走市議会第１回定例会

を開会します。 

 本日の出席議員は14名で、定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 本日の会議には、次の議員から欠

席の届出がありましたので報告します。 

 欠席、近藤憲治議員。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 本日の会議録署名議員として、澤

谷淳子議員、村椿敏章議員の両議員を指名します。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 次に、諸般の報告は、既にお手元

に配付しておりますから、それによって承知願いま

す。 

 なお、監査委員から、定期監査の結果及び例月出

納検査結果の報告がありましたので、その写しをお

手元に配付しておりますから、それによって承知願

います。 

 また、市長から、統一的な基準による財務書類に

ついての提出がありましたので、お手元に配付して

おりますから、それによって承知願います。 

 このほか、市長から、株式会社網走振興公社、株

式会社網走観光振興公社及び一般財団法人北方文化

振興協会に関する経営状況説明書と物損事故に係る

和解及び損害賠償額の決定の専決処分の報告がそれ

ぞれ法令に基づき提出がありましたので、お手元に

配付しておりますから、それによって承知願いま
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す。 

 次に、議員派遣についてでありますが、議長にお

いて、網走市議会会議規則第125条の規定に基づ

き、お手元に配付しております議員派遣の報告のと

おり派遣しましたので報告いたします。 

 次に、本定例会に当たり提出されました、陳情３

件につきましては、文書表にして付託区分表に記載

のとおり、関係常任委員会に付託しましたから承知

願います。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 日程に従い、直ちに議事に入りま

す。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 日程第１、会期の決定についてを

議題とします。 

 まず、議会運営副委員長から、本定例会の会期及

び運営に関する諸般の事項について、発議を求めま

す。 

 平賀貴幸議会運営副委員長。 

○平賀貴幸議員 －登壇－ 本年第１回定例会の運

営に関する諸般の事項を協議するため、去る２月27

日午前10時から議会運営委員会を開催いたしました

ので、ここにその結果を御報告申し上げ、あわせて

会期の決定に関する動議の提出に代えますととも

に、新年度予算案の審議方法を含め、今議会運営に

関する諸般の事項につきましても、議員皆様の御了

承と御決定を賜りたいと存じます。 

 まず、議会運営委員会当日におきます本定例会の

付議予定案件は、議案28件、その他会議に付すべき

事件３件、さらに本会議で関係委員会に付託されま

す陳情３件の合わせて34件であります。 

 このような状況と、過去における当初予算を審議

する議会日程などを参考に判断いたしまして、まず

会期でありますが、本日から22日までの21日間とす

ることがよろしいということになった次第でありま

す。 

 また、その間の審議日程につきましては、議会運

営委員会の決定により、既にお手元に御配付のとお

りであります。 

 次に、新年度予算案の審議方法でありますが、質

問につきましては、市政執行方針及び教育行政執行

方針並びに市政各般に関する事項を含め、各会派１

名による代表質問を行うこととし、その順序は、１

番目民主市民ネット、２番目研政会、３番目同志

会、４番日本共産党議員団、５番目公明クラブの順

とすることに決定した次第であります。 

 また、代表質問終了後は、予算案及び関連議案審

査のため、特別委員会を設置することとし、その構

成は議長を除く全議員といたします。 

 審査に当たりましては、会計別歳出の款別に順次

行い、それぞれ関連議案を含めて審査することと

し、歳出に対する特定財源となる歳入につきまして

は、歳出の審査時に含めて審査し、一般財源となる

歳入は初日に審査をすることといたしました。 

 また、特別会計と公営企業会計はまとめることに

いたしまして、それぞれの区分ごとに細部質疑を行

うことになりました。 

 この特別委員会の設置に必要な議事手続につきま

しては、後日、私から動議を提出したいと存じま

す。 

 また、特別委員会におけるそのほかの審査手続に

ついては、従前から行われております先例、申合せ

事項を尊重して行うこととし、その内容は、お手元

に配付の議会運営委員会の審議結果報告書に記載の

とおりであります。 

 特別委員会の質疑終了後における本会議での取扱

いにつきましては、後日、議会運営委員会で協議を

することになります。 

 以上が、議会運営委員会の結果であります。 

 どうか本会議におきましても、本委員会の決定ど

おり御承認と御決定を賜り、議事を進められますよ

うお願い申し上げまして、議会運営委員会の結果報

告といたします。 

○井戸達也議長 ただいま議会運営副委員長から報

告と発議がありましたが、そのとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、本定例会の会期は、本日

から３月22日までの21日間とし、運営に関する諸般

の事項につきましても発議のとおり決定しました。 

 なお、会期中の審議日程及び本日の議事日程は、

あらかじめ議会運営委員会で決定のありました内容

をもって配付しておりますから、それによって承知

願います。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 それでは、ここで開会に当たり、

市長から挨拶があります。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 令和５年第１回定例会

の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま
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す。 

 議員の皆様におかれましては、時節柄何かと御多

用の中、御参集を頂き、御審議を賜りますことに厚

く御礼を申し上げます。 

 さて、本定例会に御提案を申し上げております案

件は、令和５年度各会計予算案と令和４年度各会計

補正予算案などであります。 

 議案の細部につきましては、後ほどそれぞれ担当

者から御説明を申し上げますので、よろしく御審議

賜りますようお願いを申し上げます。 

 なお、新年度における市政の執行方針につきまし

ては、改めて申し上げたく存じます。 

 以上、簡単ではありますが、今定例会に当たって

の御挨拶とさせていただきます。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 次に、日程第２、議長の辞職につ

いてを議題とします。 

 私は、去る２月16日に金兵智則副議長に議長辞職

願を提出いたしました。地方自治法第117条の規定

により、私は除斥の対象となりますので退場し、副

議長と交代いたします。 

〔井戸達也議員、退場〕 

○金兵智則副議長 それでは、議事を続行します。 

 お諮りします。 

 井戸達也議員の議長辞職を許可することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、井戸達也議員の議長辞職を許可すること

に決定いたしました。 

 ここで、井戸達也議員の入場を許可いたします。 

〔井戸達也議員、入場〕 

○金兵智則副議長 井戸達也議員に申し上げます。 

 井戸議員が議長を辞職することを許可することに

決定をいたしました。 

 井戸議員は登壇し、御挨拶をお願い申し上げま

す。 

○井戸達也議員 －登壇－ 発言をお許しいただい

たことに感謝を申し上げます。 

 ３年９か月にわたり、令和元年５月より、皆様に

御推挙いただき、議長の職を務めさせていただきま

した。この間、皆様に御協力いただいたことに心よ

り感謝とお礼を申し上げます。 

 令和２年より新型コロナウイルスが蔓延し、その

対策そして対応を含め、議会の合議制に重きを置い

て私なりに力を尽くしてきたつもりでございます。

至らぬ私ではありましたが、多くの市民の皆さん、

そして議員の皆さん、そして市長はじめ理事者の皆

さん、そして議会事務局の皆さんに大変お世話にな

りました。心から感謝とお礼を申し上げ、退任の御

挨拶といたします。本当にありがとうございまし

た。 

○金兵智則副議長 ただいま議長が欠員となりまし

た。地方自治法第106条第１項の規定により、私が

議長の職務を行います。円滑な議事運営に御協力を

お願い申し上げます。 

 ここでお諮りします。 

 先ほど、議長の辞職許可がありました井戸議員に

つきまして、委員会条例第２条第１項の規定によ

り、常任委員会に所属しなければなりませんので、

議題、常任委員会委員の選任についてを、既にお手

元に配付の議事日程第１号に、日程第３として追加

し、日程第３の議席の一部変更についてを日程第４

に、日程第４の議案第１号から議案第12号までを日

程第５に、日程第５の議案第13号から議案第28号ま

でを日程第６に変更したいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって常任委員会委員の選任についてを日程第３

に追加、議員の一部変更についてを日程第４、議案

第１号から議案第12号までを日程第５、議案第13号

から議案第28号までを日程第６に変更することに決

定をいたしました。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 次に、日程第３、常任委員会委

員の選任についてを議題とします。 

 本件は、委員会条例第６条第１項の規定によりま

して、指名してお諮りをすることになっております

ので、次のとおり指名いたします。 

 井戸議員を文教民生委員に選任することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、井戸議員を文教民生委員に選任すること

に決定いたしました。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 次に、日程第４、議席の一部変

更についてを議題とします。 

 本件は、議席の一部を変更しようとするものであ
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ります。 

 お諮りします。 

 議席をお手元に配付の議席図のとおり変更したい

と思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、そのように決定いたしま

した。 

 ここで、議席の移動を行いますので、暫時休憩い

たします。 

午前10時15分休憩 

午前10時15分再開 

○金兵智則副議長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 次に、日程第５、議案第１号から議案第12号まで

の12件は、令和５年度予算案と、これに関連する議

案でありますから、一括して議題といたします。 

 まず、市政執行方針について、市長の説明を求め

ます。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 令和５年網走市議会第

１回の定例会におきまして、予算をはじめ関連する

議案を御審議いただくに当たり、市政執行方針の所

信と施策の概要を申し上げ、議員各位並びに市民の

皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 さて、昨年を振り返りますと、新型コロナウイル

ス感染症への対応を余儀なくされた１年でありまし

た。昼夜を問わず最前線で奮闘しておられる医療従

事者の皆様に心から敬意を表するとともに、市民の

皆様には、これまで冷静な行動と感染拡大を防ぐ取

組を継続されておりますことに心から感謝を申し上

げます。 

 新型コロナウイルス感染症への対策として、速や

かなワクチン接種体制の確保や、抗原定量検査及び

定性検査を実施するなど、感染拡大防止と不安解消

に努めてまいりました。政府におきましては、５月

８日に２類相当から５類へ変更することを決定をい

たしましたが、今後においても感染状況を注視しな

がら、適切な対応に当たってまいります。 

 加えて、ウクライナ情勢や円安などの影響による

物価の高騰に対しては、子育て世帯や低所得世帯へ

の給付、全世帯への地域応援商品券の無料配布のほ

か、公共交通事業者への支援金の給付、売上げの減

少に加え原材料価格高騰の影響を受けている事業者

や、飼料価格高騰の影響を受けている農業者への支

援などに取り組んでまいりました。今後とも、これ

ら情勢を注視しながら対策を講じてまいりたいと存

じます。 

 地域医療では、生命に関わる心筋梗塞などの心疾

患や脳血管疾患などの対応に伴う機能を維持するた

め、地域センター病院への高度医療機器の整備支援

や、チャットボットを活用し、健康や医療、育児な

どの相談に24時間体制で対応する仕組みを整えたほ

か、開業医もこの４年間で４件の内科を標榜するク

リニックの誘致を実現いたしました。引き続き、誘

致に当たり、地域医療の充実に努めてまいります。 

 ３年ぶりにリアルで開催した第８回オホーツク網

走マラソンは、全国各地から参加された約2,000名

のランナーが爽やかな初秋の網走を駆け抜けまし

た。東京農業大学の学生の皆様、市民ボランティア

の皆様、スポンサーの皆様、そして実行委員会の皆

様のおかげで、ランニングポータルサイトＲＵＮＮ

ＥＴの大会ランキングにおいて、全国１位を獲得す

ることができました。改めて、大会運営に携わって

くださった皆様に感謝を申し上げます。 

 グリーンの推進では、2050年カーボンゼロの実現

を見据え、日本ガイシ株式会社との共同出資によ

り、再生可能エネルギーの利用促進に取り組む地域

新電力会社あばしり電力株式会社を設立いたしまし

た。太陽光発電施設と蓄電池の整備により、今後、

公共施設での再生可能エネルギーの活用、災害など

停電時の対応力の強化、さらには100％再生可能エ

ネルギーでの学校運営を通じた児童への環境学習を

推進してまいります。 

 デジタルの推進では、観光ウェブサイトの刷新や

デジタルマーケティングの視点を取り入れたＰＲ動

画の制作や広告配信など、関係人口創出の取組のほ

か、市民に利便性と快適性を提供するため、申請書

の押印廃止、施設のオンライン予約に取り組みまし

た。コンビニエンスストアでの住民票などの交付

や、書かせない、待たせない窓口の実現など、引き

続き、デジタル技術を用いた市民サービスの向上や

事務事業の効率化に努めてまいります。 

 昨年10月に安全祈願祭が執り行われた新庁舎の建

設は、基本理念である「市民に自然にやさしいスマ

ート庁舎」を目指し、デジタルによる利便性と人に

優しい触れ合いが融合する、市民に親しまれる庁舎

づくりを進めてまいります。 

 引き続き、誰もが健康で安心して暮らし続けられ

るまちの実現に全力で取り組んでまいります。 

 政府は、「物価高克服・経済再生実現のための総
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合経済対策」に基づく補正予算と、「歴史の転換期

を前に、我が国が直面する内外の重要課題に対して

道筋をつけ、未来を切り拓くための予算」とする令

和５年度当初予算を一体として、物価高を克服しつ

つ、経済再生に向けて、人への投資、グリーントラ

ンスフォーメーションやデジタルトランスフォーメ

ーションといった成長分野への大胆な投資、少子化

対策や子供政策の周知などを含む包摂社会の実現な

どによる新しい資本主義の加速や、防災・減災・国

土強靱化などめり張りの利いた予算を通じ、その政

策効果を国民や地方の隅々まで速やかに届け、経済

を一段高い成長経路に乗せていくことを目指すとし

ています。 

 また、「経済財政運営と改革の基本方針2022」で

は、経済・財政一体改革を着実に推進するが、「重

要な政策の選択肢を狭めることがあってはならな

い」とし、民需中心の景気回復により、成長と分配

の好循環の動きを確かなものにするため、「経済あ

っての財政」の考えの下、危機に対する必要な財政

支出はちゅうちょなく行い経済をしっかり立て直

す。そして、財政健全化に向けて取り組むとしてい

ます。 

 国の令和５年度一般会計予算は、11年連続で過去

最高を更新する114兆3,812億円となり、税収も過去

最高の69兆4,400億円と、前年度当初より４兆2,000

億円の増加となりました。公債依存度は31.1％と改

善傾向にあるものの、債務残高はＧＤＰの1.8倍を

超えており、国の財政は厳しい状況にあると考えて

おります。 

 当市の財政状況といたしましては、これまでの行

政改革の取組に加え、全国の皆様からの御厚意であ

るふるさと寄附により、様々な施策を展開しつつ

も、財政の健全度を示す指標は、引き続き改善基調

にあります。 

 歳入では、人口減少に伴い市税収入が減少傾向に

ある中、漁業をはじめとする第一次産業の好調を受

け税収増が見込まれるところです。 

 一方、歳出では、新型コロナウイルス感染症や物

価高への対策など、特殊財政需要もある中、デジタ

ル化に迅速に取り組み、事務事業の効率化を図りな

がら、出産・子育て支援の充実、地域医療や公共交

通の体制維持、脱炭素の推進、地域産業の活性化、

老朽化する公共施設やインフラ施設の更新、長寿命

化など、財政規律を保ちながら進めてまいります。 

 令和５年度の一般会計当初予算は266億4,538万

3,000円、対前年度比プラス26億4,538万4,000円、

11.0％の増、六つの特別会計は総額で96億9,672万

4,000円、対前年度比マイナス２億6,023万5,000

円、2.6％の減となりました。 

 また、公営企業会計は三つの事業会計の総額で51

億2,260万6,000円、対前年度比プラス1,108万1,000

円、0.2％の増となったところです。 

 令和５年度はグリーン及びデジタルトランスフォ

ーメーションに向けて取り組むとともに、地域医療

の充実や子育て世帯に対する支援、地域経済の活性

化など、総合計画を基本として五つの観点からまち

づくりに取り組んでまいります。 

 一つは「ひとにやさしく、ひとを育むまちづく

り」です。 

 地域医療では、オンライン診療が可能となるヘル

スケアモビリティーを運行し、通院困難者や医療機

関の負担軽減を図るとともに、引き続き、救急医療

の体制確保と開業医の誘致に努め、医療提供体制の

さらなる充実を図ってまいります。 

 また、子供のインフルエンザ無料予防接種の対象

年齢を引き下げるほか、新たに帯状疱疹予防接種の

費用を助成するなど、市民の健康維持に努めてまい

ります。 

 子育て環境では、学校や認定こども園、幼稚園、

保育園での安全・安心なおいしい給食の提供ととも

に、子育て世帯の負担を軽減するため給食費を無償

化いたします。 

 また、認定こども園での一時保育の利用対象年齢

を引き下げるほか、発達支援センターでは専門機関

から作業療法士の派遣を受け、療育指導の充実を図

ってまいります。 

 加えて、安心して出産・子育てができるよう、妊

娠・出産時の経済的な支援に取り組むほか、１歳児

までの乳児に関しては、新たに健診時にベビー用品

の購入に利用できるクーポンを進呈し、子育て世帯

の負担軽減をしてまいります。 

 高齢者や障がい者への支援では、手話で意思疎通

を図ることが困難な聴覚障がい者を対象とした要約

筆記者の派遣、軽度・中等度難聴者の補聴器購入費

への助成のほか、ひとり暮らしの高齢者などを対象

に、ＩｏＴ技術を活用した見守りに取り組んでまい

ります。 

 学校生活では、道内外の教育研究者から授業改善

に向けた指導・助言を受け、学力の向上につなげて

いくほか、特別支援教育支援員を増員し、支援が必
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要な児童生徒の状態に応じたきめ細やかな支援を充

実させるとともに、新たに潮見小学校へ通級指導教

室を開設いたします。 

 生活支援では、物価高騰による家計への影響を緩

和するため、上水道の基本料金を２か月間、減免し

てまいります。 

 二つ目は「グリーンなまちづくり」です。 

 新たに策定した地域再生可能エネルギー導入戦略

を踏まえながら、グリーントランスフォーメーショ

ン関連施策などを念頭に、環境基本計画を改定して

まいります。 

 また、潮見小学校、第三中学校屋体、オホーツ

ク・文化交流センターの照明をＬＥＤ化し、電力の

消費量抑制に努めるほか、森林の環境保全機能の維

持のため、植林や伐採、林道施設など計画的な整備

を進め、森林の循環に努めてまいります。 

 三つ目は「活力あふれるまちづくり」です。 

 農業では、持続的な発展と魅力ある農村環境の維

持に向け、ＪＡオホーツク網走が推進する農業デジ

タル化の取組を支援するほか、家畜伝染病に対する

防疫資材の整備、ジャガイモシロシストセンチュウ

対策など防疫体制を強化するとともに、肥料価格高

騰の影響を受けている農業者を支援してまいりま

す。 

 水産業では、高度な知見と技術が必要な種苗生産

の技術向上のため、専門家による技術指導を受ける

ほか、網走湖のヤマトシジミ資源の回復に向けた種

苗生産を支援してまいります。 

 観光業では、航空会社と連携したインバウンドの

誘客促進や閑散期の宿泊増強商品の造成など、観光

客の回復に向けた取組のほか、ワーケーションなど

長期滞在型の推進とともに、戦略的な観光地域づく

りを担うＤＭＯを支援してまいります。 

 中心市街地の活性化では、リモートワークなど多

様な働き方に対応する拠点であるコワーキングスペ

ースの利用促進を支援してまいります。 

 市場開拓・販路拡大では、引き続き、ふるさと納

税制度を通じた特産品のＰＲに努めていくととも

に、新たに地場産品の生産性向上につながる設備整

備を支援してまいります。 

 人手不足問題に対しては、建設業などの社会イン

フラや公共交通の担い手の育成及び人材確保を支援

するほか、市内に新規就職した若者への奨励金の支

給に加え、就業意欲と地元企業の認知度を高めるた

め、新たに高校１、２年生を対象とした企業説明会

を開催し、若者の地元定着を推進してまいります。 

 これらのほか、コロナ禍による売上げの減少に加

え、エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者

を支援してまいります。 

 四つ目は「安全・安心なまちづくり」です。 

 新型コロナウイルス感染症への対応では、市民へ

の情報発信に努めながら、国の方針の下、ワクチン

の接種体制を確保するとともに、感染予防資材の整

備や、感染に不安がある方への検査の実施など、感

染リスクを低減してまいります。 

 災害対策では、地域防災力の向上を図るため、自

主防災組織への支援に加え、火災などの疑似体験に

よる防災訓練の充実のほか、津波浸水想定の見直し

に伴いハザードマップを改訂するとともに、津波避

難路にソーラー蓄電池式の照明設備を整備してまい

ります。 

 インフラの整備では、通学路の安全確保のための

歩道の新設・改修、道路の改良、橋梁やロードヒー

ティングなどの老朽化対策を計画的に進めるととも

に、公園は地域の利用実態や特徴を踏まえながら計

画的に再編を進めてまいります。 

 公園遊具や河川の適正な管理に努めてまいりま

す。 

 五つ目は「デジタルを推進するまちづくり」で

す。 

 関係人口の創出では、観光ＰＲ動画などを活用し

た広告配信及び広告の閲覧状況やアクセス経路分

析、デジタルマーケティングを活用した観光プロモ

ーションに取り組んでまいります。 

 市民サービスでは、二次元コードを活用した電子

納税のほか、市民係窓口、総合体育館、モヨロ貝塚

館でのキャッシュレス決済を導入し、市民や利用者

の利便性を向上してまいります。 

 行政運営では、庁内各課で管理する地理情報を横

断的に管理する仕組みを構築し、行政情報の効率的

な利活用を促進するほか、オープンデータ化に取り

組んでまいります。 

 地域社会では、ビジネス変革に対応するため、専

門家による相談・支援窓口の開設を支援し、技術の

活用や人材の育成を図るとともに、ＡＩデマンドバ

スの本格運行、公共施設のＷｉ－Ｆｉ環境の充実、

ＧＩＧＡスクール構想を推進してまいります。 

 次に、網走市総合計画に定める将来像「豊かな自

然に ひと・もの・まちが輝く健康都市網走」の実

現に向け、具体的に取り組む主な施策を五つの目標
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に沿って、改めて御説明を申し上げます。 

 第１は、「一人ひとりを大切にするやさしいま

ち」づくりです。 

 市民の皆様が生涯を通じて健康で安心して暮らせ

るよう、健康都市連合加盟都市と情報を共有しなが

ら、保健・医療・健康づくりの施策を一体的に推進

してまいります。 

 生活習慣病の予防では、関係団体と連携した事業

の推進に努めるとともに、「あばしりベジラブル運

動」の普及啓発や、対象事業に参加した方にポイン

トを付与する「あばしり健康マイレージ事業」に取

り組むほか、健康づくりの指導者養成に努めてまい

ります。 

 医療体制の確保では、新たに移動型の医療サービ

スに取り組むほか、引き続き、救急医療の体制確保

と開業医の誘致に取り組むとともに、人材確保に取

り組む医療機関を支援し、医療提供体制の維持、充

実に努めてまいります。 

 母子保健では、妊娠期から出産・子育て期にわた

る切れ目のない相談体制により、母子の健康保持や

増進に努めてまいります。 

 予防医療では、子供のインフルエンザ無料予防接

種の対象範囲を生後６か月の乳児まで引き下げるほ

か、新たに帯状疱疹予防接種費用の助成に取り組ん

でまいります。 

 新型コロナウイルス感染症への対応では、感染予

防資材の整備、感染に不安がある方への検査の実施

など、感染リスクの低減を図ってまいります。 

 地域福祉では、市民の皆様をはじめ団体、関係機

関と連携を深め、地域の支え合いを念頭に、安心し

て生きがいを持って暮らすことができるまちづくり

に取り組んでまいります。 

 高齢者福祉では、引き続き、地域及び関係機関と

情報や課題の共有に努め、連携強化を図りながら、

医療・介護・予防・住まい・生活支援などのサービ

スを切れ目なく一体的に提供する地域包括ケアシス

テムのさらなる推進に努めるほか、介護人材の確保

に取り組む事業者を支援し、介護職員の離職防止や

定着促進を図るとともに、新たに、ひとり暮らしの

高齢者などを対象にＩｏＴ技術を活用した見守りに

取り組んでまいります。 

 障がい者福祉では、手話言語条例に基づく手話の

普及啓発に努めるほか、手話で意思疎通を図ること

が困難な聴覚障がい者を対象に要約筆記者を派遣す

るとともに、新たに、軽度・中等度難聴者の補聴器

購入費を助成してまいります。 

 子育て支援では、妊娠から子育て期にわたる切れ

目のない総合的な支援を展開するほか、認定こども

園での一時保育の利用対象年齢を引き下げるととも

に、発達支援センターでは、作業療法士による療育

指導をさらに充実してまいります。 

 また、中学校卒業までの医療費負担の無償化に加

え、新たに認定こども園や幼稚園、保育園の給食費

を無償化するほか、１歳までの乳児に係るベビー用

品の購入費を助成し、子育て世帯の負担を軽減して

まいります。 

 ひとり親家庭にあっては、引き続き、医療費の一

部または全部を助成し、親と子の健康保持及び福祉

の増進を図るとともに、経済的な支援や就労支援に

取り組んでまいります。 

 生活支援では、物価高騰による家計への影響を緩

和するため、上水道の基本料金を２か月間、減免し

てまいります。 

 生活困窮者に対しては、自立相談支援と併せ、世

帯全体の家計収支を分析し家計の再生につなげる取

組、また、就労の準備として基礎能力の形成を支援

するなど、自立に向けた支援策を継続してまいりま

す。 

 第２は、「豊かな自然と共生する安心なまちづく

り」です。 

 市街地における居住及び都市機能の集約や適切な

配置などを示す、網走市立地適正化計画に基づく、

コンパクトで利便性と持続性の高いまちづくりを推

進するとともに、庁舎移転後の跡地の利活用、高規

格道路の延伸を考慮した都市機能の在り方などにつ

いて、関係機関と連携を図りながら検討を進めてま

いります。 

 インフラの整備では、道路、橋梁、公園、港湾の

長寿命化を図るための老朽化対策や計画的な整備を

進めるほか、通学路の安全確保のため、歩道の新

設・改修、道路の改良、未舗装道路の舗装化や郊外

地区の道路整備に取り組むとともに、公園は、地域

の利用実態や特徴を踏まえながら、計画的に再編を

進めてまいります。 

 また、公園遊具や河川の適正な管理に努めてまい

ります。 

 冬期対策では、ロードヒーティングの計画的な改

修や維持管理のほか、効率的な除雪体制を確保して

まいります。 

 港湾では、網走港の安全な利用のため監視指導を
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継続してまいります。 

 公共交通では、ＡＩを活用したデマンドバス、ど

こバスの本格運行を開始し、便利で持続可能な交通

体系の確立を図るほか、担い手の育成や人材確保の

ため、免許取得や労働環境改善などに取り組む事業

者を支援してまいります。 

 また、網走駅構内へ駐輪場を整備し、利用環境の

改善、利便性の向上を図ってまいります。 

 ＪＲ北海道問題では、乗車運賃の助成や市民団体

による自発的な取組を支援し、地域利用の促進を図

るとともに、市民をはじめ団体や企業などへマイレ

ール運動を提唱するなど、鉄路の維持存続に向け、

関係団体と多様な連携を図りながら対応に努めてま

いります。 

 女満別空港の利活用では、地域や他空港の関係団

体、北海道エアポート株式会社との連携により、路

線の利用促進や維持拡大に取り組んでまいります。 

 市民の安全・安心では、地域防災力の向上を図る

ため、自主防災組織への支援に加え、火災などの疑

似体験による防災訓練の充実のほか、津波浸水想定

の見直しに伴いハザードマップを改訂するととも

に、津波避難路にソーラー蓄電池式の照明設備を整

備してまいります。 

 交通安全では、運転免許を自主返納した高齢者へ

公共交通利用券に加え、新たにどこバス利用券を交

付し、返納後の移動手段の確保を図るほか、園児、

児童、老人クラブ会員などを対象にした交通安全教

室を開催し、交通安全意識の啓発に努めてまいりま

す。 

 耐震化対策が必要な公共施設については、今後の

整備の在り方を含め、総合的な検討を進めてまいり

ます。 

 消防では、高度救命処置用資機材の整備などを進

め、消防力の強化、救命率の向上を図ってまいりま

す。 

 環境の保全では、新たに策定した地域再生可能エ

ネルギー導入戦略を踏まえながら、グリーントラン

スフォーメーション関連施策を念頭に、環境基本計

画を改定してまいります。 

 また、公共施設の照明のＬＥＤ化を進め、電力消

費量を抑制するほか、電力の地産地消を目指すあば

しり電力株式会社の取組を進めてまいります。 

 呼人地区で発生した河川への影響が懸念される重

油漏れにつきましては、対応の所管庁となる北海道

と連携を図り、専門家の技術的知見を踏まえ原因者

の対応を求めるとともに、関係団体と協議しながら

環境保全対策を進めてまいります。 

 自然環境の保護では、ラムサール条約登録湿地で

ある濤沸湖の価値を認識し、周辺域を含めたさらな

る自然環境の保全と賢明な利用を図るため、濤沸湖

環境保全活用ビジョンを改訂してまいります。 

 廃棄物処理では、新たに廃棄物減量化等推進審議

会を設置し、周辺自治体と連携しながら、広域での

焼却処理方法及び最終処分方法の検討を進めてまい

ります。 

 最終処分場の延命では、資源物集団回収支援金を

増額するほか、あばしりごみ通信では、市民の意見

を取り入れながら周知内容の改善に取り組むととも

に、ごみの出し方、分別方法、資源化などについて

わかりやすい内容の動画を制作し、小学生の環境学

習で活用するなど、分別率の向上に向けた啓発活動

に努めてまいります。 

 生ごみ堆肥化率の向上、破砕機の導入、紙おむつ

の高温高圧処理、衣類などの焼却処理により、埋立

ごみの減容を進めてまいります。 

 公営住宅では、子育て世帯に配慮した潮見団地の

整備を進めるとともに、大曲団地及びつくしヶ丘第

２団地のエレベーター改修など、計画的な修繕によ

り長寿命化を図り、よりよい住環境づくりに努めて

まいります。 

 空き家対策では、空き家バンクを利用した物件の

流通の促進や、住宅の解体に係る費用を支援してま

いります。 

 上水道では、安全で安心な水を安定して各家庭に

届けるため、計画的に導水管や配水管を布設替えし

てまいります。 

 下水道では、河川・湖沼の水環境の保全を図る施

設を整備するとともに、老朽化した機械設備などの

更新を進め、公衆衛生の向上を図ってまいります。 

 第３は、「ひとが集いにぎわいと活力を生むま

ち」づくりです。 

 農業では、持続的な発展と魅力ある農村環境の維

持に向け、環境に配慮した安全・安心な農作物生

産、もち麦の栽培促進、農業基盤の整備のほか、Ｊ

Ａオホーツク網走が推進する農業デジタル化の取組

に加え、農業後継者及び新規就農者を対象とした研

修を支援するなど、担い手の確保に努めるととも

に、肥料価格高騰の影響を受けている農業者を支援

してまいります。 

 病害虫や伝染病の対策では、国や道とともにジャ
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ガイモシロシストセンチュウの蔓延防止と防除に万

全を尽くすほか、家畜伝染病の発生時に迅速に防疫

作業が実施できるよう、初動対応に必要な防疫資材

を整備し、防疫体制を強化してまいります。 

 鳥獣被害防止対策では、増加している農林業被害

の防止と個体調整のため、有害鳥獣の捕獲業務を強

化するとともに、市街地での目撃が増加しているヒ

グマによる人的被害の防止と共生の両立について取

組を進めてまいります。 

 林業では、森林の持つ木材生産と環境保全という

多面的機能の維持と再生を図るため、計画的な森林

整備や林道施設の適切な維持管理に努めてまいりま

す。 

 水産業では、高度な知見と技術が必要な種苗生産

の技術向上のため、専門家による技術指導のほか、

網走湖のヤマトシジミ資源の回復に向けた種苗生産

を支援してまいります。 

 また、海面・内水面における漁場環境保全や網走

湖及び能取湖の水質・資源調査を支援し、漁家経営

の安定化を図ってまいります。 

 水産加工の振興では、網走産水産物の良さやおい

しさを幅広くＰＲするため、学校給食や大学食堂な

どでの提供のほか、オホーツク網走マラソンや友好

都市、首都圏などでのＰＲを通じて網走産水産物の

認知度の向上を図り、ふるさと納税制度の活用によ

る消費拡大を図るとともに、外国人技能実習生の技

能検定料の支援対象範囲を拡大し、持続的な水産加

工業の発展を図ってまいります。 

 観光業では、航空会社と連携したインバウンドの

誘客促進や、閑散期の宿泊増強商品の造成、ワーケ

ーションなど長期滞在型を進めるほか、戦略的な観

光地域づくりを推進するＤＭＯを支援するととも

に、観光ＰＲ動画などを活用した広告配信及び広告

の閲覧状況やアクセス経路分析など、デジタルマー

ケティングを活用した観光プロモーションに取り組

んでまいります。 

 中心市街地の活性化では、網走中央商店街振興組

合や網走商工会議所、まちなか網走などとの連携に

よるイベントの創出のほか、リモートワークなど多

様な働き方に対応する拠点であるコワーキングスペ

ースの利用促進を支援してまいります。 

 企業誘致では、引き続き地域の特性に即した誘致

活動を推進するとともに、網走刑務所や関連事業者

との連携により、公有地などの資源を活用した共生

型地域社会の実現を目指してまいります。 

 また、デジタル時代のビジネス変革に対応するた

め、専門家による相談・支援窓口の開設を支援し、

地域のデジタル化を進めてまいります。 

 市場開拓・販路拡大では、引き続き、ふるさと納

税制度を通じた特産品のＰＲに努めるとともに、新

たに地場産品の生産性向上につながる設備整備を支

援しています。 

 就労対策では、女性や高齢者の就労支援に努める

ほか、建設技能者や社会インフラを担う若者技能者

の人材育成に取り組む事業者を支援するとともに、

市内に新規就職した若者への奨励金の支給に加え、

就業意欲と地元企業の認知度を高めるため、新た

に、高校１、２年生を対象とした企業説明会を開催

し、若者の地元定着を推進してまいります。 

 また、企業が行うＵ・Ｉ・Ｊターンの取組や、網

走商工会議所が行う地元企業の就職情報発信を支援

してまいります。 

 これらのほか、コロナ禍による売上減少に加え、

エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者を支

援してまいります。 

 第４は、「豊かなひとを育むまちづくり」です。 

 就学前施設から小学校へ円滑に接続することで、

いわゆる小１プロブレムを未然に防止するため、幼

児と児童との交流や、教職員が教育内容や指導方法

の相互理解を深めるなど、幼稚園、保育園、認定こ

ども園、小学校の連携を進めてまいります。 

 学校教育では、教育内容の充実、学校運営の改

善、家庭や地域を含めた教育環境の整備に努め、子

供たちの確かな学力、豊かな人間性、健やかな体の

調和の取れた成長を促す取組を推進してまいりま

す。 

 このため、学習支援員を配置し、習熟度別授業や

少人数指導などに取り組むほか、引き続き、ＧＩＧ

Ａスクール構想の推進に向けたデジタル教材の整

備、外国語指導助手による英語教育に取り組むとと

もに、新たに、道外の教育研究者から授業改善に向

けた指導・助言を受けるなど、授業の円滑な進行と

質の向上に努めてまいります。 

 また、スクールカウンセラーの相談体制の充実の

ほか、特別な支援を必要とする子供たちの学校生活

や学習活動をサポートする支援員を増員し、個々の

状態に応じたきめ細やかな支援に取り組むととも

に、新たに潮見小学校へ通級指導教室を開設いたし

ます。 

 さらに、児童の学力・体力の向上を図るため、引
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き続き、東京農業大学の学生ボランティアによる学

習サポート、日本体育大学の指導者による指導や教

員研修に取り組んでまいります。 

 学校施設は、潮見小学校、第三中学校屋体の照明

をＬＥＤ化するほか、東小学校、第四中学校のトイ

レを改修するとともに、各校の改築、長寿命化、修

繕に係る中長期的計画を策定してまいります。 

 学校給食は、子供たちに安全で安心な学校給食を

継続して安定的に提供していくための運営体制を整

備するとともに、無償化により保護者負担を軽減し

てまいります。 

 生徒数の減少により様々な課題を抱える部活動

は、費用負担の在り方や競技・文化団体などの整備

充実、人材確保などに関し、論点整理するためのマ

ネジメント体制を整備してまいります。 

 引き続き、学校と地域との連携・協働により、地

域と共にある学校づくりに取り組むコミュニティ・

スクールを推進するとともに、校務の情報化と効率

化を図り、全ての教員が子供たち一人一人と向き合

う時間を確保することができるよう取り組んでまい

ります。 

 高等学校では、網走南ヶ丘高校定時制課程の振興

や、下校時の通学手段の確保を支援してまいりま

す。 

 東京農業大学に対しては、地元や友好都市などか

ら入学する学生への学資支援金の給付のほか、関西

圏の高校生を対象とした校外教育プログラムの取組

を支援し、さらなる学生確保に努めてまいります。 

 日本体育大学附属高等支援学校に対しては、引き

続き、保護者の経済的負担を軽減するための入学費

用や奨学金制度、教育環境や教育活動のほか、オー

プンキャンパスやＰＲ活動などについて支援をして

まいります。 

 社会教育では、市民の主体的な学びが豊かで潤い

のある地域づくりへと進展していく契機となるよう

な場の充実を図り、網走の魅力を再認識し、新たな

発想や創造につながる学習機会を提供してまいりま

す。加えて、子供たちの豊かな心や感性、たくまし

く生きる力を育み、夢を持って生きることのすばら

しさを学ぶ、子ども夢育事業を引き続き実施すると

ともに、青少年の学習環境の整備を図るほか、高等

教育機関などと連携した多様な学習機会を提供して

まいります。 

 図書館では、各種資料の収集や整備・保存に努め

るほか、電子図書館の書籍の充実を図り、多くの市

民が読書に親しめる環境づくりに取り組んでまいり

ます。 

 芸術文化では、多くの市民が優れた芸術文化に触

れ、豊かな人間性を育むことができる活動の充実に

向け、様々な分野の芸術文化を鑑賞する機会を提供

してまいります。 

 また、新たなにぎわいを創出し、芸術文化の向上

や市民文化の発展につなげるため、恵まれた自然環

境など、まちの魅力を生かした合宿誘致により芸術

文化の活動拠点づくりを図るほか、音楽・美術の専

門家による表現技法の学習機会を提供してまいりま

す。 

 美術館では、優れた美術作品の鑑賞機会を提供す

るため、また、博物館では、郷土の歴史について学

び、体験する場として、企画展の開催や教育普及活

動に努めてまいります。 

 モヨロ貝塚館では、古代モヨロ文化を学び、体験

する講座の開催などにより史跡を広くＰＲし、まち

のシンボリックイメージとしてのモヨロ文化の定着

を図るとともに、リニューアル十周年を記念して、

最新調査の成果展を開催いたします。 

 スポーツでは、競技スポーツの振興はもとより、

誰もが生涯にわたってスポーツに親しみ、健康づく

りを進めることができる環境づくりに取り組むほ

か、備品の整備と施設の長寿命化を図ってまいりま

す。 

 トップアスリートなどが夢先生として授業を行う

夢の教室は、引き続き市内の全小学校で開催し、児

童の健全育成に取り組むとともに、全道大会、全国

大会に出場するスポーツ少年団へ遠征に係る費用を

支援し、子育て世帯の負担軽減を図ってまいりま

す。 

 障がい者スポーツでは、障がいのある人がスポー

ツに親しみ、身体を動かす喜びを体感することによ

って、健康増進や体力向上を図ることのできる環境

づくりを進めるとともに、市内関係団体や日本体育

大学附属高等支援学校と連携し、スポーツ教室の開

催や指導者の育成を図ってまいります。 

 スポーツ合宿では、関係機関や団体と連携を図り

ながら誘致活動に努めるほか、７月に網走湖漕艇場

で開催される全国高等学校総合体育大会ボート競技

の開催を支援してまいります。 

 国際交流では、姉妹都市のカナダ・ポートアルバ

ーニ市とは、少年少女訪問団の派遣など青少年の交

流を、大韓民国蔚山広域市南区とは、市民の主体的
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な友好交流の促進を、コロナ禍を見据えて図ってま

いります。 

 国内交流では、引き続き、友好都市などと児童生

徒の平和学習や体験学習、物産交流など様々な交流

を進めるとともに、新たに市民の主体的な交流活動

を支援してまいります。 

 地域間交流では、網走の食材を扱う市外事業者や

ふるさと寄附を頂いた方々を中心に、あばしり応援

人・あばしり応援隊を募るほか、東京農業大学の卒

業生へのアプローチによる関係人口の創出・拡大に

努めるとともに、網走での生活を希望する方を大都

市圏から募る地域おこし協力隊制度に引き続き取り

組み、移住・定住の促進に努めます。 

 第５は、「ともに歩み、ともに築く協働のまち」

づくりです。 

 地域協働では、市民、地域活動の核である町内会

や様々な分野で活動している市民活動団体など多様

な組織・団体とともに取り組んでまいります。 

 地域活動では、町内会や自治会が所有する集会施

設の改修などに係る経費のほか、新たに団体などの

地域活動を支援し、市民活動の活性化やコミュニテ

ィーの育成を図ってまいります。 

 広報・広聴では、広報紙の充実に努めるほか、市

民と双方向で情報を共有できる仕組みを活用し、的

確な市政情報の提供や正確な情報の収集に努めると

ともに、公式ウェブサイトをリニューアルし、効果

的な情報発信の仕組みづくりを目指してまいりま

す。 

 また、まちづくりふれあい懇談会、みんなの市長

室、市長への手紙などの取組を通じて市民意識の把

握に努め、共に築く協働のまちづくりを進めてまい

ります。 

 行政運営では、「網走市まち・ひと・しごと創生

総合戦略」の進捗状況や達成度の検証・分析を通

じ、効率的、効果的な施策を推進するとともに、網

走市公共施設等総合管理計画に基づく公共施設など

の適正な配置や、第５次網走市行政改革推進計画に

基づく効率的で効果的な事務事業の推進、網走市Ｄ

Ｘ推進計画に基づく持続可能なまちづくりに努めて

まいります。 

 また、地域公共交通、観光・空港の振興、地方創

生、廃棄物処理など、一基礎自治体では解決が困難

な課題に対しては、大学、企業、団体などと多様な

連携を図りながら解決に取り組み、斜網地域１市４

町の枠組みによる定住自立圏においても、救急医療

体制の維持など、圏域全体で必要な生活機能を確保

するための取組を進めてまいります。 

 新型コロナウイルス感染拡大から３年が経過し、

いまだマスクの着用が求められるなど、コロナ禍が

続く日々を送っています。 

 しかし一方、徐々に人の動きなどは活発となり、

昨年は５月の春カニ合戦、７月のオホーツク夏まつ

りや花火大会、９月にはオホーツク網走マラソンを

３年ぶりにリアルで開催することができました。観

光客の入り込みも回復の兆しが見える中、女子プロ

サッカーチームの合宿など、これまでの取組の芽が

出てきているものと思います。今年は７月に全国か

ら1,000名を超える選手、関係者が集まる全国高等

学校総合体育大会のボート競技が本市で開催され、

網走湖を舞台に熱戦が繰り広げられます。 

 また、少子化の中、当市においては中学生までの

所得制限なしの医療費の無償化に加え、認定こども

園や保育園、幼稚園、小学校、中学校の給食の自己

負担をなくすなど、子育て世帯に寄り添い、時代の

潮流を見極めながら着実なまちづくりの歩みを進

め、日常を取り戻していく１年としたいと考えてお

ります。 

 議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力をお

願いを申し上げます。 

○金兵智則副議長 ここで暫時休憩といたします。 

 再開は11時10分といたします。 

午前11時00分休憩 

午前11時10分再開 

○金兵智則副議長 休憩前に引き続き、再開をいた

します。 

 次に、教育行政執行方針について、教育長の説明

を求めます。 

 教育長。 

○岩永雅浩教育長 －登壇－ 令和５年第１回定例

会の開催に当たり、教育行政の基本的な考え方と施

策の大要について申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症は、人々の生命や価値

感、生活、行動、さらには経済や文化など社会全体

に広範囲かつ多面的な影響を与え、まさに予測困難

な時代を象徴しています。こうした時代の潮流は、

ソサエティー5.0時代に向けた動きやデジタルトラ

ンスフォーメーションを加速させ、従来の考え方や

方法では解が見つからない社会問題にどう取り組ん

でいくかという大きな問題を提起しています。 

 このような時代の中で、当市が将来にわたって発
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展していくためには、様々な問題に自ら立ち向か

い、様々な人たちと協働して、それぞれの状況に応

じて最適な解決方法を探り出していく力を持つ人材

を育成する教育の役割がますます重要です。 

 学校教育では、持続的に児童生徒の学びを保障し

ていく中で、新しい時代に必要となる資質・能力の

育成に向けた教育の充実、地域と共にある学校づく

りの実現などが求められており、社会教育では、社

会の変化に柔軟に対応する中で、様々な課題解決・

自己実現のための生涯学習の推進、学習機会の提供

などが求められています。 

 教育委員会では、社会がどのように変化しようと

も、子供たちがふるさとへの誇りと愛着を持ち、自

ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する

資質や能力、他人を思いやる心や感動する心などの

豊かな人間性、そして、たくましく生きていくため

の健康や体力をバランスよく育むことに努めるとと

もに、市民誰もが主体的に学び続け、学びの成果が

生かされる生涯学習社会の実現を目指し、教育行政

の充実・発展に尽力をしてまいります。 

 また、様々な教育課題に対応するため、網走市教

育大綱を基軸として関連する計画に基づき、学校と

家庭、地域、幼児教育や大学など関係機関との連携

を一層強化して、各種施策を推進してまいります。 

 この後は、教育施策の概要について申し上げま

す。 

 第一に、幼児教育と小学校教育の連携についてで

す。 

 学校教育では、幼児期の教育を通して育まれた資

質・能力を踏まえて教育活動を実施し、子供が主体

的に学びに向かうことが重要で、そのためには幼児

教育と学校教育の連携が不可欠です。 

 このため、子供が円滑に小学校生活を始められる

よう、幼児と小学校児童との交流を充実させるとと

もに、教職員間で教育内容や指導方法についての情

報交流や相互理解を深めるため、幼稚園や保育園、

認定こども園と小学校との連携を進めてまいりま

す。 

 第二に、義務教育についてです。 

 子供たちが自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考

え、判断して行動し、豊かで幸せな人生を切り開い

ていくことができる「生きる力」を育むために、

「知識・技能の習得」「思考力・判断力・表現力等

の育成」「学びに向かう力・人間性等の涵養」が実

現されるよう、一人一人に応じたきめ細やかな指導

の充実を図っていきます。 

 義務教育９年間の小中連携を通じて、社会的・職

業的自立に向け、学ぶことと自己の将来とのつなが

りを見通しながら、児童生徒が一人一人のキャリア

形成を育むために、キャリア・パスポートを活用す

るなど、自己の変容や成長の自己評価を促すキャリ

ア教育を実践します。 

 さらに、多様な人々と協働しながら、新たな価値

を創造していくための力を身につけた子供を育むた

め、引き続き高等学校や大学、関係機関との連携も

図りながら、様々な施策を推進してまいります。 

 今なお警戒が必要なコロナ禍にあって、インター

ネットを活用したオンライン学習の充実を図るな

ど、「子供たちの学びを止めない」を合い言葉とし

て、感染とその拡大リスクを可能な限り低減させて

学校運営を継続するとともに、子供たちが感染症を

正しく理解し、リスクを避ける行動を取ることがで

きるよう、引き続き感染症対策に関する指導を行っ

てまいります。同時に、感染症対策などを徹底しな

がらも学校運営が円滑に継続できる学校環境整備に

も取り組んでまいります。 

 次に、「確かな学力」の育成ですが、学習内容の

確実な定着には、各学校の教職員が一体となって、

学校の教育目標を踏まえたカリキュラム・マネジメ

ントを実現し、質の高い教育活動を推進するととも

に、生活習慣や学習習慣の指導も含め、学校の成果

や課題を教育委員会、家庭、地域で共有し、社会に

開かれた教育課程によるきめ細やかな指導をさらに

充実させていく必要があります。 

 また、ＧＩＧＡスクール構想により整備した１人

１台端末や電子黒板などのハードウエア、デジタル

ドリル教材や指導者用デジタル教科書などのソフト

ウエアを一体的に活用し、「令和の日本型学校教

育」の実現に向け、個別最適な学びと協働的な学び

の実現に取り組みます。 

 教職員で組織する学力向上推進委員会や学校ＩＣ

Ｔ活用推進委員会での学校間の情報共有、指導方法

の工夫改善、小中連携の取組を進め、教員の専門的

知識や指導技術の向上を図るため、引き続き、全て

の小中学校での公開研究会の開催や学力向上フォー

ラム、特別支援教育研修会、ＩＣＴ研修会や新任教

職員研修会を実施するなど、今日的課題やキャリア

ステージに応じた教員の育成を推進します。 

 一人一人の資質・能力を伸ばすためのきめ細やか

な指導の充実では、全国学力・学習状況調査の結果
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の分析や、学校評価ガイドラインに基づく教育課程

の編成・実施による授業改善に向けた指導・助言等

を行う教育研究者を招き、教員の指導力向上を図る

研修を実施するとともに、学習支援員の配置による

算数・数学科での習熟度別指導や少人数指導、外国

語指導助手の配置による英語教育の充実に取り組ん

でまいります。 

 土曜日や長期休業中、放課後での学習機会の創

出・支援では、東京農業大学や市内高等学校と連携

し、学生ボランティアを活用した取組を推進してま

いります。 

 家庭や地域と連携した学力向上の方策として、生

活リズムチェックシートの積極的な活用を図るな

ど、基本的な生活習慣の確立や家庭での学習習慣の

定着に向けた取組を推進してまいります。 

 「豊かな人間性」を育む教育では、自他の持って

いる良さを大切にし、思いやりの心を育んでいける

よう、道徳教育の充実を図ってまいります。また、

自分の感覚や行為を通して理解する実習や実験な

ど、様々な場面での実際に体験することを通じて学

ぶことの重要性が、ＡＩ技術が高度に発達するソサ

エティ5.0時代にこそ一層高まるとされています。

そのため、学校教育と社会教育が連携し、学校支援

地域本部事業やデジタル図書館を利用した読書活動

の推進、社会教育機関・施設などの地域資源を活用

した自然体験や職業体験、ボランティア活動など、

あらゆる教育活動を通して、自立心や自律性、思い

やりの心を培い、子供たちの豊かな人間性や社会性

を育む教育を推進してまいります。 

 「健やかな体」の育成では、なぜ、よく食べ、よ

く眠り、よく運動することが大切なのかを理解し、

自ら心身の健康を大切にする気持ちや運動の楽し

さ、喜びを実感できる体育活動を通して、心身とも

に健康で元気に生活できる健やかな体を持った子供

の育成を目指してまいります。 

 楽しく、達成感が味わえる体育授業をはじめ、全

小中学校が行う一校一実践の取組、タグラグビーの

推進、オホーツク網走マラソンへの参加促進などに

努めるほか、日本体育大学との連携の下、大学指導

者による教員研修を通して、体力向上を図る取組を

推進してまいります。 

 次に、生徒指導では、ＳＮＳの利用上のトラブル

やいじめ、不登校など様々な課題に適切に対応でき

るよう、学校における情報モラルに関する指導や相

談体制を充実させるとともに、関係機関との連携を

図りながら、これらの未然防止、早期発見、早期対

応に努めてまいります。 

 特にいじめの問題は、事実関係の早期把握に基づ

く適切な対応による解決が重要となることから、網

走市いじめ防止基本方針や学校いじめ防止基本方針

に基づき、網走市いじめ問題等対策連絡協議会を開

催するなど、学校と家庭・地域における情報の共有

や指導体制の充実を図ってまいります。 

 また、各学校の児童会や生徒会などが行う、いじ

め防止に関する活動の交流や、子供たち自身がいじ

めの問題について考え合う機会として開催をする網

走市子ども会議などの取組を継続してまいります。 

 相談窓口を広く持ち、相談機会を増やすことによ

り、問題の芽を早期に解消し、きめ細やかな指導に

つなげるため、スクールカウンセラーを複数名配置

して充実させるとともに、家庭児童・教育相談室の

活用促進、さらには適応指導教室クリオネ学級での

不登校児童生徒への学習支援の取組を進めるととも

に、多様な教育の場づくりについて研究してまいり

ます。 

 特別支援教育では、特別な支援を必要とする子供

への対応を充実させ、一人一人の教育的ニーズに応

じた適切な指導や支援が重要です。特別支援学級や

通常学級に必要な支援員を配置するほか、学校職員

間で情報を共有し、教職員や支援員を対象にした研

修会の開催などを行い、特別支援教育の充実に努め

るとともに、通級学級を増設し、個に応じた学習環

境の整備に努めてまいります。 

 経済的理由によって就学が困難な児童生徒の就学

援助では、全ての児童生徒が義務教育を円滑に受け

ることができるよう努めてまいります。 

 登下校時の児童生徒の安全確保では、交通安全や

防犯、防災の観点から、通学路危険箇所の安全確保

に向けた取組を進めるとともに、各地域での見守り

活動を側面的に支援し、スクールガードリーダーを

継続して配置するほか、パトロール活動用の資材の

整備、関係行政機関などで組織する子ども安全確保

連絡会議との連携などにより、子供たちを不審者な

どから守る取組を継続して行ってまいります。 

 学校図書館では、引き続き図書館のよりよい環境

づくりや蔵書の充実を図るとともに、学校図書館司

書の配置により、本に親しむ習慣を子供たちに根づ

かせるための方策を推進しながら、読書環境の一層

の充実に努めてまいります。 

 学校施設は、一定期間の年数が経過し不具合が発
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生する状況にあるため、優先順位を含めた整備指針

となる年次計画を作成し、効果的かつ効率的な整備

を進めるとともに、学校遊具などの点検・更新な

ど、児童生徒の安全確保や環境改善の取組を推進し

てまいります。 

 次に、学校給食では、給食用備品の整備や設備の

改善を進めるとともに、子供たちに安全で安心な学

校給食を継続して、安定的に提供していくための運

営体制づくりを進め、給食食材の産地公表を引き続

き実施するとともに、地産地消の取組のほか、子供

たちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身

につけることができるよう、食育について推進して

まいります。また、保護者の経済的な負担を軽減す

るため、子育て支援の一環として給食費を無償化し

ます。 

 このほか、地域とともにある学校づくりを目指

し、地域の住民や企業、教育機関などが持つ人的資

源や技能などを生かした学習環境づくりを進めると

ともに、学校と家庭、地域が一体となった学校運営

ができる仕組みとして、コミュニティ・スクールの

推進に努めます。そのことにより、学校と地域住民

などが「９年間でどのような子供を育てるのか」

「地域でどのような教育を実現していくのか」とい

う目標やビジョンを共有しながら、地域と一体とな

った特色ある学校づくりを推進します。 

 生徒数が減少する中、部活動を持続的に維持する

ため、部活動外部指導員を配置するとともに関連諸

制度や費用負担、大会の在り方、人材確保などに関

し、論点整理するためのマネジメント体制を整備

し、特に短期的に解決に向けて行動すべき課題等に

ついて、重点的に検討を進めるとともに、その他の

課題解決に向けた将来的な検討に資するよう、課題

等の精査を進めつつ、議論の取りまとめに向けて検

討を進めてまいります。 

 教職員の働き方改革では、校務支援システムを活

用した勤務時間の把握やＩＣＴを活用した校務の効

率化を進めるとともに、全ての教員が子供たち一人

一人と向き合う時間の確保に努めます。 

 第三は、高等学校・高等教育についてです。 

 小中学生が高等学校・大学と交流する機会を充実

することで、将来を見通した学習への興味・関心や

学ぶ意欲の向上を図ってまいります。 

 また、網走南ヶ丘高校定時制課程振興のための助

成や、定時制生徒の下校時の公共交通手段確保への

支援を引き続き行ってまいります。東京農業大学生

物産業学部や学校支援地域本部事業との連携によ

る、市内小中学校での農大生や一般市民の教育ボラ

ンティアの拡充にも努めてまいります。 

 また、奨学資金制度については、従来の奨学金と

令和３年度に創設したサン育英奨学金を運用するこ

とで、社会の有用な人材の育成を目指してまいりま

す。 

 第四に、生涯学習についてです。 

 市民の自主的で主体的な学びや市民相互の学習活

動は、豊かな人間性を育み、地域力を高める大きな

力となるものです。そのため、各世代の学習ニーズ

に対応した学習機会の充実や学習情報の提供など、

市民の豊かな学びを育む環境づくりに努めてまいり

ます。 

 オホーツク・文化交流センターでは、空調設備の

更新や照明設備のＬＥＤ化をはじめとした施設環境

の整備を通じて、利用者へ安全・安心な学習環境を

提供するとともに、市民の利便性向上を図ってまい

ります。 

 図書館では、市民の生涯学習の支援や様々な生活

課題の解決のため、電子図書館の書籍充実と図書館

内でも閲覧可能な環境整備を図り、幅広い図書資料

の収集・整備の充実を図るとともに、レファレンス

サービスを充実してまいります。 

 また、子供の読書活動を推進するため、学校など

と連携した事業を引き続き実施するほか、図書館内

外でのよみきかせ会の開催や読書ノートの整備、絵

本パック事業などを実施してまいります。 

 高齢者や障がいのある方々の読書活動の推進で

は、ボランティア団体などとの協働による読書機会

の充実に努めてまいります。 

 第五に、社会教育についてです。 

 社会構造が変化し、人々の生活様式や価値感が多

様化する中、恵まれた自然環境や産業特性、まちの

魅力を学びにより再認識し広く伝え、活動すること

ができる人づくりが重要であることから、網走の特

色ある地域資源や歴史・文化について学ぶあばしり

学講座をはじめ、生活や地域の課題解決に向けた各

種講座を開設するとともに、高等教育機関などと連

携した多様な学習機会の提供に努めてまいります。 

 また、地域全体で学校教育を支援する地域学校協

働活動事業や、放課後子ども教室推進事業のほか、

市民や関係団体と連携し、子供たちに質の高い学習

機会を提供していくとともに、夢を持って生きるこ

との大切さを伝える場を創出してまいります。 
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 中学校の部活動をめぐっては、スポーツ・芸術文

化団体等の基盤整備や指導者の質と量の確保、活動

拠点の確保などの諸課題及びその解決に向けた方向

性として考えられる事項について、学校教育部と連

携し、議論の取りまとめに向けて検討を進めてまい

ります。 

 さらに、寿大学では、高齢者が健康で生き生きと

暮らすための学習機会の提供を通じて、高齢者の学

習意欲や活動意欲の向上に努めるほか、様々な世代

や地域との交流を通じた高齢者の生きがいづくりを

推進してまいります。 

 第六に、家庭教育についてです。 

 子供たちが健やかに成長していくために、家庭と

地域が共に学び、地域全体で子供を育てていくため

の環境づくりを目指し、学校や地域、関係団体など

と連携を図りながら、子供たちの発達段階に対応し

た事業を実施してまいります。 

 第七に、芸術文化についてです。 

 心の充実は豊かな人とまちを育むものであり、市

民文化の高揚は地域社会に豊かさと潤いをもたらし

ます。そのため、市民の誰もが優れた芸術に触れる

ことができるよう、様々な分野の芸術鑑賞機会を提

供するとともに、優れた演奏家を招いて生のクラシ

ック音楽の鑑賞機会を創出する事業を支援してまい

ります。 

 また、芸術文化合宿では、引き続き網走の地域性

を生かし、芸術文化活動団体の合宿を誘致するとと

もに、市民との交流を通じてまちのにぎわいづくり

と市民の芸術文化の向上に努めてまいります。 

 美術館では、郷土作家を紹介する常設展や、所蔵

作品展のほかに、江戸の浮世絵と現代を結ぶ木版画

「川瀬巴水展」「現代作家展」などの企画展を開催

し、優れた美術作品を鑑賞する機会を提供いたしま

す。 

 さらに、小中学生のための美術展や市内学校への

出張美術館を実施するほか、各種美術講座や作品解

説会の開催など、美術教育の普及に努めてまいりま

す。 

 また、将来の活躍が期待される若手美術家を応援

するため、市内にその作品を展示する事業を引き続

き取り組んでまいります。 

 博物館では、リニューアルから10年目を迎えるモ

ヨロ貝塚館の展示などの改修を実施するとともに、

郷土を語ることのできる博物館として展示や資料を

はじめ、その機能の充実に一層努めてまいります。 

 また、歴史と自然を学ぶための企画展などを開催

するほか、博物館友の会と連携した各種講座や見学

会、観察会などを開催し、子供たちや市民の学習機

会の充実と教育普及活動を推進してまいります。 

 第八に、文化財についてです。 

 国の史跡モヨロ貝塚について学ぶことのできる講

演会や体験学習会などの講座を開講し、モヨロ貝塚

の理解とＰＲに努めるとともに、リニューアル十周

年を記念してモヨロ文化の最新の成果をまとめた特

別展を開催してまいります。 

 第九に、スポーツについてです。 

 スポーツは、青少年の健全育成や健康の維持・増

進、コミュニティーづくりなどの役割を果たすもの

であり、年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、

誰もが生涯にわたってスポーツに親しみ、健康づく

りに取り組むことができる環境づくりが重要です。

このため、スポーツ施設の整備や維持管理を進める

とともに、競技スポーツの振興や、それぞれの体力

や年齢・目的に応じた各種スポーツ教室を開催する

など、スポーツへの参加機会の提供に努め、スポー

ツを通じた健康づくりやコミュニティーづくりを進

めてまいります。 

 また、障がい者スポーツの振興を図るため、市内

関係団体や日本体育大学附属高等支援学校と連携

し、障がい者スポーツ教室の開催や指導者育成の支

援を行い、スポーツを通じた仲間づくりや交流ので

きる環境づくりに努めてまいります。 

 次に、スポーツ合宿の推進では、関係機関や団体

との連携を図りながら、ラグビーや陸上競技、サッ

カーなどの誘致活動を積極的に行うとともに、国際

大会への出場選手や障がい者スポーツなど幅広い合

宿誘致に取り組み、地域の活性化及びスポーツに対

する市民意識の高揚を目指してまいります。 

 また、令和５年全国高校総体ボート競技大会実施

に向けた受入準備、漕艇場の整備を行うとともに、

大会の開催が地域の活性化、スポーツの振興に大き

く寄与するよう大会の準備と運営に万全の体制を構

築してまいります。 

 さらに、陸上中長距離の国内トップ選手が出場す

るホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会をは

じめ、市内で開催される全国、全道規模の大会な

ど、各種スポーツ大会の開催を支援するほか、競技

スポーツの振興を図るため、スポーツ団体や関係機

関と連携し、競技力の向上や指導者育成、スポーツ

活動の支援など、環境づくりに努めてまいります。 
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 最後に、国際化対応についてです。 

 幼児や小学生のうちから外国語に親しみ、異なる

文化や風習などを体験・学習する機会の提供を通じ

て、日本や網走の文化を再認識するとともに、国際

感覚を持った人材育成を目指した取組を引き続き実

施してまいります。 

 以上、令和５年度における教育行政推進に当たっ

ての教育施策の概要について申し上げました。 

 教育委員会では、社会がどのように変化しようと

も、子供たちが自らの夢や希望に向かって、自立し

て社会でたくましく生きていくために必要な総合的

な人間力の基礎を身につけることができるよう、学

校と家庭・地域が共通の認識の下、関係機関・関係

団体などとの連携を図りながら、本市教育の一層の

充実・発展に全力で取り組んでまいりますととも

に、生涯を通して豊かに学ぶことのできる生涯学習

社会の構築に努めてまいります。 

 市民の皆様並びに議員各位の一層の御理解と御協

力を心からお願い申し上げます。 

○金兵智則副議長 次に、令和５年度予算案の説明

を求めます。 

 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました、議案第１号から第７号までの令

和５年各会計予算につきまして、御説明を申し上げ

ます。 

 網走市各会計予算書を御覧願います。 

 初めに、１ページ、議案第１号一般会計予算でご

ざいます。 

 第１条は、歳入歳出予算でございます。 

 予算の総額は266億4,538万3,000円で、歳入歳出

予算の款項の区分及び金額は２ページから６ページ

までの第１表のとおりでございます。 

 第２条は、債務負担行為の設定でございます。 

 内容は、７ページの第２表に記載のとおり、期

間、限度額を設定するものでございます。 

 第３条は、地方債に関する定めでございます。 

 内容は、８ページの第３表に記載のとおり、起債

の限度額等について定めるものでございます。 

 第４条は、一時借入金の限度額を定めるものでご

ざいまして、最高額を70億円とするものでございま

す。 

 第５条は、歳出予算の流用について定めるもので

ございます。 

 報酬、給料、職員手当等及び共済費につきまし

て、同一款内での項間流用について可能とするもの

でございます。 

 次に、９ページ、議案第２号市有財産整備特別会

計では、予算総額１億1,484万6,000円でございま

す。また、一時借入金の限度額を5,000万円とする

ものでございます。 

 次に、11ページ、議案第３号国民健康保険特別会

計では、予算総額41億6,853万8,000円でございま

す。また、一時借入金の限度額を６億円とするもの

でございます。 

 次に、15ページ、議案第４号網走港整備特別会計

では、予算総額９億5,941万2,000円でございます。

また、一時借入金の限度額を９億5,900万円とする

ものでございます。 

 次に、17ページ、議案第５号能取漁港整備特別会

計では、予算総額１億9,238万8,000円でございま

す。また、一時借入金の限度額を１億9,200万円と

するものでございます。 

 次に、19ページ、議案第６号介護保険特別会計で

は、予算総額36億864万5,000円でございます。ま

た、一時借入金の限度額を７億円とするものでござ

います。 

 次に、23ページ、議案第７号後期高齢者医療特別

会計では、予算総額６億5,289万5,000円でございま

す。また、一時借入金の限度額を２億円とするもの

でございます。 

 以上、一般会計及び特別会計予算について御説明

申し上げましたが、その内容につきましては、財政

課長及び税務課長から御説明申し上げます。 

○金兵智則副議長 財政課長。 

○古田孝仁財政課長 －登壇－ 予算の内容につき

まして、御説明申し上げます。 

 お手元に配付しております資料１号、予算資料の

２ページをお開き願います。 

 一般会計の歳入歳出を科目別に表したものでござ

いますが、特徴的な予算の増減について御説明いた

します。 

 初めに、歳入、１市税ですが、前年度比較はプラ

ス２億2,375万8,000円、4.7％の増となっており、

これは第一次産業の好調を受け、個人市民税が増と

なるものでございます。 

 12地方交付税ですが、前年度比較はプラス２億

7,500万円、4.3％の増となり、地方交付税の振替分

である臨時財政対策債を合わせた実質的な金額もプ

ラス１億4,400万円、2.2％の増となっております。
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これは地域のデジタル化推進と公共施設の光熱費高

騰への対応によるものでございます。 

 １から13までの一般財源の計では、市税と地方交

付税の大幅な増により、前年度比較はプラス５億

2,637万7,000円、4.2％の増となっております。 

 しかしながら、先ほどの臨時財政対策債を考慮し

た実質的な金額は、一番下に記載しておりますが、

プラス３億9,537万7,000円、3.1％の増となってお

ります。 

 戻りまして、19寄附金ですが、前年度比較はプラ

ス２億円、10.0％の増となっており、これはふるさ

と寄附金の増によるものでございます。 

 20繰入金ですが、前年度比較はプラス４億6,212

万円、30.3％の増となっており、これは小中学校や

幼稚園、保育園の給食費無償化、地場産品の生産性

向上を図る設備投資に対する補助、新庁舎の建設な

どに対しまして、ふるさと寄附基金を活用すること

による増でございます。 

 22諸収入ですが、前年度比較はマイナス１億

1,729万2,000円、10.1％の減となっており、これは

中小事業者への一般資金貸付金と住宅リフォーム資

金貸付金の減によるものでございます。 

 23市債ですが、前年度比較はプラス15億1,370万

円、85.0％の増となっており、これは新庁舎の建設

によるものでございます。 

 次に、３ページの歳出でございます。 

 ２総務費ですが、前年度比較はプラス16億2,668

万5,000円、57.6％の増となっており、これは新庁

舎の建設によるものでございます。 

 ４衛生費ですが、前年度比較はプラス１億4,946

万3,000円、9.0％の増となっており、これは紙おむ

つなどの処理と一時保管場所の整備、移動型医療サ

ービスの導入の増によるものでございます。 

 ６農林水産業費ですが、前年度比較はプラス１億

610万9,000円、10.6％の増となっており、これはジ

ャガイモシロシストセンチュウ緊急防除と道営畑総

事業の増によるものでございます。 

 ７商工費ですが、前年度比較はプラス２億248万

9,000円、8.2％の増となっており、これは地場産品

の生産性向上を図る設備投資に対する補助とふるさ

と寄附の返礼に係る経費の増によるものでございま

す。 

 10教育費ですが、前年度比較はプラス４億9,736

万円、22.0％の増となっており、これはオホーツ

ク・文化交流センターの照明などのＬＥＤ化、小中

学校の給食費無償化、小学校の遊具整備の増による

ものでございます。 

 次に、４ページ、性質別使途内訳表を御覧くださ

い。 

 ２物件費ですが、前年度比較はプラス４億4,655

万5,000円、11.5％の増となっており、これはふる

さと寄附の返礼に係る経費、紙おむつなどの処理、

移動型医療サービスの導入、公開型の統合ＧＩＳシ

ステムの導入の増によるものでございます。 

 ４扶助費ですが、前年度比較はマイナス１億

2,119万円、2.8％の減となっており、これは小中学

校の給食費無償化に伴う準要保護給食扶助費及び認

定こども園の施設型給付費、児童手当、子ども医療

助成の減によるものでございます。 

 ５補助費等ですが、前年度比較はプラス４億

8,776万4,000円、16.1％の増となっており、これは

小中学校や幼稚園、保育園の給食費無償化、地場産

品の生産性向上を図る設備投資に対する補助、高校

総体ボート競技の開催負担金の増によるものでござ

います。 

 ６普通建設事業費ですが、（１）の補助事業の前

年度比較はマイナス１億5,018万3,000円、42.1％の

減となっており、これは市営住宅の建設と解体に対

する補助の減と旧静湖園の解体の完了によるもので

ございます。（２）の単独事業の前年度比較はプラ

ス19億1,484万円、121.1％の増となっており、これ

は新庁舎の建設、オホーツク・文化交流センターの

照明などのＬＥＤ化の増によるものでございます。 

 10貸付金ですが、前年度比較はマイナス１億

3,050万円、14.4％の減となっており、これは中小

事業者への一般資金と住宅リフォーム資金の貸付金

の減でございます。 

 表の一番下の欄に、１の人件費から５の補助費等

までに７の公債費を加えた経常的な経費の合計を記

載しております。前年度との比較ではプラス９億

5,733万7,000円、5.2％の増となっております。 

 ５ページ以降は、主要事業調書でございます。施

策の体系ごとに整理しておりますので、後ほど御覧

いただきたいと思います。 

 以上で、予算の内容の説明を終わらせていただき

ます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○金兵智則副議長 税務課長。 

○清杉利明税務課長 －登壇－ 引き続き、市税の

概要につきまして御説明申し上げます。 
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 同じく資料１号、予算資料の34ページ、第１表、

令和５年度歳入予算額調を御覧ください。 

 この表は、令和５年度市税の歳入予算額を税目別

に記載し、令和４年度との比較増減について表した

ものでございます。 

 表中、最下段の合計欄を御覧ください。 

 令和５年度市税の予算計上額総計は49億6,354万

7,000円で、令和４年度当初予算額と比較します

と、昨年に引き続き第一次産業における個人所得の

増加が見込まれることにより、２億2,375万8,000円

の増、104.7％と見込んでおります。 

 次に、35ページの第２表、令和３年・４年・５年

度市税調定（収入）額調を御覧ください。 

 この表は、令和３年度の調定額と収入決算額、令

和４年度の調定見込額と収入見込額、令和５年度の

調定見込額を税目ごとに比較したものでございま

す。 

 表の最下段の合計欄を御覧ください。 

 令和５年度の調定見込額総計は51億4,645万1,000

円で、令和３年度決算額との対比では105.3％、令

和４年度見込額との対比では99.4％でございます。 

 次に、各税目別の現年度・過年度課税に係る対前

年の調定見込額と比較いたしますと、個人市民税が

対前年比100.1％、法人市民税が95.5％、交付金、

納付金を除く固定資産税が100.3％、軽自動車税の

環境性能割が107.9％、種別割が100.2％、市たばこ

税が 96.0％、入湯税が 103.5％、都市計画税が

100.6％となりまして、全体では、下から３行目に

なりますが、99.7％となるものでございます。 

 次に、36ページの第３表、市民税課税額調を御覧

ください。 

 この表は、個人市民税の現年度分の課税標準額と

税額の見込みを所得区分ごとに前年度と比較したも

のでございます。 

 表の最下段の合計欄を御覧ください。 

 令和５年度の調定税額は22億401万3,000円で、前

年度の調定税額見込みと比較いたしますと100.1％

となっております。これは、第一次産業の農業、漁

業におきまして、主力の作物や魚種が近年好調に推

移しておりまして、個人所得の増加が見込まれるほ

か、給与所得につきましても微増の見込みとなって

おりまして、調定税額全体として前年度の見込額と

同額程度を確保できる見込みでございます。 

 また、当初予算の比較におきましては、２億

4,196万2,000円の増、112.4％となっております。 

 次に、37ページ、上段の第４表、固定資産税課税

額調を御覧ください。 

 この表は、固定資産税の課税標準額と調定税額の

見込みを資産の区分別に前年度の見込みと比較した

ものでございます。 

 令和５年度は、評価替え年度の第３年度目に当た

りまして、基本としましては据置きとなりますが、

土地につきましては、税制改正に伴う負担調整措置

の影響はなくほぼ横ばいと見込みまして、調定税額

で51万円の減額、課税標準額の対前年比は99.9％の

見込みとなっております。 

 次に、家屋につきましては、既存家屋の評価額は

据置きとなり、新増築件数は減少しているものの大

規模な滅失家屋もなく、家屋全体では微増と見込ん

でおります。調定税額では961万8,000円の増額、課

税標準額の対前年比は101.0％の見込みとなってお

ります。 

 次に、償却資産につきましては、新たに課税とな

る設備等はあるものの、既存資産の減価償却が想定

されることなどにより、微減と見込んでおります。

調定税額では402万5,000円の減額、課税標準額の対

前年比は99.1％の見込みとなっております。 

 令和５年度の固定資産税の合計では、調定税額で

17億8,575万6,000円となりまして、前年度の調定見

込税額と比較しますと508万3,000円の増額、課税標

準額の対前年比は100.3％の見込みとなっておりま

す。 

 次に、同じページの下段の第５表、市税負担額調

を御覧ください。 

 この表は、滞納繰越及び交付金、納付金を除きま

して、市民税、固定資産税、その他の税に区分し、

１世帯当たりと市民１人当たりの市税負担額につき

まして年度ごとに表したものでございますので、後

ほど御一読いただきたいと存じます。 

 以上、市税の概要につきまして御説明申し上げま

したが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上

げます。 

○金兵智則副議長 説明の途中ですが、ここで昼食

のため暫時休憩といたします。 

 再開は午後１時といたします。 

午後12時00分休憩 

午後１時00分再開 

○金兵智則副議長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 令和５年度予算案の説明を続行いたします。 
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 水道部長。 

○柏木弦水道部長 －登壇－ 御上程いただきまし

た議案第８号から議案第10号令和５年度網走市公営

企業の各会計予算について御説明申し上げます。 

 お手元にお配りしております令和５年度網走市公

営企業会計予算書を御覧願います。 

 初めに、予算書の３ページ、議案第８号水道事業

会計予算でございます。 

 令和５年度の予算規模でございますが、収益的収

入と資本的支出との合計額22億40万円となってお

り、前年度との比較では0.5％の増となっておりま

す。 

 以下、条文に従いまして御説明申し上げます。 

 第１条は、総則でございます。 

 第２条は、業務の予定量を定めるものでございま

す。 

 第３条は、営業活動に伴う収益的収入及び支出の

予定額を定めており、事業収益の総額を９億9,091

万1,000円、事業費用の総額を８億8,313万3,000円

とするものでございます。 

 第４条は、水道施設の整備など建設改良等に伴う

収入及び支出の予定額を定めており、資本的収入の

総額で７億5,055万3,000円、資本的支出の総額で12

億948万9,000円を予定しております。資本的収入額

が資本的支出額に対して不足する額につきまして

は、当年度分消費税資本的収支調整額のほか、括弧

内に記載の資金をもちまして補塡しようとするもの

でございます。 

 次に、４ページを御覧願います。 

 第５条から第10条までは、企業債、一時借入金、

予定支出の各項の経費の金額の流用、議会の議決を

経なければ流用することのできない経費、利益剰余

金の処分、重要な資産の取得及び処分に関して、そ

れぞれ記載のとおり定めようとするものでございま

す。 

 なお、５ページから29ページに説明書として関係

資料を添付してございますので、併せて御覧いただ

きたいと存じます。 

 次に、予算書の33ページ、議案第９号簡易水道事

業会計予算でございます。 

 令和５年度の予算規模でございますが、収益的収

入と資本的支出との合計額２億2,246万2,000円とな

っており、前年度との比較では4.2％の減となって

おります。 

 以下、条文に従いまして御説明申し上げます。 

 第１条は、総則でございます。 

 第２条は、業務の予定量を定めるものでございま

す。 

 第３条は、営業活動に伴う収益的収入及び支出の

予定額を定めており、事業収益の総額を１億2,473

万9,000円、事業費用の総額を8,720万5,000円とす

るものでございます。 

 第４条は、簡易水道施設の整備など建設改良等に

伴う収入及び支出の予定額を定めており、資本的収

入の総額で3,980万円、資本的支出の総額で9,772万

3,000円を予定しております。資本的収入額が資本

的支出額に対して不足する額につきましては、当年

度分損益勘定留保資金のほか、括弧内に記載の資金

をもちまして補塡しようとするものでございます。 

 次に、34ページを御覧願います。 

 第５条から第９条までは、企業債、一時借入金、

予定支出の各項の経費の金額の流用、議会の議決を

経なければ流用することのできない経費、他会計か

らの補助金に関して、それぞれ記載のとおり定めよ

うとするものでございます。 

 なお、35ページから57ページに説明書として関係

資料を添付してございますので、併せて御覧いただ

きたいと存じます。 

 次に、予算書の61ページ、議案第10号下水道事業

会計予算でございます。 

 令和５年度の予算規模でございますが、収益的収

入と資本的支出との合計額26億9,974万4,000円とな

っており、前年度との比較では0.4％の増となって

おります。 

 以下、条文に従いまして御説明申し上げます。 

 第１条は、総則でございます。 

 第２条は、業務の予定量を定めるものでございま

す。 

 第３条は、営業活動に伴う収益的収入及び支出の

予定額を定めており、事業収益の総額を16億9,123

万4,000円、事業費用の総額を16億7,090万円とする

ものでございます。 

 第４条は、下水道施設の整備など建設改良等に伴

う収入及び支出の予定額を定めており、資本的収入

の総額で４億2,576万円、資本的支出の総額で10億

851万円を予定しております。 

 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

につきましては、当年度分消費税資本的収支調整額

のほか、括弧内に記載の資金をもちまして補塡しよ

うとするものでございます。 
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 次に、62ページから63ページを御覧願います。 

 第５条から第11条までは、継続費、債務負担行

為、企業債、一時借入金、予定支出の各項の経費の

金額の流用、議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費、他会計からの補助金に関して、そ

れぞれ記載のとおり定めようとするものでございま

す。 

 なお、65ページから93ページに説明書として関係

資料を添付してございますので、併せて御覧いただ

きたいと存じます。 

 以上、議案第８号から議案第10号、令和５年度水

道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計の

予算につきまして提案理由を御説明申し上げました

が、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○金兵智則副議長 次に、令和５年度予算関連議案

の説明を求めます。 

 市民環境部長。 

○武田浩一市民環境部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました、議案第11号網走市附属機関条例

及び報酬職員給与条例の一部を改正する条例制定に

つきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

 議案資料１ページ、資料２号を御覧いただきたい

と存じます。 

 条例改正の趣旨でございますが、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物の減量等に

関する事項を審議する審議会を設置し、当会を附属

機関に位置づけ、委員報酬を定めるため、関係する

二つの条例について所要の改正を行おうとするもの

でございます。 

 改正条例及び内容についてでありますが、一つに

網走市附属機関条例の一部を改正する条例につきま

しては、別表の附属機関に網走市廃棄物減量等推進

審議会を追加するものであります。 

 二つに、報酬職員給与条例の一部を改正する条例

につきまして、網走市廃棄物減量等推進審議会の報

酬額は会長6,500円、委員6,000円とする規定を追加

するものであります。 

 本条例の施行期日につきましては、公布の日から

施行しようとするものでございます。 

 以上、議案第11号につきまして提案理由の御説明

を申し上げましたが、よろしく御審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

○金兵智則副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第12号天都山展望台・オホー

ツク流氷館条例の一部を改正する条例制定につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。 

 議案資料４ページ、資料３号を御覧いただきたい

と存じます。 

 初めに、改正の趣旨でございますが、新型コロナ

ウイルス感染症や原油価格の不安定な変動など様々

な要因を受け、入館者数の減少や施設管理運営費の

増加など収益環境が悪化していることから、今後の

安定した運営に必要な財源を確保するとともに、施

設の話題性やリピート客の獲得を目的に、おおむね

５年をめどとする施設改修費の財源を積み立てるた

め、展示エリア入館料を改定する当該条例の所要の

改正を行おうとするものでございます。 

 改正の内容でございますが、大人、高校生、小中

学生の展示エリア入館料について、個人で200円、

団体で１人につき160円を増額する改定を行おうと

するもので、改定後の入館料は資料に記載の改定案

の料金のとおりでございます。 

 施行期日につきましては、令和５年10月１日から

施行しようとするものでございます。 

 条例改正部分につきましては、新旧対照表に記載

のとおりでございます。 

 以上、議案第12号につきまして提案理由の御説明

を申し上げましたが、よろしく御審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

○金兵智則副議長 以上で、新年度予算案及びこれ

に関連する議案の提案理由の説明を終わります。 

 なお、ただいま提出されました新年度予算案及び

これに関連する議案の審議につきましては、議会運

営委員会の決定に基づきまして、後日、市政執行方

針及び教育行政執行方針並びに市政各般の事項と併

せて、各会派１名による代表質問を行い、代表質問

終了後は、予算案等審査のための特別委員会を設置

し、細部審査を行うことになります。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 次に、日程第６、議案第13号か

ら議案第28号までの16件を一括して議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第13号から議案第16号まで、

議案第20号及び議案第25号から議案第27号までにつ

きまして、一括して提案理由の御説明を申し上げま

す。 
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 初めに、議案第13号から議案第16号までの令和４

年度網走市各会計補正予算につきまして御説明申し

上げます。 

 議案資料の５ページ、資料４号を御覧願います。 

 １、歳入歳出予算の補正でございますが、一般会

計では２億6,593万9,000円を追加、介護保険特別会

計では１億7,000万円を減額しようとするものでご

ざいます。 

 款項の区分及び金額につきましては、各会計議案

第１表に記載のとおりでございます。 

 ２、繰越明許費の補正でございますが、年度内に

事業執行が困難な事業につきまして、翌年度に繰り

越して使用できる予算額を新たに定めるもので、そ

の繰越額を一般会計で戸籍事務システムクラウド化

事業外10件、３億1,828万2,000円とするものでござ

います。 

 追加の内容は、一般会計議案の第２表のとおりで

ございます。 

 １枚めくっていただき６ページ、３、債務負担行

為の補正でございますが、債務負担の限度額を新た

に定めるもので、一般会計では庁舎及び公共施設等

の管理委託等契約外９件で14億6,298万9,000円、国

民健康保険特別会計では国保市町村事務処理標準シ

ステム保守委託契約外１件で167万7,000円、網走港

整備特別会計では上屋消防設備点検委託契約外２件

で47万円、介護保険特別会計では要介護認定訪問調

査委託契約外１件で698万5,000円とするものでござ

います。 

 追加の内容は、一般会計では議案の第３表、国民

健康保険特別会計及び網走港整備特別会計では議案

の第１表、介護保険特別会計では議案の第２表のと

おりでございます。 

 ４、地方債の補正でございますが、一般会計で減

収補填債の限度額追加といたしまして5,801万1,000

円とするものでございます。 

 追加の内容は、一般会計議案の第４表のとおりで

ございます。 

 次に補正予算の内容でございますが、別冊でお配

りしております事項別明細書７ページを御覧願いま

す。 

 なお、歳出補正額の財源内訳欄には特定財源とな

ります歳入の内訳を記載しておりますので、説明は

歳出のみとさせていただくことで御了承いただきた

いと存じます。 

 初めに、総務費の一般管理費、職員給与費では、

退職手当2,100万円の追加でございます。 

 財政調整基金費では、寄附金を各基金に積み立て

るもので、財政調整基金で300万円の追加、保健福

祉基金で37万9,000円の追加、産業振興基金で403万

円の追加、教育振興基金で195万円の追加、ふるさ

と寄附基金で１億円の追加、企業版ふるさと寄附基

金で2,060万円の追加でございます。 

 戸籍住民基本台帳費では、戸籍事務システムの改

修に対する国庫補助金の交付に伴う財源補正でござ

います。 

 民生費の障がい福祉費、身体障がい者更生医療給

付事業では、利用者の増に伴い534万3,000円の追加

でございます。 

 高齢者福祉費では、介護保険特別会計における給

付費の減に伴い繰出金2,125万円の減額でございま

す。 

 後期高齢者医療療養給付費負担金では、給付費の

確定に伴い4,992万3,000円の減額でございます。 

 １枚めくっていただき９ページ、児童福祉費で

は、国庫補助金の精算に伴う返還金として、母子家

庭等自立支援給付金支給事業で103万4,000円の追

加、幼稚園型一時預かり事業で92万6,000円の追

加、子育て世帯生活支援特別給付金返還金で1,581

万円の追加でございます。 

 農林水産業費の農業振興費では、農業機械の導入

に対する補助金として163万6,000円の追加、肥料価

格の高騰に対する農業者への支援金として2,112万

円の追加でございます。 

 農業農村整備費では、卯原内ダム加圧ポンプ場の

修繕経費として259万8,000円の追加、道営土地改良

事業関係費では、道の事業費変更に伴い7,271万円

の減額及び財源補正でございます。 

 商工費の商工振興費、おいしいまち網走ＰＲ事業

では、ふるさと寄附金の増加に伴う返礼品経費とし

て１億円の追加でございます。 

 １枚めくっていただき11ページ、事業継続緊急支

援金給付事業では、コロナ禍による売上げ減少に加

え、エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者

への支援金として2,000万円の追加でございます。 

 観光施設費、天都山展望台・オホーツク流氷館管

理運営事業では、入館者の減少に伴い112万9,000円

の減額及び財源補正でございます。 

 土木費の住宅管理費では、市営住宅の家賃減免に

対する国庫補助金の交付に伴う財源補正でございま

す。 
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 消防費では、消防組合の負担金として2,084万

5,000円の追加でございます。 

 教育費では、感染症対策経費として、小学校で

855万円の追加、中学校で540万円の追加でございま

す。 

 １枚めくっていただき13ページ、諸支出金では、

物価高騰に対する市民及び事業者への支援として、

水道基本料金２か月分の減免に係る経費5,673万円

の追加でございます。 

 以上が、一般会計歳出補正の内容でございます

が、今回の補正に係る一般財源所要額として、市税

で1,095万8,000円を減額、利子割交付金で239万

8,000円を減額、減収補填債で5,801万１,000円を追

加しようとするものでございます。 

 １枚めくっていただき14ページ、15ページを御覧

願います。 

 この表は給与費明細書でございます。 

 １枚めくっていただき、16ページを御覧願いま

す。 

 この表は債務負担行為の支出額に関する調書でご

ざいまして、翌年度以降の支出額を本表のとおりと

するものでございます。 

 17ページを御覧願います。 

 この表は地方債の現在高見込額に関する調書でご

ざいます。 

 次に、20ページを御覧願います。 

 国民健康保険特別会計でございますが、この表は

債務負担行為の支出額に関する調書でございまし

て、翌年度以降の支出額を本表のとおりとするもの

でございます。 

 次に、22ページを御覧願います。 

 網走港整備特別会計でございますが、この表は債

務負担行為の支出額に関する調書でございまして、

翌年度以降の支出額を本表のとおりとするものでご

ざいます。 

 次に、27ページを御覧願います。 

 介護保険特別会計でございますが、保険給付費で

は、給付費の減に伴い居宅介護サービス給付費で

5,000万円の減額、地域密着型サービス給付費で

7,000万円の減額、施設介護サービス給付費で3,000

万円の減額、１枚めくっていただき29ページ、同じ

く特定入所者介護サービス費で2,000万円の減額で

ございます。 

 １枚めくっていただき、30ページを御覧願いま

す。 

 この表は債務負担行為の支出額に関する調書でご

ざいまして、翌年度以降の支出額を本表のとおりと

するものでございます。 

 次に、議案第20号網走市職員手当支給条例の一部

を改正する条例制定について御説明申し上げます。 

 議案資料45ページ、資料８号を御覧願います。 

 １、改正の趣旨でございますが、国家公務員退職

手当法の取扱いに準じて、会計年度任用職員の退職

手当の支給要件を緩和するため、当該条例について

所要の改正を行うものでございます。 

 ２、改正の内容でございますが、会計年度任用職

員の退職手当の支給要件中、勤務日数に関する要件

を緩和しようとするものでございます。 

 ３、施行期日は、令和５年４月１日から施行しよ

うとするものでございます。 

 次に、議案第25号網走市企業版ふるさと寄附基金

条例制定について御説明申し上げます。 

 議案資料の55ページ、資料13号を御覧願います。 

 １、制定の趣旨でございますが、企業版ふるさと

納税制度による寄附金について、基金を設置し管理

運用するため、当該条例を制定するものでございま

す。 

 ２、内容でございますが、第１条では基金の設置

について、第２条では積立について、第３条では管

理について、第４条では運用益金の処理について、

第５条では繰替運用について、第６条では処分につ

いて、第７条では委任についてそれぞれ定めようと

するものでございます。 

 ３、施行期日は公布の日から施行しようとするも

のでございます。 

 次に、議案第26号網走市個人情報保護法施行条例

制定について御説明申し上げます。 

 議案資料56ページ、資料14号を御覧願います。 

 １、趣旨でございますが、個人情報の保護に関す

る法律の改正に伴い、法の施行等に関し必要な事項

を条例で定めるものでございます。 

 ２、内容でございますが、第１条では趣旨につい

て、第２条では実施機関について、第３条から第11

条までは事務手続等について、第12条では委任につ

いて、それぞれ定めようとするものでございます。 

 ３、施行期日等でございますが、令和５年４月１

日から施行しようとするものでございます。また、

網走市個人情報保護条例の廃止及び経過措置等につ

いて規定するものでございます。 

 次に、議案第27号個人情報保護法の改正に伴う関
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係条例の整理に関する条例制定について御説明申し

上げます。 

 議案資料58ページ、資料15号を御覧願います。 

 １、趣旨でございますが、個人情報の保護に関す

る法律の改正に伴い、関係する４条例を整理するた

め本条例を制定するものでございます。 

 ２、整理する条例及び内容でございますが、

（１）網走市情報公開条例の一部を改正する条例で

は、不開示とする要件の規定と文言等の整理でござ

います。 

 （２）網走市附属機関条例の一部を改正する条例

では、網走市情報公開・個人情報保護審査会の所掌

事項について変更するものでございます。 

 （３）網走市公の施設に係る指定管理者の指定手

続に関する条例の一部を改正する条例、及び（４）

網走市暴力団の排除の推進に関する条例の一部を改

正する条例では、引用先の改正を行うものでござい

ます。 

 ３、施行期日は、令和５年４月１日から施行しよ

うとするものでございます。 

 以上、議案第13号から議案第16号まで、議案第20

号及び議案第25号から議案第27号までにつきまし

て、一括して提案理由の御説明を申し上げました

が、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○金兵智則副議長 市民環境部長。 

○武田浩一市民環境部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第22号及び議案第28号につき

まして、一括して提案理由の御説明を申し上げま

す。 

 初めに、議案第22号網走市国民健康保険条例の一

部を改正する条例制定につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 議案資料48ページ、資料10号を御覧いただきたい

と存じます。 

 条例改正の趣旨でございますが、健康保険法施行

令等の一部を改正する政令が公布され、出産育児一

時金支給額に係る規定が改正されたこと及び特例対

象被保険者等に係る届出に関する規定が改正された

ことから、当該条例の所要の改正を行おうとするも

のであります。 

 改正の内容でありますが、１点目は、出産育児一

時金の支給額を40万8,000円から48万8,000円に引き

上げるものであります。なお、出産の場合の総支給

額は、産科医療補償制度の掛金である規則で定める

加算金の１万2,000円と合わせ50万円となります。 

 ２点目は、被保険者の責めによらない非自発的失

業により、国民健康保険に加入した特例対象被保険

者等に係る届出において、雇用保険受給資格通知の

提示でも申請を受理できるよう改正を行うものであ

ります。 

 本条例の施行期日につきましては、令和５年４月

１日から施行するものであります。経過措置につき

ましては、記載のとおりでございます。 

 次に、議案第28号財産の取得について、提案理由

の御説明を申し上げます。 

 議案資料64ページ、資料16号を御覧願います。 

 取得する財産は二軸方式の自走式破砕機の１台で

ございます。 

 現在、破砕リサイクル施設で稼働している破砕機

で処理できないごみや破砕機が故障等の理由により

停止してしまった際に、代わりに自走式破砕機で処

理を行うことにより、ごみの直接埋立てを避け、最

終処分場の延命を図るため購入するものでありま

す。 

 取得財産の概要につきましては、資料に記載のと

おりでございます。 

 去る令和５年２月16日に指名競争入札を執行いた

しました結果、取得の金額、相手方につきましては

資料に記載のとおりでございます。 

 取得財産の予定価格は、網走市財産条例第２条の

規定で定める額に該当をいたしますことから、本契

約の締結に当たりまして、本議会の議決を得ようと

するものでございます。 

 なお、納入期限は納入までの期限が12か月かかる

とされていることから、令和６年３月19日とし、翌

年度へ繰り越すこととして、繰越明許費を設定して

います。 

 以上、議案第22号及び議案第28号につきまして、

一括して提案理由の御説明を申し上げましたが、よ

ろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○金兵智則副議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 －登壇－ ただいま御上

程をいただきました議案第23号及び議案第24号につ

きまして、提案理由を御説明申し上げます。 

 初めに、議案第23号網走市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定につきまして御説明申し上げます。 

 議案資料49ページ、資料11号を御覧願います。 

 趣旨でありますが、民法における親権者の懲戒権
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が児童虐待を正当化する口実に利用されているとの

問題や、園児が送迎バスに置き去りにされるといっ

た事故の発生を受け、児童の安全確保に関する事項

につきまして、厚生労働省令が改正されたため、関

係条例の所要の改正を行うものであります。 

 内容でありますが、１点目といたしまして、児童

の安全確保に関する計画策定のほか、記載の事項に

係る規定を新設。 

 ２点目といたしまして、児童の移動のための自動

車運行時における所在確認の実施とブザー等設置に

よる置き去り防止に係る規定を新設。 

 ３点目といたしまして、民法の懲戒権に関する規

定を削除。 

 ４点目といたしまして、省令の改正に伴う文言整

理を行うものであります。 

 施行期日につきましては、令和５年４月１日から

施行しようとするものでありますが、第13条の改正

規定につきましては、公布の日から施行しようとす

るものであります。経過措置でありますが、ブザー

等の設置に代わる措置を講じた場合は、施行の日か

ら令和６年３月31日までの間、ブザー等を備えない

ことができることを定めるものであります。 

 次に、議案第24号網走市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例制定につきまして御説明申し上げま

す。 

 議案資料52ページ、資料12号を御覧願います。 

 趣旨でありますが、感染症の蔓延時における業務

継続の課題や、園児が送迎バスに置き去りにされる

といった事故の発生を受け、児童の安全確保に関す

る事項につきまして厚生労働省令が改正されたた

め、関係条例の所要の改正を行うものであります。 

 内容でありますが、１点目といたしまして、児童

の安全確保に関する計画策定のほか、記載の事項に

係る規定を新設。 

 ２点目といたしまして、児童の移動のための自動

車運行時における所在確認の実施に係る規定を新

設。 

 ３点目といたしまして、感染症や非常災害の発生

時における早期の業務再開を図るための計画策定の

ほか、記載の事項に係る規定を新設。 

 ４点目といたしまして、省令の改正に伴う文言整

理を行うものであります。 

 施行期日でありますが、令和５年４月１日から施

行しようとするものであります。経過措置でありま

すが、第６条の２の規定につきましては、施行の日

から令和６年３月31日までの間、努力義務となるこ

とを定めるものであります。 

 以上、議案第23号及び議案第24号につきまして、

御説明を申し上げましたが、よろしく御審議賜りま

すようお願い申し上げます。 

○金兵智則副議長 水道部長。 

○柏木弦水道部長 －登壇－ ただいま御上程いた

だきました議案第17号から議案第19号までの網走市

公営企業各会計の補正予算について、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 初めに、議案第17号令和４年度網走市水道事業会

計補正予算について御説明を申し上げます。 

 議案資料の42ページ、資料５号を御覧願います。 

 補正の内容につきましては、令和５年４月１日か

ら履行開始が予定される支出項目について、本年度

中に契約が必要となることから、債務負担行為の設

定を行おうとするものでございます。 

 債務負担行為をすることができる事項、期間及び

限度額につきましては、水道賠償責任保険等加入契

約外５件、総額1,037万6,000円とするものでござい

ます。 

 次に、議案第18号令和４年度網走市簡易水道事業

会計補正予算について御説明申し上げます。 

 議案資料の43ページ、資料６号を御覧願います。 

 補正の内容につきましては、令和５年４月１日か

ら履行開始が予定される支出項目について、本年度

中に契約が必要となることから、債務負担行為の設

定を行おうとするものでございます。 

 債務負担行為をすることができる事項、期間及び

限度額につきましては、水道賠償責任保険加入契約

外２件、総額34万4,000円とするものでございま

す。 

 次に、議案第19号令和４年度網走市下水道事業会

計補正予算について御説明申し上げます。 

 議案資料の44ページ、資料７号を御覧願います。 

 補正の内容につきましては、令和５年４月１日か

ら履行開始が予定される支出項目について、本年度

中に契約が必要となることから、債務負担行為の設

定を行おうとするものでございます。 

 債務負担行為をすることができる事項、期間及び

限度額につきましては、下水道賠償責任保険加入契

約外２件、総額23万7,000円とするものでございま

す。 

 以上、議案第17号から議案第19号令和４年度水道
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事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計の補

正予算につきまして提案理由を御説明申し上げまし

たが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○金兵智則副議長 学校教育部長。 

○田口徹学校教育部長 －登壇－ ただいま御上程

いただきました議案第21号網走市学校給食共同調理

場設置条例の一部を改正する条例制定について、提

案理由の御説明を申し上げます。 

 議案資料47ページ、資料９号を御覧願います。 

 初めに、改正の趣旨でございますが、給食調理の

今後の安定的な継続を図るため、学校給食調理場の

一部を集約することから、当該条例の所要の改正を

行うものでございます。 

 改正の内容でございますが、学校給食調理場の集

約に関わり、網走市東部地区共同調理場の廃止及び

潮見地区共同調理場の新設を行い、それに伴い、共

同調理場運営委員会の廃止及び設置をしようとする

ものです。 

 施行期日につきましては、令和５年４月１日から

施行しようとするものでございます。 

 以上、議案第21号につきまして提案理由の説明を

申し上げましたが、よろしく御審議賜りますようお

願い申し上げます。 

○金兵智則副議長 以上で、議案の提案理由の説明

を終わります。 

 なお、ただいま提出されました案件につきまして

は、議会運営委員会の決定に基づきまして、後日、

各会派１名による大綱質疑を行い、大綱質疑終了後

は、所管の各常任委員会に付託の上、細部審査を行

うことになります。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 以上で、本日の議事日程は全て

終了しました。 

 開会当初に決定いたしました審議日程に従いまし

て、再開は６日午前10時としますから参集願いま

す。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後１時44分散会 
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○議事日程第２号 

令和５年３月６日午前10時00分開議 

日程第１ 議案第13号～第28号 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

議案第13号 令和４年度網走市一般会計補正予算

（各委員会付託） 

議案第14号 令和４年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（文教民生委員会付

託） 

議案第15号 令和４年度網走市網走港整備特別会

計補正予算（総務経済委員会付託） 

議案第16号 令和４年度網走市介護保険特別会計

補正予算（文教民生委員会付託） 

議案第17号 令和４年度網走市水道事業会計補正

予算（総務経済委員会付託） 

議案第18号 令和４年度網走市簡易水道事業会計

補正予算（同） 

議案第19号 令和４年度網走市下水道事業会計補

正予算（同） 

議案第20号 網走市職員退職手当支給条例の一部

を改正する条例制定について（同） 

議案第21号 網走市学校給食共同調理場設置条例

の一部を改正する条例制定について

（文教民生委員会付託） 

議案第22号 網走市国民健康保険条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第23号 網走市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例制定について

（同） 

議案第24号 網走市放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制定につい

て（同） 

議案第25号 網走市企業版ふるさと寄附基金条例

制定について（総務経済委員会付

託） 

議案第26号 網走市個人情報保護法施行条例制定

について（同） 

議案第27号 個人情報保護法の改正に伴う関係条

例の整理に関する条例制定について

（同） 

議案第28号 財産の取得について（文教民生委員

会付託） 

─────────────────────── 

○出席議員（１４名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（１名） 

近 藤 憲 治 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市 長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

 市民環境部長    武 田 浩 一 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 健康福祉部参事監    永 森 浩 子 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    伊 倉 直 樹 

 建設港湾部長    立 花   学 

 水 道 部 長    柏 木   弦 

 企画調整課長    佐々木   司 

 総務防災課長    日 野 智 康 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    岩 永 雅 浩 

 学校教育部長    田 口   徹 

令和５年第１回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ２ 日 

令和５年３月６日（月曜日） 
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 社会教育部長    吉 村   学 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    林   幸 一 

次 長    石 井 公 晶 

総務議事係長    法師人 絵 理 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

      係    山 口   諒 

─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○金兵智則副議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は14名で、定足数に達しておりま

すので、ただちに本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 本日の会議には、次の議員から

欠席の届出がありましたので御報告いたします。 

 欠席、近藤憲治議員。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 本日の会議録署名議員として、

石垣直樹議員、立崎聡一議員の両議員を指名しま

す。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 本日の議事日程は、お手元に配

付の第２号のとおりであります。 

 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 日程第１、既に一括上程中の議

案第13号から議案第28号までの合計16件を議題とし、

大綱質疑を行うわけでありますが、通告がありませ

んので、お手元に配付しております議案付託区分表

のとおり所管の各常任委員会に付託の上、会期中に

審査することにしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、そのように決定しました。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 以上で、本日の議事日程は全て

終了しました。 

 本議会の審議日程に従いまして、各常任委員会に

おいて議案を審査するため、これより本会議は休会

とし、再開は９日午前10時としますから、参集願い

ます。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午前10時01分散会 
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○議事日程第３号 

令和５年３月９日午前10時00分開議 

日程第１ 委員会審査報告16件 

（議案第13号～第28号） 

日程第２ 意見書案第１号及び委員会審査報告 

１件（陳情第21号） 

日程第３ 委員会審査報告６件（請願第５号、 

請願第９号、請願第24号～第25号、  

請願第30号、陳情第36号） 

日程第４ 議案第29号 

日程第５ 代表質問（議案第１号～第12号） 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

 議案第13号 令和４年度網走市一般会計補正予算

（原案可決） 

議案第14号 令和４年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（同） 

議案第15号 令和４年度網走市網走港整備特別会

計補正予算（同） 

議案第16号 令和４年度網走市介護保険特別会計

補正予算（同） 

議案第17号 令和４年度網走市水道事業会計補正

予算（同） 

議案第18号 令和４年度網走市簡易水道事業会計

補正予算（同） 

議案第19号 令和４年度網走市下水道事業会計補

正予算（同） 

議案第20号 網走市職員退職手当支給条例の一部

を改正する条例制定について（同） 

議案第21号 網走市学校給食共同調理場設置条例

の一部を改正する条例制定について

（同） 

議案第22号 網走市国民健康保険条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第23号 網走市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例制定について

（同） 

議案第24号 網走市放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制定につい

て（同） 

議案第25号 網走市企業版ふるさと寄附基金条例

制定について（同） 

議案第26号 網走市個人情報保護法施行条例制定

について（同） 

議案第27号 個人情報保護法の改正に伴う関係条

例の整理に関する条例制定について

（同） 

議案第28号 財産の取得について（同） 

議案第29号 網走市議会の個人情報の保護に関す

る条例制定について（同） 

 意見書案第１号 林業・木材産業の成長産業化に

向けた施策の充実・強化を求める意

見書提出について（同） 

請願第５号 学校給食費の無償化を求める請願

（取下承認） 

請願第９号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する

網走市の財政制度の創設を求める請

願（同） 

請願第24号 学校給食一部集約化に対して再検討

を求める請願（不採択に決定） 

請願第25号 未来を担う子どもたちの心身の健や

かな成長を考慮した学校給食運営を

求める請願（同） 

請願第30号 網走市教育委員会による議会軽視・

民意無視の学校給食の一部集約化に

対し、毅然とした反対姿勢を貫くこ

とを求める請願（同） 

陳情第21号 林業・木材産業の成長産業化に向け

た施策の充実・強化を求める意見書

提出についての陳情（採択に決定） 

陳情第36号 子どもの新型コロナウイルス感染症

対策緩和を求める意見書の提出を求

めることについての陳情（不採択に

決定） 

代表質問（平賀議員、立崎議員、石垣議員） 

─────────────────────── 

○出席議員（１３名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

令和５年第１回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ３ 日 

令和５年３月９日（木曜日） 
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金 兵 智 則 

栗 田 政 男 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（２名） 

工 藤 英 治 

近 藤 憲 治 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市 長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

 市民環境部長    武 田 浩 一 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 健康福祉部参事監    永 森 浩 子 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    伊 倉 直 樹 

 建設港湾部長    立 花   学 

 水 道 部 長    柏 木   弦 

 企画調整課長    佐々木   司 

 総務防災課長    日 野 智 康 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    岩 永 雅 浩 

 学校教育部長    田 口   徹 

 社会教育部長    吉 村   学 

…………………………………………………………… 

 選挙管理委員会事務局長    高 井 秀 利 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    林   幸 一 

次 長    石 井 公 晶 

総務議事係長    法師人 絵 理 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

      係    山 口   諒 

─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○金兵智則副議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は13名で、定足数に達しておりま

すので、ただちに本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 本日の会議には、次の議員から

欠席の届出がありましたので報告いたします。 

 欠席、工藤英治議員、近藤憲治議員。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 本日の会議録署名議員として、

小田部照議員、永本浩子議員の両議員を指名しま

す。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 ここで、諸般の報告の追加につ

いて報告します。 

 既にお手元に配付のとおり、本定例会の付議事件

として議案１件、意見書案１件、委員会審査報告23

件の合計25件を追加しておりますので承知願いま

す。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 本日の議事日程は、お手元に配

付の第３号のとおりであります。 

 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 日程第１、委員会審査報告16

件、議案第13号から議案第28号までを一括して議題

といたします。 

 本件は、去る３月６日の本会議において関係常任

委員会に付託した案件でありますので、その審査結

果について順次委員長の報告を求めます。 

 初めに、総務経済委員会、小田部照委員長。 

○小田部照議員 －登壇－ 本定例会において総務

経済委員会に付託されました議案につきまして、そ

の審査経過と結果について御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案は、議案第13号令

和４年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分、議案第15号令和４年度網走市網走港整備特別会

計補正予算、議案第17号令和４年度網走市水道事業

会計補正予算、議案第18号令和４年度網走市簡易水

道事業会計補正予算、議案第19号令和４年度網走市

下水道事業会計補正予算、議案第20号網走市職員退

職手当支給条例の一部を改正する条例制定につい

て、議案第25号網走市企業版ふるさと寄附基金条例

制定について、議案第26号網走市個人情報保護法施

行条例制定について、議案第27号個人情報保護法の

改正に伴う関係条例の整理に関する条例制定につい

ての合わせて９件であります。 
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 本件につきましては、去る３月６日開催の本会議

におきまして当委員会に付託され、同日開催した委

員会において慎重に審査を行ったところでありま

す。 

 審査の結果といたしましては、議案第13号、議案

第15号、議案第17号から議案第20号まで、及び議案

第25号の合わせて７件は、いずれも委員全員の一致

により、議案第26号及び議案第27号の２件はいずれ

も大方の委員の意見として、それぞれ原案可決すべ

きものと決定したところであります。 

以上が、総務経済委員会での審査経過と結果であ

ります。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告といたします。 

○金兵智則副議長 次に、文教民生委員会、松浦敏

司委員長。 

○松浦敏司議員 －登壇－ 本定例会において文教

民生委員会に付託されました議案につきまして、そ

の審査経過と結果について御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案は、議案第13号令

和４年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分、議案第14号令和４年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算、議案第16号令和４年度網走市介護保

険特別会計補正予算、議案第21号網走市学校給食共

同調理場設置条例の一部を改正する条例制定につい

て、議案第22号網走市国民健康保険条例の一部を改

正する条例制定について、議案第23号網走市家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制定について、議案第24号

網走市放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定に

ついて、議案第28号財産の取得についての合わせて

８件であります。 

 本件につきましては、去る３月６日開催の本会議

におきまして当委員会に付託され、翌７日に開催さ

れた委員会において慎重に審査を行ったところでご

ざいます。 

 審査の結果といたしましては、議案第13号、議案

第14号、議案第16号、議案第21号から議案第24号ま

で、及び議案第28号の合わせて８件は、いずれも委

員全員の一致により原案可決すべきものとして決定

したところでございます。 

 以上が、文教民生委員会での審査経過と結果でご

ざいます。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告といたします。 

○金兵智則副議長 以上で、各常任委員長の委員会

審査報告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 各委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論の通告がありますので、発言を許します。 

 松浦敏司議員。 

○松浦敏司議員 －登壇－ 私は日本共産党議員団

を代表して、議案第26号網走市個人情報保護法施行

条例制定について、議案第27号個人情報保護法の改

正に伴う関係条例の整理に関する条例制定について

に反対の立場から討論を行います。 

 反対の理由として、この条例案は国のデジタル関

連法の一環として個人情報保護法が改定され、個人

情報の保護制度を全国的に共通ルールとして適用さ

れるようになったため、本市の個人情報保護条例を

廃止し個人情報保護法施行条例を制定しようとする

ものです。 

 これまでの条例が、個人の権利、利権の保護を目

的としているのに対して、今回の改定は条例案に個

人情報保護に関する法律の施行に関し必要な事項を

定めるとしています。 

 自治体の個人情報は、申請、届出に伴い義務とし

て提出されたりするものがほとんどであります。そ

のために自治体は、民間よりも厳格に個人情報の保

護に努めてきました。その個人情報を今度は逆に営

利企業のもうけのために提供することにつながりま

す。また、個人情報保護を軽視して、プライバシー

を侵害するおそれがあります。 

 今回新たに導入される匿名加工情報の仕組みは、

個人を識別できないように加工したから、個人情報

ではないと定義されています。しかし、どんなに加

工されたとしても、その基となる情報が個人のもの

であることに違いはありません。プライバシーに関

わる情報を本人が知らないところで、行政から民間

にデータを提供することになります。 

 さらに、個人に関する情報の利活用を目的として

いるため、その保護に関する規制は緩和されてお

り、条例によって規制を上乗せすることは目的に沿

わないため、ほぼ認められるということになってし

まいます。これも、条例制定権という団体自治を過
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剰に制約するものと言えます。 

 以上、基本的な理由を述べて反対討論といたしま

す。 

○金兵智則副議長 以上で、通告による討論は終わ

りました。 

 ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これにて、討論を終結いたします。 

 それでは、まず上程中の議案第26号及び議案第27

号の２件を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 お諮りします。 

 議案第26号及び議案第27号の２件につきまして

は、委員長の報告のとおり議案は可決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立多数であります。 

 よって、議案第26号及び議案第27号の２件は、委

員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、上程中の議案第13号から議案第25号まで、

及び議案第28号の合わせて14件を一括して採決いた

します。 

 お諮りします。 

 議案第13号から議案第25号まで、及び議案第28号

の合わせて14件は、委員長の報告のとおり議案は可

決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第13号から議案第25号まで、及び議

案第28号の合わせて14件は、各委員長の報告のとお

り可決されました。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 次に、日程第２、意見書案第１

号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充

実・強化を求める意見書提出について、及び委員会

審査報告１件を議題とします。 

 なお、意見書案第１号には陳情第21号が関連して

おりますので併せて議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務経済委員会、小田部照委員長。 

○小田部照議員 －登壇－ ただいま御上程いただ

きました、陳情第21号林業・木材産業の成長産業化

に向けた施策の充実・強化を求める意見書提出につ

いての陳情の委員会審査の報告と意見書案第１号の

提案理由を申し上げます。 

 まず、陳情第21号は３月６日開催の当委員会にお

きまして、慎重に審査した結果、委員全員の一致に

より採択すべきものと決定したところであります。 

 次に、意見書案第１号についてでありますが、た

だいま報告したとおり、意見書を国会及び関係行政

庁に提出しようとするものであります。 

 文案及び提出先につきましては、既に皆様のお手

元に配付のとおりであります。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案理

由の説明といたします。 

○金兵智則副議長 以上で、総務経済委員会委員長

の委員会審査報告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 上程中の意見書案第１号は原案のとおり可決する

こととし、陳情第21号は採択と決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第１号は原案可決、陳情第21号

は採択と決定されました。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 次に、日程第３、委員会審査報

告６件を議題とします。 

 初めに、請願第５号学校給食の無償化を求める請

願及び請願第９号加齢性難聴者の補聴器購入に対す

る網走市の財政制度の創設を求める請願の２件を一

括して議題とします。 

 本件は、文教民生委員会に付託された案件であり

ますので、その審査結果について委員長の報告を求

めます。 

 文教民生委員会、松浦敏司委員長。 

○松浦敏司議員 －登壇－ ただいま御上程いただ

きました請願第５号学校給食の無償化を求める請

願、及び請願第９号加齢性難聴者の補聴器購入に対

する網走市の財政制度の創設を求める請願の２件に

ついて、委員会での審査結果を御報告申し上げま

す。 

 請願第５号につきましては令和元年第２回定例会



- 37 -  

において、また、請願第９号につきましては令和２

年第１回定例会において当委員会に付託され、慎重

に審査を行ってまいりました。 

 それぞれの請願者から取下願が提出されたため、

本年３月７日開催の当委員会においてこれを審査し

た結果、取下げを承認すべきものと決定した次第で

あります。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告といたします。 

○金兵智則副議長 以上で、文教民生委員会委員長

の委員会審査報告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 委員長報告のとおり、請願第５号及び請願第９号

については、取下げを承認することに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、請願第５号及び請願第９号は委員長の報

告のとおり取下承認されました。 

 次に、請願第24号学校給食一部集約化に対して再

検討を求める請願、請願第25号未来を担う子どもた

ちの心身の健やかな成長を考慮した学校給食運営を

求める請願、請願第30号網走市教育委員会による議

会軽視・民意無視の学校給食の一部集約化に対し、

毅然とした反対姿勢を貫くことを求める請願、及び

陳情第36号子どもの新型コロナウイルス感染症対策

緩和を求める意見書の提出を求めることについての

陳情の４件を一括して議題とします。 

 本件も、文教民生委員会に付託された案件であり

ますので、その審査結果について委員長の報告を求

めます。 

 文教民生委員会、松浦敏司委員長。 

○松浦敏司議員 －登壇－ ただいま御上程いただ

きました、請願第24号学校給食一部集約化に対して

再検討を求める請願、議案第25号未来を担う子ども

の心身の健やかな成長を考慮した学校給食運営を求

める請願、請願第30号網走市教育委員会による議会

軽視・民意無視の学校給食の一部集約化に対し、毅

然とした反対姿勢を貫くことを求める請願、及び陳

情第36号子どもの新型コロナウイルス感染症対策緩

和を求める意見書の提出を求めることについての陳

情の４件について、委員会の審査の報告を申し上げ

ます。 

 まず、請願第24号及び請願第25号につきまして

は、令和３年第１回定例会において当委員会に付託

され、同年３月５日と同年同月22日及び本年３月７

日に開催の当委員会において慎重に審査を行ったと

ころであります。 

 また、請願第30号につきましては、令和３年第２

回定例会において当委員会に付託され、同年６月18

日及び本年３月７日に開催の当委員会において、さ

らに陳情第36号につきましては、令和４年第４回定

例会において当委員会に付託され、同年12月９日及

び本年３月７日に開催の当委員会において、それぞ

れ慎重に審査を行ったところであります。 

 審査の結果といたしましては、請願第24号、請願

第25号、請願第30号及び陳情第36号の４件につきま

しては、いずれも全会一致で不採択とすべきと決定

したところであります。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告といたします。 

○金兵智則副議長 以上で、文教民生委員会委員長

の委員会審査報告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 請願第24号、請願第25号、請願第30号及び陳情第

36号の４件については、委員長の報告のとおり不採

択と決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、請願第24号、請願第25号、請願第30号及

び陳情第36号の４件は不採択と決定をされました。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 次に、日程第４、議案第29号網

走市議会の個人情報の保護に関する条例制定につい

てを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 議会運営委員会、平賀貴幸副委員長。 

○平賀貴幸議員 －登壇－ ただいま御上程いただ

きました議案第29号網走市議会の個人情報の保護に

関する条例について、提案理由を御説明申し上げま

す。 

 資料17号をあわせて御覧ください。 

 初めに、制定の趣旨でありますが、個人情報の保

護に関する法律の改正を踏まえ、議会における個人

情報の適正な取扱いに関し、必要な事項を定めると

ともに、その保有する個人情報の開示、訂正及び利

用停止を求める個人の権利を明らかにすることによ

り、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、

個人の権利、利益を保護するため当該条例を制定す

るものであります。 

 次に、条例の内容でございますが、第１条から第

３条までは総則、第４条から第16条までは個人情報

などの取扱い、第17条は個人情報ファイル、第18条

から第30条までは開示、第31条から第37条までは訂

正、第38条から第43条までは利用停止、第44条から

第46条までは審査請求、第47条から第52条までは雑

則、第53条から第57条までは罰則について、それぞ

れ規定するものであります。 

 なお、この条例は令和５年４月１日から施行しよ

うとするものであります。 

 以上、よろしく御審議を賜りますようお願い申し

上げまして、提案理由の説明といたします。 

○金兵智則副議長 ただいま上程されました議案第

29号は、議会運営委員会の決定に基づきまして、直

ちに議事を進めることにします。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、上程中の議案第29号を採

決いたします。 

 お諮りします。 

 上程中の議案第29号は、原案のとおり可決するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第29号は原案のとおり可決されまし

た。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 次に、日程第５、既に一括上程

中の議案第１号から議案第12号までの12件を議題と

し、あわせて市政執行方針及び教育行政執行方針並

びに市政各般に関する事項を含め、各会派の代表質

問を行います。 

 既に協議決定されております順序に従って、発言

を許します。 

 民主市民ネット、平賀貴幸議員。 

○平賀貴幸議員 －登壇－ 民主市民ネットの平賀

貴幸でございます。 

 会派を代表して質問させていただきますが、本来

であれば、今回の代表質問は、私の後ろ、議長席に

座っている金兵智則議員が行うことになっておりま

した。金兵議員がつくり上げたこの質問を私が代わ

って行うということになった今回の出来事、当事者

の方はよくよくその責任の重さを自覚していただき

たい、改めて思うところであります。 

 また、我々市議会議員は市民の負託によりこの場

に立っております。私たちの背中を子供たちは見つ

めながら成長しています。今回の出来事はその背中

を見せるにふさわしい行動だったのか、そのことも

よくよく考えなければならないと強く感じるところ

であります。 

 それでは、質問をいたします。 

 新型コロナウイルス感染症による影響が及ぶよう

になってから、はや３年が経過いたしました。当初

から人との接触ができなくなり、あらゆる場面で行

動制限が行われるなど、日常の生活が一変した年月

でありました。網走市も新型コロナ対策に追われ、

議会としてもこれまでに類を見ない数の臨時議会が

行われることになりました。 

 ここに来て、新型コロナウイルスが変異を重ね弱

毒性となり重症化しにくくなってきたこと、感染状

況が落ち着いてきたこともあり、３月にはマスクの

着用を個人の判断に委ねるとし、５月には現在の２

類から５類への対応への変化が予定されるなど、コ

ロナの収束が見えてきた状況と感じるところでもあ

ります。 

 この間も、網走市には様々な課題があり都度対応

を行っておりますが、令和５年度及びそれ以降、早

い段階で整理をしなければならない課題がありま

す。会派民主市民ネットとして、燃油、電気代、水

道代などを含む物価高騰に対する対策、廃棄物の中

間処理広域化や最終処分場の延命化など廃棄物処理

に関する対策、昨年３月に発生し、いまだ解決の糸

口が見えない重油漏れ事故の早期解決に向けた対
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応、自主財源の確保と産業振興の両立を強力に進め

るためのふるさと納税政策の強化、人口減少や子育

て支援策、まちづくりの推進など、地域の持続可能

性の向上に向けた取組、以上５項目を令和５年度及

び直近の課題として重点的に取り組まなければなら

ない政策と考えます。詳細について別途それぞれの

項目で質問したいと思いますが、これらを中心に網

走の今後のまちづくりを考え質問をいたします。 

 まずは、来年度大きく対応が変更となるであろう

新型コロナウイルス感染症対策について伺います。 

 政府は３月13日からマスクの着用を個人の判断に

委ねるという方針を示しました。そして、これまで

避けるべきと言われてきた感染リスクが高まる五つ

の場面、この項目は削除される見通しとなっており

ます。しかしながら、３密の回避はこれまでどおり

など、判断を個人に任せ、迷う場面が多くなるので

はないかと考えております。また、５月には５類へ

と変更になることも想定されております。 

 このような状況を踏まえ、市としてはコロナ対策

をどのように進めていく考えなのか、見解を伺いま

す。 

 また、これまで行ってきた感染対策のための消耗

品の備蓄や感染対策の備品などはどのようにするお

考えなのか、見解を伺います。 

 次に、学校やイベントなどについて伺います。 

 文部科学省は2023年２月10日、卒業式におけるマ

スクの取扱いに関する基本的な考え方について、各

都道府県の教育委員会などに対し通知を出したと伺

っております。児童生徒と教職員は式典全体を通じ

てマスクなし、来賓や保護者などはマスク着用を基

本として示しているとのことです。新型コロナウイ

ルス対策のマスク着用の考え方をめぐり、政府は２

月10日付で新学期のマスク着用見直し案を策定し、

４月１日から適用方針を固めております。また、４

月１日より前に実施される卒業式についても、教育

的意義を考慮し、児童生徒などはマスクを着用せず

出席することを基本にすることを決めたそうです。 

 これを受け、文部科学省は各地域や学校の実情に

応じた卒業式が適切に行われるよう、マスクの取扱

いに関する基本的方針を各都道府県の教育委員会な

どへ通知しました。通知では、児童生徒と教職員

は、入退場、式辞・祝辞など、卒業証書授与、送

辞・答辞の場面など、式典全体を通じてマスクなし

を基本とする。一方、来賓や保護者などはマスクを

着用するとともに、座席間に触れ合わない程度の距

離を確保した上で、参加人数の制限は不要としてお

ります。ただし、壇上で式辞や祝辞などを述べる場

合は、来賓なども十分な身体的距離が確保できるこ

とから、マスクなしを許可。加えて、国歌・校歌な

どの斉唱及び複数の児童生徒による「呼びかけ」の

際は、マスクの着用など一定の感染症対策を講ずる

よう求めております。 

 マスクの着脱については、感染不安からマスクの

着用を希望する者や健康上の理由によりマスクを着

用できない者もいることなどから強制はしない。ま

た、児童生徒間でマスクの着用の有無による差別・

偏見などがないように適切な指導を行うよう依頼。

なお、卒業式以外の年度内における学校教育活動に

ついては、従来の衛生管理マニュアルなどを踏まえ

た、めり張りのあるマスクの着用をお願いするとと

もに、新学期以降のマスク着用方針に係る留意事項

については改めて通知を行うとしています。 

 こうした状況の中で、網走としては卒業式の運用

に関してはどのように行う考えなのか、見解を伺い

ます。 

 そのほか、学校行事やスポーツ大会、イベントな

どの取扱いについても、いつからどのように臨むの

かなど、方向性について伺います。 

 次に、財政について伺います。 

 新型コロナウイルスの財政への影響は農業や漁業

などの一次産業が大変好調であったため、それほど

大きな影響は受けていないとの説明があったところ

です。このことは大変ありがたいことであります

し、改めて、網走市は一次産業に支えていただいて

いる、そんなまちだと認識するところであります。 

 しかしながら、それ以外の業種、特に飲食業や観

光業及び関連産業では人の流れが止まってしまった

など、やはりコロナの影響が大きく響いていると感

じているところです。 

 ５月以降は行動制限などもなく、また心理的制限

なども緩和されるであろうと考えますが、それでも

すぐにはこれまでどおりとはいかないだろうという

ことが予想されます。加えて、コロナの長期化によ

り、様々な借入れを行っていた企業や商店では、業

績が復活していないのに加え返済も始まっているた

め、大変厳しい状況になっているというお話も伺っ

ているところです。 

 今後も一次産業が好調であることを願うばかりで

はありますが、ほかの産業のマイナス分を一次産業

が補っているため大丈夫だということだけではな
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く、様々な状況を踏まえ、財政の状況と今後の見通

しについてお示しください。 

 次に、物価高騰対策について伺います。 

 ロシアによるウクライナの侵攻の影響を受け、

様々な物の値段が高騰しております。生活していく

上でなくてはならない光熱水費も上がり続けている

のが現状です。これは、全ての人、また全ての産業

で間違いなく大きな影響を与えております。今後

は、適切なタイミングで必要としている方々へ必要

な支援を適時行っていかなければなりません。それ

らを行っていくためにも、どのような方々がどのよ

うな支援を必要としているのか、また、どのような

産業がどんな支援を必要としているのかを把握する

必要があると考えます。そのためにも、物価高騰に

対する影響を調査する必要があると考えますが、見

解を伺います。 

 今年度は物価高騰対策の一つとして、全世帯へあ

ばしり地域応援商品券を１世帯には１万円分、子育

て世帯には２万円分配付しております。この事業は

大変好評であり、改めて評価したいと思います。 

 来年度は、上下水道の基本料金を２か月免除する

と市政執行方針がありました。水道料金の基本料免

除については、要望の声があったのも理解しており

ますが、物価高騰対策としてこの事業を行うことと

した理由、２か月とした根拠などを改めてお示しく

ださい。また、今後の市民生活に対する物価高騰対

策の方向性についても併せて伺います。 

 続けて、好調な一次産業についても、物価高騰対

策を中心に伺ってまいります。 

 長引くコロナの影響により、外食産業をはじめ関

連産業に大きな影響が発生したことを受け、農産物

にも影響を与えている現状は間違いなくあると感じ

ております。 

 乳製品の消費低迷を受けて、生乳の生産を減らす

ための生産抑制が行われています。その中で、牛乳

の廃棄をしなければならないという大きな課題があ

り、様々な対応が必要であると考えます。また、肥

料や燃料などの高騰も大きく響いており、農業に大

きな影響が生じていると考えますが、現状と対策に

ついて市長の見解を伺います。 

 漁業についてもおおむね好調に推移していると認

識しております。しかしながら、漁業においても、

現在続いている燃料費の高騰が今後も続いていくと

考えられますし、人材不足による人件費の高騰など

も考えられ、今後はより一層経費が増加すると思わ

れます。それらの影響についての認識と対策につい

て見解を伺います。 

 網走湖においては、シジミの不漁、ワカサギの資

源減少など、数年前より大変厳しい状況が続いてお

ります。これまでも様々な対策や支援を行ってきた

ことは認識しておりますが、現状の認識と今後の対

応策の方向性について見解を伺います。 

 林業については、輸入材の価格高騰や納期遅延が

発生し、それに連動して国産材の価格も高くなり、

建設業界に大きな影響を与えています。輸入材が値

上がりしたのならば国産材を利用すればいいとおっ

しゃる方もおられるのは認識しておりますが、林業

従事者の高齢化、人材不足、インフラの老朽化が改

善されておらず、国産木材の生産をすぐに大幅に増

やすことは難しい状況にあると考えております。網

走市の現状と対策について見解を伺います。 

 やはり今後は、財政の確保にも力を入れていかな

ければなりません。そこで大きな自主財源であろ

う、ふるさと納税への取組について伺います。 

 ふるさと納税は、網走においても多くの寄附を頂

いており、事業の推進において大変助かっている現

状にあります。これまでどのくらいの寄附を頂き、

どのくらいの基金があるのか、見解を伺います。 

 令和３年で、網走市は全国で74番目、金額にして

22億4,600万円の寄附を頂いております。大変あり

がたいことであります。なぜこのような多額の寄附

を頂けていると分析をしているのか、見解を伺いま

す。 

 また、多額の寄附を頂いているのは理解するとこ

ろでもありますし、心から感謝するところでもござ

いますが、近隣の市町村の紋別市が全国１位、根室

市が４位、弟子屈町が14位とより多くの寄附を頂い

ているのも現実であります。網走市と大きな差が生

まれている現状をどのように捉え、また、どのよう

な理由があると考えているのか、見解を伺います。 

 そして、いつふるさと納税の制度変更、または制

度が終了するのかはわかりませんが、制度が行われ

ている間に、より多くの寄附を集める努力が必要で

あるというふうに考えます。専門部署をつくるな

ど、より積極的な対応が必要であると以前から申し

上げておりますが、一向にそのような状況になって

いるようには見えないわけであります。ふるさと納

税制度の取組についての考え方と方向性について見

解を伺います。 

 次に、廃棄物処理について伺います。 
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 最終処分場の延命化策はこれまでに示していただ

いているところでありますが、改めて、次年度では

どのような対策を行い、その結果どの程度延命でき

る、そのように考えているのか伺いたいと思いま

す。 

 あわせて、これまで様々な延命化のための対策を

行ってきておりますが、その都度追加の支出が発生

しているのが現状です。この状況をどのように考え

ているのか、見解を伺います。 

 プラスチック資源循環促進法が施行されたことに

よるプラスチックの収集について、現状と今後につ

いてどのようになるのか、見解を伺います。 

 あわせて、中間処理方法については、網走市は焼

却という立場で広域化協議に臨むことが先日の臨時

会で公表されました。どのような検討を踏まえて、

この結論が導き出されたのか。また、次年度、広域

化協議では、どういったことが決定される見通しな

のか、併せて見解を伺います。 

 さらに、中間処理方法を広域で決定するに当た

り、分別方法の検討が重要な作業となってくると思

われます。今後、どのような中間処理になるのかに

より、検討事項は増えていくと認識するところでは

ありますが、この際、分別の抜本的見直し、加えて

収集袋そのものの再検討を併せて行うべきと考えま

すが、見解を伺います。 

 次は、いまだ解決の糸口すらつかめていない重油

漏れ事故について伺います。 

 地元の方々や漁業関係者などが大変御苦労されて

おり、一刻も早い重油の全量撤去による解決を目指

さなければなりません。議会でも特別委員会を立ち

上げ積極的に議論を行うとともに、専門家の協力を

仰ぎながら意見書を議決し、直接北海道へ持ってい

くなど、早期の解決に向け積極的に動いているとこ

ろであります。しかしながら、網走市の対応として

は幾分物足りなくも感じるところがあるのが事実で

あります。これまでと同じやり方では解決までに相

当の時間を要してしまうといった焦りも感じます。

今後の網走市の取組ついて見解を伺います。 

 次に、人口減少対策についてでございます。 

 人口減少については、網走のみならず全国的な課

題であり、大変難しい状況であることは理解してお

ります。網走市において、人口減少が進むことをす

ぐに止めるのは難しいことではありますが、人口減

少のインパクトを緩和していくといった方針でこれ

までの対策を進めてきております。これまでの対策

と現状を踏まえ、どのような評価を市としてはお持

ちなのでしょうか。また、人口ビジョンの見直しな

ど、今後どのように進めていく考えなのか、見解を

伺います。 

 人口減少対策でやはり取り組まなければならない

のは、子育て支援であると私どもは考えておりま

す。政府は異次元の子育て支援を行うと公表されて

おりますが、はっきりと形が見えてこないばかり

か、本気度も見えてこず、最近はトーンダウンして

いるような感じさえ受けるところです。人口減少の

インパクトの緩和に向けて、子育て支援の強化が必

須であり、来年度は給食費の無償化やベビー用品の

購入費助成を行うようでありますが、子育て支援に

関する市の考え方と今後の方向性について見解を伺

います。 

 人口減少対策の大きな課題は、出生率が上がらな

いことです。ただ、結婚をされた女性が子供を産む

人数は２人前後と、実は以前と比べて大きく減った

わけではないという調査データもあります。しかし

ながら、以前と比べて大きく増えたものが女性の未

婚率です。それらを踏まえると、結婚支援策の充実

も人口減少の対策と一つと考えられますが、市長の

見解を伺います。 

 次に、人材確保とハラスメント対策について伺い

ます。 

 人口減少による人手不足があらゆる業界で影響を

及ぼしていることは御承知のとおりです。網走市

は、民間企業へも様々な取組をこれまで行ってまい

りましたが、効果がすぐに表れるものではありませ

ん。今後も継続して行っていかなければならない課

題でありますが、どのような取組を行っていくの

か、見解を伺います。 

 また、市の職員においても、人手不足が原因と考

えられる時間外勤務が減少しないことや、廃棄物処

理対策が後手に回ってしまっていることなど、マン

パワー不足によるものではないかと感じる事案が

多々見受けられます。行政改革の影響もあり、職員

数は減少したままの状況です。市長はこの状況をど

のように認識し、今後はどうする考えなのか、見解

を伺います。 

 職員数の増加はぜひとも考えなければならない取

組であると私どもは認識しておりますが、現状すぐ

に増員が見込めないのであれば、これまでも頑張っ

ておられる職員の皆様にさらなる活躍をしてもらわ

なければならないのも現実です。そのための研修の
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充実や交流人事の活発化など、人材育成についての

見解を伺います。 

 現在、多くの自治体でパワハラやカスハラの問題

が報道されております。網走市でも、議会との間で

パワハラがあったのかもしれないという案件があり

ました。そのほか数多くのハラスメントがあり、対

応に苦慮されていることとは思いますが、これまで

のところ対策が進んでいるとは言い難いとも感じて

おります。今後はどのように行っていく考えなのか

お示しください。 

 次に、医療について伺います。 

 網走市内におけるクリニックの開業が進んでいる

こと、また、基幹病院では脳外科や泌尿器科など市

民が待ち望んでいた診療科が開設され、市民からも

歓迎の声を伺っております。今後は、医療体制の整

備を進めていく中で、地域バランスと診療科のバラ

ンスへの配慮が大変重要になってくると考えます

が、現状はどのような課題があると認識しているの

か。また、課題の解決に向けて、目標を持って政策

を進める必要があると考えますが、見解を伺いま

す。 

 さらに、道内初の医療ＭａａＳに取り組むことが

示されております。人口減少や超高齢化社会、医師

不足など地方医療の課題を解決する先進的な取組で

あるとのことですが、医師の訪問診療ではなく、こ

の事業を選択する優位性や意義について伺います。 

 次に、介護について伺います。 

 介護保険は市町村単位の社会保険として、65歳以

上の住民全員が自動的に第１号保険者として加入す

るものであり、介護保険料を徴収し、ほかの歳入と

合わせて介護保険特別会計で一元的に財政運営しな

がら、３年間ごとの見通しを持って介護サービスの

提供体制整備と需給調整を図るという役割が市町村

に付与されたものです。これが、介護保険事業計画

で、個々の高齢者への支援はケアマネジャーなどに

委ね、市町村は基盤整備や事業者指導・調整などの

介護保険事業の円滑運営に専念するという構図にな

っています。 

 また、65歳以上の高齢者のうち、介護保険サービ

スを利用できる受給資格を持っているのは要介護認

定を受けた人だけとされており、これは2018年時点

でも全国平均で18％程度にすぎないものとなってい

ます。そのため、８割以上の圧倒的多数の高齢者は

保険料を取られるだけの掛け捨て保険というふうに

なっているのが実態であり、年金からの強制徴収で

あるため徴収率は維持できますが、減り続ける状況

にある年金から天引きされる介護保険料に多くの高

齢者は潜在的な不満を持っており、ここに来て物価

高騰の影響をもろに受けていることからも、その顕

在化が心配されるところです。 

 制度開始から５年が過ぎた2006年、介護保険制度

は大きな改定が行われ、予防重視型システムへの転

換と称して、要支援者認定を対象に新予防給付を創

設することで、状態の維持改善を目指すとし、この

ケアマネジメントをケアマネジャーの任務から分離

し、市町村が設置または委託する地域包括支援セン

ターに管理させる仕組みをつくったわけです。 

 最初に、現状の確認をさせていただきますが、こ

の制度改定は、増大する軽度認定者のサービスの伸

びを抑制しようとするものであり、介護予防事業を

中心とする地域支援事業が実施され、市町村は住民

に対する介護予防に力を入れ、要介護高齢者の発生

を抑えることも役割の一つとされていると理解して

おりますが、網走市の要介護の状態にある方々の現

状と要支援者の現状、さらに事業対象者の現状はど

うなっているのか、見解を伺うとともに、現状の評

価について見解を併せて伺います。 

 次に、介護保険財政の状況について伺います。 

 網走市における介護保険財政は、楽観的な状況で

はないものの、制度改定及び介護保険の自己負担額

を抑制するために基金を取り崩して対応しているこ

とからも維持はできている状況にあると理解してい

ますが、2024年に再び制度改定を控える中での財政

見通しはどうなっているのか。現状の国での議論を

注視する中で、どんな課題があると捉えているの

か、見解を伺います。 

 介護保険の制度設計や法の成り立ちと趣旨を考え

ると、介護保険の財政健全化や継続性の担保が目的

の第一になるのではなく、要介護者の増加につなが

らないように、事業対象者や要支援１及び要支援２

の方々、いわゆるフレイル状態にある方々の発見と

その状態を維持・改善するサービスとの的確な接続

性を高めることが必要だと考えますが、現状は必ず

しもそれが十分にできているとは言い難いと捉えて

います。今後の網走市の取組はどのように進められ

るのか、見解を伺います。 

 次に、地域福祉の課題について伺います。 

 介護保険制度、支援費制度から始まり、現在は児

童福祉法及び障害者総合支援法に基づく障害者福祉

制度により、家族の負担を軽減しながら介護を支援
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者が行うという取組は、現状を見る限り一定の成果

を得ることにつながったと理解しております。しか

しながら、介護労働者不足の課題をはじめ地域によ

るサービス提供体制の格差などの課題が生じてお

り、その対応が必要な状況となっています。網走市

として、現状の介護保険制度におけるサービス提供

体制及び障害者福祉制度におけるサービス提供体制

にも当然課題はあると考えておりますが、どのよう

な課題があり、それをどのように解決へとつなげよ

うと考えているのか、見解を伺います。 

 これらの制度の充実がもたらした負の側面も実は

あるのだということは忘れてはならないのだという

ふうに思います。家族に多くの負担があった状況は

確かに改善しなくてはならず、そこは評価されてし

かるべきものでありますが、地域の一員として助け

合い、支え合う共助の部分は、制度が充実すれば充

実するほど弱まっていくというジレンマを抱えてい

る状況があると理解しております。例えば、視力障

害者におけるガイドヘルプなどは、外出を支援する

福祉サービスの充実とあわせて、共助におけるそれ

は自然と消滅したに近い状態になっておりますし、

介護保険制度の充実は近隣からの関わりが薄れるこ

とで、制度を利用しない日を中心に高齢者の孤立化

を招いているとの指摘もあるところです。こうした

状況を網走市としてはどのように捉えているのか、

また、どのような改善策があるのか、見解を伺いま

す。 

 地域の福祉力の向上は各種福祉制度との連携も必

要となる大切な課題であります。そのためにも地域

支援コーディネーターの役割と、各地域における協

議体の役割は重要でありますが、コロナ禍の影響も

あり、想定よりも前に進んでいない現状にあると理

解しております。 

 先ほど述べました事業対象者や要支援１及び要支

援２の方々、いわゆるフレイル状態にある方々の発

見と、その状態を維持・改善するサービスとの的確

な接続性を高めること、このことともここはつなが

るものであると考えており、そのために、地域包括

ケアシステムは介護保険の中に組み込まれる形で進

められてきていると考えますが、網走市の現状と認

識について、及び今後の改善、加えて進捗の考え方

について見解を伺います。 

 次に、観光施策について伺います。 

 先日行われた流氷まつりや屋台村に多くの市民が

来場されるなど、今年度少しずつ行われた各種イベ

ントには人の流れが感じられ、多くの皆様がこのよ

うな状態を待ち望んでいたことが改めてうかがえる

ところであります。ほかにも、流氷まつりなどでは

海外からを含む観光客の姿も見受けられました。コ

ロナが落ち着いたことにより、今まで我慢を強いら

れた分、観光が動き出すのは確実な状況でありま

す。それらの状況を見越して早急かつ積極的な取組

が必要と考えますが見解を伺います。 

 こうした状況の中で、成田空港及び関西国際空港

と女満別空港を結ぶピーチが減便を発表したのは御

承知のとおりです。女満別２路線が2023年度夏ダイ

ヤ期間、３月26日から10月28日の間、成田線は全て

運休し、関西線も４月１日から10月28日のみ週３往

復し、それ以外は運休するとのことであります。両

路線とも関東や関西との交流需要に加え、コロナ後

のインバウンドなどによる乗り継ぎ利用が見込まれ

ておりました。しかし、22年の１月から12月の搭乗

率は成田線で５割台半ば、関西線が６割で、ＬＣＣ

の経営戦略上で必要とされる８割には届いていない

状況でもありました。これらは今後の観光戦略に大

きな影響を及ぼすと考えますが、影響と対策につい

て市長の見解を伺います。 

 また、観光戦略においては、市単独ではなく広域

による連携が大変重要であります。これまでもひが

し北海道による連携なども行ってきているのは理解

しておりますが、コロナよる影響で何も行えなかっ

た現状において、つながりが薄れてしまっているの

ではないかと危惧するところもあります。広域連携

の今後について見解を伺います。 

 次に、地域連携について伺います。 

 地域連携は、観光のみならず様々な分野で、今後

より一層重要になってまいります。近隣自治体との

連携では、大空町と定住自立圏形成協定を結び、そ

の後大空町に加え斜里町、清里町、小清水町の１市

４町で定住自立圏形成協定を令和４年３月に締結。

令和４年度から令和８年度までを計画年度とする東

オホーツク定住自立圏共生ビジョンを令和４年12月

に策定しました。生活機能の強化やネットワーク強

化を目的に、医療、福祉、教育や産業振興、公共交

通などの分野で取組を行っていると認識しておりま

すが、定住自立圏協定の締結による成果と今後の課

題についての見解を伺います。 

 そして、自治体との連携でもう一つ重要なのは、

友好交流都市との連携であります。つい先日の流氷

まつりには、３年ぶりに国内からは糸満市、天童
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市、厚木市が、海外からは韓国蔚山広域市南区の皆

様が網走にお越しくださいました。実はその前の週

には、金兵副議長が御招待を頂き、糸満市の物産フ

ェアにお邪魔しております。金兵副議長は、やはり

直接お会いできることの意義が感じられたところで

あり、これまでコロナにより閉ざされていた交流が

復活できるのに当たり、様々な分野で交流を進めて

いかなければならないと改めて感じたそうです。糸

満市に伺った際には、物産フェアに網走のブースを

出展していなかったことから、多くの皆様から残念

な声も頂いております。このようなことは、網走の

ＰＲに絶好の機会になることであり、また、商工会

の副会長からも、積極的な物産の交流をしたいとの

声も頂いたところです。 

 市政執行方針にも児童生徒の交流や物産交流など

を進めることと、新たに市民の交流活動を支援する

とありました。様々な機会を逃すことなく、交流を

活性化していくことを切に願うところであります

が、市長のお考えをお示しください。 

 次に、脱炭素への取組について伺います。 

 現状行われている網走市の取組では、能取工業団

地に木質バイオマス発電が３号機まで設置されてお

ります。それから、網走市から北見市にかけての大

型の風力発電装置が設置されることとなっており、

また、太陽光発電についてはいち早く始まっている

ため、様々な場所に多く見られるようにもなってお

ります。加えて、今年度は新電力会社がつくられ、

発電設備の工事も行われます。このような状況を踏

まえ、再生可能エネルギーの設置及び脱炭素の取組

において、どのような状況であると認識しているの

か。また、今後もさらなる取組が必要と考えます

が、網走市の見解を伺います。 

 一方で、再生可能エネルギーの設備の開発による

影響も無視することができないと考えられます。太

陽光発電は、広い土地を必要とするため、建設場所

によっては大規模な森林伐採を引き起こすことにも

つながると言われておりますし、風力発電用の風車

も設置する場所によっては、騒音や景観を大きく変

えてしまうなどの社会的影響や、回転する羽根、ブ

レードにより鳥類がぶつかるバードストライクを起

こすなど、自然や野生動物に悪影響をもたらす懸念

も言われております。また、バイオマス発電所周辺

では、近くにある湖などの水温が上昇し、湖内の生

態系に影響を及ぼしている可能性も言及されている

ところです。地球環境の未来を考えたとき、温暖化

対策と地域の自然保護は対立させるのではなく、必

ず両立させなければならないと考えますが、市長の

見解を伺います。 

○金兵智則副議長 ここで、質問の途中ですが、暫

時休憩いたします。 

 再開は15分。 

午前11時06分休憩 

午前11時15分再開 

○金兵智則副議長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 代表質問を続行します。 

 平賀貴幸議員。 

○平賀貴幸議員 次に、公共交通について伺いま

す。 

 コロナ禍以前より議論や対応を行ってきたＪＲに

ついての課題であります。コロナの影響でより一層

厳しい状況になっていると認識しておりますが、そ

んな中、赤字が続く地方鉄道の在り方を議論してき

た国の検討会は、７月25日、バスなどへの転換を含

め協議を進めるべきとする提言をまとめておりま

す。それによりますと、ＪＲについては目安として

１キロ当たり１日に平均何人を運んだかを示す輸送

密度が1,000人未満の区間を対象に、国が中心とな

って沿線の自治体や鉄道事業者などが参加する新た

な協議会を設置すべきだとしています。協議会での

議論は、路線の存続や廃止を前提とはしないもの

の、利便性や持続可能性の向上が見込まれる場合に

は、廃線によるバスやＢＲＴなどへの転換、自治体

が線路や駅を保有し鉄道会社が運行を行う上下分離

方式など、運営方式の見直しを含めて検討するよう

求めています。ただ、輸送密度1,000人未満の区間

でも、通勤や通学の時間帯に利用が集中するケース

を想定し、ピーク時１時間の乗客が上り・下りのい

ずれかで500人を上回っている場合は対象から外す

としています。また、特急列車が都道府県庁所在地

など拠点都市をつなぐ区間や、貨物列車が重要な役

割を果たす区間も対象としないということです。そ

の上で、協議を始めてから３年以内に自治体と鉄道

事業者が合意の上、対策を決定すべきだとしていま

す。そのような状況を踏まえ、ＪＲ存続に対する市

の考え方と対応の方向性について伺います。 

 市街地における高齢者などの交通手段として、ど

こバスの実証実験がこれまで３年間行われてきまし

たが、いよいよ本年度本格運行となります。これま

で運行地域の拡大や運行料金の見直しなどを重ねて
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まいりましたし、会派としては都度様々な場面で議

論をさせていただいております。来年度始まる本格

運行に向けて、どういった課題を整理し、事業実施

に向かうのか、見解を改めて伺います。 

 また、路線バス乗車率が低い時間帯の運行をどう

していくかなど、バス事業全体の方向性についてど

のようにお考えなのか、市長の見解をお示しくださ

い。 

 次に、市長選挙に端を発したＦＭあばしりへの市

の対応について伺います。 

 この件については、市議会に請願が出されたこと

もあり、市民の間でも様々な意見を伺いました。私

どもも多くの意見を伺った中で、いろいろと調査を

重ねてまいりましたが、放送法や公職選挙法に直ち

に違反しているといった状況にはないと考えられる

ところであります。しかしながら、市の税金が支払

われている企業の役員などが市長の応援をすること

は倫理的に許し難いという声が本当に大変多かった

のも事実です。このような状況を踏まえ、疑義を払

拭するためにも市民に対して説明する必要があると

考えますが、市長の見解を伺います。 

 また、このような疑問に感じる状況を二度と起こ

さないためにも、企業側に対し、市との関係性や公

金を支出していることに関して、いま一度説明や指

導をするための場を設ける必要があると考えます

が、市長の見解を伺います。 

 次に、デジタル関連事業について伺います。 

 本年度の網走市は、デジタル化が大きく進んでい

ると理解しております。公共施設のオンライン予約

が行えるようになったり、証明書のコンビニ交付も

行われる予定です。さらには公式ＬＩＮＥも始ま

り、様々な情報提供も行われております。しかしな

がら、ＬＩＮＥは一方的な情報発信だけではないた

め、様々な場面での活用が考えられます。現在で

も、道路、河川、公園などでは市民からの情報提供

が行えることになっております。国や自治体では、

若年層に向けたＬＩＮＥによる相談体制の構築など

が行われてもおります。現状、公式ＬＩＮＥによる

取組の課題と、今後どういった取組を行っていくの

か、見解を伺います。 

 また、新庁舎移転時には、さらなるデジタル化が

進むことがこれまでの御説明によって認識しており

ます。来年度はそれらに向けた準備がいろいろと行

われると思いますが、今年度はどのようなデジタル

化が行われる予定なのか、スケジュール感も含めて

お示しいただきたいと思います。 

 さらに、デジタル化への移行時や移行後も含め、

デジタルに精通した人材が必要だと考えます。人材

育成やデジタル部門の体制強化の考え方についても

見解を伺います。 

 続いて、防災対策について伺います。 

 東日本大震災から12年が経過しようとしていま

す。今なお多くの方々が大変な状況にあることを決

して忘れてはならないと思います。そしてまた今

月、トルコ南部において大規模な地震が発生し、４

万5,000人を超える方々がお亡くなりになりまし

た。改めてお亡くなりになられた方々の御冥福をお

祈り申し上げます。そして、いま一度私たちは、こ

れまで重ねてきた防災体制を見直すとともに、避難

所の整備、避難訓練の必要性など防災体制の強化に

向けた取組が必要です。市の見解を伺います。 

 また、先ほどもデジタルの質問をさせていただき

ましたが、様々な分野でデジタル化が進んでおり、

防災対策についてもデジタルを活用していることは

認識しております。しかしながら、災害発生時はデ

ジタルの活用が難しい状況となってしまうこともあ

ると考えられます。それらを踏まえ、防災体制に関

して、デジタルの活用と非デジタルの重要性につい

て、市の見解を伺います。 

 さらに、様々な理由があり耐震基準を満たしてい

ない施設の再整備が行えないことは理解をしており

ます。しかしながら、災害はいつ襲ってくるのかわ

からないというのも事実であります。新庁舎の建て

替え工事がいよいよ始まり、次は、そのほか耐震基

準を満たしていない公共施設の建て替えなどを検討

する時期に来ていると考えます。これまでの答弁で

は、「将来の利用状況を想定した課題や検討事項の

整理を行う。このため、現状の利用実態の把握と今

後の利用ニーズなどを踏まえて、将来的な施設の在

り方を調査検討するもので、調査の一環としまして

は、道内の類似施設を視察、施設の規模、機能、整

備の際の事業手法などをここで調査する」とのこと

でした。現在はどのような状況となっているのか。

また、建て替えに向けた取組について、今後のスケ

ジュール感を含めて伺います。 

 次に、性の多様性について伺います。 

 この課題については、かなり以前から様々な場面

を通じて、会派として意見を述べ議論しているもの

と思っております。また、議会に請願が提出されて

から、その議論からもさらに時間がかなりたってい
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るというふうに思います。当初に比べ、人々の認識

が変わってきているとも感じることも多く、先月末

に行われた小中学生の意見発表会においても、小学

生からジェンダー平等についての意見発表が行われ

るまでになり、私どもも大変うれしく感じておりま

す。しかしながら、政府においても、時代と逆行す

るような発言をする方もおり、大変残念に思うとこ

ろもあります。まだまだ理解がされていない部分も

あるのかなというふうにも感じますが、啓発活動を

継続するのはもちろんのこと、既に多くの自治体が

行っているパートナーシップ制度の導入について、

網走市もそろそろ行わなければいけない時期に来て

いると考えますが、見解を伺います。 

 さきにも述べたとおり、先月末に行われた小中学

生の意見発表会において、ジェンダー平等の観点か

ら、制服選択制度について考えるべきとの意見が小

学生から発表されておりました。大変すばらしい考

え方であると感じると同時に、改めて小中学生のほ

うがきちんと理解されているのだと感心させられた

ことも事実です。それらを踏まえ、教育分野におけ

るジェンダー教育の現状と制服なども含めた対策が

どのように行われているのか、見解を伺います。 

 続いて、投票しやすい環境づくりについて伺いま

す。 

 これまで投票所が減少したこと、高齢化が進み移

動への負担が大きくなってきたことから、投票所を

現行場所だけではなく、スーパーマーケットなど皆

様が行きやすい場所での開設を様々な場面で議論し

てまいりました。その結果、今年度行われた参議院

議員選挙では、期日前投票に限り、投票できる期間

は短くなっておりましたが、初めて市役所以外の場

所であるエコーセンターで期日前投票所を開設いた

しました。投票率は、前回と比べて1.5ポイントほ

ど上がっておりましたが、投票率の上昇と臨時期日

前投票所を開設したこととの関連性について、選挙

管理委員会はどのように分析しているのか、見解を

伺います。 

 また、総務省は、令和３年10月執行の衆議院議員

選挙における市町村の選挙管理委員会による移動期

日前投票所の取組事例を取りまとめております。そ

の事例についてはホームページにも記載されており

ますが、その中で「各選挙管理委員会においては、

本事例集を活用いただき、移動期日前投票所の設置

について積極的に取り組んでいただきたいと考えて

います」とも明記されております。様々な状況を見

ていくと、やはり移動投票所の必要性は本当に高ま

っております。移動投票所の実施に向けた選挙管理

委員会の見解を伺います。 

 次に、網走の重要な事業の一つでもある合宿につ

いて伺います。 

 コロナも落ち着きを見せ、５類への移行も言われ

ている現状で、これまでの網走の大きな柱の一つで

あった合宿誘致も積極的に行わなければならないと

考えます。これまでは、陸上競技やラグビーがメイ

ンであったと認識しております。陸上についてクラ

シックディスタンスがコロナ禍でも開始されている

こともあり、現状でも合宿を行っていただけており

ます。しかしながら、ラグビーについてはレギュラ

ーシーズンの日程が変更になったことにより、これ

までのように夏合宿が行えなくなったとも伺ってお

ります。その代わりとはいかないまでも、今年度は

サッカーに焦点を絞り、女子プロサッカーチームが

合宿を行っていただきましたが、今後はどのような

種目の合宿誘致を行っていくのか、取組の方向性と

見込みについて見解を伺います。 

 また、文科系の合宿については、コロナ禍以前に

事業がスタートし、少しずつ合宿にお越しいただけ

る団体などが出始めた頃にコロナに見舞われ、積極

的な活動が行えなくなりました。大変残念に思うと

ともに、コロナが落ち着いてきたこのタイミング

で、再び文科系合宿の誘致も行っていかなければな

らないと考えます。誘致の方向性として、改めて何

もないところからあらゆる方面にということになる

のか。または、これまでの実績をもとに誘致を進め

ていくのか。スポーツ合宿と同様に、合宿誘致への

取組の方向性と見込みについて見解を伺います。 

 次に、学校施設の老朽化への対応について伺いま

す。 

 これまで学校の校舎において、老朽化や環境改善

など様々な形で修復や改築、改善などを行っている

ことは理解をしております。しかしながら、老朽化

も進んだ校舎などもあり、児童生徒からも冬場は大

変寒いという声も聞こえますし、費用が大変かさん

でいるようにも感じるところです。しかし、だから

といって、校舎を建て替えるということは簡単には

行えないことだということも理解しておりますが、

これまで数か所のトイレで、学校で行ってきたトイ

レの改築が築40年を目安に行っていくといった答弁

もありました。それらを総合的に判断したときに、

校舎の老朽化に対する考え方と建て替えや修繕など
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の対応策についての市の考え方を伺います。 

 また、施設の老朽化も進んでいると考えられます

が、一方で、児童生徒の減少も進んでおります。最

近では、１年間に産まれた子供の数は約180人で、

現在の小学校数９校で単純に割ると１校20人となる

計算になります。児童生徒数の減少といった状況や

施設の老朽化なども踏まえた学校再編計画の考え方

について見解を伺います。 

 次に、学校給食について伺います。 

 これまで様々な議論を時間をかけて行ってきた学

校給食の集約化ですが、いよいよ来年度から集約化

をした施設において給食の調理がスタートするとこ

ろです。今回の潮見・南調理場の集約化を行うに当

たり、今後の方向性を示す文書を示していただきま

したが、そこには現在単独で給食の調理提供を行っ

ている小学校が、今後集約化を検討するということ

で明記をされておりました。それらも踏まえて、集

約化の今後の方向性と集約化の議論が始まったとき

には示されていた民営化についての考え方と、事業

実施に向けた方向性について、併せて見解を伺いま

す。 

 次に、ＧＩＧＡスクール構想について伺います。 

 １人１台端末の整備や電子黒板、デジタル教科書

などハード面の整備はコロナ禍によって格段に進み

ました。しかしながら、コロナ禍での活用方法の中

心は、端末を家に持ち帰り、子供たちの様子の確認

や家で課題を行ったり授業を受けられたりと、行動

制限の中での活用となっておりました。しかし、コ

ロナによる行動宣言が今後なくなっていくことを考

えたときに、これからこそが本来のデジタル教育を

行っていく時期に来ているとも考えます。これまで

とは大きな方向転換を迎えるに当たり、デジタルの

活用に向けた取組の現状と今後の展望についての見

解を伺います。 

 また、端末やデジタル機器をよく使用している学

校とあまり使用していない学校があるとも伺ってお

ります。これまでも各校の使用頻度や活用状況にお

いて差があることを指摘してまいりましたが、依然

として状況の改善には至っていないのが現状だと感

じております。今後、これまでに比べより活用状況

に差が出てくる懸念もあり、教育の平等性の観点か

らも早急に改善が必要と思われますが、対応策につ

いて教育委員会の見解を伺います。 

 あわせて、活用状況の改善など様々な取組を行う

に当たり、教員への負担が増加するようなやり方は

避けなければならないとも考えます。ここはしっか

りと教育委員会がリーダーシップを取り、改善に取

り組んでいただきたいと思いますがいかがでしょう

か。 

 最後に、学校の校則について伺います。 

 鹿児島県の学校では、冬場にコートが禁止といっ

たような、いわゆるブラック校則と言われる校則が

あるそうです。この報道をきっかけに、全国各地で

ブラック校則の品評会のような状況が生まれまし

た。網走でも生徒や保護者の話を伺ってみますと、

靴下の長さまで細かく指定があるといったことや、

服装に関して意味があるのかと感じられるものがあ

るということもわかりました。そこで伺いますが、

ブラック校則の認識と市内学校の校則の現状、課題

についてお示しいただきたいと思います。 

 以上、任期中最後となる民主市民ネットを代表し

ての代表質問を終わらせていただきますが、網走市

と網走市議会、その役割と関係性について、市民の

皆様からそれぞれの見方、考え方から多様な御意見

を伺う機会が最近は特に増えております。私ども民

主市民ネットは、よいものにはよい、悪いものは悪

いとはっきりと示しながら、異なる意見にもしっか

りと耳を傾け、議論を尽くして最善の結論を導いて

いくという、是々非々の立場でこれまでも臨んでま

いりました。これからもこうした姿勢を変えずにし

っかりと網走の市政、未来を見詰めながら臨んでま

いりますので、ぜひ網走市の賢明な対応、そして積

極的な答弁を求めて質問を終わらせていただきま

す。 

○金兵智則副議長 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 民主市民ネット平賀議

員の御質問にお答えをいたします。 

 初めに新型コロナウイルス感染症対策についてで

ありますが、マスクの着用につきましては、国の新

型コロナウイルス感染症対策本部の決定により、個

人の判断に委ねられることが基本となり、３月13日

から適用されます。ただし、重症化リスクの高い高

齢者等への感染を防ぐため、医療機関の受診、高齢

者等が多く入院、生活する医療機関や施設への訪

問、公共交通機関を利用する場面などにおきまして

は、着用を推奨するとされており、また、マスク着

用の考え方の見直し後であっても、３密の回避、人

との距離の確保、手洗い等の手指衛生、換気など基

本的な感染防止対策が重要とされています。 

 市といたしましては、示された内容を踏まえ市民
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への周知に努めるとともに、当面は自主的な感染防

止対策が必要と考えられるため、公共施設における

検温機器や消毒液の設置を継続してまいります。 

 さらに、５月８日から新型コロナウイルス感染症

の感染症法上の位置づけが５類に変更され、患者等

への対応や医療提供体制など、これまで講じてきた

各種の政策、措置が見直されることとなりますが、

市といたしましては引き続き感染状況に応じた対応

が必要な状況も懸念をされておりますことから、市

民への情報提供、検査体制の確保、資機材の備蓄、

ワクチン接種に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 次に、感染対策のための消耗品の備蓄や感染対策

の備品についてでありますが、マスク着用の考え方

の見直しや感染症法上の位置づけ変更後において、

学校や保育所等、また、重症化リスクの高い高齢者

等が生活する施設における感染が発生した場合に

は、引き続き感染状況に応じた対応が必要でありま

すので、当面は感染防止対策に要する消耗品の備

蓄、保管を継続をしてまいります。 

 次に、財政状況と今後の見通しでありますが、農

業、漁業の好調により、市税は令和５年度当初予算

49億6,354万7,000円、前年度比較で２億2,375万

8,000円の増、プラス4.7％となっております。新型

コロナウイルス感染拡大前の平成31年度との比較で

も約２億円の増、プラス4.3％となっております。 

 一方、議員御指摘のとおり、観光業、飲食業をは

じめコロナ禍において大きな影響を受けた事業者の

方々がおられますので、その状況は注視が必要と認

識をしております。 

 財政の健全化指標では、令和３年度の実質公債比

率が16.9％、将来負担比率は107.4％と改善基調に

は変わりはありませんが、今後新庁舎以外にも大型

建設事業を控えている中、子育て支援、デジタル、

グリーンなど様々な課題に対し、積極的な取組が求

められております。また、ふるさと納税制度をはじ

めとする多様な歳入の確保、事務事業の見直し、予

算執行の努力、デジタル化の推進など、最小の経費

で最大の効果を得ることを念頭に、健全な財政運営

と市民満足度の向上の両立を目指してまいります。 

 次に、物価高騰の影響についてでありますが、日

本銀行において、本年１月に公表された経済物価情

勢の展望において、物価の先行きは、生鮮食品を除

く消費者物価の前年比は、輸入物価の上昇を起点と

する価格転嫁の影響から高めの伸びとなった後、そ

うした影響の減衰に加え、政府の経済対策によるエ

ネルギー価格の押し下げ効果もあって、来年度半ば

にかけて減速していくものと予想されています。そ

の後は経済が改善し賃金上昇率も高まる下で、再び

緩やかに上昇していくものと見られています。 

 一方、海外の経済、物価動向、今後のウクライナ

情勢の展開や資源価格の動向、内外の感染症の動向

やその影響など、日本経済をめぐるリスクは極めて

高く、その下で金融為替市場の動向と日本経済物価

への影響にも十分注意を払う必要があるとしており

ます。 

 こうしたマクロ経済の動きの中にあって、市内事

業者の状況でありますが、今年度実施をした労働実

態調査において、新型コロナウイルス感染症の拡大

に伴う影響調査では、影響なしが43％、回復傾向が

28％となっており、回復の兆しが見られる一方、原

油、原材料高等の影響調査では悪影響、悪化傾向が

全体の約60％となっている状況であります。 

 市といたしましては、今後国内外の情勢を注視す

るとともに、引き続き商工会議所、金融機関などの

関係機関との情報交換によって状況を把握していく

ほか、ウェブによるアンケート調査の実施も検討し

ながら事業者の状況把握に努め、適宜適切に対応し

てまいりたいと、このように考えております。 

 次に、水道、簡易水道の基本料金の減免について

でありますが、これまで物価高騰に当たり、地域応

援商品券の無料配布、低所得者への支援金給付、福

祉灯油、学校や保育所の給食食材高騰への支援、飼

料高騰への支援金給付、事業者を対象とした支援金

給付に取り組んでまいりました。今回の補正も含

め、物価高騰対策の総事業費総額は約７億5,000万

円、財源が交付金で５億円、基金で１億5,000万

円、一般財源１億円となっております。 

 このたびの減免は、さらなる物価高騰対策が必要

との認識の下、市民と事業所双方への支援になるこ

と、申請手続が必要なく短時間、短期間での対応が

可能なことから実施を判断したものであり、その規

模につきましては、これまでと同様、国から交付さ

れる臨時交付金の額を基本に、市民生活や事業活動

への影響を考慮した中で、また、将来の財政運営に

も影響が生じることのないよう、判断をしたところ

であります。 

 日本経済研究センターによると、インフレ率がプ

ラス1.9％、４人家族で年間約８万円の負担増との

見通しが示されており、これには国による経済、金
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融、エネルギー、賃金などの様々な分野での総合的

な対策がなければ、その緩和には至らないものと考

えておりますが、引き続き、国の追加対策の動向に

注視をしながら必要な措置を、対策を講じてまいり

たいと存じます。 

 次に、農業の肥料、燃料価格高騰に対する見解で

すが、肥料や飼料など生産資材価格の高騰は当市の

農業へも大きな影響を与えており、また、新型コロ

ナウイルスの影響などで様々な消費動向が大きく変

容し、特に生乳については生産抑制に加え、廃棄な

どが危惧をされているところであります。こうした

ことから、当市におきましても、牛乳の消費拡大や

地産地消の取組を進めるとともに、配合飼料の価格

高騰対策として独自の支援を行ったところであり、

また、肥料対策についても本会議で補正予算を提案

をさせていただいたところであります。肥料や飼料

など、資材価格の長期的な高騰については、再生産

可能な農畜産物への価格転嫁が重要であると考えて

おりますが、急激な価格変動は消費離れの懸念もあ

ることから、国では緊急支援と併せて、生産者へ十

分に還元される価格転嫁の仕組みについて議論がな

されていると伺っているところであります。 

 当市といたしましても、今後もこのような国の動

向について十分注視をするとともに、必要に応じ、

国、道に対して要請を行い、さらにはＪＡと連携

し、支援の必要性について協議をしてまいりたい

と、このように考えております。 

 次に、網走の漁業につきましては、主要魚種であ

るホタテやサケが好調であること、大型の漁船は漁

業経営セーフティーネット構築事業に加入している

などから、現段階で燃油の高騰による影響は聞こえ

てきているところではございません。 

 人材不足につきましては、近年ホタテ稚貝作業や

ホタテ操業船での漁業従事者が不足をしていると伺

っているところであります。このようなことから、

本年度より各漁協に対して漁業就労者に関する調査

を行うとともに、２月19日にはホタテ漁業の就労対

策として、漁業就労フェアを開催をしているところ

であります。 

 漁業は当市の基幹産業でありますので、今後もつ

くり育てる漁業や科学的根拠に基づく資源管理など

を併せ、燃油高騰、人材不足などについて必要に応

じ対策の検討を行い、浜の活性化に取り組んでまい

りたいと考えておるところでございます。 

 次に、網走湖のシジミについては、環境変化によ

り後続資源の加入が見られず、資源量が減少してお

りますが、昨年の資源量調査の結果では資源量で

40％、個体数では175％と回復傾向が見られており

ます。しかしながら、今後、後続資源が漁獲対象と

なるまで最低３年は要するため、引き続き厳しい漁

業経営が強いられる状況と認識をしております。 

 また、本年度のワカサギ氷下漁は記録的な不漁と

なり、１月30日に漁業を終了し、漁獲量も4.4トン

と史上最低となっております。こうした中、市とい

たしましては、網走湖資源調査事業補助金、網走湖

ヤマトシジミ資源安定化対策事業、網走湖シジミ種

苗生産支援事業補助金などにより支援し、漁業関係

機関とともに網走湖の漁業資源の増大及び安定化に

取り組んでまいります。 

 林業につきましては、新型コロナの影響による、

いわゆるウッドショックにより木材不足から価格が

高騰し、一時的には取扱高が堅調に推移をしてきま

したが、議員御指摘の課題もあると存じておりま

す。このため、当市も参画をしている網走東部流域

森林・林業活性化協議会において、2020年４月に開

校した北の森づくり専門学院の人材育成に対する支

援を行っていくとともに、今後、持続的な林業のた

め、長期的な視野に立ち、ゼロカーボンの実現に向

け、「伐って、使って、植える」の循環的利用を基

本とした森林整備をさらに拡充し、森林環境譲与税

も有効に活用し、林業の振興を図っていきたいと考

えております。 

 次に、ふるさと納税についてでありますが、平成

27年度から令和３年度までに頂いた寄附額は89億

1,608万6,131円となっております。また、令和４年

度の寄附額は、２月末時点で約21億円であり、これ

を合わせたこれまでの寄附総額は約110億円となっ

ております。 

 次に、ふるさと寄附の基金残高でありますが、令

和３年度の決算額で30億6,018万6,594円となってお

ります。令和４年度の基金残高につきましては、決

算を待たなければなりませんが、約28億円の見通し

となっているところであります。 

 次に、ふるさと寄附の分析及び見解についてであ

りますが、ふるさと納税につきましては、これまで

当市の魅力など広く発信をするとともに多彩な返礼

品のラインナップ、返礼品にまつわるストーリーな

ども展開をしながら、返礼品を取り扱う事業者の皆

様の御協力を頂きながら取り組んでおります。令和

３年度は人気のあるカニ、ホタテなどの海産物が安
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定的に需要があったことに加え、春先から国際コン

テストで優勝したシェフが作るジェラートや全国コ

ンクールで金賞を受賞したビールが継続して大変好

調だったこと、また、より多くの方に御支援を頂け

るよう、ふるさと納税サイトの充実、各種媒体での

ＰＲのほか、検索キーワードにより露出を高める取

組を行ったこと、加えて、コロナ禍での外出自粛に

よる巣籠もり需要により寄附額が増加したものと考

えているところであります。 

 次に、近隣自治体との比較でありますが、寄附者

の傾向として個別ブランド化が難しい同類の返礼品

であれば、価格と内容量の多さによってあるものと

考えているところであります。その結果、ポータル

サイトによってランキングが上がり、そのランキン

グ結果によって寄附者がさらにランキングの高い返

礼品を求めるといった波及効果があるのも一つの大

きな理由と考えており、寄附額の増加につながって

いるものと考えているところでございます。 

 次に、ふるさと納税制度の取組についての考え方

と方向性でありますが、ふるさと納税は地場産品の

ＰＲをはじめとしたシティープロモーション、市内

事業者の売上向上など地域経済の活性化のほか、市

の財源確保に寄与する重要な制度であります。制度

の概要ですが、御承知のとおり、総務省の通知では

返礼品について、地場産品基準の遵守、品代は寄附

額の３割以下、寄附募集に係る経費は寄附総額の５

割以下となっております。こうした総務省が示す経

費率を維持しながら、ふるさと納税制度の維持を持

続的なものとするためにも、また、地元事業者の経

済的発展と合わせた上で、寄附者ニーズに対応した

取組、効果的な戦略により、ふるさと寄附増加に向

けた取組を推進し、施設整備に対する支援など基盤

強化、事業者との意見交換、協力を頂きながら、今

後とも取り組んでまいりたいと、このように考えて

いるところであります。 

 次に、廃棄物処理に係る最終処分場についてであ

りますが、最終処分場の延命化策につきましては、

令和５年度以降は生ごみの堆肥化率を年間で77％維

持、埋立てに回さない取組やおむつを民間委託によ

り、高温高圧処理して減容化していくことを新たに

行い、さらに埋立てとなる汚れた紙・布類は、大空

町での委託焼却処理をしてまいります。袋について

は、生ごみを埋立てにしない、おむつの高温高圧減

容処理で埋立量と臭気が少なくなることから、即日

覆土を少なく薄くすることとしてきています。 

 現計画埋立量の満了の前には、法に定める最終処

分場の軽微な変更の届出を行い、最終覆土圧を半分

とし10％の廃棄物の埋立量を増加することを計画い

たします。対策を施さない場合は令和９年度で満了

と見込みますが、これらの延命策を実施すること

で、減量減容の目標を100％で令和14年、80％台達

成で令和12年度まで最終処分場を延命できるものと

推計をしております。 

 また、これまで行ってきた追加の費用につきまし

ては、令和３年度までは当初予定をしていた処理能

力を補うための費用となっております。現在の令和

５年度においても、延命化の予算を提案をしており

ますが、今の最終処分場は一定の費用を負担しなが

らも可能な限り長く供用することを計画し、次期最

終処分場の整備につなげてまいりたいと考えており

ます。 

 プラスチック製品につきましては、現在は容器包

装プラスチックのみ再商品化を実施をしているとこ

ろであります。プラスチック資源循環法が施行さ

れ、容器包装以外のプラスチックも全ての市町村に

おいて、再商品化処理ができるよう対応することが

努力義務とされております。なお、網走市のような

過疎地域以外の自治体が国の交付金でごみ処理施設

を整備する際は、製品プラスチックの再商品化が義

務づけとなります。また、１市４町の広域化の協議

会において、努力義務とされる４町においても脱炭

素の時代の流れ、また、将来的には義務化も予想さ

れることから、広域での製品プラスチックの再商品

化の対応が必要との考えの下で検討してまいりたい

と存じます。 

 次に、中間処理方法の広域化協議についてであり

ますが、中間処理の方法として焼却方式のほか、燃

料化、炭化、そして焼却とメタン発酵を合わせた方

式があり、各方式の将来に向けた安定的稼働性、衛

生ごみの処理、斜網地域で導入した場合の問題点な

どを検討したところであります。この結果、中間処

理に伴って発生する燃料などの生成物の安定した供

給先や、１市４町の最終処分場の状況、また、令和

10年度供用開始を予定とするためのスケジュールな

どから、焼却方式を基本とした方向性といたしまし

た。令和５年度については、広域処理に係る個別具

体的な計画となる循環型社会形成推進地域計画の策

定を行います。また、この計画の策定に当たり、焼

却処理の対象とする廃棄物の検討を早急に行うこと

としております。脱炭素、資源再利用化の情勢のあ
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る中、生ごみについては、メタン発酵などによる発

電などのエネルギーの利用、残渣の堆肥化について

調査検討をすることとしております。 

 次に、分別方法の見直し及び収集袋の検討につい

てでありますが、広域処理で計画する焼却方式で

は、可燃ごみ、不燃ごみ、また、資源物、プラスチ

ックなどの再資源化に分けることが基本となります

が、脱炭素、再資源、再利用化が求められること、

また焼却炉に負担をかけると言われている生ごみを

どのような形で処理するか、利用してさらなる処理

方法を決めていくことで、分別が決まってまいりま

す。分別方法が決まれば収集袋の在り方の検討とな

ってまいります。 

 次に、重油漏れ事故についてでありますが、網走

市といたしましては、昨年８月に網走呼人地区重油

漏れに関する対策協議会を設置し、９月に北海道知

事に対し、汚染土の全量撤去を進めるための一層の

指導の徹底について要請をしてまいりました。要請

を受け、北海道では専門家が技術的な助言をホテル

に行う場として、網走呼人地区油流出事故に係る連

絡会議を10月26日に設置し、北海道、網走市、専門

家、ホテルが一体となって適切な対応に向けて話合

いが進められております。現在、当該連絡会議での

議論を受け、漏えい箇所周辺の地層調査及び地下水

モニタリング調査等が進められており、今後、融雪

後の５月中旬から土壌ガス調査により、漏えいした

重油の所在を特定し、存在した場合、洗浄方法によ

る浄化対策を行う計画となっております。また、対

策協議会では、今後の対応に向け、知見の集積と共

通認識の醸成のために、専門家を招致して勉強会を

現在まで２回開催をしており、今後も開催する予定

となっております。いずれにいたしましても、漏え

いした重油の所在と量を確定することが必要ですの

で、引き続き北海道と一体となって、一日も早い解

決に努めてまいります。 

 次に、人口減少対策の評価と今後についてであり

ますが、人口減少と人口構造の変化は社会保障制度

や経済活動に大きな影響を与えることから、そのイ

ンパクトの緩和のため、これまで若者定着の観点で

は、農大への学生確保支援、日体大附属高等支援学

校の誘致、ＮＧＫ、ＷＩＮＤ－ＳＭＩＬＥなどの企

業誘致などによる雇用の場の確保、新規就職した方

の奨励金の給付、若者の資格取得、職場環境の改善

に対する支援、また、子育て支援の観点では、地域

子ども支援センター、子育て世代包括支援センター

の整備、病後児保育の実施、医療費の無償化、子育

て世帯向け戸建て住宅の提供など、また、交流人口

の拡大では、インバウンドの誘致、スポーツ合宿の

誘致、オホーツクマラソン大会の開催、ＳＥＡ Ｔ

Ｏ ＳＵＭＭＩＴの開催など取り組んできたところ

であります。こうした取組は人口減少のインパクト

の緩和や関係人口の増加に一定の効果はあったもの

と認識をしておりますが、新型コロナウイルス感染

拡大は様々な分野の取組に大きな影響をもたらした

ところでもありました。今後、令和２年度の国勢調

査に基づく将来推計人口が国立社会保障・人口問題

研究所から公表される見通しでありますので、これ

を受け、人口ビジョンの見直しを進めてまいりま

す。 

 次に、子育て支援に関する考え方と今後の方向性

についてでありますが、核家族や地域とのつながり

の希薄化により孤立感、不安感を持つ妊婦、子育て

世帯が少なくない状況を踏まえ、安心して出産・子

育てができるよう、妊娠から出産・子育てに至るま

で、寄り添った形の一貫した相談サポートに努めて

まいります。 

 また、子供を安心して産み、子育てしやすいと感

じる環境は、保育園などの待機児童の状況、医療体

制の充実、地域におけるコミュニティーづくり、施

設や公園の整備、買物や移動の利便性、通学の安全

確保や治安のよさなど、様々な要素がバランスよく

実現されたまちづくりが重要であると考えておりま

す。誰にでも優しく住みやすいまちを実現すること

が、子育てしやすいまち、子育てしやすいという意

識につながると考えておりますので、引き続き、全

ての市民が健康で安心して暮らせるまちづくりを進

めてまいりたいと存じます。 

 結婚支援対策の取組についてでありますが、女性

の未婚率の上昇や晩婚化は、働きやすい環境が整う

などライフスタイルの変化が大きな要因と考えられ

ております。また、出会いが少ないことも一つの要

因に挙げられますが、交際相手と結婚相手に求める

条件は必ずしも同じではなく、価値観の違いなどに

より結婚に至らない場合もあると考えております。

内閣府の調査によりますと、結婚支援として重要と

思うものについては、安定した家計を営めるよう支

援、夫婦が共に働き続けられる職場環境の充実、安

定した雇用環境の充実の割合が高く、結婚生活を送

る上で不安に思うことについては、経済的に十分な

生活ができるかどうかの割合が高くなっておりま
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す。こういった調査結果を踏まえるとともに、結婚

支援対策につきましては、個々の思想や意見を尊重

し、慎重に進めてまいる必要があるため、国の動

向、先進地の事例を参考に研究をしてまいりたいと

存じます。 

○金兵智則副議長 市長の答弁の途中であります

が、ここで昼食のため、暫時休憩といたします。 

 再開は１時といたします。 

午後12時02分休憩 

午後１時00分再開 

○金兵智則副議長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 市長の答弁を続行いたします。 

 市長。 

○水谷洋一市長 次に、人手不足の取組についてで

ありますが、市内事業所において人手不足の課題を

認識をしているところでございます。これまで、商

工会議所と共催で、高校３年生を対象とした市内企

業の就職説明会を行っているほか、女性や高齢者を

はじめとした働く意欲のある方を対象とした企業説

明会など開催し、人材確保に向けて取組を進めてい

るところでございます。また、市内企業からの御相

談で、地元への就職促進のため早い段階から企業説

明会を実施したいとの声があったことから、さらに

市内の高校１年、２年生を対象として、就職前の段

階から就業意欲の向上と地元企業の認知度向上を図

る目的で、企業説明会の開催を考えております。今

後も市内をはじめ様々な地元企業と情報交換を行っ

ていくとともに、ハローワークと連携を図りながら

人材確保に向けた取組を進めてまいります。 

 次に、職員数についてでありますが、当市ではこ

れまで４次にわたる行政改革の推進により、総人件

費の抑制や事務事業の見直しなどに取り組み、財政

の健全化を図ってきたところであります。議員の御

指摘の職員数の状況につきましては、これまでのこ

うした取組の一つの結果と受け止めているところで

ございます。 

 一方で、近年は新型コロナウイルス感染症など新

たな課題への対応により時間外勤務が増加するな

ど、一部職場においては職員の負担が増している実

態もあるものと認識をしているところでございま

す。こうした状況の中、令和５年度より、職員の定

年が段階的に引き上げられることとなり、定年退職

者が発生しない年もありますが、そうした年におい

ても、職員の採用は継続的に行い必要な人員を確保

できるよう努めてまいりたいと存じます。 

 次に、職員の人材育成でありますが、限られた人

材において、持続可能な行政サービスの提供体制を

構築するためには、人材育成の能力開発が今後ます

ます重要になってくるものと認識をしております。

研修につきましては、在職年数や職員に応じた集合

研修のほか、個々の研修や職場単位で専門知識や技

能習得する機会を提供しているところです。近年で

は、オンラインの活用を含めた多様な方法により、

多くの職員が受講する機会が得られるよう努めてい

るところであります。 

 また、他団体との交流人事では、法務省矯正局の

ほか、内閣官房、デジタル田園都市国家構想実現会

議事務局へ職員を派遣しており、国における政策形

成過程を学ぶとともに、各省庁の職員との交流を通

じ、幅広い視点と見識が素養されることを期待して

いるところであります。 

 次に、ハラスメント対策でありますが、これまで

もハラスメントについては許さないとの方針の下、

啓発や相談窓口の設置、産業医や保健師による心の

ケアなど目的とした相談体制、職員研修を努めたと

ころであります。しかしながら、悩みを抱えている

職員がいることも事実としてありますので、行為者

への指導など個別のケースに対応するとともに、日

頃から管理職が率先をして、職員との意思疎通を図

るなど、風通しのよい職場づくりを進めてまいりま

す。 

 また、議員御指摘がございました、それぞれのハ

ラスメントに対しては、対応した職員一人一人に任

せるのではなく、状況に応じて管理職も加わるな

ど、組織的に対応していくことが重要であり、必要

な場合は、弁護士や警察など相談を含め被害の防止

拡大を努めてまいりたいと存じます。 

 市内の医療提供体制と課題についてであります

が、現在、地域センター病院に位置づけられている

網走厚生病院を含む４病院と15診療所が診療を行う

体制となっておりますが、この４年間で病院１件、

診療所２件が閉院をしております。また、市内の高

齢化や後継者問題に加え、看護師の不足も顕著であ

り、医療従事者の確保が大きな課題であると認識を

しております。 

 二次救急につきましては、令和元年度まで３病院

の輪番としておりましたが、令和２年度から２病院

となり、さらには、令和６年度に医師の働き方改革

が開始をされ、勤務医の時間外労働の年間上限が
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960時間に制限されるため、休日夜間における救急

医療体制の見直しが必要と考えられます。今後、医

師会をはじめ医療機関と情報を共有し、課題解決に

向けた議論を進め、引き続き、必要となる診療科や

立地のバランスを考慮し、開業医の誘致を含めた医

療提供体制の確保に努めてまいります。 

 次に、医療ＭａａＳについてでありますが、診察

に必要となる医療機器を搭載、または、看護師が乗

車した専用車両が患者宅を訪問し、看護師のサポー

トの下、医師と専用車両をテレビ会議システムで接

続することにより、オンライン診療を行うものであ

ります。従来の訪問診療と比較し、医師の移動時間

や身体的負担が軽減されるほか、通常の外来診療に

間に合うオンライン診療を行うことも可能となりま

す。また、ビデオ電話のみの完結する一般的なオン

ライン診療とは異なり、看護師のバイタルチェック

のほか、医師の指示に基づき必要な処置を行うた

め、患者が通常の対面診療と同様の安心感を得るこ

とができるという利点があると考えています。医療

とモビリティーを組み合わせることで、地域医療に

新たな選択肢を生み出し、地域医療が抱える課題を

解決する仕組みであり、オンライン診療が可能とな

るヘルスケアモビリティーを運行し、慢性疾患を抱

えた通院が困難な患者や医師の負担軽減を図るた

め、この目的に取り組んでまいります。 

 次に、要介護者及び要支援者の現状と評価につい

てでありますが、令和５年１月末における１号被保

険者の認定者数は、要介護1,404人、要支援431人、

事業対象者210人の合計で2,045人となり、65歳以上

人口対比の認定率は18.4％となっております。地域

支援事業が始まった平成18年４月末では、要介護

1,292人、経過的要介護131人の合計で1,423人とな

り、65歳以上人口対比の認定率は16.9％となってお

ります。認定率の比較では1.5％の上昇となります

が、この間、事業対象者の追加や認定区分の変更も

あり、単純に認定者数の増加は言えないと考えてお

ります。このような中、介護保険制度が始まった平

成12年から介護予防事業に取り組んできた経過があ

りますが、事業対象者を除いた認定率では道内35市

中で２番目に低い状況であり、一定の効果があった

ものと考えております。 

 次に、介護保険財政の状況及び見通しについてで

ありますが、厚生労働省は2024年の介護保険制度改

定に向け、サービス提供体制の基盤整備や人材確

保、さらには制度の持続可能性を確保するため社会

保障審議会（介護保険部会）における議論が進めら

れておりますが、介護人材の処遇改善等を考慮する

と介護報酬の上昇が見込まれます。当市におきまし

ては、当面、要支援、要介護認定の88％を占める75

歳以上の人口の増加傾向が続くため、サービス需要

や介護給付費の上昇が見込まれますが、事業所を対

象としたサービス見込量調査や、本年４月に設置す

る第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策

定委員会における議論を踏まえ、課題等を整理した

上で計画に反映したいと考えています。 

 現状、サービス提供体制の維持に伴う人材確保が

大きな課題となり、また、高齢者が住み慣れた地域

で元気に暮らせるよう、要支援、要介護状態になら

ないための介護予防事業の充実も重要であると考え

ております。なお、介護給付費の増加に伴い、介護

保険料の上昇が見込まれますが、これまでと同様、

介護保険事業基金の取崩しにより、負担の抑制を図

ってまいります。 

 次に、要介護者の増加防止として、当市におきま

しては生きがいづくりや健康づくり、また、閉じ籠

もり防止を目的として、介護サービス事業者や専門

職による訪問型、通所型の介護予防事業、また、地

域団体や専門職と連携した一般介護予防事業に取り

組んでおります。 

 事業対象者や要支援者につきましては、地域包括

支援センターの継続的なマネジメントにより、重度

化防止が図られていますが、要介護者の増加につな

がらないよう、フレイル状態にある方の早期発見と

的確なサービスの提供が重要であると認識をしてお

ります。今後とも、フレイル状態にある方の早期発

見につながる地域と連携をした事業を推進するとと

もに、現状の課題等を検証し、第９期高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画策定委員会における議論

を踏まえ、取組を進めてまいります。 

 次に、介護保険及び障害者福祉制度のサービス提

供体制の課題についてでありますが、多くのサービ

ス提供事業者におきましては、職員の確保に苦慮し

ている現状があり、一部でサービス提供体制に支障

が生じております。サービス提供体制の維持に当た

りましては、人材確保が大きな課題であり、介護保

険分野では初任者研修受講費用の助成、新人スタッ

フ研修会の開催、潜在的有資格者の掘り起こし対策

の実施のほか、事業所や専門職との意見交換に取り

組んできたところであり、また、令和４年度におい

ては、中高生をはじめ市民が介護を知る機会を創出
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するため、網走介護フェアを開催したところであり

ます。 

 障がい福祉分野では、医療的ケアが必要な場合や

強度行動障がいで支援の困難性が高い場合、必要な

サービスを受けられない、または他自治体でのサー

ビス利用を余儀なくされるといった状況が生じてお

ります。障がいの程度やサービス提供事業者の利用

状況により、人材確保やニーズに応じたサービス提

供体制の構築が喫緊の課題であると認識しておりま

すので、既存対策を継続するとともに、事業者や専

門職との意見交換を踏まえ、効果的な取組について

研究をしてまいりたいと存じます。 

 次に、高齢者の孤立化につきましては、核家族化

や個々の価値観の多様化、さらには、新型コロナウ

イルス感染症への対応が長期化し、地域におけるコ

ミュニティーの希薄化が一つの要因と考えられてい

ます。高齢者の生活支援の充実や社会参加の促進に

つきましては、医療や介護サービスのみならず、支

援を担うことが期待される様々な主体が連携し、地

域の視点で支え合える仕組みづくりが重要であると

認識をしております。また、サービス希望者の状態

や取り巻く環境を把握し、解決すべき課題を明確に

する地域包括支援センターやケアマネジャーによる

アセスメントが重要であり、高齢者の孤立化を招か

ないよう、生活への不安を解消するサービスや地域

の社会資源を活用したケアプランが必要であると考

えております。 

 今後とも、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮

らせるよう、圏域ごとに支援体制を構築する生活支

援体制整備事業を推進するとともに、地域包括支援

センターやケアマネジャーと高齢者支援の在り方や

重要性を共有をしてまいります。 

 次に、地域包括ケアシステムの現状と改善につい

てでありますが、医療や介護サービスのみならず生

活支援を担うことが期待される主体と連携し、高齢

者の支援体制の充実や社会参加の促進など、地域の

視点で支え合いの仕組みづくりを進めるため、生活

支援体制整備事業に取り組んでおります。 

 第２層協議体につきましては、地域に既存する組

織をベースとして17圏域に設立することを計画し、

現在は11圏域に協議体を設立をしております。圏域

によりましては、協議会の設立に至っていないた

め、さらなるアプローチが必要であり、また、人口

が多い圏域や集落が散居化する郊外地区におきまし

ては、圏域単位で課題等が相違する場合も多く、圏

域の細分化や見直しが必要と考えております。 

 地域包括ケアシステムの要素の一つである生活支

援や介護予防につきましては、共助の観点から地域

の理解と協力が不可欠となるため、引き続き地域関

係者と連携を強化し、高齢者を支援する仕組みづく

りをつくってまいります。 

 次に、観光施策の積極的な取組に関してでありま

すが、あばしりオホーツク流氷まつりやオホーツク

屋台村は、先月３年ぶりに開催をされて、網走市民

だけではなく多くの観光客の方にもお越しをいただ

きました。これらイベントだけではなく市内観光施

設や宿泊施設の御利用も回復基調にあり、コロナ前

の数字に近づきつつあると認識をしているところで

あります。これまでコロナ禍においても、感染状況

を踏まえて、宿泊助成策などを講じてきたほか、実

施可能なリアルプロモーションやオンラインプロモ

ーション施策を講じてまいりましたが、令和５年度

においては、一層これらを進めていかなければなら

ないものと考えております。 

 年度当初から観光動画の配信や広告、ウェブペー

ジの閲覧状況などを分析するマーケティングを実施

するほか、網走市観光協会やひがし北海道自然美へ

の道ＤＭＯと連携して、旅行会社やメディアとの商

談会に参加し、旅行商品の造成やメディアでの露出

を高めてまいりたいと考えております。 

 また、例年流氷が去った４月５月は観光閑散期と

なることから、市内の宿泊施設から実施の要望が多

い、ＯＴＡを活用したプロモーションと割引クーポ

ンの配布を行い、動き始めた観光需要を獲得してま

いりたいと考えております。 

 次に、航空会社ピーチ減便の影響とその対策につ

いてでありますが、令和３年２月にＬＣＣとして初

めて女満別空港に就航したピーチでありますが、就

航当初から新型コロナウイルス感染症の拡大状況に

より減便が余儀なくされ、これまでの間、順調でな

い環境下での就航が続いておりました。また加え

て、昨年４月に発生をした知床遊覧船の事故以来、

ピーチ便に限らず航空会社からは、道内各空港と比

較をいたしますと、女満別空港の需要の回復が後れ

ているものと伺っているところであります。加え

て、航空機材の調達が遅れること、国際線の急速な

需要回復により、経営資源を一旦集中させるため、

女満別線、釧路線その他複数のピーチ路線におい

て、減便や期間運航、運休が発生をしているところ

であります。 
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 ピーチの就航により、就航先である関西方面から

の観光客が増え、若年層の来訪者が増えるなど、新

たな客層の掘り起こしにより、観光業には大きなメ

リットがあるものと認識をしております。2023年夏

ダイヤ期間の減便により、このメリットが限定的に

なると考えられますが、ピーチの側からは、女満別

線はコロナ禍に開設した路線であり、現在の環境か

ら、路線が持っている実力を発揮できている状況で

はないが、釧路線、女満別線の就航後、東北海道を

回遊できる環境ができているので、コロナ収束後は

本来の実力を発揮できるとの見解も伺っているとこ

ろであります。今後も女満別空港整備利用促進協議

会の構成員として、女満別空港地域の自治体、議

会、関係団体と一体となって利用促進はもとより釧

路空港圏域とも連携をしながら利用促進を図ってい

くほか、2023年冬ダイヤ以降の復便を始め、さらに

新しい層の観光客にお越しいただけるよう、ピーチ

とは継続して協議を重ねており、令和５年度におい

ても、ピーチ女満別線を活用した旅行商品への助

成、広告事業などを実施し、搭乗率の向上を図ると

ともに、ＬＣＣ航空利用の鍵の一つとされる路線認

知度の向上に努めてまいりたいと存じます。 

 次に、広域連携による観光振興でありますが、こ

れまで台湾を中心としたアジア圏のインバウンド獲

得に向けて、釧路市、帯広市の東北海道の自治体や

ひがし北海道自然美への道ＤＭＯなどと連携をし

て、東北海道エリアで面で捉え周遊型観光を促進す

る事業を行っております。広域連携による取組は、

インバウンド獲得に向けた事業が多く、感染拡大の

初期段階においては、連携の枠組みを行う事業も一

旦停止あるいは延期するものが多数ございました。

コロナ禍においては、感染状況に配慮しながら国内

向けの誘客について、釧路、帯広の両市と連携をし

て、マイクロツーリズムの観点で３市間を流動させ

る広告事業を行い、また、関東や大阪といった国内

主要マーケットで行われる観光イベントに一緒に出

展をして、東北海道の周遊型観光のプロモーション

を実施しております。 

 海外向けの取組としては、コロナ前から３市に加

えＪＲ北海道とも連携し、台湾現地プロモーション

などを実施しておりますが、コロナ禍で往来ができ

ていない中でも、ＳＮＳやウェブサイトを活用した

ＰＲやアンケートキャンペーンを展開するなど、ウ

ィズコロナ・アフターコロナ期に向けたプロモーシ

ョンを実施してきております。また、昨年10月から

出入国の水際対策が緩和されたことにより、インバ

ウンドが戻る環境が整ってきており、先月２月には

国、北海道、北海道エアポート、３市で連携をした

台湾航空会社、旅行会社の招請事業を行い、十勝や

網走を巡っていただき、東北海道エリアの新しい観

光情報を紹介したところであります。令和５年度も

引き続きインバウンド回復基調が続くことが予想さ

れますので、釧路、帯広市、女満別空港圏域の自治

体、北海道観光振興機構など、多様な関係者と広域

で連携し、国内外観光客の獲得を行ってまいりま

す。 

 次に、定住自立圏の成果と今後の課題についてで

ありますが、圏域を形成する１市４町はこれまでも

共有する分野ごとに様々連携体を構築し、救急医療

や小児科、産科医療体制の確保、地域公共交通の維

持、産業の振興、生活排水・し尿・汚泥の処理、介

護認定、認知症サポーターの養成、職員研修など、

様々な取組を展開をしてまいりました。 

 このたびの定住自立圏形成協定の締結は、これま

での取組をより一層深化させるとともに、互いの独

自性を尊重しながら、さらなる連携を図ることとし

たところであります。人口減少の進行に伴い様々な

課題が顕在化する中、取組の成果は一朝一夕に表れ

るものではありませんが、デジタルトランスフォー

メーションやグリーントランスフォーメーションな

ど、新しい視点を持ちながら都市機能と生活機能の

維持確保を図り、安心して暮らし続けられる圏域を

目指し連携を深めてまいります。 

 次に、友好交流都市との交流についてであります

が、新型コロナウイルス感染拡大により、この間交

流事業を自粛してまいりましたが、都市間交流は互

いの歴史や文化への理解を通じてふるさとの魅力を

再認識することで、郷土への誇りと愛着の醸成につ

ながり、新たな発見や視野の広がりは豊かな感性を

持った人材の育成につながるものと認識をしており

ます。新年度におきましては、これまでの交流を再

開し、交流の活性化を図り、一層の友好を深めてま

いりたいと考えております。 

 次に、脱炭素の取組についてでありますが、現在

当市に設置をされた再生可能エネルギー施設は、議

員御案内の木質バイオマス発電が３基、北見市常呂

町にかけての大型風力発電装置が予定をされてお

り、太陽光発電設備は民間企業による規模の大きい

施設が８か所、公共施設に９か所のほか、市内の住

宅などに設置をされている状況にあります。また、
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市の下水道施設には、バイオガス発電設備が設置を

されております。こうしたことから、国が掲げる

2050年カーボンニュートラル、脱炭素の社会の実現

に寄与するものと認識をしているところでありま

す。 

 今後も再生可能エネルギーの活用に向け、設備投

資を期待するとともに、公共施設や家庭などの照明

のＬＥＤ化など、省電力に取り組み、市民一人一人

の意識を変え、2050年までに温室効果ガスの排出量

と森林等による吸収量のバランスが取れ、環境と経

済、社会が調和しながら成長を続ける脱炭素社会を

目指す取組を支援してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、再生可能エネルギーの設備等の地球環境と

の両立についてでありますが、再生可能エネルギー

の活用には、設備等の設置が自然や野生生物へ影響

を極力与えないようにしていくことが重要でありま

す。なお、議員御指摘の能取漁港の木質バイオマス

発電の排水は、漁港の排水処理施設で処理をしてお

りますので、議員御指摘の水温上昇などの可能性は

ないものと考えております。 

 再生可能エネルギー設備の設置に当たっては、事

業者に対し、市は意見書提出をしており、環境影響

評価の実施、継続的なモニタリング、環境への影響

が確認された場合、科学的な根拠に基づいた説明に

最善を尽くし、地域住民の理解を得た上で適切な環

境保全措置を講じることを求めているところであり

ます。 

 次に、ＪＲ北海道への考え方及び方向性について

でありますが、これまで、第１期、第２期アクショ

ンプランに基づき、地域利用と観光利用の促進に取

り組んできておりますが、引き続きＪＲ北海道沿線

自治体、道、観光協会、市民団体などと連携に加

え、市民の皆様にも御協力を頂きながら、石北本

線、釧網本線の維持存続に向け、地域一体となって

取り組んでいきたいと考えているところでありま

す。 

 令和５年度はアクションプランの最終年となり、

現在、国において制度設計されている調査、実証事

業を実施し、その結果を踏まえた総括的な検証の

下、抜本的な改善方策をまとめていくこととなって

おります。 

 次に、バス事業全体の方向性についてであります

が、どこバスについては３年間の実証実験を終え、

新年度から本格運行となりますが、運行エリア、時

間はこれまでと同様、料金については観光客向けワ

ンデーパスを1,500円から1,800円に値上げしており

ますが、そのほかはこれまでと同様の形で運行して

まいります。 

 今年度に入り、利用者も順調に伸びてきておりま

すが、混雑時や運転手の交代時間など予約するタイ

ミングによっては、配車までの待ち時間が長くなる

ケースもあったところであります。網走バスでは時

間ロスの削減など、利便性向上のためＡＩの学習に

よる配車時間計算や運転手交替手法の工夫など、効

率のよい運行に努めていく中で、待ち時間の課題解

決に取り組んでおります。また、どこバスの本格運

行に向けて、多言語化した自動音声受付の電話予約

システムの導入を予定をしているところでありま

す。 

 どこバス導入に至った経緯につきましては、路線

バスは朝夕の通学、通勤、通院では一定の利用があ

るものの、それ以外では利用が少ない状況であった

ことから実証実験を行ったところであります。どこ

バスの運行により、路線バスの便数は若干減りまし

たが、現状では日中のバス路線をなくすことは難し

いと考えております。 

 今後のバス事業の方向性は、オンデマンドと路線

バスの状況を見ながら、持続可能な公共交通体系の

構築を目指してまいりたいと考えております。 

 次に、網走市長選挙に端を発したＦＭあばしりの

対応についてでありますが、このことについては議

員御指摘のとおり、市議会において請願が出され、

また、12月においては一般質問で同様の指摘があ

り、このことが放送法違反ではないかとの言及の上

で様々な御意見、御質問があったものと存じます。

放送法違反、公職選挙法において違法性がないこと

は、12月議会、他の会派からの議員からの一般質問

の中でも申し上げたとおりでありますが、一部違法

性の疑義があったとの指摘に対し、平賀議員の御指

摘のとおり、違法性がないとの見解は私と同様であ

ります。一方、議員からございました違法性を前提

とした議論があったことにより、疑念を深められた

市民もおられたとの指摘もあったものと存じます。 

 我が国国民において、選挙及び政治活動において

は、参政権、思想信条の自由など、国家権力からの

政治的自由が保障されているものと考えており、そ

の中で、例外的に規制されるものが公職選挙法の中

で、選挙運動の禁止または制限されるものについて

法律で定められ、特定公務員いわゆる選挙管理委員
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会委員及び職員、裁判官、検察官、会計検査官、公

安委員会委員、警察官、徴税の吏員、また、公職選

挙法によらないほかの法律での政治行為をすること

の制限は、一般職の国家公務員、公立学校の教育公

務員、一般職の地方公務員が制限されており、それ

以外は基本的人権として、誰もが自由に選挙運動が

できるものとされ、基本的には制限列挙されたもの

以外は自由であるべきとの考えで、選挙活動及び政

治活動が行われるものと存じます。議員御指摘の予

算執行とされている法人において、内閣及び執行機

関などが政治的自由の分野に対し指導していくとい

ったことは思想信条の自由、参政権の確保の観点か

ら適切ではないと存じます。こうしたことを踏まえ

つつ、議会において、疑義のあったことについての

議論があったことはしっかりと受け止めさせていた

だきたいと存じます。 

 次に、ＬＩＮＥについての取組についてでありま

すが、現在、観光やイベントなど情報配信、公共施

設の予約、ごみ分別方法の検索、地域ごとの収集日

の周知、住民通報などのサービスを実施をしている

ところでございます。今後は、電子申請窓口の開

設、Jアラートと連動した自動メッセージの配信、

新たに構築する統合型ＧＩＳと連携した防災情報の

提供などに取り組むこととしております。 

 また、現在ＬＩＮＥの利用に関してアンケートを

実施しておりますので、寄せられた利用者の声を反

映し、機能の充実や使い勝手の向上など、改善に努

めてまいります。 

 次に、デジタル化についてでありますが、公開型

統合ＧＩＳ導入事業では、地図データや行政情報を

統合し、横断的なプラットフォーム構築により事務

の効率化を図り、また、情報の公開にも取り組んで

まいります。 

 公式ウェブサイトのリニューアルでは、見やすさ

と探しやすさを基本としながら、ＡＩチャットボッ

トの機能の搭載を進め、中小企業の伴走型ＤＸの推

進では、専門家による新たな相談体制の構築によ

り、地域のデジタル化を推進してまいります。 

 このほか、市税や市民係、窓口などにおけるキャ

ッシュレス決済の導入、モバイルワークを可能とす

るグループウエアの導入とセキュリティー対策の強

化などを進めてまいります。 

 こうしたデジタル化関連事業につきましては、作

業期間が１年を要するものもありますが、可能な限

り早期着手、早期実施を心がけるとともに、導入済

みの電子申請、電子予約、公式ＬＩＮＥ、今月中に

導入する証明書のコンビニ交付、書かせない窓口も

含めて、その改善、充実に努めてまいります。 

 次に、デジタルに精通した人材育成についてであ

りますが、これまでにデジタルフェローやデジタル

化推進参与により、ＤＸ研修やデジタルスキルトレ

ーニング、若手職員によるＤＸ研究グループの活動

のほか、関係職員へのデジタルマーケティング研

修、ウェブ広告セミナー、ワークショップなどに取

り組んできたところであります。引き続き、デジタ

ルフェローやデジタル推進参与の協力を得ながら、

また、現在株式会社ＨＢＡとの連携協定により、ど

のような事務事業がＡＩやロボットによる作業自動

化に適しているかを把握するため、事務事業の棚卸

しを進めているところであります。こうした民間事

業者との連携も図り、デジタル人材の育成に取り組

むとともに、その状況に応じた体制の強化にも努め

てまいります。 

 次に、防災体制の強化についてでありますが、議

員お話しのとおり、災害を教訓としながら、都度防

災体制を見直し、改善を図ることが必要であると認

識をしております。新年度では冬季の停電対策の強

化として、あばしり電力の取組による電力供給によ

り、潮見小学校体育館と潮見コミセンの避難施設と

しての機能強化を図り、津波避難対策では防災訓練

の参加者の声を反映し、避難路にソーラー式蓄電池

を備えた照明設備の整備、津波浸水想定区域の見直

しによるハザードマップの改訂に当たっては、これ

を機に改めて早期避難を呼びかけるとともに、防災

ラジオ貸与対象者を浸水想定地域にお住まいの方や

事業者の方を新たに加えるなど、情報伝達の強化を

図り、地域防災訓練への支援、防災に関する講演会

の開催などを通して、防災意識の向上と防災体制の

強化に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、防災体制対策のデジタル化についてであり

ますが、デジタル化のメリットは様々なツールによ

り、災害情報や避難所の開設情報、避難者情報など

必要とされる情報を瞬時に提供可能なことや避難所

の運営、被害状況の把握といった面でも、業務の効

率化が図られるものと考えております。 

 一方で、大規模な災害時には、機器の故障、停

電、回線の不具合など、十分にデジタル機器を活用

できないことも想定されますので、防災対策に当た

りましては様々なケースを想定しながら、デジタル

と非デジタル両面での運用を想定した準備が必要と
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認識をしているところであります。 

 次に、耐震基準を満たしていない公共施設につい

てでありますが、総合体育館、市民会館につきまし

ては教育委員会や社会教育委員会議におきまして、

これまで道内の類似施設の視察も行いながら検討を

重ねてきており、夏頃には提言を頂けるものと聞い

ております。また、消防本部庁舎につきましては、

必要な施設規模や立地場所などの検討を始めたとこ

ろであります。いずれにいたしましても、検討の初

期段階にございますので、現在、お示しできる具体

的なスケジュールについては現在至っておりませ

ん。 

 次に、パートナーシップ制度の導入についてであ

りますが、当市ではこれまで性的少数者への理解促

進、多様な性の尊重を図るため、公式サイトや広報

紙での啓発、当事者を講師に招いての講演会の開催

などに取り組んでまいりました。 

 一昨年の男女共同参画に関するアンケートの結果

では、８割を超える方が、現在は性的少数者にとっ

て生きづらい社会と感じていると答えており、この

生きづらさの解消が大切であると認識をします。 

 新年度では、性的少数者への理解促進に向けて、

広報紙での特集など啓発に取り組むとともに、パー

トナーシップ制度を含めて、生きづらさの解消に向

けた取組について、男女共同参画プラン推進委員会

での議論を進めるとともに、市民アンケートを実施

してまいります。 

○金兵智則副議長 教育長。 

○岩永雅浩教育長 －登壇－ 民主市民ネット、平

賀議員の御質問にお答えをいたします。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症対策について

でありますが、卒業式におけるマスクの着用につき

ましては、２月13日に北海道教育長から児童生徒及

び教職員は、本年度の卒業式に限定して、全体を通

じてマスクを外すことを基本とするという通知があ

りました。当市を含めオホーツク管内公立小中学校

では、オホーツク教育局からの指示により、この通

知の内容に沿って、卒業式での児童生徒並びに教職

員のマスクを外すことを基本として実施することと

しておりますが、これは強制ではなくマスクの着脱

は個人の判断によるものとしています。 

 また、国歌・校歌等の斉唱や合唱を行うとき、呼

びかけなどを行う場合は、マスクの着用など一定の

感染症対策を講じた上で実施することとしておりま

す。 

 次に、学校などでの方向性についてであります

が、北海道の感染者数が低位で推移し、感染症対策

のレベル分類がレベル１に移行したことから、北海

道教育委員会は、学校における新型コロナウイルス

感染症に関する衛生管理マニュアル学校の新しい生

活様式を改定し、２月６日付の教健体第1146号の通

知により、学校運営に係る重点配慮が示されまし

た。網走市でも通知に基づき、集団で行う活動など

感染リスクが高い学習活動も含め、全ての教育活動

について、感染症対策を行った上で実施を検討する

ことなどを通知をいたしました。現時点で、国から

はマスクの着用の考え方の見直しのみが示されてお

り、学校では卒業式を除き４月１日から適用され、

それまではこれまでの考え方に沿った対応が求めら

れています。 

 国では５月８日から新型インフルフルエンザ等感

染症に該当しないものとし、５類感染症に位置づけ

るとしておりますので、今後も国や北海道からの通

知に基づき、学校カリキュラムの見直しと適切な運

営を実施してまいります。 

 次に、ジェンダー教育の現状と制服等も含めた対

策についてでありますが、ジェンダーの定義は、一

般的に生物学的な分類による性別区分ではなく社会

的に形成される性別とされています。ジェンダー教

育とは無意識のうちに抱く男らしさ、女らしさとい

ったイメージや、役割分担に基づく社会的性別にと

らわれず、偏見や差別、不平等をなくしていこうと

する態度を育むものと認識をしています。 

 現在市内小中学校では、保健の授業や道徳教育の

中で、発達段階に応じたジェンダーへの知識や理解

のための授業が行われ、また、悩みを抱えた児童生

徒に対しては、随時、養護教諭やスクールカウンセ

ラーによる相談体制を構築しております。学校で

は、自認する性別の制服や衣類、体操着の着用、更

衣室として保健室、多目的トイレ等の利用などにつ

いて可能としており、今後も教職員を対象とした校

内研修を実施するなど、ジェンダー教育の充実に向

けた取組を進めてまいります。 

 次に、スポーツ合宿の取組と方向性についてであ

りますが、ラグビー社会人リーグの日程変更や新型

コロナウイルス感染症などの影響で、合宿実績はコ

ロナ禍以前の水準には戻っていないのが現状でござ

いますが、昨年度開幕しました女子プロサッカーリ

ーグ、ＷＥリーグ加盟チームへの積極的な誘致活動

を実施した結果、新たに令和３年度に１団体、令和
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４年度には２団体に合宿を実施していただくなど、

新しい分野への働きかけも進めており、これまでに

合宿を実施した３チームから、そしてラグビーでも

大学のチームから来年度の合宿実施の問合せを頂い

ております。 

 今後につきましては、これまで同様に受入れ実績

のある陸上やスピードスケートなどの競技団体への

働きかけを継続してまいりますが、ラグビーでは、

大会イベントの実施など、新たな手法による合宿再

開に向けた誘致、女子プロサッカーはさらにチーム

数の増加が図れるよう、近隣自治体とも連携した誘

致活動を行ってまいりたいと考えております。 

 また、車椅子レースやシットスキーなどの障がい

者競技などを含め、様々な競技、種目につきまして

も、チームスタッフとのつながりを生かし、各競技

団体、チーム関係者等との意見交換などを積極的に

行いながら、市内宿泊施設とも連携し、誘致活動に

取り組んでまいります。 

 次に、芸術文化合宿につきましては、これまで実

績のある美術や音楽、伝統芸能などの団体の受入れ

を継続して取り組むとともに、今後は食文化など新

しい分野への誘致活動の展開や道外の美術や音楽団

体などへも誘致活動を拡大し、情報収集や関係構築

を実行委員会の皆様とともに進めていきたいと考え

ております。 

 次に、学校施設の老朽化に対する考え方について

でありますが、当市の小中学校は市街地区を中心

に、建設後相当な年数を経過し老朽化が進んでいま

すが、これまで耐震診断、耐震改修を実施して以降

は適時改修及び修繕を実施しているところでござい

ます。 

 今後施設の維持管理につきましては、市の公共施

設等総合管理計画に基づき、市教委が策定をした学

校施設長寿命化計画では、予防保全による長寿命化

を図ることなどを基本としており、令和５年度に新

たに市内小中学校改修計画を策定し、今後は事後対

応型修繕による維持管理だけではなく予防保全型修

繕を検討し、計画的に校舎等の改修を進めてまいり

たいと考えております。 

 次に、学校の再編についてでありますが、少子高

齢化が進む中、網走市の郊外の小学校では複式学級

が発生し、市街地学校におきましても、複数の学級

を編成できない学年がある小学校も存在する状況に

あります。 

 学校規模の基準は、学校教育法施行規則で12学級

以上18学級以下とされていますが、地域の実態その

他により特別な事情がある場合はこの限りではない

となっています。また学校は児童生徒の教育のため

に設置をされている建物ですが、一方で、防災や地

域の交流の場など様々な機能を有し、学校中心に地

域活動が実施されている状況もあり、地域のシンボ

ル的な存在としての側面もございます。これらのこ

とを踏まえ、現在教育委員会の会議では、児童生徒

数の状況、学校の規模、他市町の事例などについて

示し、意見の交換を進めているところであります。 

 今後につきましては、学校施設の老朽化なども視

野に入れ、地域との意見交換など、どのような協議

の場を設けるかを含めて、教育委員会の会議での検

討を継続してまいります。 

 次に、学校給食についてでありますが、昨年６月

の文教民生委員会でお示しをいたしました網走市学

校給食施設設備の考え方に基づきまして、施設整備

を進めていくこととなりますが、今後は来年度から

始まります複数校による共同調理場の運営状況を確

認しながら、単独調理場校の集約化に向けた検討を

進めていくものでございます。 

 また、調理業務等の委託につきましては、現時点

で白紙の状態ではございますが、改めて検討する必

要があると考えているところでございます。どちら

も一定の考え方や方向性が定まりましたら、市議会

をはじめ関係者、市民の皆様に御説明をしてまいり

ます。 

 次に、ＧＩＧＡスクール構想についてであります

が、初めにデジタル化に向けた取組の現状と今後の

展望についてですが、現在市内小中学校では、１人

１台端末の配備及び各教室への電子黒板の設置など

一定の施設整備を終え、まずは活用してみるという

段階から各校各教科において、種々活用方法を研究

し、子供たち個々の興味、関心、意欲などを踏まえ

てきめ細かく指導支援することなど、活用するのが

当たり前の段階まで進みつつあると認識をしていま

す。 

 中央教育審議会の答申で示された令和の日本型学

校教育では、急激に変化する時代であっても、一人

一人の子供たちが社会の変化を乗り越え、豊かな人

生を切り開き、持続可能な社会のつくり手となるこ

とを目指し、新学習指導要領の着実な実施やＧＩＧ

Ａスクール構想の実現、学校における働き方改革の

推進など、必要な改革をちゅうちょなく進めること

が重要であるとされています。ＩＣＴはあくまでも
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学習に関わる道具であり、ＩＣＴ活用は手段であっ

て目的ではありません。しかしながら、21世紀の学

びにとって不可欠な手段であることは間違いありま

せん。今後、これまでの授業実践の蓄積にＩＣＴを

授業内容の理解や、新たな思考、発想の手助けとな

る道具として活用することで、令和の日本型教育の

目指す主体的・対話的で深い学びにつなげていくこ

とが求められていると考えております。 

 次に、デジタル活用状況の格差改善についてであ

りますが、市内小中学校では、校内にＩＣＴ担当教

員を配置し、市内外先進校の教員や校内のＩＣＴが

得意な教員による校内研修なども積極的に進めら

れ、さらに、ＩＣＴ活用推進委員会では、各校で培

ってきた授業実践にＩＣＴの活用を掛け合わせた取

組を交流し、網走市全体の教育力を向上させるため

の指導方法を調査、研究いただき、その成果を各校

に還流することで、各校間の格差を解消する取組も

進めているところでございます。 

 今後につきましては、これらの研修活動を継続す

るとともに、学校ＩＣＴ活用推進委員会では、小学

校１年生から中学校３年生までの時期に、ＩＣＴを

活用する上で必要な技術を、基本的な操作やアプリ

の活用、ドリル活用、情報モラルなどの項目ごとに

定めた情報活用能力体系を作成することとしていま

す。ＩＣＴ活用における各学校の均等なレベルアッ

プを図り、多様な子供たちを誰一人取り残すことな

く育成する個別最適な学びと、子供たちの多様な個

性を最大限に生かす協働的な学びの一体的な充実を

図れるよう取り組むこととしているところでござい

ます。 

 次に、活用状況の改善に係る教職員への負担であ

りますが、ＧＩＧＡスクール構想は、教職員がＩＣ

Ｔを活用することにより、これまでに時間を要して

いた通常業務の省力化や効率化を目指しているもの

でもあり、教育委員会ではグーグルとのパートナー

自治体プログラムにより、ＩＣＴの校務支援活用研

修を実施し、教職員が感じている「できたらいい

な」を「できる」に変えながら、ＩＣＴの活用によ

り捻出された時間をより子供たちとの時間や授業研

究に振り分けられるよう進めているところでござい

ます。 

 次に、学校校則の現状及び課題についてでありま

すが、初めに、いわゆるブラック校則と呼ばれるも

のですけれども、学校において児童生徒の人権や心

身の健康を脅かす不合理な校則であると認識をして

います。 

 市内校の校則の現状ですが、小学校には、いわゆ

る校則の位置づけでは、学校の決まりとして、主に

学習規律や校内の生活凡例などが設定をされ、中学

校の校則については、各校とも学習規律や校内外で

の生活模範、そして、服装、髪型、学校への所持品

などについて一定のルールを守るよう設定をされて

います。各校の校則において、前段で述べさせてい

ただきました児童生徒の人権や心身の健康を脅かす

ものには含まれないと判断しておりますけれども、

今後は、性的マイノリティーや帰国子女、外国籍児

童生徒への対応など、社会全般的な多様性について

理解した上で、生徒や保護者の意見を反映させた校

則を検討することが課題になると考えられます。 

○金兵智則副議長 選挙管理委員会事務局長。 

○高井秀利選挙管理委員会事務局長 －登壇－ 民

主市民ネット、平賀議員の御質問にお答えいたしま

す。 

 初めに、投票率上昇と臨時期日前投票所設置との

関係性、分析についてでありますが、投票環境の整

備の一環として、令和４年７月に執行された第26回

参議院議員通常選挙より、従前の期日前投票所に加

え、臨時期日前投票所を開設いたしました。開設期

間は７月１日から５日までの５日間、時間は午前10

時から午後６時までとし、５日間の利用者数は373

人、投票者総数の2.4％という状況でありました。

第26回参議院議員通常選挙の投票率の上昇について

でありますが、投票率はその選挙時の政治情勢や投

票日の天候などに左右されますことから、単純に前

回の選挙との比較はできませんが、投票者総数のう

ち期日前投票を利用された方は24.8％から29.2％に

4.4ポイント上昇し、期日前投票者の8.1％が臨時期

日前投票所の利用者となっております。 

 期日前投票制度が浸透し、当市におきましても利

用者数が増加傾向にありますことから、引き続き、

期日前投票に関する情報発信に努めるとともに、市

民の皆様が利用しやすい投票環境の整備に取り組ん

でまいります。 

 次に、移動期日前投票所の取組につきましては、

総務省からの事例紹介や積極的な実施に関して通知

されており、道内の市では、石狩市が令和３年の衆

議院議員選挙より取り組んでおり、本年４月の統一

地方選挙からは、岩見沢市も導入する状況にござい

ます。投票所の統廃合により、投票所までの移動が

困難な方の投票機会を確保する観点から、移動期日
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前投票所に取り組む事例が多く見られますが、当市

では、現在のところ、投票所の統廃合の予定はござ

いません。 

 臨時期日前投票所は、参議院選挙後の網走市長選

挙においても開設いたしましたが、参議院選挙時よ

り開設期間が２日短かったにもかかわらず、参議院

議員選挙時よりも利用者数が増加しており、臨時期

日前投票所の認知度は上がっているものと認識をし

ております。 

 投票所への移動が困難な有権者に対する投票機会

の確保については、重要な課題であると認識してお

り、引き続き、有権者にとって利便性の確保につい

て検討し、投票機会の確保に努めるとともに、有権

者が投票しやすい環境整備に努めてまいります。 

○金兵智則副議長 ここで、暫時休憩をいたしま

す。 

午後１時55分休憩 

午後２時05分再開 

○金兵智則副議長 休憩前に引き続き、再開をいた

します。 

 代表質問を続行します。 

 研政会、立崎聡一議員。 

○立崎聡一議員 －登壇－ 研政会の立崎聡一でご

ざいます。 

 それでは、代表質問に行きます。 

 去る２月８日、トルコ南部の地域で大地震が発生

いたしました。犠牲者は５万人以上とも言われ、犠

牲になられた方の御冥福をお祈りするとともに、御

遺族にお悔やみを申し上げます。また、救出活動に

尽力されている方々にもお見舞いの言葉を申し上げ

ます。我が国も12年前、東日本大震災を経験し、多

くの犠牲者を出し深い悲しみに至ったことは、今で

も忘れてはならない教訓になっております。強靱な

地域社会を目指すべく改めて心に誓いたいと思いま

す。 

 また、ロシアによるウクライナ侵攻は１年以上に

なります。インフラ施設を標的としたミサイル攻撃

など激しい戦闘も今もなお続いております。この状

況は許されることではありません。ロシアの即時撤

退を強く求め、世界の恒久的平和の実現に向けて、

声を上げてまいりたいと思います。そして、不幸に

も犠牲となった市民の皆様にも心から哀悼の意を表

します。 

 では、代表して、市政執行方針並びに教育執行方

針について質問させていただきます。 

 新型コロナの一定の収束を見て、今後の網走をど

のようにかじ取りし、進めていくのかをお尋ねいた

します。 

 新型コロナウイルスは、本年５月８日に感染症法

で２類から５類に移行される予定であります。移行

した後の医療供給体制や医療費の公費負担など、現

段階での方向性をお示しください。 

 また、マスクの着用、手指消毒等、最終判断は個

人に判断を求められていると思いますが、どのよう

にお考えになられているかお聞きしたいと思いま

す。 

 続いて、財政についてお聞きします。 

 人口減少や少子高齢化、デジタル田園都市国家構

想の実現に向けて、我が国を取り巻く環境変化や地

域課題に対し、活力ある持続可能な地域社会を実現

するための取組を昨年11月総務省より提出されまし

た。その中には、ＤＸ・ＧＸを通じた地域活性化の

推進、地域の人材力の強化、安全・安心な暮らしの

実現とあります。全ての項目がとても大切なことだ

と思いますので、後ほど順次お伺いしていきたいと

思います。 

 それでは、まず歳入についてお聞きします。 

 人口減少に伴い市税収入が減少にある中、漁業を

はじめとする第一次産業の好調は大きいと思いま

す。現状好調に推移していると言えますがいかがで

しょうか。 

 また、全国からのふるさと寄附も大変な有益な収

入と考えます。これまでの行政改革の取組もあり、

財政健全化指数は確実に減少していることは高く評

価いたします。 

 歳出では、新庁舎の建設、市内小中学校給食の無

償化等があり、予算規模を押し上げている現状と認

識しております。財政健全化指数は依然として高い

ものの、かけるところにはしっかりと予算づけをす

る必要はあると思いますがいかがでしょうか。 

 次に、庁舎建設事業の中で、外構工事を取り進め

ているわけですが、いよいよ新庁舎の建築も始ま

り、完成は令和６年秋の予定とのことです。昔の１

丁目十字街とは少し離れているものの、２本の国道

に面し下町の防災拠点となる新庁舎、完成するのが

待ち遠しいところです。新庁舎供用開始後、現庁舎

の跡地をどのように利活用していくか、お尋ねいた

します。 

 また、耐震化基準に満たない公共施設は数多くあ

ります。今後建て替えを視野に入れていかなければ
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なりません。手法として、市民会館、総合体育館を

組み合わせるなどのいろいろな複合的な公共施設の

在り方についてなど、今後の方向感をお尋ねしたい

と思います。 

 人口減少に立ち向かうデジタルトランスフォーメ

ーション、いわゆるＤＸであります。環境を整える

ためのグリーントランスフォーメーション、いわゆ

るＧＸがあります。どちらも課題は山積しておりま

すが、一つ一つ切り崩し、丁寧にかつスピード感を

持って進めることが求められると考えます。また、

どちらも既に取組が始まっているものと思います。

しかしながら、まだまだ動き出したばかりだという

ふうに感じております。今後、どう展開していくの

かお聞きします。 

 まず、ＤＸ、デジタルトランスフォーメーション

ですが、市民サービスにおいての公式ＬＩＮＥのテ

スト運用が始まっております。私も利用させていた

だいておりますが、大変便利なツールだというふう

に考えております。市民の反響などがあればお聞か

せください。 

 また、医療の分野において、東京など首都圏から

の高度医療技術の治療を地方にも提供することが可

能になるということが叫ばれております。各業種で

も人員の削減につながるなど、人口減少社会に立ち

向かう方法の一つであるというふうには思います。

多額の費用を要するという懸念の声もありますが、

進めていく課題だというふうに考えておりますがい

かがでしょうか。 

 また、当市も高齢化社会であることは事実でござ

います。高齢者のみならず、デジタル施策に不安を

持つ市民はまだまだ多いというふうに考えます。そ

んな不安を取り除くためにも、自治体ＤＸを担う人

材の確保、育成は必要です。民間の力を借りながら

進めるべきだと考えますが、所見を伺います。 

 ＧＸについて伺います。 

 エネルギーの地産地消は以前から叫ばれていたこ

とだと認識しております。太陽光発電、木質バイオ

マス発電、風力発電など、当市でも順次着手してい

ることは認識しております。太陽光や風力は自然エ

ネルギー、木質バイオマス発電は森林の保全機能を

維持していかなければなりません。計画的には進め

られているというふうに認識しておりますが、現状

どのようになっているのかお伺いいたします。 

 また、グリーントランスフォーメーション関連施

策を念頭に環境基本計画の改定とあります。具体的

にどのようなものを目指すのか、お示しください。 

 潮見小学校、第三中学校、オホーツク・文化交流

センターのＬＥＤ化など、今後、他の教育施設、教

育文化施設にも進めていくというふうに思います

が、その考えはそのようでよろしかったでしょう

か。 

 次に、学校給食の無償化について確認をいたしま

す。 

 財政規模と財源の確保について、まずは確認をさ

せていただきます。また、子育て世帯の負担軽減に

大きくつながるものと思います。少子化対策の一助

になればと思いますが、どのようなお考えでしょう

か。 

 ＤＸでも触れましたが、オンライン診療が可能に

なるヘルスケアモビリティの運用は、医療提供体制

や通院困難者の軽減を図ることができるというふう

に言われております。医療の働き方改革についてで

すが、日本が直面する少子高齢化に伴う生産年齢人

口の減少や働く方のニーズの多様化など、課題に対

応するため、多様で柔軟な働き方を選択できる社会

と、よりよいワーク・ライフ・バランスの実現を目

指し始まったもので、2019年４月に働き方改革関連

法案が施行されましたが、罰則を伴う時間外労働上

限規制については、医師の適用は2024年３月31日ま

での猶予期間が設けられました。同年４月１日スタ

ートに向けて、各病院とも働き方改革を進めている

状況だというふうに考えます。それを考えると少し

でも早く取り組むことが、医師の負担軽減につなが

るものであるとも思われます。どのぐらいの時期か

ら医療機関で開始される予定をしているのか、お聞

かせ願いたいと思います。 

 また、開業医の誘致は今まで実績は十分に上げて

きたというふうに考えております。医療体制の充実

の点からも、引き続き精力的な誘致活動を進めてい

ただきたいと思います。あわせて、病床数確保も重

要です。市内医療体制の充実についての認識をお伺

いしたいと思います。 

 次に、産業についてお伺いいたします。 

 社会経済や市民生活まで影響のある物価高騰、エ

ネルギー価格の上昇、原因は新型コロナウイルスに

よる世界経済の鈍化、ロシアによるウクライナ侵攻

による穀物相場の高騰、肥料原材料国からの原料輸

出規制等、多岐にわたり、我が国の経済や市民生活

に影響が出ているというふうに考えます。このこと

は国の政策でも重要課題の一つに位置づけられてお
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り、新型コロナウイルスで止まっていた経済をコロ

ナ発生前の姿に戻ることを目指し、動きだそうとし

ていた社会に大きく水を差す形となりました。しか

しながら、ポストコロナ・ウィズコロナを見据えて

新しい生活様式に基づく旅の在り方を普及させたＧ

ｏＴｏトラベルを利用し、人の動き、経済の動きが

少しずつ見えてきたというふうにも思います。人が

動けば物も金も動く、経済が少しずつ動きつつある

中で、農水産物の販売価格の上昇は見られない中、

生産資材費の高騰だけが浮き彫りになっていったよ

うな気がいたします。特に、畜産・酪農業の落ち込

みは大きく、乳価は上がった事実はあっても北海道

の酪農家が生産する牛乳はほぼ加工乳。乳価の上が

った部分の９割近くが飲用乳の価格であり、残り１

割程度が加工乳に回っただけの実情があります。 

 また、畜産業は子牛の販売価格が急落し、コロナ

前、国が主導の下で進めてきたクラスター事業を利

用し、大規模畜舎の建設や搾乳ロボットに代表され

る酪農関連機械等を購入し、これから莫大な借金を

返済していこうとしていた矢先に飼料価格の高騰、

牛乳の出荷停止、各種食肉価格の下落と弱り目にた

たり目の状態に陥っています。特に飼料価格の高騰

は大きく、コロナ以前の1.8倍以上に高騰しており

ます。このような状況を踏まえ、どのような考えが

あるのかお尋ねします。 

 また、国も「経済あっての財政」の考え方にシフ

トしてきました。国への働きかけもしっかりとお願

いいたしたいところですがいかがでしょうか。 

 次に、一次産業のデジタル化は、漁業、トラクタ

ーのＧＰＳの普及等が進んでいることは理解してい

ただいていると思います。私も肌で実感しておりま

す。漁船が漁場にピンポイントで向かうとか、トラ

クターの自動運転、施肥の適正作業や農薬の適正散

布等、どんどんと新しい技術が導入されておりま

す。使用する、しないは導入価格との相談にもなり

ますが、使用環境の整備は必要だというふうに思い

ます。例えば、周りを高い木、防風林のようなもの

で囲まれている圃場などは、受信電波の状態が安定

せず機能を十分に発揮できないなどのお話もよく聞

きます。デジタル環境の整備も充実させることも必

要だと思いますがいかがでしょうか。 

 水産業は水産資源の確保が大事だというふうに考

えます。今、育てる漁業の時代に移りつつ、収入も

安定し経済の源となっていますし、食文化の向上へ

とつながります。さけ・ますふ化場やワカサギのふ

化場など、各種育てる漁業に力を注いでいることは

理解しております。ヤマトシジミの資源回復の調査

結果と、それを踏まえた今後の方向感をお聞きいた

します。 

 また、エゾバフンウニ、ホッカイエビ等、当市自

慢の海産物の今後もお聞きしたいと思います。 

 観光業は戦略的な観光地域づくりが求められると

考えます。見る、食べる、体験するに働きながらを

プラスしたワーケーションなど、あらゆる角度から

人を呼び込む仕組みの充実が必要だというふうに思

います。ウィズコロナに備えインバウンド需要も

徐々に回復傾向にあると思います。国内外からの人

を呼び込む仕掛けがより一層必要だというふうに考

えます。取組についてお伺いいたします。 

 今年は網走の冬のイベントも３年ぶりに開催され

ました。冬の目玉商品の流氷もやってまいりまし

た。多くの観光客に来ていただきました。ありがた

い話です。そんな中で流氷まつりも３年ぶりに開催

されました。会場も商港埠頭からオホーツク・文化

交流センター駐車場を中心とする場所に移動、恒例

の氷雪像や飲食・直売コーナーにステージイベント

ほか、新しく流氷サウナやアイスブレイキングミュ

ージックフェスなど加えて開催されました。期間中

は比較的好天に恵まれたということもあり、大勢の

市民、観光客が来場し、リニューアルされた流氷ま

つりを楽しまれたと思います。総括をお聞きしたい

と思います。 

 また、全ての産業に共通する、もしくは関連する

と思いますが、マンパワーが不足しているのが実情

だと思います。人口減少の続いている現状は理解は

いたします。しかし、マンパワーの不足を少しでも

補うためのＤＸの有効活用だというふうに思ってお

ります。ＡＩ技術の作業ロボットであり、自動運転

であり、事務作業効率化であるというふうに考えま

すが、市としてどのように向き合っていくのでしょ

うか。 

 続いて、エネルギー価格の高騰についてお尋ねし

ます。 

 エネルギー価格の高騰は市民生活、基幹産業に大

きな影響を与えています。エネルギー価格の高騰は

暖房費の増、石油製品の価格上昇、これは輸送コス

ト、生産コスト等全ての価格に影響を与えます。ま

た、エネルギーの価格高騰は物価価格高騰にもつな

がります。物価高騰はエネルギーの価格の高騰のみ

ならず、生活用品、食料品、衣類等の生きていくた
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めの必需品の値上げが続いております。これはどん

なに節約しても必ず購入しなければならない、必要

不可欠なものであります。また、販売提供する側の

ことも理解はします。原材料の品不足、価格の高騰

もあり、会社存続にも関わるので値上げはやむな

し、売る側も買う側も生活を続けていくためには仕

方がありません。国の動向も踏まえながら、当市の

スタンスをどのように展開するのかをお尋ねしたい

と思います。 

 ２月８日トルコ南部で大地震、2011年東日本大震

災、2018年の北海道胆振東部地震、近年の気象変化

に伴う豪雨災害や大寒波による大雪災害、それぞれ

生命、財産に関わる自然災害であります。近年では

予測することのできない災害も増えております。し

かしながら、予測不能なことが起こり得るのも自然

災害です。最終的に自分の身は自分で守るが基本で

すが、その前段階でもある防災計画の見直しが必要

だと考えます。いかがでしょうか。 

 あわせて、防災訓練の実施も大切であります。当

市は、比較的災害の少ない地域だというふうに思っ

ております。しかし、それぞれが地域特性に見合っ

た防災訓練の内容を含め、検討を進めることが大切

だというふうに思います。訓練の実施する母体が町

内会等の自主防災組織だと認識しますが、防災訓練

の必要性、実施などの呼びかけはどのようになって

いるのか、改めてお尋ねしたいと思います。 

 また、自主防災組織の中に消防団がかみ合ってく

ることは必然であり当然であると思います。地域の

消防団と連携し、地域防災訓練の立案、そして訓練

の実施はとても重要ですが、いかがでしょうか。 

 次に、酒蔵についてお聞きします。 

 お酒は北海道各地で醸造され、ふるさと納税の返

礼品やお土産に利用されています。当市も、網走地

ビールや君が袖等があります。網走のお土産に買い

求めている観光客の姿もよくお見かけをいたしま

す。また、市民の中には、網走に新たなお酒の仲間

が増えることを楽しみにしている方も少なくないと

思います。昨年、網走刑務所、上川大雪酒造と共同

でつくった日本酒製造に使う木おけを上川大雪酒造

の酒蔵、碧雲蔵に運び入れ、７月から試験醸造を始

め、秋には完成しました。事業に賛同した上川大雪

酒造の塚原敏夫社長は、「現在、木おけをつくるこ

とができる拠点は全国にほとんどない。成果を出す

ことができた」とお褒めの言葉を頂きました。民間

企業との共同で完成した新たな一品。今後、どのよ

うな展開を考えているのでしょうか。 

 また、日本体育大学高等支援学校でも、ワイン製

造に欠かせないブドウの栽培が進められておりま

す。こちらのほうの展開もお聞きしたいと思いま

す。 

 先ほど来、デジタルの話を入れてまいりました。

民間を含め、各分野におけるデジタル化の作業効

率、人手不足の対策として取り進められていると認

識しております。また、ＮＴＴが光ファイバー技術

を生かし、世界に先駆けタイムロスの少ない通信機

能が報道にも紹介されました。行政も効率的な利活

用や人手不足解消に一定の効果をもたらすデジタル

トランスフォーメーション、公共施設のＷｉ－Ｆｉ

環境の充実を含め、デジタルを推進するまちづくり

を目指している網走として、今後の展開をお尋ねい

たします。 

 公共交通機関についてお尋ねします。 

 まず、ＪＲです。石北本線での車内販売、釧網本

線での流氷物語号網走駅、北浜駅での市民団体によ

るＰＲ活動は、ＪＲ両路線の維持に向け努力されて

いることに感謝したいと思います。通学手段とし

て、また、タマネギ列車などの地域の産業を支えて

きた路線であり、存続していくための各種施策をお

願いしたいなと思います。 

 次に、コミュニティバスでございます。 

 市内バス事業所が運営するどこバスです。市役所

の玄関前にも停留所がありますし、利用客の姿も見

ます。市民にもかなり浸透し、利用者も増加してい

ると思います。今年度までは試行運転ですが、次年

度以降の本格運行に向けての施策を改めてお伺いし

たいと思います。 

 次に、高規格道路についてお聞きいたします。 

 高規格道路の延伸は、市民だけでなく近隣の町も

なるべく早い時期に着手していただきたいと思って

いることと思います。なぜなら物流、人などのスム

ーズな移動と医療体制の充実、強化にもつながりま

す。また、国道、道道、市道など各道路の整備計画

にも関わってくると考えます。また、防災の点から

も、高規格道路は比較的高い位置にあることから、

豪雨被害などの少ない場所になり、避難場所的な役

割も兼ね備えることがうかがえます。当市に与える

影響をお伺いしたいと思います。 

 また、高規格道路のアンケートがありました。内

容を見る限り、計画策定中ではありますが、かなり

煮詰まっているようにも思います。今後の展開をお
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聞きしたいと思います。 

 定住自立圏についてお伺いいたします。 

 人口減少、少子高齢化が進展する中、地方の生活

基盤が衰退し、このままでは単独の市町村だけのフ

ルセットの行政サービスが提供することは困難にな

ってくることが懸念されております。このため、住

民の生活環境が密接に関係している地域を一つの圏

域と捉え、定住のための必要な生活機能である医

療、福祉、教育、公共交通など、単体の市町村では

なく圏域総体として確保するとともに、自立のため

の経済基盤や地域の活力アップを目指し、網走市、

斜里町、清里町、小清水町、大空町が令和４年３月

に定住自立圏の形成に関する協定を締結しておりま

す。協定書には、住みよく魅力あふれる圏域を創造

するため、生活機能の強化、結びつきやネットワー

クの強化、圏域マネジメント機能の強化の３点か

ら、次の取組について各市町村の役割分担の下、連

携協力して進めていくことが期待されております。

誇りを養い、全体として魅力あふれる圏域を形成し

ていこうとするものです。市町村合併までは踏み切

れない、ではありますが、単独ではできない取組を

圏域で取り組む仕組みだというふうに捉えておりま

す。当市は中心市宣言をしておりますが、今後の展

望をお聞きしたいと思います。 

 次に、教育分野に移ります。 

 このまちの未来を担う子供たちの教育環境は極め

て重要であり、成長が著しいこの時期にこそ必要

な、尊敬できる大人との出会いや豊かな体験などを

通じ、ＡＩの時代に負けない人間力を育む、まさに

本当の意味で生きる力が必要であると考えるところ

であります。 

 特に地域活動やボランティア活動は社会と関わり

ながら、自らを磨き、個性を磨く絶好の機会であ

り、人が人として助け合いながら生きていくことを

学ぶ場であり、その中で見本となる大人との出会い

や様々な経験を通して、本当の大人としての精神が

身につくと同時に、地域への愛や向上心が生まれる

ものだと考えられます。例えばアメリカでは連邦政

府が教育内容を決定していないため、教育の定義が

より広く、実世界での経験、例えばアルバイトや社

会活動も教育に含まれます。このような違いは教育

の定義の違いから来ていると考えます。このような

感覚を日本の教育でも大切にする必要があると考え

るところであります。 

 また、今日の中学生は受験のために多くの子供が

塾に通い、中には複数の塾に通う者もおり、ある調

査では小学生の27％、中学生の64％以上が日常生活

で疲れを感じているという結果もあり、忙しい中で

も充実感や達成感を得ることができる、こうした環

境の改善もこれからの課題と考えます。誰かに言わ

れてからやるのではなく、自ら考え行動することが

必要な時代であります。答えを探し出す人間よりも

答えをつくり出す人間を育てる必要があると考える

わけであります。当市の目指す教育を考えた上、学

力の向上、社会活動とのウエートバランス、そして

重要性、これらの関係についてどのようにお考え

か、見解をお伺いいたします。 

 次に、体力向上についてお伺いいたします。 

 スポーツ庁は、令和３年度全国体力・運動能力・

運動習慣等調査結果を公表いたしました。令和３年

度の調査においては、令和元年度の調査に続き、体

力合計点は低下する結果となりました。その背景と

しては、令和元年度にも見られた運動時間の減少や

生活習慣の変化に伴う学習以外のスクリーンタイム

の増加などが考えられます。さらに、約４割の児童

生徒はコロナの影響を受けて運動やスポーツをする

時間が減少したと回答しており、体力低下の一因に

なっていることが推察されます。この間、社会全体

では様々な活動制限がなされましたが、運動しない

もしくは運動やスポーツをする時間が減少したまま

の生活習慣が定着してしまうことは避ける必要があ

ると総括しております。当市も同じような状況にな

っているのだろうというふうに思いますがいかがで

しょうか。コロナの一定の収束を見て、今後の展開

をお聞きしたいと思います。 

 通級指導教室の設置についてお尋ねします。 

 通級指導教室とは、通常学級に在籍しつつ、週に

何時間かある通級による指導の時間だけ通級に移動

して、一人一人の困難や課題に合わせた支援・指導

を受けるという形式の特別支援教育に基づく教育制

度の一つであります。 

 障がいの種類やその程度によって、一人一人困難

や課題は異なるため、必要となる個別の支援や指導

の内容は変わります。このため、通級指導教室の種

類も幾つかに分けられ設置されることになっており

ます。結果として、在籍する学校にその困難や課題

に対応するような通級が設置されていないこともあ

るため、地域で定められた他校の通級に通うことに

なる場合も出てきます。 

 通級による指導は平成５年より全国で制度化され
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ました。基本は通常学級で学ぶというニーズの高ま

りにより、特に小中学校では通級による支援体制の

整備が進んできています。通級は学校教育法に位置

づけられた特別支援教育の下、設置されています。

特別支援教育では、障がいのある幼児、児童生徒の

自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援すると

いう視点から、対象となる方々一人一人の教育的ニ

ーズを把握し、お持ちの力を高め、生活や学習上の

困難を改善したり、克服したりするため、適切な指

導と必要な支援を行うとされています。 

 ここ20年で通級支援・指導を受けている児童生徒

の数は増加傾向にあります。平成27年度の文部科学

省の調査によると、全国の公立の小学校のうち

3,693校、中学校では645校に通級が設置されてお

り、また通級による支援、指導を受けている小中学

生は８万3,750人で、小中学校の児童生徒全体の

0.8％に当たります。今後、当市も通級で支援、指

導を受ける児童生徒は増加すると予想します。通級

指導教室の現状と今後の展開をお聞きしたいと思い

ます。 

 次に、全国高校総体ボート競技大会についてお尋

ねします。 

 今年は当市で全国高校総体ボート競技大会が、７

月28日から７月31日まで網走湖を舞台に開催されま

す。全国大会ですし４日間の長丁場、しっかり準備

をして、全国各地からの高校生、関係者の皆さんを

受け入れ、大会を成功させたいものです。そして、

それは今後のスポーツ振興につながるというふうに

考えます。現状、大会規模観、準備等の内容をお聞

かせください。 

 以上、網走の未来を夢見て質問を終わりたいと思

います。 

○金兵智則副議長 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 研政会、立崎議員の御

質問にお答えをいたします。 

 初めに医療提供体制及び公費負担についてであり

ますが、今後ウィズコロナ・ポストコロナを見据

え、医療提供体制の調整が急務と考えております。 

 国は医療逼迫を回避するため、発熱外来に限らず

幅広い医療機関で受診が可能となるよう、必要とな

る感染対策を講じつつ段階的に変更することとして

おります。 

 また、医療費につきましては、報道等により、こ

れまで公費で賄われてきた検査や外来診察に係る自

己負担などの在り方が報じられ、また、北海道によ

る情報提供では、外来や在宅における医療の提供に

伴う公費負担の仕組みなどを検討することとしてお

りますが、現段階で詳細は示されておりません。 

 市といたしましては、国の動向を注視するととも

に、医師会及び医療機関と情報を共有し、医療提供

体制の確保と円滑な対応に努めてまいります。 

 次に、マスクの着用についてでありますが、現

在、基本的に屋内での着用を推奨するとしておりま

すが、国の新型コロナウイルス感染症対策本部の決

定によりこの取扱いが改められ、着用は個人の判断

に委ねられることが基本となり、３月13日から適用

されます。ただし、重症化リスクの高い高齢者等へ

の感染を防ぐため、医療機関への受診、高齢者が多

く入院生活する医療機関の施設への訪問、公共交通

機関を利用する場面などにおきましては、着用を推

奨することとされております。また、マスクの着用

の考え方の見直し後であっても、３密の回避、人と

の距離の確保、手洗い等の手指衛生、換気など、基

本的な感染防止対策は重要とされております。今後

も示された内容を踏まえ、市民への周知に努めると

ともに、当面は自主的な感染防止対策が必要と考え

られるため、公共施設における検温機器や消毒液の

設置を継続してまいります。 

 次に、市税収入についてでありますが、市税は令

和５年度当初予算49億6,354万7,000円、前年比と比

較２億2,375万8,000円の増、プラス4.7％を見込ん

でおります。また、新型コロナウイルス感染拡大前

の平成31年度に比べても約２億円の増、プラス

4.3％となっております。この主な要因は、農業、

漁業において、主力の作物や魚種が近年好調に推移

しており、個人所得の増加が見込まれるものであり

ます。 

 財政比率指標につきましては、令和３年度と前回

の行革期間前である平成27年度の比較では、実質公

債比率で1.7％の改善、将来負担比率で50.7％の改

善、起債残高は７億3,000万円の減少、使用可能基

金は27億4,800万円の増加と、いずれの指標も改善

基調にあります。引き続き、ふるさと納税制度をは

じめとする多様な歳入の確保、デジタル化による事

務事業の効率化など、健全な財政運営に努めてまい

ります。 

 次に、歳出についてでありますが、令和５年度予

算は地域医療の充実、子育て支援、デジタル、グリ

ーンなどを重点施策に掲げ予算を編成したところで

あります。 
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 引き続き、ふるさと納税制度をはじめとする多様

な歳入確保、事務事業の見直し、行政運営のデジタ

ル化を進めながら、財政の健全化を図りつつも少子

高齢化社会の課題解決に取り組み、誰もが健康で安

心して暮らすことのできるまちの実現を目指してま

いります。 

 次に、現庁舎跡地の利活用については、将来の網

走にふさわしい都市拠点の形成に向け、都市機能誘

導施設の将来における在り方や施設配置を念頭に置

いた、土地利用のゾーニングを目的とする都市機能

誘導構想検討事業において検討を行うこととしてお

ります。この事業では、現庁舎跡地だけではなく市

民会館、消防署など、網走市の公共施設のほか、国

や北海道の公共施設、民間施設を含む都市機能誘導

施設を対象に検討するものであります。それぞれの

施設規模、老朽化状況、利用状況などの現状を把握

し各施設が抱える課題を整理するとともに、利活用

可能な公有地や高規格道路の女満別空港網走間の開

通などを見通した将来像を踏まえ検討を進めてまい

ります。 

 次に、耐震基準を満たさない公共施設についてで

ありますが、現在、消防本部庁舎、総合体育館、市

民会館が耐震基準を満たしておりません。消防本部

庁舎につきましては、建設に向けた具体的な検討を

始めたところであり、総合体育館、市民会館につき

ましては、教育委員会や社会教育委員会議におきま

して、これまで道内の類似施設の視察も行いながら

検討を重ねてきており、秋頃に提言をまとめるもの

とお聞きをしております。人口減少社会での公共施

設の整備や、総量縮小、集約化、複合化、多機能

化、省エネ化を基本に取り組んでいく方向感で検討

していくものと考えております。 

 次に、ＬＩＮＥに対する市民の反響についてであ

りますが、ＬＩＮＥは昨年10月から運用開始し、現

在2,100名余りの方に御登録を頂いております。こ

れまで、御意見が寄せられたことはありませんが、

現在、登録者に対して情報の配信頻度や充実を求め

る情報分野などに関してアンケートを実施している

ところであり、今後寄せられた意見を参考にしなが

ら、機能の充実や使い勝手の向上に努めてまいりま

す。 

 次に、首都圏からの高度医療技術の提供について

でありますが、医療分野におきましては電子カルテ

の導入をはじめ、地域における医療関係機関の情報

連携など、デジタルの活用が徐々に普及をしている

ものと認識をしております。 

 また、全国に５Ｇ通信システムの特徴を生かした

遠隔医療の実証実験が行われ、将来的にはＡＩを活

用した画像診断や手術支援ロボットシステムと組み

合わせた遠隔手術の実用化など、都市部と地方の医

療格差解消につながる取組も期待されているため、

ＤＸを活用した高度医療技術に関する情報収集に努

めてまいります。 

 次に、自治体ＤＸを担う人材の育成・確保につい

てでありますが、これまでデジタルフェローやデジ

タル化推進参与の協力を得ながら、ＤＸ研修、若手

職員によるＤＸ研究グループの活動、デジタルマー

ケティング研修などに取り組んできたところであり

ます。 

 また、株式会社ＨＢＡとの連携協定により、どの

ような事業、事務事業がＡＩに適しているかを把握

するため、全庁業務量調査を進めているところであ

ります。デジタルフェローやデジタル推進参与に加

え、こうした民間事業者との連携も図りながら、さ

らに令和５年度から新たに中小企業のＤＸ推進に係

る専門人材の配置も予定しておりますので、市内事

業者をはじめとし地域全体での人材育成につながる

よう努めてまいります。 

 次に、木質バイオマスの取組についてであります

が、木質バイオマス発電所は「森里川海」の地域循

環に大きな決め手となるものと認識をしており、特

に山の再生に向け大きな役割を果たすと同時に、再

生可能エネルギーとして活用できる、地域として極

めて重要な施設と認識をしております。再生可能エ

ネルギーの推進に必要なものであり、これまでも未

利用林地残材など木材流通に影響のない範囲で活用

されているところであります。 

 今後もバイオマス発電所の増設も踏まえながら、

林地残材などの供給をするとともに森林の有する地

球温暖化対策など多面的機能を高度に発揮させるよ

う、森林整備計画、森林経営計画に基づいた森林整

備を進めてまいります。 

 次に、環境基本計画の具体的な目指す姿でありま

すが、令和２年10月、2050年カーボンニュートラ

ル、脱炭素社会の実現を我が国は目指すことを宣言

をいたしました。 

 令和５年度の環境基本計画の改正に当たっては、

今年度、地域再生可能エネルギー導入戦略を策定い

たしますが、この戦略では国が掲げる2050年カーボ

ンニュートラルを見据え、市の施設において照明の



- 68 -  

ＬＥＤ化などによる省電力化は進めていく、また、

市域での、市の域での脱炭素を進めていくため事業

者の協力も必要不可欠であることから、国、道など

の関係機関と連携をしながら、令和５年度以降、補

助事業などの情報の提供をしていくこととなりま

す。 

 改正する次期環境基本計画では、この地域再生可

能エネルギー導入戦略との整合性を取り、市民一人

一人が意識を変え、2050年までに温室効果ガスの排

出量と森林等の吸収量のバランスが取れ、環境と経

済、社会が調和しながら成長を続ける脱炭素社会に

向けた取組が進められるよう、目標を定めたいと存

じます。 

 次に、移動型医療サービス推進事業であります

が、医療とモビリティーを組み合わせることで地域

医療に新たな選択肢を生み出し、地域医療が抱える

課題を解決する仕組みであり、オンライン診療が可

能となるヘルスケアモビリティを運行し、慢性疾患

を抱えた通院が困難な患者や、医師の負担軽減を図

ることを目的に取り組んでまいります。 

 令和５年度におきましては、車両の導入が見込ま

れる10月を目途に、網走厚生病院と連携した実証運

行を開始し、２年目以降は医師会をはじめ医療機関

と協議を進め、市内の訪問看護を有する医療機関や

クリニックに拡大をしていきたいと考えておりま

す。 

 次に、市内医療体制の充実についてであります

が、開業医につきましては制度創設以降４件の誘致

につながっておりますが、医師の高齢化、診療所の

閉院や休院、医療従事者の確保など、当市における

医療を取り巻く課題を解消するため継続が必要と考

えております。 

 今後におきましても、医師会をはじめ医療機関と

の意見交換により、医療提供体制の状況や課題の把

握に努め、必要となる診療科や立地のバランスを考

慮した誘致に取り組んでまいります。 

 病床数の確保につきましては、地域の実情に合っ

た効率的な医療体制を整えるため、都道府県ごとに

地域医療計画が策定され、圏域ごとに重点課題を設

定することで集中的に議論を進める方針とされてい

るため、これまでと同様、北網圏地域医療構想調整

会議において、地域の特性や実情に応じた議論を進

めてまいりたいと存じます。 

 次に、肥料や飼料など生産資材費の高騰への影響

は、農業、特に酪農現場で非常に厳しい状況である

と認識をいたします。この高騰対策は国が実施する

ことが基本と考えますが、市も現状には大変危惧を

しており、配合飼料の価格高騰対策として独自の支

援を行ったところであり、肥料対策についても本議

会で補正予算を提案をしているところであります。 

 この飼料などの資材価格の長期的高騰について

は、再生産可能な農畜産物への価格転嫁が重要であ

ると考えていますが、急激な価格変動は消費離れの

懸念もあることから、国による緊急支援と併せ、生

産者へ十分還元される価格転嫁の仕組みについて議

論がされているところであります。 

 当市といたしましても、今後、このような国の動

向について注視をするとともに、必要に応じ、国、

道に対して要請を行い、さらにはＪＡも連携し、支

援の必要性について協議をしてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、一次産業のデジタル環境の整備についてで

ありますが、これまでに市内全域を網羅するＧＰＳ

基地局の整備に対する支援、郊外地区における光回

線の整備を実施してきており、郊外地区の99％が網

羅されたところであります。 

 令和５年度予算では、現在導入が進められている

自動操舵システムにおいて、現在受信しているアメ

リカのＧＰＳ、ロシアのグロナス、加えて日本のみ

ちびきなど、新たなデータの受信設備の整備を行う

ＪＡを支援し、より高精度な作業と受信環境の向上

により、議員御指摘の防風林などで囲まれた農地で

の受信環境の改善を図られることとなると存じま

す。今後もＪＡや関係機関と連携し、農業のデジタ

ル化のさらなる推進に取り組んでまいります。 

 次に、網走湖のシジミ資源については、湖の塩分

濃度の低下などによる影響で、平成19年から30年ま

で大規模な産卵が見られず資源が減少してきてお

り、かつて１万5,000トン前後あった資源量は最

近、近年は5,000トン程度まで減少をしてきており

ます。市では平成30年より、網走湖ヤマトシジミ資

源対策検討会を設置し、関係機関及び有識者による

資源回復に向けた検討を開始するとともに、シジミ

の産卵に適した塩分濃度とするため、大曲堰の弾力

的な運用について河川管理者に要請をしてきており

ます。 

 このようなことから、令和元年、２年、３年にシ

ジミの産卵が確認され、令和４年のシジミ資源量調

査では、前年と比較して20ミリ以下の小型資源が増

加をしており、資源量で40％、個体数で175％の増
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となっております。しかしながら、今回確認された

加入資源が漁獲対象となるには、最低でも３年程度

を要することから、シジミの産卵は水温や塩分など

気象の影響も受けることから、引き続き網走湖ヤマ

トシジミ資源対策検討会で議論を進めるとともに、

網走湖ヤマトシジミ資源安定化対策事業や網走湖シ

ジミ種苗生産支援事業補助金などにより、資源の回

復と安定化に向けて支援をしてまいります。 

 エゾバフンウニにつきましては、しけの増加や沿

岸域の開発等により、漁場の減少により資源が減少

するとともに漁獲額も減少してきております。ま

た、ウニは冬季に需要が増加し単価も上昇いたしま

すが、しけや流氷の影響から出荷体制が不安定とな

ってきております。 

 当市では令和２年より、ウニ養殖試験調査事業に

より網走港内における籠養殖手法の開発や、種苗放

流による漁獲量の安定と高需要期における安定出荷

体制を構築し、漁業の所得の安定に向けた支援に取

り組んでおります。 

 能取湖のホッカイシマエビにつきましては、能取

湖水質資源調査事業補助金により、西網走漁協が東

京農業大学及び水産技術普及指導所と実施する資源

量調査に対して助成を行っております。 

 また、平成30年から令和２年まで、東京農業大学

と資源増大に関する試験研究を実施をしてきてお

り、事業終了後も東京農業大学では独自に試験を継

続をしており、今後研究の進捗や漁業者のニーズ、

資源動向に応じて、資源の回復及び安定に向けた研

究を進めてまいります。 

 次に、観光客の誘客促進についてでありますが、

新型コロナウイルス感染症により社会生活だけでは

なく観光面でも変容が生じました。個人型の旅行形

態への移行がさらに拍車がかかり、密にならない観

光、小人数で楽しめるアクティビティーがこれまで

以上に求められてきており、働き方の変化に伴いラ

イフスタイルに合わせたワーケーションという旅の

ニーズも増えてきております。 

 コロナ禍においては、ウィズコロナ・アフターコ

ロナを見据え、四季折々の魅力をまとめたＰＲ動画

を作製し、キャストの演出によりリアル感あふれる

作品に仕上げたほか、リニューアルした観光ウェブ

サイトでは多言語化を強化し、誘客促進に向けた取

組を進めております。 

 また、新年度においては、網走市観光協会が実施

するワーケーションをフックにした商品造成を支援

するほか、外国人観光客誘客に向けては、引き続き

東北海道の自治体やＤＭＯ、北海道観光振興機構、

航空会社など関係団体と広域で連携した誘客事業を

展開し、回復基調にある旅行需要を獲得してまいり

ます。 

 次に、第58回あばしりオホーツク流氷まつりにつ

いてでありますが、２月11日、12日の２日間、エコ

ーセンター特設会場に場所を移して３年ぶりに開催

をされ、期間中は天候にも恵まれ、延べ１万5,000

人の方々に御来場をいただきました。市民雪像や氷

像のほか、花火大会、様々なステージイベント、飲

食直売店などでもにぎわいを見せ、今回新たなコン

テンツとして実施した流氷サウナも当初の想定を上

回る盛況ぶりでありました。 

 また近年、地球温暖化の影響で年々勢力が減少し

ている流氷を守ることをテーマに開催をしたアイス

ブレイキングミュージックフェスには約900名の観

客が網走市民会館大ホールを埋め尽くし、大いに盛

り上がるイベントとなり、新たなメニューを取り入

れた今回の流氷まつりは、多くの市民や観光客に笑

顔のあふれたイベントではなかったかと存じます。 

 屋台村につきましては、２月10日、11日の２日間

開催をしたところであります。入り込みは初日700

人、２日目は1,500人、合計2,200人と実行委員会が

発表したところであります。３年ぶりの開催であり

ましたが、来場者は炭火を囲み網走の食材を満喫

し、大変楽しんでいただけたものと考えておりま

す。 

 次に、マンパワー不足についての対応であります

が、あらゆる業種においての課題と認識をしており

ます。議員お示しのとおり、マンパワー不足解消の

ため、デジタルトランスフォーメーションは有効な

手段と認識をしており、今後、生産性向上、業務の

効率化や省力化を図ることがより求められていくも

のと考えております。 

 ＡＩやロボティック・プロセス・オートメーショ

ンの導入など、それぞれの業種に適した手法は多様

であると認識をしておりますので、様々な情報収集

をしながら、ＤＸに向けた取組を推進してまいりた

いと考えております。 

 次に、エネルギー価格高騰への対応についてであ

りますが、円安、ウクライナ情勢による原油価格や

原材料など仕入れの価格高騰により、市民生活や事

業者の経営に大きな影響を受けているものと認識を

しております。 
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 これまで市民に対し生活支援のため網走地域応援

商品券の配布や、原材料等の価格高騰の影響を受け

ている事業者に対し支援金を支給してきたところで

あります。さらに、エネルギー価格高騰による影響

を受けている事業者支援、肥料価格の高騰により経

営が圧迫されている農業者への支援、市民への水道

料金減免に取り組んでまいります。今後において

も、状況に応じ適宜適切な支援について検討してま

いりたいと存じます。 

 次に、地域防災計画の見直しについてであります

が、災害を教訓として改善していくことが必要と認

識をしており、今後、国の防災基本計画や北海道の

地域防災計画の見直しに伴い、必要に応じ適宜修正

を進めてまいります。 

 当面取組といたしましては、津波浸水想定区域の

見直しに伴うハザードマップの全戸配布、浸水想定

地域にお住まいの方の事業者の方で防災ラジオを希

望する方への貸与、あばしり電力による潮見小学校

体育館と潮見コミセンの避難施設としての機能強

化、災害時要支援者の個別避難計画の策定などに取

り組み、防災体制の強化に努めてまいります。 

 次に、防災訓練についてでありますが、令和４年

度では海岸町、向陽ヶ丘地区で合同津波避難訓練、

大曲地区での洪水避難訓練を実施をしており、参加

者は合わせて181名となっております。いずれも町

内会が主体となり、社会福祉協議会、消防団、民間

事業者、市がサポートとして参加をしております。

このほか防災教育では、網走小学校、潮見小学校、

白鳥台小学校、第二中学校において開催し、参加者

は合わせて634名となっており、避難所体験、気象

台による津波学習などに取り組んだところでありま

す。 

 日頃より防災訓練や防災教育を通して、防災に関

する知識や対応力の取得、防災意識の醸成につなげ

ていくことが大切なものと認識をしております。町

内会連合会や社会福祉協議会、消防団など関係機関

と連携を図りながら、地域防災訓練の開催支援、防

災教育の充実、防災講演会の開催などを通して、自

主防災組織の機能強化、防災訓練の実施につなげて

まいりたいと存じます。 

 次に、木おけの製作についてでありますが、昨

年、網走刑務所、民間の企業、団体と連携し、網走

刑務所の有する資源を活用して、再犯防止と地域活

性化の取組を行うことを目的としているリエントリ

ー事業の一環として木おけ製作に取り組んだところ

であります。この木おけ製作は上川大雪酒造がこの

リエントリー事業に賛同いただき、かつては網走刑

務所において漬物だるやみそだるを製作していたこ

と、また現在、伝統工芸である木おけづくりは国内

で数か所のみとなっており、日本の伝統文化である

木おけを製作することで、社会的意義や地域振興、

観光振興に寄与するものと考えたところから始まっ

たものであります。新年度におきましても、木おけ

製作を予定をしており、現在準備を進めているとこ

ろであります。今後も上川大雪酒造において、継続

した取組を考えていくと伺っておりますので、網走

独自の取組として広く発信し、様々な展開につなげ

ていきたいと考えております。 

 次に、日本体育大学高等支援学校のブドウ栽培に

ついてでありますが、日本体育大学附属高等支援学

校はスポーツ、情操、労作を軸とした学びを展開し

ており、その一環として現在２か所の農場で約

1,200本のブドウを栽培しております。大曲湖畔園

地にあるブドウ畑では、令和２年に定植をしたブド

ウが昨年実り、搾汁した果汁から市内企業の協力を

得てサイダーとソルベが商品化され、本年１月に道

の駅などで販売されました。 

 リエントリー事業で行っている刑務所用地での農

場は、昨年５月ブドウの苗を定植し、令和７年秋に

収穫予定となっております。 

 今後は、ワインの醸造も含めていく予定と伺って

おり、学校の価値を高めていく大きなプロジェクト

に発展していくことを期待をしているところであり

ます。 

 次に、デジタルトランスフォーメーションの今後

の展開についてでありますが、人口減少社会の進展

により様々な課題が顕在化する中、持続可能なまち

づくりを推進していくためには、関係人口の創出、

市民サービス、行政運営、地域社会の様々な分野で

デジタル技術やデータの活用によって課題の解決を

図り、効率的で効果的なまちづくりの地域に係る

様々なデータを集約、連携を図りながらＤＸを推進

してまいりたいと存じます。 

 次に、ＪＲ路線存続のための各種施策についてで

ありますが、これまで、第１期、第２期アクション

プランに基づき、地域利用と観光利用の促進に取り

組んできておりますが、引き続きＪＲ北海道沿線自

治体、道、観光協会、市民団体などと連携に加え、

市民の皆様にも御協力いただきながら、石北本線、

釧網本線の維持存続に向けて、地域一体となって取
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り組んでいきたいと考えているところであります。 

 本年５月はアクションプランの最終年となり、現

在国において制度設計されている調査実証事業を実

施し、その結果を踏まえた総括的な検証の下、抜本

的な改善方策をまとめていくこととなっておりま

す。 

 次に、どこバスの本格運行についてであります

が、どこバスについてはこれまで３年間の実証実験

を終え、新年度から本格運行となりますが、運行エ

リア、時間はこれまでと同様、料金については、観

光客向けがワンデーパスで1,500円から1,800円に値

上げいたしますが、そのほかについてはこれまで同

様の形としたところであります。 

 今年度に入り、利用者も順調に伸びてきておりま

すが、混雑時や運転手の交代時間など予約するタイ

ミングによっては、配車までの待ち時間が長くなる

ケースもあったところであります。網走バスにおい

て時間ロスの削減など利便性向上のため、ＡＩの学

習による配車時間計算や運転手交替手法の工夫な

ど、効率のよい運行に努めていただいているところ

であります。また、どこバスの本格運行に向けて、

多言語化した自動音声受付の電話予約システムの導

入を予定をしているところであります。 

 次に、高規格道路の今後の展開についてでありま

すが、北海道横断自動車道網走線、女満別空港網走

間の第２回の地域意見聴取のアンケート調査結果の

取りまとめが３月中旬から行われると聞いておりま

す。その結果を踏まえ、計画段階評価における第３

回目の北海道地方小委員会の開催により、概略ルー

トが決定する見通しであります。その後、都市計画

の変更や、環境影響調査などを実施した後、新規事

業化となる展開を確認をしているところでありま

す。 

 高規格道路ネットワークの整備により、十勝圏、

道央圏への物流の効率化や第三次医療施設のある北

見市への救命救急搬送時間の短縮、災害に強い強靱

な道路の形成、地域間交流や観光拠点間交流の活性

化など、当市にもたらされる影響は大きいものと考

えております。 

 今後、第３回北海道地方小委員会の開催や各種調

査など早期に実施されるよう、官民一体となって関

係機関に要望活動を行ってまいりたいと存じます。 

 次に、定住自立圏の今後の展望についてでありま

すが、１市４町は現在、救急医療や小児科、産科医

療体制の確保、地域公共交通の維持、産業の振興、

生活排水・し尿・汚泥の処理、介護認定、認知症サ

ポーターの養成、職員研修など、それぞれ役割に応

じた取組を展開をしているところであります。 

 今後につきましては、災害への対応力の強化、カ

ーボンニュートラルなどへの対応に加え、人口減少

の進行に伴い様々な課題が顕在化することが予想さ

れております。一基礎自治体では解決が困難な課題

に対し、共通認識の下、引き続き、互いの独自性を

尊重しながらこれまで以上に連携を強化し、暮らし

続けられる圏域を目指してまいりたいと存じます。 

○金兵智則副議長 教育長。 

○岩永雅浩教育長 －登壇－ 研政会、立崎議員の

御質問にお答えをいたします。 

 初めに、教育文化施設のＬＥＤ化についてであり

ますが、学校施設及びオホーツク・文化交流センタ

ーのＬＥＤ化につきましては、各施設の照度不足及

び既設照明器具の製造停止などの理由から、財源を

確保し改修を進めようとするものです。 

 今後教育文化施設におきましては、脱炭素及び電

気使用の効率化による経済的優位性の観点などか

ら、ＬＥＤへの更新について計画的に進めていく必

要があると認識をしております。 

 次に、学校給食費無償化についてでございます

が、本年度に係る予算規模につきましては１億

3,547万円で財源につきましては、全額ふるさと寄

附基金を予定しているところでございます。また、

本事業を実施することで、社会情勢などにより経済

的影響を受けている保護者の負担軽減が図られ、子

育て世代への支援につながるものと期待され、ひい

ては少子化対策の一助になるものと考えておりま

す。 

 次に、学力の向上と社会活動等のウエートバラン

スなどの関係性についてでありますが、網走市では

地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えるた

め、地域と学校が連携協働して行う地学協働を推進

しております。この地学協働の学びの中では、地域

の人、もの、ことに触れ合いながら豊かな体験活動

を通して、主体性やコミュニケーション力など、こ

れからの子供たちに必要な資質能力を身につけてい

くことが重要だとされています。そのため、この資

質能力を身につけるために、学校では総合的な学習

の時間を中核としながら、子供自らが学習課題を設

定し整理や分析、表現、まとめまでを行う探求的な

学習により、学習指導要領に示された主体的・対話

的で深い学びの実現を図ることで、自ら学びに向か
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う力や人間性等を育むことを大切にした授業が行わ

れています。 

 現在も、市内小中学校においては学校運営協議会

や網走市地域連携本部とも連携しながら、様々な出

会いや関わりを通して学ぶ魅力あふれた学習が展開

されており、教育委員会としましても、引き続き地

学協働の推進に向けた指導、支援に努めてまいりま

す。 

 次に、全国体力・運動能力・運動習慣等調査結果

を踏まえた今後の展開でありますが、今年度の全国

体力・運動能力・運動習慣等調査におきまして、網

走市では、小中学校、男子がともに体力合計点の平

均が全国平均を上回ったものの、小中学校の女子は

ともに全国平均を下回り、また、小中学校ともに１

週間の総運動時間が少なく、それと比例するように

ゲームやスマホを使用する割合が高い結果となりま

した。これらの課題を受け、ポストコロナを見据え

ながら、学校の新しい生活様式に基づき、感染症対

策を講じながら体力向上の取組をすることが必要と

考えております。改善の取組として、運動が苦手な

児童でも取り組むことができるタグラグビーを小学

校の教育課程に位置づけるとともに、オホーツク網

走マラソンなど、各種スポーツ大会への参加促進及

びスキーやスケート、歩くスキーなど冬季スポーツ

への取組を引き続き推奨してまいります。 

 さらに、学校では１週間の総運動時間を増やすた

めに、徒歩通学の奨励、１校１実践の取組の充実、

スポーツ少年団や部活動等への加入促進、体育・保

健体育の授業の充実を図るため、日本体育大学と連

携をし、教員向け研修を実施してまいります。 

 運動が楽しい、運動したいと思える児童生徒が増

えるように、調査結果を踏まえた改善策や先進事例

を参考にした取組例などを示し、体力向上に向けた

取組のさらなる充実を図っていきたいと考えており

ます。 

 次に、通級指導教室の現状と今後の展開について

でありますが、網走市には、中央小学校に通級指導

教室が設置されており、市内八つの小学校の１年生

から６年生まで46名の児童が在籍し、そこでは４名

の指導者により、児童一人一人に応じた支援や指導

が行われています。また、議員の御指摘のとおり、

網走においても通級在籍児童数は増加傾向にありま

すので、令和５年度からは新たに潮見小学校に通級

教室を開設し、インクルーシブ教育の考え方の下、

児童一人一人の特性に応じた指導の充実や送り迎え

などの負担軽減等に対応してまいります。 

 また、学びの継続という観点から、中学校への通

級指導教室の開設についても、今後、中学校区の実

態や指導者の体制整備などを見据えながら検討をし

てまいります。 

 次に、全国高校総体ボート競技大会の規模であり

ますが、選手数は男女別、シングルスカル、ダブル

スカル、舵手つきクォドルプルの３種目に全国の都

道府県及び開催地枠を含めた代表選手約950名が出

場します。このほか、監督、コーチ、大会役員、審

判等のスタッフが約450名、また補助員として関わ

る高校生約150名に加え、一般観客はさきに開催さ

れた大会の状況から１日当たり500から600名程度と

見込んでおりますので、全体としてはおよそ2,000

名の選手、関係者、観客が網走にお越しになると考

えております。 

 準備状況ですが、コース設備や会場仮設物の基本

設計に加え、河川使用許可、自然公園法における申

請など各種の事務手続を進めております。大会で使

用する競技艇は予備艇を含め全部で78艇必要とな

り、神奈川から42艇、茨城から21艇、愛媛から15艇

借用することとしております。既に各県から借艇の

了承を頂いており、現在具体的な借用手続について

協議を進めているところでございます。 

 運営体制では、全国高体連ボート専門部と大会役

員や審判員数の精査などを進めるとともに、北海道

実行委員会を通じて、高校生補助員の必要数などに

ついて、市内及び近隣の各高校との調整を行ってい

るところであります。このような準備を進める傍ら

周知の取組といたしまして、高校総体開催告知の横

断幕を市役所本庁舎に掲示しているほか、ポスター

を市役所、総合体育館、エコーセンターに掲示して

おり、４月以降には市内の高校生が原画を作成した

ボート競技種目別ポスターを公共施設はじめ市内各

所へ掲示することとしております。２月には、エコ

ーセンターにボートをモチーフとした雪像や網走桂

陽高校ボランティア部によるインターハイ開催告知

のアイスキャンドル製作など、一般利用者やオホー

ツク流氷まつり来場者へＰＲ活動を行いました。ま

た、北海道実行委員会では、秋フェス、冬フェスと

称したＰＲ活動や、さっぽろ雪まつりでのＰＲブー

スの設置、北海道総体のホームページでは総合開会

式までのカウントダウンリレーなど、全道、全国に

向けた大会開催のＰＲを展開しているところでござ

います。 
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 今後は、市の広報紙において大会内容の周知や高

校生活動の状況などを４月から開催までの複数月に

かけて掲載するほか、網走市公式ＳＮＳを活用した

情報発信をはじめ、市民の機運醸成を図る取組を進

めてまいります。 

○金兵智則副議長 ここで、暫時休憩いたします。 

午後３時23分休憩 

午後３時33分再開 

○金兵智則副議長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 ここで申し上げます。 

 やがて定刻となりますが、会議時間を延長します

ので御了承願います。 

 それでは、代表質問を続行いたします。 

 同志会、石垣直樹議員。 

○石垣直樹議員 －登壇－ 同志会の石垣でござい

ます。私は同志会を代表いたしまして、市政執行方

針並びに教育基本方針全般について質問いたしま

す。 

 元号が令和となり５年が経過しました。令和２年

に爆発的な感染を始めた新型コロナウイルスは、ま

だまだ予断を許さない状況下ではありますが、５月

８日をめどに２類相当から５類相当への変更が検討

されております。しかしながら、新型コロナウイル

スにより奪われた様々な機会、そして行動制限によ

る経済的損失は、今後市内全域に大きな影響を及ぼ

すものと考えられます。特に新型コロナウイルス感

染症特別貸付、いわゆるコロナ融資の返済が始まり

だす本年、市内経済界、中小企業、個人事業主、一

次産業者、様々に多くの市民が関わりのある勤め先

において、大きな負担となってくるものと思われま

す。 

 あわせて、昨年度から続くロシアによるウクライ

ナ侵攻は終息のめどが立たず、それに伴う輸出入の

影響により、燃料費の高騰、原資材をはじめとして

様々な物価の高騰が多くの市民の負担としてのしか

かり、特に電気料金の高騰は昨年と比較しても約倍

近くの電気料金負担となるなど悲惨な状況でありま

す。 

 ２月から政府の負担軽減策が実施される予定では

ありますが、北海道電力は６月より34.87％の値上

げを実施する予定であり、市民負担がさらに増大す

ることは否めません。今後さらに、電力使用量が増

大する傾向がある中、泊原発の再稼働の見通しも立

たず、将来的な市民不安を解決することは非常に困

難な状況であると考えられます。 

 しかし、この網走は困難を乗り越え、新しい未来

を切り開くための可能性に満ちています。私たちは

新型コロナウイルスに直面しても、生活様式や働き

方、社会の在り方の変化に対応し、歩みを止めるこ

となくさらなる発展を目指してきました。 

 激動する国際秩序の渦中にあって、今こそ私たち

の網走が持つ価値や可能性を見詰め直し、それらを

最大限に生かすことで未来を切り開いていかなけれ

ばなりません。あらゆる危機を乗り越え、安心・安

全に暮らせる網走を構築し、新たな未来を創造して

まいりましょう。 

 そこで、令和５年度市政執行に当たり、各課題に

ついてお伺いいたします。 

 まず初めに、日本ガイシ株式会社と網走市が出資

し設立された地域電力、あばしり電力株式会社は、

2050年カーボンゼロの実現を見据えた再生可能エネ

ルギーの利用促進に取り組み、市内公共施設、市内

小学校等災害時の避難施設への送電、再生可能エネ

ルギーでの学校運営を通じた児童への環境学習の推

進、公共施設への電力取次ぎによる収入による運営

が図られると伺っております。 

 現在、潮見地区において建設が進んでおります。

令和５年度稼働予定と伺っておりますが、本取組を

拡大し、マイクログリッドとしてグリーンエネルギ

ーの地産地消、さらには網走市内各家庭への電力供

給等の将来的なお考えがあるのかを伺います。 

 また、現在北海道は全国で電気料金が一番高いと

言われております。一方、九州地区は電力料金が全

国で一番安いため、今後、企業・工場誘致は九州地

区に集積すると考えられております。 

 あばしり電力株式会社の事業発展を目指し、グリ

ーンエネルギーを活用した安価な電力供給による企

業・工場誘致を推進し、地域雇用・地域経済の発展

に資するお考えがあるのかについてもお伺いいたし

ます。 

 今年のまちづくりについてお伺いいたします。 

 令和５年度は、ＧＸ、グリーントランスフォーメ

ーション、ＤＸ、デジタルトランスフォーメーショ

ンに取り組むとともに、地域医療の充実や子育て世

帯に対する支援、地域経済の活性化など五つの観点

からまちづくりに取り組むとお伺いしました。 

 一つ目、「ひとにやさしく、ひとを育むまちづく

り」についてお伺いいたします。 

 地域医療では、オンライン診察が可能となるヘル
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スケアモビリティーを運行し、通院困難者や医療機

関の負担軽減を図るとあります。いわゆる医療Ｍａ

ａＳでありますが、地方における時代に即した取組

であると高く評価いたします。 

 現在、長野県伊那市、青森県青森市、埼玉県等、

全国で取組が進んでおります。ほかの自治体の事例

を見ると、株式会社フィリップス・ジャパンとの協

業、業務連携協定を結ぶなど、事業実証期間を経て

実施していると認識しております。網走はどのよう

な企業と連携して、どのようなスケジュールで取り

組んでいくのか、また、運行予定地域についてもお

伺いいたします。 

 近年、新たな医療機関が四つ開院いたしました。

地域医療の充実に取り組まれた結果だと思います。

本年度も開業医誘致に向けた取組が実施されていま

すが、人口が減少する中でどの程度の開業医誘致を

目指すのか。医療の需要と供給の観点から網走市の

お考えをお示しください。 

 さらには、網走市が定住自立圏中心市として、医

療分野における役割についてもお考えをお示しくだ

さい。 

 次に、昨年度の網走市市長選挙において公約とし

て掲げられた、学校給食無償化についてお伺いいた

します。 

 現在、１食約250円程度の食材費についてのみ各

家庭でお支払いし、人件費、光熱費、その他の費用

については網走市で負担しております。給食費につ

いては、ＰＴＡ会計として、その徴収をＰＴＡが行

ってきたと承知しております。ＰＴＡでは年度末に

未納の御家庭を学校長、教頭と回り、徴収する等非

常に心苦しい実態がありました。過去、教育委員会

では給食費の公会計化を望む声が教育委員より示さ

れてきたと伺っております。今回、無償化に踏み切

ったお考えを改めてお伺いいたします。 

 さらには、同志会では、学校給食一部民営化、給

食調理員不足問題時に、少子化を踏まえた未来の学

校給食の在り方について方向性を示すべきだと訴え

させていただきました。学校給食無償化後の将来あ

るべき学校給食の在り方についてのお考えをお示し

ください。 

 次に、安心して出産・子育てができるよう、妊

娠・出産応援事業として、経済的な支援に取り組ま

れます。妊婦に５万円、新生児１人に５万円を支給

する予定です。非常によい取組であると評価いたし

ますが、物価高騰が続く現在、本当に５万円ずつが

妥当なのか。翌年度以降も物価高騰が続くのであれ

ば、安心して子育て・出産することを応援するため

に、本事業の拡充、増額のお考えがあるのかお示し

ください。 

 本事業の趣旨は、出産・子育て支援であります

が、少子化対策と枠組みを広げて考えると、さらな

る増額が望ましいという考え方も見られるかと思い

ます。安心して出産し、子育てができるようになる

と、網走はどのようになるのか想像される未来をお

示しください。 

 二つ目に、「グリーンなまちづくり」についてお

伺いいたします。 

 新たに策定した地域再生可能エネルギー導入戦略

を踏まえながら、グリーントランスフォーメーショ

ン関係施策などを念頭に、環境基本計画を改定する

予定とお見受けいたします。 

 現在、網走湖近くの網走観光ホテルから重油が

8,000リットル流出し、現在も解決されず、解決の

見通しすら立たない本件について、議会としても、

追加の産業廃棄物処理法の観点から対応を求める意

見書を北海道に提出したところでございます。「雪

解け後では重油が湖などに流出する可能性もある。

先手を打つ対応を」と訴えた次第であります。所管

は北海道であり、網走としては設置された呼人地区

重油流出事故に係る連絡会議にて、事業者、北海

道、網走市と三者が連絡を密にして対応を進めてい

かれるとお聞きしております。しかしながら、地元

住民及び漁業関係者が求めるのは、迅速に本件を解

決し、不安を払拭することであるのは周知の事実で

あります。 

 上記解決を推進するため、網走市がより強いリー

ダーシップを発揮し網走市全体が一丸となり、いま

だめどが立たない現状を打破し本件解決に向け、よ

り力強く取組を推進していくことが求められており

ます。そこで質問いたします。 

 重油流出地である観光ホテルと網走湖の間には市

道が存在いたします。市道沿いに矢板を打ち込み、

発生地から重油が漏れ出しても、矢板により湖への

流出を防ぎとどまらせる。全てではなくても、防

ぎ、とどまらせているその間に重油を回収すること

が可能であるかと考えられます。物理的に遮断・流

出を防ぎ、地域住民及び漁業関係者への安心を、網

走市の資源である環境保全を図るべきではないでし

ょうか。多額な費用がかかることが想定されます

が、そこは北海道、国と協力を仰ぎ、何よりも自然
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を、環境を、網走湖を、漁場を守ることが重要であ

ります。網走市の見解をお伺いいたします。 

 また、本件を踏まえた環境基本計画の改定になる

のかもお伺いいたします。 

 三つ目は、「活力あふれるまちづくり」について

お伺いいたします。 

 農畜産業については、肥料の高騰、飼料の高騰、

電気代の高騰、燃料代の高騰と四重苦が続いており

ます。特に畜産業に関しては、子牛の値段が１頭

1,000円でも販売されないなど、全国報道されてお

ります。令和４年度２月時での網走市家畜頭数は、

乳用牛等約3,000頭、肉用牛約2,300頭、豚飼養頭数

約５万3,000頭、鳥飼養頭数約230万羽となっており

ますが、一次産業が主とするこの網走においては、

産業の衰退は網走の活力衰退に直結する問題です。

今まさに力強く支援する、地域産業を守る必要があ

るかと思います。網走市のお考えをお示しくださ

い。 

 水産業においては好調な部分もございますが、ホ

タテ漁業従事者不足、人手不足が否めません。この

ままでは稼げる産業があるのにもかかわらず、人手

不足で稼げない状況に陥ります。私もお手伝いに行

き汗を流しましたが、漁業分野におけるＤＸ化はま

だまだ進んでいない現状にあるかと思います。一次

産業が主体である網走にとっては、何かしらの対策

が必要であるかと思います。網走市の見解をお伺い

いたします。 

 同じく網走湖についてもお伺いいたします。 

 ヤマトシジミの資源回復に向け、種苗生産の支援

を行っているのは存じております。少しずつ成果を

結びよい方向に向かっているとの認識であります

が、本来は網走湖、網走川において自生し産卵して

いたはずが、環境の変化により産卵の兆候が見られ

ず現在へと至っております。種苗生産の支援と同時

に網走湖の環境改善を図るべきだと思いますが、網

走市の取組についてお伺いいたします。 

 観光についてお伺いいたします。 

 新型コロナウイルスによる感染拡大が減少傾向に

あり、人流の回復が目に見えてきました。海外から

のインバウンドも回復基調にあり、街行く人も増え

ている認識でございます。誘客促進、閑散期の宿泊

増強商品の造成、観光客回復に向けた取組のほか、

ワーケーションなど長期滞在の推進とともに、戦略

的な観光地域づくりを担うＤＭＯを支援していくと

お見受けしておりますが、ＤＭＯを支援して数年が

経過しております。現在までの効果についてお示し

ください。また、今後のＤＭＯの取組についてお考

えがあればお示しください。 

 中心市街地活性化についてお伺いいたします。 

 昨年はナシタ、コワーキングスペースの開設、民

泊宿泊施設の開設など、攻めの姿勢がうかがえま

す。また、市内商店街に新たに出店する事業者も少

しずつ増えてきているとの認識です。そこで、中心

市街地活性化対策支援事業は、本年も拡充されま

す。ニーズが高い事業であるからこそ、そこにはさ

らなる支援の拡充が妥当であるかと考えますが、本

年度の見込みと今後の見通しについてお示しくださ

い。 

 ふるさと納税についてお伺いいたします。 

 おいしいまち網走ＰＲ事業が好調であります。そ

こで本年は、ふるさと寄附返礼品を取り扱う事業者

の生産性向上を図る設備投資支援として、地場産品

生産性向上設備整備事業補助金が創設されました、

高く評価いたします。本事業は、新設でありながら

２億円の高額な予算を計上しております。補助事業

利用者等の見通しについてお伺いいたします。 

 深刻化する人手不足に対して、担い手の育成及び

人材確保の支援、市内に新規就業した若者への奨励

金支給に加え、就業意識と地元企業の認知度を高め

るために、新たに高校１、２年生を対象とした企業

説明会を開催し、若者の地元定着を推進されるとお

見受けいたします。 

 私たち議会では、昨年高校生を対象とした議会報

告会を開催いたしました。その際、ある男子学生が

言いました。「地方から高校に通い網走で就職をす

る。網走は家賃が高くて生活がままならない」切実

な悩みだと思います。自治体として家賃を下げるこ

とはできません。しかしながら、就業から一定度の

年数、自治体が家賃補助を行うことも可能なのでは

ないでしょうか。担い手の確保、新規就労者の増

加、若者の網走定着を促進するためにも、ぜひとも

進めるべきかと思います。お考えをお示しくださ

い。 

 四つ目、「安心・安全なまちづくり」についてお

伺いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症対策では、我々同志会

は厳しく市政について指摘してまいりました。厳し

いあまり批判があったのも事実です。しかし、市民

の安心・安全を守るために、市民の命を守るために

尽力してきたところであります。 
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 ５月８日をめどに、２類相当から５類相当への変

更が検討されておりますが、通常の日常が取り戻さ

れつつある変換期を迎える時期かと思います。そこ

で、市民生活におけるマスクの着用の有無など、

様々な混乱、心配などが想定されます。特に、学校

生活、卒業式、入学式等でのマスクの有無など新型

コロナウイルス感染症収束後の日常への移行に向け

た網走市の考え方について、お考えをお聞かせくだ

さい。 

 公園遊具についてもお伺いいたします。 

 現在市内の各公園については撤去工事、改修工事

が行われております。議会でも指摘させていただき

ましたが、コロナで遊べなかった公園、コロナが収

束しつつあるのに遊べない公園となっています。地

域住民からは、こんな声が聞こえてきます。「公園

がなくなるのかい。」適正な管理に向けて、現在改

修作業が続いておりますが、地域住民に対する説明

が不足しているのではと疑問に感じます。数年続く

この公園整備について、しっかりと町内会等を通じ

て地域住民に方向性をお示ししているのかお伺いい

たします。 

 五つ目は、「デジタルを推進するまちづくり」に

ついてお伺いいたします。 

 関係人口創出において、観光ＰＲ動画などを活用

した広告配信及び広告の閲覧状況やアクセス経路分

析、デジタルマーケティングを活用した観光プロモ

ーションに取り組んでいかれるとお見受けいたしま

す。これまでも、デジタルマーケティングを用いた

観光プロモーションを実施してきたかと思います

が、今まで数値的にどの程度結果を出してきたの

か。また、本年度の目標を数値的にお示しくださ

い。さらにそれらがどのような効果を出し、地域の

公共に資するのか、有効性をお示しください。 

 行政運営についても、庁内横断型のデータ共用を

可能にするＧＩＳを導入されると伺っております。

行政情報の効率的な利活用を促進するほか、オープ

ンデータ化による行政業務の効率化、複数原課間で

の迅速な情報共有、重複コストの軽減、住民サービ

スの向上などが図られます。本事業は高く評価して

いるところでありますが、特筆すべきは、このＧＩ

Ｓを取り扱える事業者が市内に存在することかと思

います。本事業のように、デジタルを推進してい

く、地元企業と共に進めることが理想かと思いま

す。システム開発会社は都市部に集約され、市内に

おいてはデジタル化を図るパートナーとなり得るシ

ステム開発事業者は残念ながらお見受けできない状

況かと感じております。 

 行政のデジタル化とともに地域事業者のデジタル

化、デジタルスキル向上につながるような市内事業

者との連携について、網走市のお考えをお示しくだ

さい。 

 また、デジタルを推進するまちづくりとして欠か

せないのは、デジタル人材であります。デジタルを

推進する上で、庁内、市内においてデジタル人材の

育成は急務であります。多様な人材のスキル習得・

育成を支援する必要があるのではないかと考えま

す。世の中に優れたデジタル技術が存在していて

も、技術を活用し実現できるモデル案を描き、具体

化できる人材、そして実践まで工程管理できる人材

がいなければＤＸ化が進むことは難しいです。デー

タサイエンス、エンジニアリング、様々な技術系ス

キル、サービス設計、組織、プロジェクト管理

等々、様々なスキルがＤＸ推進において必要であり

ます。現在、庁内においても職員のスキルアップが

図られているかと思いますが、庁内だけにとどまら

ず、市内企業、学生を巻き込み網走全体でのデジタ

ル人材育成を図ることで、デジタルを推進するまち

づくりが本来の意味で進むのではないでしょうか。

見解をお伺いいたします。 

 次に、主要施策についてお伺いいたします。 

 地域福祉についてお伺いいたします。 

 市民の皆様をはじめ団体、関係機関との連携を深

め、地域の支え合いを念頭に、安心して生きがいを

持って暮らすことができるまちづくりに取り組み、

本年は、新たにひとり暮らしの高齢者などを対象に

ＩｏＴ技術を活用した見守りに取り組まれるとお見

受けしております。 

 昨年、私のもとに一通のお手紙が届きました。

「孤独死について取り組んでほしい」その方は、お

仕事の関係で網走市に移住され、高齢になられた今

も網走市にお住まいであります。しかしながら、お

一人でお住まいのために、孤独死について非常に身

近に感じておられるとのことでした。 

 国土交通省が集計した死因別統計データによる

と、2003年時点では年間1,441人であった65歳以上

の高齢者による孤独死数が、2018年には3,867人と

なり、15年の間におよそ2.6倍に増加しています。

統計データによると、孤独死の７割は65歳以上の高

齢者、孤独死の62.3％は病死となっております。 

 ここで問題として挙げられるのは、金銭的な問
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題、コミュニケーション不足の二つであります。厚

生労働省が作成した我が国の高齢者を取り巻く状況

によると、65歳以上の高齢者がいる世帯数は、昭和

61年から平成27年までの30年間で２倍以上増加し、

65歳以上の高齢者がいる世帯については、世帯構成

別の構成割合の推移を見てみると、単独世帯の構成

割合は、2015年では全世帯数の約４分の１が単独世

帯となっております。遠くの親戚より近くの他人と

言われますが、近年では近所とのコミュニケーショ

ン不足は否めません。高齢者の孤独死に対する対策

について、網走市の見解をお伺いいたします。 

 高齢者除雪・融雪サービスについてお伺いいたし

ます。 

 本事業は町内会に除雪費用を支給し委託している

ものと認識しております。しかしながら、本事業が

円滑に進んでいるものとは思えません。道路除雪後

の玄関前、玄関から道路の間に積もった雪を除雪す

る作業は重労働であります。例えば、小規模排雪事

業者による協同組合を組織し、高齢者宅前の除排雪

を委託するなど、検討する時期に来ているのではな

いかと思いますが、網走市の見解をお伺いいたしま

す。 

 生活福祉についてもお伺いいたします。 

 本年度は生活支援として、物価高騰による家計へ

の影響を緩和するために、上下水道の基本料金を２

か月間免除すると伺いました。非常にありがたい取

組であり評価いたしますが、公営企業会計である令

和３年度水道事業会計決算においては17年連続の黒

字であり、令和３年度だけでも未処分利益剰余金は

４億6,000万円も計上されております。さらなる免

除もしくは水道料金の減額は可能ではないかと思わ

れますが、御見解をお伺いいたします。 

 都市基盤についてもお伺いいたします。 

 老朽化が進むインフラ設備では、本年度も道路、

橋梁、公園、港湾の長寿命化をはかるために、老朽

化対策や計画的な整備を進めるほか、通学路の安全

確保のため歩道の新設、改修、道路の改良、未舗装

道路の舗装化や郊外地区の道路整備に取り組むとと

もに、公園の再編を進められるとお見受けいたしま

す。様々優先順位をつけて順次行っていくと存じ上

げておりますが、高齢者宅前の道路において、古い

側溝が隆起し、それにより発生した段差がいまだ整

備されない場所が存在しているなど、いまだ市民ニ

ーズに応え切れていない状況があります。新設され

た道路において側溝を新しくする取組が見てとれま

すが、道路整備の優先順位をつける際に、交通量、

通学路、様々検討されているかと思いますが、そこ

に高齢者宅という項目も考慮されているのか。ま

た、市道整備についての本年度の方向性についても

お示しください。 

 生活安全についてお伺いいたします。 

 市民の安全・安心では、地域防災力の向上を図る

ために、自主防災組織の支援に加え、防災訓練の充

実、津波浸水想定の見直しに伴いハザードマップを

改訂するとともに、津波避難路にソーラー蓄電池式

の照明設備を整備していくと伺っております。地域

防災力の向上、防災訓練、避難訓練は必要なことで

あります。そこで、皆さんも御存じのとおり、２月

18日夕方、北朝鮮による大陸間弾道ミサイルＩＣＢ

Ｍが発射されました。ミサイルは約66分間の間飛

び、北海道の渡島大島の西方約200キロの日本海に

落下したものとされております。これは日本の排他

的経済水域（ＥＥＺ）の内側であったと推定されて

おります。松野官房長官は18日夜に緊急の記者会見

を開き、「これまでの弾道ミサイルの度重なる発射

も含め、一連の北朝鮮の行動は我が国、地域及び国

際社会の平和と安全を脅かすもので、断じて容認で

きない」と述べております。外交や安全保障は国の

専管事項とされておりますが、その直接的な根拠は

地方自治法１条、国と地方自治体による役割分担の

在り方が示されております。もし前途のように北朝

鮮によるミサイルが網走へ実害があった際には、地

域住民をどのように退避させるのか、また、被害を

最小限に抑えるため、自治体としてどのように行動

するのか。これらに関して、国の専管事項ではなく

地方自治体で発生後すぐに取り組む事態であるかと

考えます。これらに対する備え、想定することがこ

れまでの北朝鮮の行動から必要であると考えます

が、網走市のお考えをお示しください。 

 防犯灯管理事業についてもお伺いいたします。 

 一般質問でも３度質問させていただきました。い

まだ暗くて怖いと言われる町内会が存在します。そ

こは町内会が存在しないため防犯灯を設置できない

というのが網走市の答弁でありますが、網走市は安

心・安全を掲げております。ＤＸデジタルトランス

フォーメーション等様々進めておりますが、市民の

安心、不安を払拭する事業こそが最優先すべき事業

ではないでしょうか。暗くて怖いと毎晩恐怖心を抱

く市民への対応をお示しください。 

 環境についてお伺いいたします。 
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 現在、網走市において最終処分場の延命化が急務

であります。広域化を含めた次期中間処理施設の構

想、そこに向け担当課の取組には頭が下がる思いで

あります。新年度は３Ｒの基本的な考えを念頭に破

袋機の導入、紙おむつの高温高圧処理、衣類などの

焼却などにより、埋立ごみの減量化を進めていくと

伺っております。また、民間委託である生ごみの堆

肥化率の向上は目を見張るものがあります。そこで

お伺いいたします。上記ハード面での取組は種々行

われておりますが、昨年文教民生委員会で視察させ

ていただきました愛媛県松山市の様々なごみ排出量

を減らす取組のように、そもそもごみの排出を抑制

する取組についてのお考えはどのようなものか、網

走市のお考えをお示しください。 

 生活基盤についてもお伺いいたします。 

 公営住宅では、子育て世帯に配慮した潮見団地の

造成が進んでおります。特徴的なのが平屋戸建てと

いう点が挙げられます。公営住宅入居希望者にお話

をお伺いすると、高齢者の方でも平屋戸建てに入居

したいという御希望をお聞きします。足が悪いので

玄関から室内の動線は短いほうがいい、戸建てでな

くても低階層に住みたい、これらのような要望、市

民ニーズに対する網走市のお考えをお示しくださ

い。 

 次に、教育行政執行についてお伺いいたします。 

 幼児教育についてお伺いいたします。 

 現在、市内には認定こども園が増えるなど、幼児

教育に対する環境整備が進んでおります。網走市に

おいて、幼児教育と小学校と連携を図り、小一プロ

ブレムを防ぐ取組が行われておりますが、網走市内

における小一プロブレムについて、網走市が認識し

ている現状についてお示しください。 

 義務教育についてお伺いいたします。 

 新型コロナウイルス、ＧＩＧＡスクール構想、新

しい学習指導要領等、様々に子供たちを取り巻く環

境が変化しております。教育は国家百年の計である

と言われるように、子供たちにとっても、地域、国

としても非常に大切であることは周知の事実です。

そこにふるさとに対する誇り、愛着を持ち、主体性

を育み、豊かな心、健やかな体に成長することが、

親としての望みでもあります。しかしながら、現在

は時代の流れが早く、10年先を予測することすら困

難であります。このような時代の中を生き抜くため

に、新しい時代に必要となる資質、能力の育成に向

けた教育の充実、地域と共にある学校づくりの実現

が求められております。 

 また、ＡＩ時代に負けない人間力を育み、本当の

意味での生きる力が重要であると考えるところであ

ります。その上に、幼少期から地域との関わりを通

じて大人としての精神を身につけ、地域への愛着や

向上心を育む必要があるかと思います。基礎学力の

向上と社会活動の充実、学校以外の学ぶ機会、地域

住民との関わり合いの創出についての見解をお伺い

いたします。 

 ＧＩＧＡスクール構想についてお伺いいたしま

す。 

 １人１台端末が網走市においても実現されており

ます。デジタルテキストを活用して、様々教育が進

んでおりますが、子供たちは端末ＰＣの画面を見な

がら教員から指導を受けていく。その際、子供たち

は、どのページで悩みどのページの何を理解できず

に、どの単語を検索して調べているのか。恐らく今

までは、それらは教員の経験に基づき、どこのどの

部分は子供たちが理解しづらい、何々については子

供たちの理解が得難いので重点的に繰り返し指導し

ようなどと教員個々に経験による指導が行われてき

たかと思います。しかし、１人１台端末が実現され

ると、子供たちのつまずきがデータ化され、蓄積さ

れ、それらがビッグデータとなり、子供たちの学習

指導に生かされる、このようなＩｏＴを活用した取

組がＤＸ、デジタルトランスフォーメーションであ

ると認識しております。無意識に意識的に制御して

くる世界。子供たちのつまずきがデータ化され蓄積

され、次に生かされていくのか、現状についてお示

しください。 

 学習指導についてもお伺いいたします。 

 現在、生徒間では表面化されないＳＮＳ利用上の

トラブルやＳＮＳいじめ、中には取り返しのつかな

い事態も想定されます。ＩＣＴは現在の社会におい

て避けて通ることは不可能です。学校における情報

モラルに関する指導や相談体制についてお示しくだ

さい。また、親からＳＮＳ上のトラブルに対する相

談について現在どのように対応しているのか、お示

しください。 

 小学校、中学校の統廃合についてもお伺いいたし

ます。 

 現在、網走市における年間出生数は約180人とな

っております。小学校９校、うち１校は小中学校、

中学校は５校存在しております。出生数が減り続け

る中で老朽化が進む校舎も存在しています。１クラ
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ス30人程度のクラス、１学年１クラス、２クラスし

かない学校まで存在しております。子供たちは多く

の子供たちとの関わりの中で教育を受け、社会性を

身につけるのか。少ない子供たちの中で教育を受

け、様々育まれていくのか。学校の在り方につい

て、網走市のお考えをお示しください。 

 また、将来的にどのような学級配置が望ましいと

考えるのかもお示しください。 

 高等学校、高等教育についてもお伺いいたしま

す。 

 現在、網走市には北海道網走桂陽高等学校、北海

道網走南ヶ丘高等学校の２校が存在します。所管は

北海道でありますが、地域、網走市という自治体に

とって、この２校はかけがえのない存在です。私の

イメージでは、桂陽高校は職業スキルが身につく就

職に適した学校、南ヶ丘は進学に特化した高校とい

うようなはっきりとしたイメージがありました。し

かしながら現在は、高校進学は北見にある高校、札

幌の高校へなどの声が聞かれ、子供たちを網走市で

育むことが難しい現状にあるのではないかと感じら

れます。斜里、清里、小清水、大空の子供たちも含

め広域な視点から、高等学校の充実が求められてい

るのではないでしょうか。例えば、プロとしてスポ

ーツ活動をした教員がいるスポーツ専攻科、一次産

業に特化したクラスなど、御存じのとおり北海道三

笠高等学校では、食物調理の学科を設置した単科学

校として道内唯一の公立高校です。調理師コースと

製菓コースが設置され、卒業時には調理師免許、製

菓衛生師免許を取得できる教育課程を編成していま

す。ぜひ子供たちを育む環境を維持し続けるために

も、高等学校の時代に即した変化について、網走か

ら北海道に働きかける等、何かお考えがあるのかを

お示しください。 

 生涯学習についてもお伺いいたします。 

 市民の自主的で主体的な学びや市民相互の学習活

動は人生を豊かにし、地域力を高める大きな力とな

ります。市民の活力こそが地域の活力という観点か

ら、市民ニーズに合致した取組が必要であると考え

ます。また、市民にどのような視野を得てほしいの

か、それをどのようにまちづくりにつなげ、地域へ

還元していくのか。生涯学習を生かした学びの循環

として学習の成果が生かされるのか、環境をつくる

のか、見解をお示しください。 

 以上、会派、同志会を代表して質問させていただ

きました。依然として厳しさが続く地域経済、少子

化、超高齢化など課題が山積しておりますが、行政

と議会、さらには市民の皆様と共にこの窮地を乗り

越え、希望あふれる持続可能で安心・安全な地域

を、このすばらしい自然環境を、また私たちが愛し

てやまないこの網走を希望あふれる網走として、未

来の子供たちへ共に手渡してまいりましょう。 

 以上、質問を終わらせていただきます。 

○金兵智則副議長 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 同志会、石垣議員の御

質問にお答えをいたします。 

 初めに、あばしり電力についてでありますが、４

か所合わせて年間約180万キロワットアワーを発電

する予定であり、これは一般家庭では約400世帯分

に相当し、公共施設の使用電力では約２割に相当す

るところであります。 

 本事業の安定化を図り、再生可能エネルギーの地

産地消と温室効果ガスの削減を進めるとともに、潮

見小学校をモデルとした環境教育の充実に努めてま

いります。 

 次に、あばしり電力の事業展開についてでありま

すが、企業誘致には企業の経営方針、経済情勢、立

地の諸条件、事業展開のタイミングなど様々な要素

の一致が必要であり、一朝一夕にはなし得ません

が、共同出資者である日本ガイシと本事業の取組に

よる定期的な様々な情報交換、意見交換を通し、事

業展開について議論をしてまいりたいと、このよう

に考えているところでございます。 

 次に、医療ＭａａＳの取組に係る企業連携、スケ

ジュール及び運行予定地域についてでありますが、

長野県伊那市が令和２年度から実証運行、令和３年

度から本格運行を進めているモバイルクリニックを

モデルとして取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 企業との連携につきましては、ソフトバンクとト

ヨタ自動車が共同出資するモネ・テクノロジーズの

協力を得て、地域の実情に応じたサービスを構築し

てまいりたいと考えております。 

 令和５年度においては、車両の導入が見込まれる

10月を目途に、網走厚生病院と連携をした実証運行

を開始し、２年目以降は、医師会をはじめ医療機関

と協議を進め、市内の訪問看護を有する医療機関や

クリニックに拡充していきたいと考えております。

また、運行予定地域につきましては市内全域を対象

とすることで想定をしておりますが、実証運行にお

きましては、身体状況等により訪問看護を利用され
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ている方や、公共交通の空白地域にお住まいで通院

手段が確保できない方などを対象に取組を考えてま

いりたいと考えております。 

 次に、開業医誘致の目指す姿についてであります

が、現在地域センター病院に位置づけられる網走厚

生病院を含む４病院と14診療所が診察を行う体制と

なっておりますが、この４年間で病院１件、診療所

２件が閉院をしております。また、医師の高齢化や

後継者問題に加え看護師の不足も顕著であり、医療

従事者の確保が大きな課題と認識をしております。 

 今後におきましては、医師会をはじめ医療機関と

の情報共有により、地域医療における課題を整理す

るとともに本格的な人口減少を見据え、需要の指標

となる入院、外来患者の数、供給の指標となる病

院、診療所、病床、医師、看護師等の数を参考とし

て、必要となる診療科や立地のバランスを考慮し、

引き続き、開業医の誘致を含めた医療提供体制の確

保に取り組んでまいります。 

 次に、定住自立圏の医療分野における網走市の役

割についてでありますが、当市は二次医療圏の地域

センター病院である網走厚生病院と連携を図るとと

もに、斜里町、清里町、小清水町、大空町の理解と

協力を得て、救急医療体制の構築、周産期医療の確

保、脳神経外科の開設、高度医療機器の導入など、

斜網地域における安定的な医療提供体制の構築に努

めてきたところであり、今後におきましても、東オ

ホーツク定住自立圏における中心市として、医療連

携を推進する役割を担ってまいります。 

 次に、妊娠・出産応援事業についてであります

が、伴走型相談支援の充実と経済的支援を一体的に

行うものであり、新年度におきましては、新たに保

育園、幼稚園、認定こども園の給食費の無償化、ベ

ビー用品を購入できるクーポンの支給など、地域子

育て応援事業に取り組み、子育て支援の充実と安心

して出産・子育てできる環境整備を整えてまいりま

す。 

 子育て支援の将来像とのことでございますが、本

年４月にこども家庭庁が創設されます。今後、子供

政策の基本理念に基づき、切れ目のない包括的支援

の実現に向け、様々な施策が展開されると期待をし

ているところであり、全国市長会を通し、このどの

地域に住んでいても同じサービスが受けられる子

供・子育て対策を展開することが重要であると考え

ています。当市におきましても、次世代を担う子供

たちへの支援の充実を図るとともに、様々な観点で

バランスの取れた環境づくりを取り組むことで、全

ての市民が健康で安心して暮らせる豊かな地域社会

につながるものと考えております。 

 次に、重油漏れに関する対応につきまして、北海

道において設置されました網走呼人地区油流出事故

に係る連絡会議において、北海道、網走市、ホテ

ル、専門家により対応しているところであります。

連絡会議において専門家の助言により、漏えい箇所

周辺の地下水及び地層に関する調査が行われており

ますが、現段階では地下水への重油の混入は確認さ

れておりません。一般的に漏えいした油は垂直、鉛

直方向に浸透し、地下水に到達した後に公共用水域

に流出することが知られており、現在ホテルにおい

ても、湖側の地下水で重油の混入が確認された場合

は、隣接するさけ・ますふ化場の用地の一部を借用

し、地下水面までの溝を掘り、汚染水をくみ上げ浄

化する行動計画を示しているところであります。 

 油の漏えい事故につきましては、原因者負担によ

る対策が行われる中、これらについて道が設置する

連絡会議において、専門家の助言も受け、油の所在

と量の確定に向けた調査、油が存在した場合には洗

浄方法を進めていくものと考えております。引き続

き、北海道と一体となり、一日も早い解決に努めて

まいります。 

 次に、環境基本計画についてでありますが、基本

理念を定めた上で、網走市環境保全条例を制定をし

ております。この条例では、環境基本計画を策定す

ることとしており、平成16年度から10年間の期間で

計画を策定し、次年度の改定は３期目となります。

環境基本計画は、環境基基本理念を定めるものであ

りますが、環境に影響を与える事故などが発生した

場合の対応についても、環境保全審議会の中で協議

をし整理をしていきたいと考えております。 

 次に、農畜産業への支援についてでありますが、

肥料や飼料など生産資材費の高騰は、当市の農業へ

大きな影響を与えており、特に酪農については、生

乳の生産調整や初生牛の個体価格の下落などに併

せ、収入と支出の両面で経営が圧迫される状況と認

識をしております。肥料や飼料価格の高騰対策につ

いては、基本的に国が対処すべき課題であり、国も

価格高騰に対する緊急対策など実施をしております

が、当市としても補正予算により配合飼料の補塡材

に対し支援してきたところであります。また、肥料

価格高騰対策についても、本議会において補正予算

を提案させていただいたところであります。 
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 また、飼料など資材価格の長期的な高騰につきま

しては、再生産可能な農畜産物への価格転嫁が重要

であると考えますが、急激な価格変動は消費離れの

懸念があることから、国では緊急支援と併せ、生産

者へ十分還元される価格転嫁の仕組みについて議論

がされているところであります。いずれにいたしま

しても、今後もこのような国の動向について注視を

いたし、必要に応じ、国、道に対し要請を行い、さ

らにはＪＡとも連携し、支援の必要性について協議

をしてまいりたいと考えております。 

 次に、ホタテ漁業従事者不足への対策についてで

ありますが、本年度より漁協に聞き取り調査を行う

とともに、２月19日にはエコーセンターにおいて、

ホタテ漁業に対する漁業就労フェアを開催してお

り、今後も漁業対象種を増やすなどブラッシュアッ

プをして、継続して開催をしたいと考えておりま

す。 

 漁業分野におけるＤＸにつきましては、トレーサ

ビリティーや資源管理、養殖分野での技術開発が見

られておりますが、網走のような漁労作業における

人手不足を直接解消できるような技術開発は進んで

おりません。当市では、昨年より水産資源調査デジ

タル化事業補助金により、網走沖のホタテ資源解析

のデジタル化について助成をしており、調査精度の

向上と労働力の削減に向けた取組が進められており

ました。漁業は当市にとって重要な産業の一つであ

ります。今後も関係機関と連携をしながら、浜の活

性化に向けた取組を進めてまいります。 

 次に、網走湖の環境改善につきましては、河川管

理者である網走開発建設部が網走湖水環境モニタリ

ング検討会及び網走湖汽水環境保全方策検討会を設

置し、有識者により網走湖の水環境改善に向けた議

論が進められております。また、当市におきまして

も、環境変化によりシジミ資源が減少したことに伴

い、平成30年より網走湖ヤマトシジミ資源対策検討

会を設置し、関係機関及び有識者により検討を進め

ております。 

 網走湖はシジミ、ワカサギといった内水面漁業資

源のみならずオホーツクのサケ・マス資源を支える

ふ化放流河川としても重要な位置づけを占めており

ます。今後も国と関係機関と連携し、網走湖の水環

境の改善に努めてまいります。 

 次に、地域ＤＭＯに関しましては、一般社団法人

網走市観光協会が令和３年３月に観光庁の登録地域

ＤＭＯとなりました。登録ＤＭＯとなったタイミン

グがコロナ禍でありましたので、観光プロモーショ

ン及びマーケティングに関しては限定的であったと

考えております。 

 令和４年度においては、ＤＭＯの事業として国等

の補助事業を４事業実施し、総額4,423万4,000円の

補助を受け、食のブランディングや販路拡大、観光

地の高付加価値化、デジタルを活用した事業収益性

を高めるための事業展開を図っております。 

 また、これまで市が主体となって実施してきた旅

行博での観光プロモーションや教育旅行の誘致など

もＤＭＯが中心となって実施をしてきており、網走

の観光コンテンツを使った旅行商品が旅行会社によ

り造成、販売されるなどの実績がありますが、事業

効果については複数年単位で見ていく必要があるも

のと考えています。 

 令和５年度につきましては、これまで以上にＤＭ

Ｏが主体となって観光プロモーションを行えるよう

連携を密にしていくとともに、デジタルプロモーシ

ョンやデジタルマーケティングにより、ＤＭＯが行

う戦略的な観光地づくりを支援し、ターゲットの最

適化を図り、回復基調にある今後増加する見込みの

外国人観光客の獲得を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、中心市街地活性化についてでありますが、

昨年10月にコワーキングスペース、ナシタが開設さ

れたことに加え、今年度はこれまでに空き店舗を活

用して３件開業しており、ほかに数件の相談がある

ところであります。新庁舎移転を見据えた波及効果

が徐々に表れてきているものと考えております。 

 新年度においては、地域おこし協力隊を１名追加

配置し、リモートワーク等の多様な働き方に対応し

た拠点として開設したコワーキングスペースの利用

促進や、ゲストハウスとの連携、連動した新たな人

の流れ、新たな交流の場を創設し、さらなる中心市

街地活性化を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、地場産品生産性向上設備整備補助金につい

てでありますが、ふるさと寄附につきましては、全

国の皆様からたくさんの御支援を頂き感謝をしてお

ります。しかしながら、今年度につきましては一時

需要があるにもかかわらず返礼品の生産が追いつか

ないこともあり、寄附者のニーズにお応えできない

時期がございました。こうしたことからも、ふるさ

と寄附返礼品を取り扱う事業者、もしくは返礼品を

提供する見込みのある事業者に対し、生産設備、工

場等新設、増設に係る設備整備に対する支援を行お
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うとするものであります。事業認定に当たっては、

事業者から資金計画や生産性向上が見込まれる事業

計画の提出を求め、専門的な知見を有する金融機関

や商工会議所などで構成する審査機関で決定するこ

とで考えています。事業者の方々に本制度の活用を

していただき、ふるさと寄附返礼品を通じ、さらな

る網走のＰＲをしてまいりたいと考えております。 

 次に、若者の就業支援対策についてであります

が、人口減少、少子高齢化社会において、若者の地

元定着は大変重要なものと認識をしており、今年

度、市内に新規就職された30歳未満の方に対し奨励

金の給付を始めたところであります。 

 今年度実施した労働実態調査によると、住宅手当

の支給がある事業所は約４割程度となっている状況

であります。新規就職される方は様々な出費が伴う

ものと認識をしており、奨励金制度を今年度創設

し、その一助となるものと考えているところでござ

います。 

 次に、市民生活におけるマスクの着用についてで

ありますが、現在、基本的に屋内での着用を推奨す

ることとしておりますが、国の新型コロナウイルス

感染症対策本部の決定により、この取扱いが改めら

れ、着用は個人の判断に委ねられることが基本とな

り３月13日から適用となります。ただし、重症化リ

スクの高い高齢者等への感染を防ぐため、医療機関

の受診、高齢者等が多く入院、生活する医療機関や

施設への訪問、公共交通機関を利用する場面などに

おいては着用が推奨されているところでございま

す。また、マスクの着用の考え方の見直し後であっ

ても、３密の回避、人との距離の確保、手洗いの手

指消毒、衛生、換気など、基本的な感染防止対策が

重要とされております。市といたしましては、示さ

れた内容を踏まえ、市民への周知に努めるととも

に、当面は自主的な感染防止対策が必要と考えます

ので、公共施設における検温機器や消毒液の設置は

継続をしてまいりたいと考えております。 

 次に、公園遊具整備に係る住民周知についてであ

りますが、昨年使用禁止としていた65公園、176施

設の遊具の撤去または修繕を３月末までに完了する

予定です。また、新たな都市公園の在り方を検討

し、公園再編に向けた計画策定を進めてきたところ

であります。 

 地域への説明では市街地を大きく七つの区域に分

け、令和５年１月下旬までに町内会の方々に説明会

を実施し、住民周知を図ってきたところでありま

す。説明会で頂いた御意見を参考に、要望を参考

に、都市公園等ストック再編計画を３月末までに策

定する予定としております。計画では79公園の中、

33公園について遊具を更新し、４公園を新たに新設

する予定としております。地域の皆様への周知につ

きましては、町内会への公園再編計画の資料の送付

やホームページ等でお知らせをする予定としている

ところであります。 

 次に、デジタルマーケティングを活用した現状の

観光施策として、コロナ禍で実施をしたＯＴＡを活

用した観光プロモーションにおいて、ＯＴＡが持つ

ビッグデータを基に電子メールのダイレクト配信

や、ディスプレー広告による事業ＰＲを実施し、網

走の特集ページは、通常１か月で１万件の閲覧が平

均のところ、２か月で13万件の閲覧があり、この事

業でクーポンが5,092枚、8,357名の方が宿泊の利用

がされたところであります。 

 なお、デジタルマーケティングにつきましては、

令和５年度から本格的に取り組むため、令和５年度

に来訪計測というマーケティング手法により、デジ

タル広告を実施したことによる来訪効果、観光消費

額の検証を行ってまいります。これらの取組によ

り、デジタルによる観光プロモーションの効果の可

視化とターゲットの絞り込みなど、プロモーション

の精度を大きく向上し、ひいては効率的な観光戦略

を打ち、地域経済の活性化を進めてまいりたいと存

じます。 

 次に、デジタル人材の育成についてであります

が、これまでデジタルフェロー、デジタル化推進参

与の配置により、総務省アドバイザー派遣制度の活

用などにより、専門家の助言を頂きながら庁内の人

材育成に努めております。 

 事業者のデジタル化につきましては、網走商工会

議所と連携の下、支援体制の構築に努めてきたとこ

ろでございます。令和５年度からは網走商工会議所

において、新たな専門人材の配置により中小企業の

ＤＸ推進体制の構築を進めてまいりますので、こう

した事業展開の中、東京農業大学との連携も図りな

がら、議員御提案の学生も含めた地域のデジタル人

材の育成に努めてまいります。 

 次に、高齢者の孤独死に対する対策についてであ

りますが、当市では緊急通報システムの貸与、電

話、訪問、災害時における要援護者の把握と情報の

共有、ごみ収集時の声がけ、老人クラブの地域見守

り活動、配食時の声かけ、シルバーハウジングの生
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活援助員配置など、単身高齢者等の見守り支援を目

的とした各種事業に取り組んでいるところでありま

す。 

 また、新年度におきましては、御家族が遠方にお

住まいなど、日常に不安を抱える単身高齢者等の見

守り体制の充実を図るため、通信機能を持つ電球の

設置に取り組んでまいります。 

 孤独死につながる要因として、配偶者との離別や

死別、頼れる親族がいない、地域との関わりが持て

ないなど、高齢者を取り巻く様々な環境がこうした

ことにつながっているものと考えておりまして、見

守りサービスの活用はもとより、地域におけるコミ

ュニティー形成も重要となるため、引き続き、効果

的な対策を研究するとともに、町内会、老人クラブ

等の地域組織や民生委員と連携した体制構築に努め

てまいりたいと存じます。 

 次に、高齢者等除雪サービス事業でありますが、

外出や緊急時に必要な道路の確保を目的として、除

雪が困難な高齢者等世帯を対象に除雪サービスを提

供しております。現在町内会、区会17団体、民間事

業者７社、シルバー人材センターへの委託によりサ

ービス提供体制を構築しておりますが、ニーズの増

加や担い手の不足といった課題を解消するため、町

内会、区会への周知に加え、民間事業者との協議を

継続し、受託先を拡大してきたところでありまし

て、令和４年度におきましては341世帯の利用登録

となっているところであります。増加傾向にある利

用登録世帯に対して、受託団体の拡充により対応で

きているため、現状、事業者による協同組合の組織

は想定しておりませんが、除雪は地域課題の一つと

認識しておりますので、引き続きニーズや現状の把

握に努め、安定したサービス提供を努めてまいりた

いと考えております。 

 次に、物価高騰により影響を受けている市民に対

する支援として、令和５年度より地方創生臨時交付

金を活用した水道事業会計の補助により、水道料金

の基本料金の減免を行うこととしております。未処

分利益剰余金を財源とした減免についての御指摘で

ありますが、令和３年度決算時点での未処分利益剰

余金は４億6,000万円でありますけれども、資本的

収支の補塡のための減債積立金に充てるものや資本

金に移行するものが含まれており、現時点での未処

分利益剰余金は約１億2,000万円となっており、こ

れは今年度の資本的収支の補塡財源となるものであ

ります。現在、当市では導水管等老朽化した施設の

更新を進めており、その費用負担もここに含まれて

いるものでありますので、減免することにより資本

的収支の補塡財源が減少し、現行の料金の改定時期

が早まることとなるため、水道事業会計の負担によ

る料金の減免については考えておりません。 

 次に、道路整備の優先順位についてであります

が、舗装のひび割れ、平たん性の欠如、凍上におけ

る側溝の隆起など老朽化が進行している道路は年々

増加をしていると認識をしております。老朽化対策

として行う道路改修の予算は、近年増額し対応して

いるところでありますが、改修を必要とする路線延

長34キロに及ぶため、優先順位を設け整備をしてい

るところであります。優先順位は、平成25年、26年

に実施をした路面性状調査の結果に基づく老朽度の

判定に加え、交通量の路線の特性、主要施設へのア

クセス、地域要望、住宅の接道状況などから、総合

的に評価を行い、地域ごとに事業を実施しておりま

す。居住者の年齢によって優先順位をつけていく考

えはございませんが、住宅前の側溝の損傷や隆起な

ど安全な交通の確保ができない路線が確認された場

合は、緊急性を考慮し適宜対応してまいりたいと考

えています。今後も日々の道路パトロールや地域の

声により道路状況を把握し、令和５年度において

も、市民ニーズに少しでも応えられるよう努めてま

いりたいと存じます。 

 次に、北朝鮮によるミサイルへの対応についてで

ありますが、現状の対応としてはＪアラートと連動

したお知らせメール＠あばしり、緊急告知防災ラジ

オのほか、防災消防サイレンの吹聴などにより、周

知をしているところであります。ミサイルの発射か

ら短時間で我が国に到達する可能性があり、その対

処には限界がありますが、防災訓練や防災教育を通

し、ミサイルから身を守るための行動として、近く

の建物に避難する、地面に伏せて頭を守る、窓から

離れるなど、その方策についての周知を努めてまい

ります。また、今年、国、道とも連携した避難訓練

の実施に向けて取り組むことを検討し、迅速な情報

収集、周知、避難所開設など、防災体制の強化に努

めてまいります。 

 次に、町内会未設置地区の防犯灯設置についての

お尋ねでありますが、網走市ではこれまで町内会等

の住民自治組織と協議をして、地域の合意形成を基

本に防犯灯の設置をしてまいりました。防犯灯の設

置は地域住民の合意形成が必要であり、地域住民の

合意形成を図る一つの手段として、町内会の設立を
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促しているところであります。その合意が滞る場合

は、市としては住民同士で何らかの住民の合意形成

を図っていただくことを基本条件としているところ

でありますが、防犯灯を設置する場合は、設置の可

否、設置箇所、場所について、町内会との協議によ

り設置するものとしており、また管理においては市

または町内会が管理すること、区域内の管理灯数は

市と町内会とかそれぞれ２分の１程度となるよう、

各市内、各地域で調整を図っているところでありま

す。市民の安全・安心の確保は町内会や防犯協会、

スクールボランティアなどの団体による地域に根差

した見守りの活動、警察による巡回、様々な取組が

あると考えております。市といたしましては、地域

の合意形成に基づいて設置について前向きに検討す

ることとしているところであります。 

 次に、ごみ排出抑制意識を醸成する取組につきま

しては、最終処分場延命化の設備や処理といったハ

ード面の取組と併せ、令和５年度は最終処分場やご

み処理、分別の状況など、情報を積極的に提供する

ほか、町内会等での集団回収での取組支援の強化、

小学生向けごみ分別処理の動画作製を進め、学校で

の環境学習としての活用を目指すこととしておりま

す。また、今年度から発行しているごみ通信等につ

いても、行動変容をもたらす理論などの考え方を取

り入れた啓発、ごみモニターによる啓発と現状把握

を合わせた取組により、ごみ分別、ごみ排出抑制の

取組を行ってまいります。 

 次に、市営住宅入居者希望、要望、住民ニーズの

把握についてでありますが、当市として初めて戸建

て市営住宅について、子育て世帯の住宅支援のた

め、足音や泣き声など気にすることなく伸び伸びと

過ごせる環境で子育てができるよう、潮見団地にお

いて10戸整備する計画で今進めているところであり

ます。 

 潮見団地の整備では、子育て世帯向け住宅のほか

に、70戸を建設することとしており、30戸をエレベ

ーターつきの３階建て集合住宅、40戸を木造平屋建

て長屋とする計画で、高齢者や障がい者の皆様にも

配慮した住宅を供給するものであります。 

 また、既存の団地においては高齢者、障がい者の

ニーズに合わせ、低層階やエレベーターつき住宅へ

の住み替えを進めているところでもあります。今後

も住宅の整備に当たっては、エレベーターの設置な

どバリアフリーに配慮するとともに、住民のニーズ

に対応した住宅の供給に努めてまいりたいと存じま

す。 

○金兵智則副議長 教育長。 

○岩永雅浩教育長 －登壇－ 同志会、石垣議員の

御質問にお答えをいたします。 

 初めに、学校給食費無償化についてであります

が、学校給食費無償化事業が開始されますと、完全

な公会計化ではございませんが、市から給食費が調

理場会計に振り込まれることとなりますので、議員

から御指摘の給食費の徴収や督促、管理業務がなく

なり、教職員やＰＴＡなどの負担軽減が図られるも

のと考えているところでございます。 

 また、市長公約の一つとして示された給食費無償

化に当たっては、社会情勢などにより経済的影響を

受けている保護者の負担軽減が図られ、子育て世代

への支援につながるものと期待されることから実施

に踏み切ったところでございます。 

 次に、学校給食の在り方についてでありますが、

網走市学校給食施設整備の考え方に基づきまして、

施設整備を進めていくことになりますが、今後は、

来年度から始まります複数校による共同調理場の運

営状況を確認しながら、単独調理場校の集約化に向

けた検討を始めていくとともに、現時点で白紙の状

態である調理などの業務の委託につきましても、改

めて検討する必要があると考えているところでござ

います。どちらも一定の考え方や方向性が定まりま

したら、市議会をはじめ、関係者、市民の皆様に御

説明をしてまいります。 

 次に、学校生活における新型コロナウイルスへの

対応についてでありますが、北海道の感染者が低位

で推移をし、感染症対策のレベル分類がレベル１に

移行したことから、道教委は学校における新型コロ

ナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル学校

の新しい生活様式を改訂し、２月６日の通知により

学校運営に係る重点配慮が示されました。網走市で

も通知に基づき、集団で行う活動など感染リスクが

高い学習活動も含め、全ての教育活動について感染

対策を行った上で実施を検討することなどを通知し

ました。 

 卒業式におけるマスクの着用については、２月３

日に北海道教育長から、児童生徒及び教職員は、本

年度の卒業式に限定して、全体を通じてマスクを外

すことを基本とするという通知があり、卒業式での

児童生徒並びに教職員のマスクを外すことを基本と

して実施することとしておりますが、これは強制で

はなくマスクの着脱は個人の判断によるものとして
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います。現時点で、国からはマスク着用の考え方の

見直しのみが示されており、学校では卒業式を除き

４月１日から適用され、それまではこれまでの考え

方に沿った対応が求められています。 

 国では５月８日から、新型インフルエンザ等感染

症に該当しないものとし５類感染症に位置づけると

しておりますので、今後も国や北海道からの通知に

基づき、学校カリキュラムの見直しと適切な運営を

実施してまいります。 

 次に、小一プロブレムへの認識及び現状について

でありますが、いわゆる小一プロブレムとは、幼児

教育から学校に入学してきた児童が、これまでの生

活の変化や指導内容の違いにより、環境になじめず

に不適応行動を取ってしまう問題であると認識をし

ております。現在、網走市内の小学校においても、

入学当初から学校教育に慣れるまで授業になじめな

い様子が見られると個別に報告がありますが、管理

職や教務、低学年担任、特別支援コーディネーター

などがチームとなり、小一プロブレムの解消に向け

ての協議会や学校で作成しているスタートカリキュ

ラムの実施により、学校生活に適応できるような取

組が行われています。 

 次に、義務教育についてでありますが、現在の少

子高齢化、情報化、さらにはグローバル化といった

社会的変化が進む中、網走市では今年度、網走市校

長会から示された網走市学校教育推進プランに基づ

き、学校と家庭、地域、教育委員会との連携、協働

の下、明日を開く子供の育成と、より魅力と信頼の

ある学校の実現を目指した取組を推進し、網走市の

将来を担う子供たちが、これからの時代に求められ

る資質能力を身につけることが重要と考えておりま

す。また、令和の日本型学校教育の姿である、主体

的・対話的で深い学びを実現するため、ＩＣＴ環境

を整え、個別最適な学びや協働的な学びなどを実現

するための教員の質的向上、及び授業力の向上を図

ることが学力向上につながるものと考えており、今

後も北海道教育委員会と連携した教員の育成や、授

業改善に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、社会活動の充実と地域住民との関わりです

が、網走市では地域全体で未来を担う子供たちの成

長を支えるため、地域と学校が連携、協働して行う

地学協働を推進しています。この地学協働では、地

域の人、もの、ことと密接に関わり合いながら地域

を理解し、郷土への愛着を持つなど、網走市の将来

を担う子供たちに必要な資質能力を育むことを狙い

としています。 

 今後も社会に開かれた教育の実現のため、コミュ

ニティ・スクールや網走市地域支援本部などを活用

し、学校と地域がつながりながら、網走市への愛着

を持ち、誇りに思い、生きていく子供たちの育成の

ため、指導、支援に努めてまいります。 

 次に、ビッグデータを活用した学習指導について

でありますが、国のＧＩＧＡスクール構想の下、子

供たちに１人１台端末が導入されてから丸２年が経

過し、市内の小中学校においては、この新しい学び

のツールである端末をまずは活用してみるという段

階から、各校、各教科において種々活用方法を研究

し、子供たち個々の興味関心、意欲などを踏まえ

て、きめ細かく指導、支援するなど、活用するのが

当たり前の段階まで進みつつあると認識をしていま

す。学習指導要領に示された令和の日本型学校教育

の実現に向けて、ＩＣＴ機器を効果的、さらには効

率的に活用した授業が多くの学校で実践をされてお

り、教員が作成した資料や子供たちの学習データが

蓄積されており、今後の事業に活用されると考えて

おります。 

 また、国の方針では、今後実施される全国学力・

学習状況調査において、タブレット端末が活用され

結果をデータ化するとしており、今後の指導に生か

されるものと考えております。 

 次に、情報モラルの指導及び相談体制についてで

ありますが、北海道教育委員会では、ＳＮＳ利用上

のトラブルの研修や啓発を行っており、市では道の

資料等を活用し、校長会議や教頭会議等で周知指導

を行っております。各小学校においては、ＰＴＡや

学校運営協議会と連携しながら情報モラル教室を実

施し、民間企業等から講師を招いて正しい使用方法

やＳＮＳの危険性について、児童生徒や保護者へ啓

発し、指導体制や相談体制の強化に努めています。

また、学校では、端末活用のための決まりを作成

し、日常的に指導に努めているところでございま

す。 

 次に、ＳＮＳトラブルに対する相談体制でありま

すが、現在、各市内校においては保護者等からの相

談に対して教頭が窓口となり、相談内容は校内のＩ

ＣＴ推進委員や生活指導担当、教員などと協議し、

回答するなどの対応をしているところでございま

す。 

 次に、出生数減少に伴う学校の在り方についてで

ありますが、少子高齢化が進む中、網走市郊外の小
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学校では複式学級が発生し、市街地学校におきまし

ても複数学級を編成できない学年のある小学校も存

在する状況にあります。学校が小規模になると、集

団の中で、社会性や規範意識に触れる機会が得られ

にくくなること、運動会や学芸会などの集団活動、

行事が難しくなること、さらには、児童生徒から多

様な発言を引き出しにくく、授業展開に制約が生じ

ることなどのデメリットが考えられます。また一方

で、メリットとしては、教師が一人一人の学習状況

や学習の定着状況が把握でき、きめ細やかな指導が

できること、意見や感想を発表できる機会が多くな

ること、様々な活動で一人一人がリーダーを務める

など責任を持つ機会が多くなることがあると言われ

ております。これらのことからも、各校の教育課程

の編成に関わっては、メリット、デメリットが多様

な要素で絡むことから、保護者や地域も含め、学校

の在り方については慎重に検討する必要があると考

えております。 

 次に、将来的な学校配置についてでありますが、

学校の配置を検討するには、教育的観点だけではな

く、学校を核とした防災や交流の地域コミュニティ

ーとしての要素など、地域の様々な事情を総合的に

捉えた上で検討しなければならないと考えておりま

す。これらのことを踏まえ、現在、教育委員会の会

議において、児童生徒数の状況、学校の規模、他市

町の事例などについて示し、意見の交換を進めてい

るところであります。 

 今後につきましては、学校施設の老朽化なども視

野に入れ、地域との意見交換など、どのような協議

の場を設けるかも含めて、教育委員会の会議で検討

を継続してまいります。 

 次に、特色ある高等学校への働きかけなどについ

てでありますが、北海道教育委員会では、高校づく

りに当たっての基本的な考えをこれからの学校づく

りに関する指針に定め、学校や地域の実情に応じ

て、総合学科や単位制など多様なタイプの高校づく

りを進めており、議員が例示された三笠高校は、そ

の象徴的な高校であると認識をしています。 

 網走市ではこれまで、南ヶ丘高校定時制の存続に

関わって、定時制は昔も今も勤労青年の学びの場と

して役割を持ちつつ、今は不登校生徒の受入れなど

多様な役割を担っており、道教委が毎年度策定され

る公立高等学校配置計画は、生徒の数だけではなく

個々の高校の役割など、地域の声を十分に反映しな

がら検討するよう働きかけてまいりました。北海道

教育委員会では、今年度末をめどに、これからの学

校づくりに関する指針を改定し、令和８年度以降の

配置計画から適用するとしており、地域と密接に結

びついた取組の推進や、将来を見据えた高校づくり

を地域とともに考える仕組みを構築することなどを

目指すとしておりますので、網走市としても、地域

が抱える今日的な教育課題に対応し、未来を担う人

材を育む教育機能を充実させるため、地域の潜在的

なニーズについて情報の収集に努めてまいります。 

 次に、生涯学習についてでありますが、市では、

市民の学びの意欲を高め、学びの成果を生かして活

力ある地域づくりへと結びつけていくため、まちづ

くりのための学びを軸として長期的展望に立った、

第４次社会教育長期計画を策定し取り組んでいると

ころであります。 

 市民の自主的、主体的な学習の推進のため、各世

代のニーズに応じた学習メニューや、世代間交流を

意識した学習プログラムの提供、また地域の魅力を

共有する学習機会の創出など、生涯学習を通じて市

民が生活課題や地域課題を解決するための知識や実

践力を養い、幸せに暮らしたい、安心して暮らした

いという市民意識の醸成と、市民自らが主体的にま

ちづくりに参加できる環境づくりに引き続き努めて

まいります。 

○金兵智則副議長 ここでお諮りします。 

 本日の議事日程であります代表質問はまだ終了し

ておりませんが、本日はこの程度で延会としたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、本日はこれをもって延会

といたします。 

 再開は明日午前10時としますから、参集願いま

す。 

 大変お疲れさまでございました。 

午後４時56分延会 
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○議事日程第４号 

令和５年３月10日午前10時00分開議 

日程第１ 代表質問（議案第１号～第12号）  

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

代表質問（松浦議員、澤谷議員） 

─────────────────────── 

○出席議員（１４名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（１名） 

近 藤 憲 治 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市 長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

 市民環境部長    武 田 浩 一 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 健康福祉部参事監    永 森 浩 子 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    伊 倉 直 樹 

 建設港湾部長    立 花   学 

 水 道 部 長    柏 木   弦 

 企画調整課長    佐々木   司 

 総務防災課長    日 野 智 康 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    岩 永 雅 浩 

 学校教育部長    田 口   徹 

 社会教育部長    吉 村   学 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    林   幸 一 

次 長    石 井 公 晶 

総務議事係長    法師人 絵 理 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

      係    山 口   諒 

─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○金兵智則副議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は14名で、定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 本日の会議には、次の議員から

欠席の届出がありましたので報告いたします。 

 欠席、近藤憲治議員。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 本日の会議録署名議員として、

工藤英治議員、山田庫司郎議員の両議員を指名しま

す。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 本日の議事日程は、お手元に配

付の第４号のとおりであります。 

 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 日程第１、昨日に引き続き、既

に一括上程中の議案第１号から議案第12号までの12

件を議題とし、併せて市政執行方針及び教育行政執

行方針並びに市政各般に関する事項を含め、各会派

の代表質問を続行します。 

 日本共産党議員団、松浦敏司議員。 

○松浦敏司議員 －登壇－ 私は日本共産党議員団

を代表して、2023年度各会計予算案、市長の市政執

行方針、教育長の教育行政方針及び市政全般につい

て質問させていただきます。 

 さきの質問者と重複するところがあるかとは思い

ますが、お許しいただきたいと思います。 

 質問に入ります前に、明日は３月11日で東日本大

令和５年第１回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ４ 日 

令和５年３月 10日（金曜日） 
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震災が発生してから12年がたちます。亡くなられた

皆さんには心から御冥福をお祈りしますとともに、

御遺族の皆さんにも心からお悔やみを申し上げま

す。また、被災された全ての皆さんに対し、心から

お見舞を申し上げます。 

 それでは、質問に入ります。 

 １項目めは、岸田政権と2023年度政府予算案につ

いてであります。 

 初めに、岸田政権の評価についてでありますが、

岸田政権は、昨年暮れに国会にも諮らず、専守防衛

をかなぐり捨てる安保３文書を閣議決定しました。

このことは、日本の国は日本が守ると言いながら、

日本を戦争に巻き込むというものであります。日本

が攻撃されていなくても、集団的自衛権の下では、

アメリカが起こす戦争に自衛隊がアメリカ軍と一体

となって戦争をすることになります。そうなれば、

日本が攻撃した国から攻撃を受けることになり、ウ

クライナのような多くの人命が奪われ、日本全土が

焦土化してしまいます。日本の在り方を根本から変

えることを国会にも諮らず、選挙もせずに決めてし

まう岸田政権の暴走は許されるものではありませ

ん。民主主義を破壊し、憲法違反の政治に対し、平

和都市宣言をしている網走市長として、どのように

評価しているか伺います。 

 また、ＧＸグリーントランスフォーメーションの

実現をするためだとして、原発を再稼働し、老朽化

した原発の耐用年数60年を、休んでいた期間は年数

に入れないなど、あり得ない考え方で理解し難いも

のです。原発を再稼働することは、福島原発事故の

教訓を生かしたものとは到底言えるものではありま

せん。福島原発事故を忘れた岸田政権の政権運営に

ついて、どのように評価しているか伺います。 

 次に、国の新年度予算案についてであります。 

 昨年12月、政府は総額29兆1,000億円、29.1兆円

の2022年度第２次補正予算を成立させました。物価

高騰対策として、電気料金や都市ガス料金、ガソリ

ンなどの価格を抑えるためとして6.3兆円を計上。

また、新型コロナ対策として、不十分ながらも病床

の確保等に活用する新型コロナ感染症緊急包括支援

交付金、ワクチンの確保や接種体制整備などを計上

しました。 

 2023年度政府予算案は、補正予算と一体のものと

して捉えるとして、国の基本的な予算規模を示す一

般会計総額は114兆3,812億円と過去最大となりまし

た。中でも増額が目立つのは軍事費です。岸田政権

が掲げる軍事費２倍化実現のために社会保障など国

民生活関連予算を削減する「戦争国家づくり」予算

となっていて、社会保障費の自然増は1,500億円も

削減しています。 

 新型コロナウイルスの大流行やウクライナ危機な

どの影響で、世界の食料不安が顕在化したことを受

けて、新年度では、食料安全保障の確立と農林水産

業の持続可能な成長の推進を掲げています。しか

し、38％に低迷する食料自給率の向上への本格的取

組とは言えません。 

 畜産・酪農の生産基盤の強化の一環で、畜産・酪

農経営安定対策に2,265億円を計上しましたが、22

年度当初比31億円の減額です。従来どおり所要額を

措置したとしていますが、国際価格の上昇や円安の

影響などによる資材や飼料が急騰しています。今ま

でにない大変な生産現場を理解していない予算とな

っていると考えますが、見解を伺います。 

 次に、岸田政権は昨年12月、東京電力福島第一原

子力発電所事故後の「可能な限り原発依存度を低減

する」としてきた政府方針を、原発回帰へ大転換し

ました。原発の新規建設推進や60年超の運転を容

認。2023年度予算案は原発推進を大きく打ち出しま

した。福島原発事故の教訓も被災地の苦しみも忘れ

た政策と言わざるを得ません。 

 一方で、気候危機打開にとって決定的な省エネル

ギー、再生可能エネルギー関連の予算は抑えられて

います。経産省は、先進的省エネ設備への補助金は

261億円にとどまっています。脱炭素や再生可能エ

ネルギーの導入を推進する網走市として、岸田政権

のエネルギー政策についてどのように評価している

か、見解を伺います。 

 次に、新年度予算は、デジタル化の推進を、国・

地方一体にかつてなく強引な手法で推し進めるもの

となっていますが、その要がマイナンバーカードで

す。昨年12月には、竹中平蔵氏などが名を連ねるデ

ジタル田園都市国家構想実現会議では、各委員か

ら、これからは行政データと民間データにアクセス

した個人がはっきりわかるマイナンバーの普及をベ

ースに、どう利用できるかの社会づくり、デジタル

社会の見取り図を作成し、官民が大胆に投資を行え

るようにするなどの発言が相次ぎ、国民置き去りの

議論に終始しています。 

 行政のデジタル化をめぐっては、2025年度が期限

の自治体情報システム標準化に向けて、その地なら

しとなる個人情報保護条例の改定案が今議会で提案
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されています。市民の個人情報を預かり、保護しな

ければならない網走市としての見解を伺います。 

 行政のデジタル化とマイナンバーカードの普及を

めぐる政府のなりふり構わぬ押しつけ策は、ポイン

トばらまきや保険証廃止という脅しなど、常軌を逸

しているとの指摘が相次いでいます。岡山県備前市

では、市独自の給食費、学用品の無償化を受ける要

件に世帯全員のマイナンバーカード取得を条件とし

たため、各メディアが報じる大問題となっていま

す。国の強引なカード普及圧力が背景となっている

のは明らかです。新年度から網走市が行う給食費の

無償化を受ける要件にしていないと思いますが、子

育て応援をする自治体にこのようなことをさせる政

府の進め方に対し、どのような考えをしているの

か、見解を伺います。 

 日本共産党は、デジタル技術の普及そのものに反

対ではありませんが、岸田政権が進めるデジタル化

は、巨額の税金を投入し行政サービスの後退や財界

への利益誘導と官民癒着の拡大を招く一方、国民に

は個人情報の漏えいの危険や、負担増・給付削減が

押しつけられることには賛成できないことを申し上

げておきます。 

 ２項目めには、市財政の現状と今後の行政運営に

ついてです。 

 市の財政は、過去の大型公共事業を行った結果、

起債残高が最大534億円となり、公債費率は17％と

財政が逼迫することになりました。 

 大場市政になり、財政健全化するため平成11年か

ら行政改革が始まり、公共事業などの投資的経費を

削減し、廃棄物処分場や土木維持管理・除雪事業を

民間委託、学校給食調理場の集約、保育園の民営化

などを行い、正職員を130人以上減らしてきた結

果、市民に多大な負担を強いながら、財政危機を乗

り越えてきたものと認識しています。 

 2021年度末の一般会計債務残高見込みは336億

円、長期にわたる事実上の借金である債務負担行為

額などの45億円を加えると381億円になります。こ

れに取崩し可能な基金53億円を差し引いても328億

円の実質債務残高となり、依然として厳しい財政運

営となっています。 

 特別会計の実質赤字額は約11億円、上水道の起債

残高は約44億円、簡易水道の起債残高約３億円、下

水道の起算残高約66億円を合わせると、合計で452

億円となります。市民１人当たりの借金は135万円

となります。 

 今後、人口が減少することは避けられない状況に

あり、借金返済は進んだとしても、１人当たりの負

担は大きくは変わらないものと考えます。 

 このような状況を踏まえて質問いたします。 

 １点目に、市の財政状況は行革の取組やふるさと

寄附により財政指標は改善基調だとし、市税収入は

高い水準を維持しているといいます。過去に行った

大型公共事業の起債償還が進み、毎年起債の残高は

減っているものの、この10年間は330億円あたりで

推移しています。これから新庁舎の建設、ごみ最終

処分場の建設、体育館、消防署など老朽化した公共

施設の新築や、老朽化した道路整備や公園の整備な

どが計画されています。今後15年程度の財政の見通

しを持っていればお示しください。 

 ２点目に、この間廃棄物処理の委託、保育園の民

営化、除雪を含む公共土木施設の維持管理の一括委

託などが行政改革という名の下で実施されてきまし

た。行政改革は計画どおり進んでいるとは思います

が、市の正職員数を350人まで減らし、会計年度任

用職員を増やしてきましたが、行政運営の継続が困

難な状況になってしまうと言わざるを得ません。新

たな人材を雇用し育成することが求められていると

思います。市の職員採用の今後の方向性を見ていく

べきと考えますが、市長の見解を伺います。 

 ３項目めは、新型コロナウイルス対策についてで

あります。 

 ５類への変更についてですが、岸田首相は、新型

コロナウイルスを２類から５類に変えることを決め

ました。変わった場合、今まで網走市が進めてきた

対策は変わるのでしょうか。無料の抗原定量検査や

高齢者施設への対応など、市の対応はどう変わるの

か示すべきと考えますが、見解を伺います。 

 現在は、新型コロナウイルスに感染して治療が必

要になった場合、医療費の患者負担分は感染症法や

予算措置によって全額公費で賄われています。検査

も、医師が必要と判断すれば全額公費で負担です。

しかし、岸田首相は、５類化後はこうした公費支援

を期限を区切って継続するとし、一定期間後に廃止

する方針を明確にしました。 

 新型コロナ治療薬のレムデシビルを５日間投与し

たときの治療費は約38万円に上ります。公費負担が

全てなくなった場合、窓口負担は高額療養費制度が

適用された場合、70歳未満の低所得者で最大３万

5,400円となります。検査や受診の抑制を招く危険

があり、国民の命や健康を脅かすだけでなく、感染
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拡大防止にも逆行します。市の見解を伺います。 

 ４項目めは、防災・減災についてです。 

 １点目に、津波の想定についてですが、オホーツ

ク海沿岸で最大クラスの津波が発生した場合の浸水

想定についてであります。 

 北海道が２月１日にオホーツク管内の沿岸９市町

の最大津波高や最大津波が到達する時間などを初め

て公表しました。 

 網走沖でマグニチュード7.5、紋別沖で7.6の地震

が発生したと想定し、最大津波高が最も高かったの

は雄武町で10メートル、網走市は5.4メートルとな

っています。最大津波の到達時間は網走市が13分、

最大浸水面積は網走市が549ヘクタールとなってい

ます。 

 今回の道が公表した想定に対して、網走市はどの

ように対応するのか伺います。 

 ２点目に、防災訓練についてです。 

 昨年10月に私たちが行った市民アンケートでは、

防災に関して意見が多く出されています。特に地域

ごとの避難訓練をしてほしいとか、防災グッズの配

布、災害時の連絡体制をわかるようにしてほしいと

の声でありました。コロナ禍で避難訓練などができ

なかったとは思いますが、今後の取組について伺い

ます。 

 ５項目めは、中小・小規模事業者対策についてで

す。 

 １点目に、新型コロナへの対応についてです。 

 中小企業・小規模事業者は、長引く新型コロナに

加えて物価高騰が追い打ちをかける下で、すでに償

還が始まり苦しい経営を余儀なくされており、直

接・間接での支援策が求められています。 

 経済産業省の予算では、２次補正に中小企業への

資金繰り支援など、2,981億円を計上しています。

コロナ関連融資の借換えによる返済負担の軽減に加

え、セーフティネット貸付などの支援策が不十分で

はあるものの盛り込まれているようです。 

 そこで、網走市内の事業者の状況について、市は

どのように把握しているのか伺います。 

 ２点目に、消費税とインボイス方式（適格証明）

についてであります。 

 岸田自公政権は、10月に迫った消費税のインボイ

ス制度の導入に対する幅広い業界からの反対や地方

議会での意見書採択の広がりに押され、納税額の時

限的軽減などの激変緩和措置を表明しています。ま

た、原則2023年３月末だったインボイス発行業者の

登録締切りを９月末まで延長しました。 

 インボイスをめぐっては、自治体に関わる問題が

指摘されています。 

 一つには、自治体が「売手」となるケースであり

ます。総務省が、自治体自身のインボイス登録が遅

れていることを2022年６月20日の通知で指摘してい

ます。いわゆるインボイス制の対応に係る留意事項

等について、昨年３月に総務省が各自治体の一般会

計、特別会計、公営企業会計の計１万5,431のイン

ボイスの対応状況を調査したところ、インボイスの

登録が必要と認識しているのは４割程度の6,021だ

ったそうです。一般会計では、1,788のうち1,088し

か対応が必要だと認識していませんでした。 

 当市のインボイス方式の「売手」についての対応

は、どのようになっているのか伺います。 

 二つには、自治体が「買手」となるケースであり

ます。自治体が地元商店や工務店などに発注してい

る取引では、事業者側がインボイス登録をしていな

いと取引から除外されるおそれがあります。当市に

おいて、そのようなケースはどの程度あるのか、そ

の場合の対応について伺います。 

 三つには、現在、太陽光発電で売電している家庭

にエネルギー庁からインボイス登録をするよう通知

が来ていると聞いています。各家庭での売電による

利益は微々たるもので、ここにインボイス制度で消

費税を課税するなど、到底理解できません。 

 市は、この状況についてどのように把握している

のか伺います。また、売電している世帯がインボイ

スを登録しないケースが多くなると思われますが、

その場合、どこが負担することになるのか伺いま

す。 

 三つには、若者の雇用対策についてです。 

 今まで私たち日本共産党議員団は、若者が定着で

きる環境や子育て世代が安心して子育てできる環境

を整える政策が必要だと指摘したところです。今年

の予算には、学校給食の無償化や新年度新規就職さ

れた若者に奨励金の拡充がされることは評価したい

と思いますが、今後の市としての若者が定着するた

めの対策について見解を伺います。 

 ６項目めは、社会保障についてです。 

 政府は、新型コロナの感染症法上の位置づけを５

月に季節性インフルエンザと同じ５類へ移行すると

表明しました。これに併せて、これまで新型コロナ

対策として実施してきた各種支援制度を一斉に打ち

切るようであります。 
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 生活困窮者自立支援金が2022年12月に期限を迎

え、国民健康保険のコロナ傷病手当金は23年３月

に、休業支援金・給付金や小学校休業等対応助成金

は23年５月に、それぞれ期限を迎えます。第８波で

医療崩壊や死亡者数がこれまで以上に深刻化してい

る中で、公的責任を後退させようとしていると言わ

ざるを得ません。そこで何点か質問します。 

 一つには、後期高齢者医療制度についてです。 

 出産育児一時金を現行の42万円から50万円に引き

上げることは歓迎するものでありますが、費用の一

部を後期高齢者医療制度に負担させようとしていま

す。2024年度、25年度は、後期高齢者医療制度が出

産育児一時金の７％の２分の１に当たる約130億円

を負担し、26年度から平年度化し約260億円を負担

するとしています。７％というのは、現役世代も含

め医療保険全体に占める後期高齢者医療分の割合が

７％のため、一時金も同様の負担割に設定していま

す。これと併せて、後期高齢者医療制度では、所得

割の引上げや限度額の現行66万円から24年は73万円

に、25年度は80万円へと引き上げます。これによっ

て自然増による引上げを加味した後期高齢者医療の

保険料は、平均年７万7,700円（22年度・23年度）

から25年度は9,500円も増えて、８万7,200円へ引き

上げます。年収200万円の人は3,900円の増です。昨

年10月に窓口負担２倍化が強行されたばかりなの

に、さらなる負担増が追い打ちをかけるもので、計

画撤回と出産育児一時金の国庫負担継続が求められ

ていると考えますが、見解を伺います。 

 二つには、国民健康保険についてです。 

 厚労省は、昨年11月、都道府県内での保険料水準

の統一化を進めるため、今後、国が保険料水準統一

化プランを策定すると明らかにしました。全ての都

道府県がそれぞれの国保運営方針で統一化について

言及し、目標年度を定めているのは18、未定が29と

なっているようです。 

 政府はこうした状況を打開しようと、今後想定す

るプランでは、保険料水準の趣旨や課題の解決方

法、市町村との合意形成の事例などを盛り込むとし

ています。保険料の統一化の押しつけは、自治体独

自の保険料引下げができないなど、加入者への一層

の負担増につながるおそれがあると考えますが、見

解を伺います。 

 二つには、産前産後の国保料免除についてです。 

 国は、産前産後の国保料免除として当初予算に４

億円を計上しています。厚労省は、2024年１月か

ら、産前産後の期間（４か月）の国民健康保険の均

等割と所得割を免除する制度を導入します。被用者

保険と異なり、国保にはこうした制度がありません

でした。この制度が導入された場合、当市への影響

はどの程度あると試算しているのか伺います。 

 三つには、子ども医療費助成をした場合のペナル

ティーについてです。 

 自治体が独自に子ども医療費助成をした場合に、

国庫負担が減額されるペナルティーが課せられてい

ます。子ども医療費助成制度は、既に通院は中学校

卒業までと高校卒業までとを合わせると95％の市区

町村に拡大しています。県段階では、新たに岩手県

や群馬県などが、高校卒業までに拡大することを表

明しています。全国知事会は昨年７月、ペナルティ

ー全廃と全国一律の医療費助成制度創設を求めてい

ます。 

 そこで伺いますが、国のペナルティーによる当市

への影響額は、どの程度あると試算しているのか伺

います。また、当市としてもペナルティーの廃止を

求めるべきと考えますが見解を伺います。 

 四つには、子ども医療費助成に係る国民健康保険

の国庫負担減額調整措置についてです。 

 子ども医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担

減額調整措置については、未就学児に限らず全て廃

止するとともに、国の責任において子ども医療に関

わる全国一律の制度を創設することを求めていま

す。また、全国知事会の提案・要望では、子供の均

等割の軽減についても、対象年齢拡大と軽減拡充を

求めています。当市も国に対し、子供の均等割の軽

減と拡充を求めるべきと考えますが見解を求めま

す。 

 ３点目に、介護保険についてです。 

 一つには、岸田政権は2024年度から介護保険利用

料を原則２割負担とするなど介護保険制度を改悪し

ようとしています。社会保障審議会（介護保険部

会）に改定案を提案し、12月中の取りまとめを受

け、翌年度の通常国会に提案される予定です。 

 国民は、この間、年金が減らされ、家族の給料も

上がらず、食料、日用品、燃料費など続々と値上が

りしているなど、負担が大きくなるばかりでありま

す。 

 全日本民主医療機関連合会のアンケート調査によ

ると、もし利用料が２割負担になったとしたらどう

するかの問いに、今までどおりが45.8％、サービス

の利用回数や時間を減らす27％、サービスの利用を
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中止する8.9％となり、約37％の方々が利用を制限

すると言っています。 

 また、利用料２割負担の対象拡大が老健施設など

の多床室の有料化などについての議論が2022年度は

先送りされました。しかし、厚労省は23年度夏まで

に結論を得るとしています。これ以上の利用者への

負担を強いることは、何のための介護保険なのか

と、厳しく問われる問題ではないかと考えますが、

見解を伺います。 

 二つには、ケアプラン作成の有料化についてで

す。 

 介護サービスを利用するときに必要な介護サービ

スの計画表をケアプランと言っていますが、これま

で、積極的にサービスを利用できるようにする目的

から利用者負担がありませんでした。しかし、財務

省は、2024年の有料化を提案しています。この計画

には多くの事業所が反対をしています。有料化によ

って、介護サービスを諦める人が増える、ケアプラ

ン変更のたびに利用者に負担がかかり、利用控えの

原因となると危惧をする声が広がっています。ケア

プラン作成の有料化に反対する意思表示をすべきと

考えますが見解を伺います。 

 三つには、第９期介護保険事業計画策定について

です。 

 来年４月に発表される全国全ての自治体で第９期

介護保険事業計画改定に向けての取組に拍車がかか

っています。特に重要なのは、今年の年末までの介

護予防・日常生活圏域ニーズ調査です。各自治体で

高齢者に対して健康アンケートが行われますが、そ

のモデル設問が８月に厚労省から各自治体に示され

ます。今、認知症の問題が大きな課題となっている

介護保険計画ですので、最大の危険因子とされる難

聴問題は避けて通れないと考えますが、計画に反映

されるのか伺います。 

 あわせて、新年度予算に軽度、中程度の難聴者に

対して補聴器の助成をすることは、私も一般質問で

取り上げてきたことから評価をするものですが、具

体的な費用の一部助成とはどういうものなのか伺い

ます。 

 四つには、生活保護についてです。 

 厚労省は、生活保護基準を10月から見直しをする

と聞きます。扶助基準について足元の社会経済情勢

等を踏まえるとして、2023年度から24年度について

は、月額1,000円を加算するようです。加算したと

しても現行の基準額より減額となる世帯は、現行基

準を保障するとしています。しかし、75歳以上の世

帯の改定率はゼロから0.6％となっており、急速な

物価上昇の下では実質大幅減です。物価高に見合う

保護費の引上げが必要と考えますが見解を伺いま

す。 

 五つには、児童虐待についてです。 

 近年、児童への虐待が増えています。国は、新た

な児童虐待防止対策体制総合プランを策定し、2023

年度から２年間で、児童福祉士を5,780人から6,850

人へ、児童心理士を４年間で2,350人から3,300人へ

増員します。しかし、児童相談所は、この地域にお

いては北見にしかなく実態を把握するのは困難な状

況に思えます。 

 そこで、網走市内における児童虐待の実態につい

て、どのように把握しているのか伺います。 

 ７項目めは、観光についてです。 

 流氷館展示物リニューアルについてですが、オホ

ーツク流氷館の改修が昨年行われ、今年１月にリニ

ューアルした流氷館が誕生しました。観光客の入り

込みの状況はどうなっているのか。現時点での入場

者の反応や感想にはどのようなものがあるのか伺い

ます。 

 また、流氷館は温暖化防止のための学習施設とし

て位置づけて各学校の研修場所として利用してもら

う機会をもっと増やすことが求められていると思い

ますが、見解を伺います。 

 ８項目めは、地域公共交通についてです。 

 １点目に、市政執行方針にあるように、持続可能

な公共交通ネットワークの構築に向けて、オンデマ

ンドバス、どこバスの本格運行が始まります。私た

ちが行ったアンケートでは高い利用料金のために気

軽に利用できないという声が多くありました。他の

都市でも行っているように、料金をどこでも一律

300円とする必要があると考えますが、見解を伺い

ます。 

 ２点目に、昨年も指摘しましたが、あらゆる分野

において人手不足が問題となっています。事業者と

の情報交換ではどのような課題があったのか、それ

に対する必要な支援はどのようなものなのか伺いま

す。 

 ３点目に、ＪＲの問題です。 

 網走公共交通計画では石北本線は網走・北見と旭

川・札幌圏をつなぐ重要な路線です。特急列車の運

行のほか、農産品などを輸送する広域物流ルートと

しての役割を担っているとしています。釧網本線
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は、網走と釧路をつなぐ路線で、オホーツク海の流

氷、世界自然遺産知床など、沿線に数多くの観光地

を有する全国的にも極めてまれな路線です。釧網本

線を走る流氷物語号は、移動そのものが体験型観光

だと書いてあります。 

 ＪＲも石北本線、釧網本線は、ＪＲ北海道単独で

は維持が困難な路線で、沿線自治体の負担が必要だ

としています。しかし、網走市をはじめ沿線自治体

の多くは財政力も小さく、過疎や地域経済の疲弊に

苦しんでいます。廃線か、財政破綻かの悪魔の選択

を迫られることになってしまいます。そもそもこれ

は35年前の国が行った分割民営化の破綻を示すもの

です。網走公共交通計画には、その点が示されてお

らず、ＪＲのアクションに対応することだけです。

このままでは、釧網本線も石北本線も廃線の危機と

なってしまいます。鉄道は、通勤、通学、通院、買

物をはじめ生活に必要な移動手段です。また観光や

地域の産業振興にとっても大事な基盤です。採算性

や市場原理を振りかざし、地方の公共サービス、公

的施設を縮小・廃止してきたことが、人口減少、若

い世代の流出を激化させるという悪循環をつくって

しまっています。沿線自治体はまとまって、国に対

して、自治体任せにせず国がしっかりと鉄道を維持

するよう求めるべきと考えますが、市長の見解を伺

います。 

 ＪＲが道や沿線自治体とまとめた利用促進策第２

期アクションプランは2023年が最終年となります。

これまでの現状についての協議の内容、また最終年

に向けてどういったことが行われるのか伺います。 

 次に、全国鉄道網は脱炭素社会を目指すために失

ってはならない公共の財産です。単位輸送量当たり

のＣＯ₂排出量は、旅客輸送で、鉄道は乗用車の

13％、航空機の17％、バスの30％。貨物輸送では、

鉄道は自家用貨物車の 1.5％、営業用貨物車の

８％、圧倒的な優位にあります。ＥＵでは脱炭素社

会に向けた取組に、鉄道の利用拡大が大きく位置づ

けられています。鉄道から自動車・トラックへの転

換は、気候危機打開、脱炭素社会に向けた逆行で

す。全国鉄道網の維持・活性化を脱炭素社会に向け

た重要な柱に位置づけ、気動車のハイブリッド化や

蓄電池車など、鉄道事業の省エネ化、低排出化を進

めることと併せて、鉄道利用を拡大することが必要

と思いますが、見解を伺います。 

 ９項目めは、農業、漁業についてです。 

 １点目に、農業問題では、昨年になって肥料、飼

料の約２倍にもなる価格の高騰が明らかになり、農

業、酪農・畜産業へ大きな打撃となるものでありま

した。 

 国の２次補正で、農林水産省予算では飼料価格を

抑える農家向け支援を講じていますが、抜本的な解

決とは言えないと認識しています。 

 酪農では、飼料の価格の値上がりが示された中

で、加えて、近年になって様々な影響を受けて雄の

子牛の買値がつかない状況が続いています。昨年は

１頭当たり100円で引き取られるケースがありまし

た。酪農家はやむを得ず引き取ってもらったと聞い

ております。あまりにも異常な状況であり、先行き

が見えない厳しい状況となっています。 

 そこで１点目に、この異常な状況の下では国の抜

本的な支援と対策が求められていると思いますが、

これまでの支援策と今後の見通しについて伺いま

す。 

 ２点目に、農家も酪農家も後継者不足が指摘され

てきましたが、依然として改善されず離農に追い込

まれるケースがあると聞きます。後継者問題と離農

者について、どのように認識しているか伺います。 

 ３点目に、農業では近い将来に畑作三品だけでは

農業が成り立たない状況が来ると思われます。畑作

三品に代わる作物について、検討する必要があると

考えますが見解を伺います。 

 ４点目に、酪農では国の政策で乳量の生産を上げ

るために、高い投資をして増産することで経営を続

ける予定でありました。しかし、近年、新型コロナ

の影響で生乳の消費が大幅に下がり、生乳が余り投

棄する状況にあると聞きます。また、畜産業も飼料

や資材の高騰で経営が厳しくなっているのではない

でしょうか。このような状況について、市として、

現状認識と今後の対応について伺います。 

 ２点目に、漁業についてですが、国は燃油価格高

騰対策の基金を造成する漁業経営セーフティネット

構築事業に330億円計上しています。そこで、網走

におけるセーフティネット構築事業の活用につい

て、市はどのように把握しているのか伺います。 

 次に、網走湖の環境の悪化によるシジミ、ワカサ

ギへの影響が懸念されています。新年度予算でもヤ

マトシジミ資源安定化対策、網走湖水質・資源調査

事業などの事業が計画されています。この間、シジ

ミ漁では漁獲量の調整が行われてきました。また、

冬のワカサギ釣りの期間短縮などを行い、資源を確

保する努力が行われていますが、生産者も先行きが
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見えず、不安を抱えていますが、今後の見通しにつ

いて伺います。 

 10項目めは、環境についてです。 

 １点目に、一般廃棄物最終処分場についてです。 

 第１回臨時会の市長挨拶の中で、最終処分場に対

する市としての対応や要因について、昨年12月に

「市としての一般廃棄物処理の反省と検証」の詳細

内容を市議会に説明したとのことでした。また、こ

の間の最終処分場の使用が計画通り進んでいない状

況について市民の皆様のごみ排出に際し、御負担を

おかけしていることにおわびと今後の取組に理解と

協力を求めています。 

 しかしながら、議会としては昨年第１回定例会を

前にして、文教民生委員会として市長に対し、一つ

には、危機的状況にある一般廃棄物最終処分場の延

命を図るとして８項目、二つには、今後のごみ政策

を広く検討するに当たりとして６項目の提言を行い

ました。その後、この問題での市の対応は、残念な

がら誠実な対応ではありませんでした。その結果、

信頼関係が崩れるような事態になったことは、残念

で仕方がありません。この文教民生委員会の提言に

対して、市長はどのように向き合ってきたのか、丁

寧な説明を求めます。 

 ２点目に、ごみ処理の広域化と焼却処分について

であります。 

 この問題でも、市長は臨時会での市長挨拶で、ご

み処理の広域化については昨年の７月に斜網地区廃

棄物処理広域化推進協議会を１市４町で設立し協議

を進めている。当市の中間処理施設の考えとして、

建設候補地は大空町に効率的な中間処理と言われて

いる焼却処理施設があり、地理的な中間地点である

ことから候補地として検討を進める。中間処理施設

の方式については、検討の上、将来にわたって廃棄

物を地域において安定的かつ効率的に処理していく

ため、またこれまで取り組んできた資源の徹底した

分別を図りながら、焼却方式の中間処理の整備をし

ていくという考え方と令和10年度供用開始を目指す

ことを表明しました。 

 この問題でも、文教民生委員会は、広域化及び中

間処理への焼却の導入については、市民の間でも

様々な見解があり、スピードや結論だけを重視した

検討では、市民の理解や共感を得ることが困難であ

る。前提として、網走市単独のごみ処理の基本的な

考え方やビジョンを改めて共有し、広域化や中間処

理への焼却の導入の必要性が認識された上で検討に

入ることと提言しています。この提言をどのように

受け止め、今回の基本的な考え方が導き出されたの

か説明を求めます。 

 ３点目に、重油漏れ事故についてです。 

 昨年３月23日に事故が起きて、その日のうちに網

走市に報告があったのでありますが、しかし、事実

について議会には報告がありませんでした。 

 議会が事実を知ったのは、７月下旬に新聞報道を

通じてであります。つまり約４か月間にわたって議

会をはじめ関係者や市民には知らされなかったこと

になります。この重大な事故に当たっての市の対応

が、極めて問題であったと言わざるを得ません。 

 事故後の対応として、市は当初から対応するのは

北海道という認識でいたことであります。そもそも

網走市には環境基本条例が存在しているのに、その

条例に沿った対応がなかった。市民環境部として

は、環境問題であり環境基本条例に基づいて対応す

べきであったと思います。その上で、北海道の対応

も求めるというのが、本来の対応ではなかったかと

思いますが、事故後の初動の対応について、どのよ

うに考えているのか伺います。 

 11項目めは、核兵器廃絶についてです。 

 ロシアの核使用威嚇が続く中、アメリカは抑止力

を一層強化し、2023年は戦争か平和かが問われてい

ます。日本はアメリカと一緒に戦争する国づくりに

まっしぐらです。昨年の国連総会第１委員会でジブ

チの代表は「平和と軍縮を支持するために核兵器禁

止条約への参加に着実に取り組む」と表明し、未署

名の国々に署名を呼びかけ１月９日に自ら署名をし

ました。 

 核兵器禁止条約は署名92か国、批准68か国と、あ

と５か国の署名で署名国は国連加盟国の過半数に達

します。核兵器に反対する国際規範を強化し、核保

有国と核依存国への大きな圧力になります。国連憲

章を生かし、今注目されている戦争回避・防止のた

めの東南アジア諸国連合とも連携を深め、多国間の

安全保障を実現することが求められていると思いま

すが、見解を伺います。 

 また、日本は唯一の戦争被爆国ですが、なぜか日

本政府は核兵器禁止条約に署名・批准していませ

ん。網走市議会が意見書を採択したように、市長か

らも政府に対して署名・批准をするよう求めるべき

と考えますが見解を伺います。 

 12項目めは、ジェンダー平等についてです。 

 日本共産党は、2020年の第28回党大会で、綱領に
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ジェンダー平等を掲げました。今、しんぶん赤旗を

はじめ新聞紙上でジェンダーに関する記事が出てい

ます。社会でも自衛隊内での性暴力を告発し、事実

を認めさせ謝罪させた五ノ井里奈さんら性暴力・性

被害の根絶を目指す勇気ある闘いが、フラワーデモ

とも連携して継続されています。 

 2017年頃から日本でも世界でも、性暴力やハラス

メントに声を上げる♯ＭｅＴｏｏ、声を上げた人を

孤立させないとする♯ＷｉｔｈＹｏｕの運動が大き

く広がりました。 

 日本でも元ＴＢＳ記者からのレイプ被害を告発し

た伊藤沙織さんの記者会見、財務省事務次官による

セクシャルハラスメント事件、医学部受験生入試減

点事件などが次々起こり、性差別・性暴力を許さな

いという世論が沸騰しました。性的マイノリティー

をめぐっても2019年２月から、法律上同性の者同士

の婚姻を求める日本初の訴訟が全国４か所（東京、

大阪、札幌、名古屋）の地方裁判所で始まるという

画期的な動きがありました。 

 私たちの身近にも、「男性は結婚して家族を養っ

て一人前」「女性は子供を産んだら仕事を控えて育

児に専念すべき」など、男はこうだ、女はこうある

べきというようなものの見方、考え方、価値観があ

ふれていると思います。家庭でも学校でも地域社会

でもメディアの中でも、その価値観はシャワーのよ

うに降り注ぎ、誰もが影響を受けています。そうい

う意味で、ジェンダーは社会的・文化的につくられ

た性差と一般的に定義されています。当市の庁内に

おいてジェンダー、ジェンダー平等についての取組

はどうなっているのか、現状と今後の対応について

伺います。 

 最後に、教育についてです。 

 １点目に、学校給食についてであります。 

 教育長の教育行政執行では、「給食用備品の整備

や設備の改善を進めるとともに、子供たちに安全で

安心な学校給食を継続して、安定的に提供していく

ための運営体制づくりを進めていく」と昨年と同様

の内容です。 

 今年から潮見小学校が親子給食になります。ま

た、南地区調理場は最大の調理場となります。今後

の安定的に提供していくために運営体制を市職員と

会計年度職員をどのような体制で運営するのか伺い

ます。 

 ２点目に、給食調理員の確保についてです。 

 安定的に供給できる運営体制をつくると言ってい

ますが、正職員が減る中で、会計年度任用職員の負

担は重くなるばかりです。時間内に終わらせなけれ

ばならないプレッシャーの中、給食調理の現場は本

当に大変です。その働きに見合う待遇となっていな

いのが給食調理員が退職する要因の一つと考えま

す。今も給食調理員は減ったままだと思いますが、

正職員化するなど抜本的な改善をする必要があると

思いますが、見解を伺います。 

 ３点目に、全国高校総合体育大会、通称インター

ハイのボート競技についてです。 

 今年７月末に網走湖を会場にして行われるインタ

ーハイのボート競技ですが、大会の準備はどこまで

進んでいるのか伺います。 

 ボート競技を受け入れた網走市はスムーズな大会

運営を行う責任があります。桟橋、競技用ボート、

運営体制、会場設営など計画はどうなっているの

か。また、計画に対してどこまで進んでいるのか伺

います。 

 本番に向けてプレ大会を行う必要があると思いま

すが、どのように考えているのか伺います。 

 以上、市長並びに教育長の積極的な答弁を求めて

質問を終わります。 

○金兵智則副議長 ここで暫時休憩をいたします。 

 再開は10分後といたします。 

午前10時54分休憩 

午前11時04分再開 

○金兵智則副議長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 日本共産党議員団、松浦敏司議員の代表質問に対

する答弁から。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 日本共産党議員団、松

浦議員の御質問にお答えをいたします。 

 初めに、岸田政権についてでありますが、政府は

外交、防衛の基本方針である国家安全保障戦略、防

衛の目標と手段を示す国家防衛戦略、防衛費の総額

や装備品の整備規模を定めた防衛力整備計画の安保

３文書の改訂が閣議決定され、宇宙、サイバー、電

磁波の領域も含めて対処できるよう強化するとして

います。安保３文書で、中国は十分な透明性を欠い

たまま軍事力を広範かつ急速に増強、東シナ海にお

ける力による一方的な現状変更の試みの強化、経済

的威圧など、我が国と国際社会の深刻な懸念事項で

あり、北朝鮮は大量破壊兵器や弾道ミサイル等の増

強に集中的に取り組むなど、従前より一層重大かつ
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差し迫った脅威と述べられております。 

 岸田首相は記者会見で、国民の命、暮らしを守る

ために防衛力の抜本強化をしていくと述べられ、ロ

シアによるウクライナ侵攻、北朝鮮のミサイル発射

など、国民が不安となることが続く中、厳しい判断

の連続とうかがうところでございます。 

 次に、原発再稼働についての評価でありますが、

東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故は

甚大な被害をもたらし、12年がたった今もその傷は

癒えておりません。原子力発電により電気の安定供

給ができるものとする一方、事故が発生した場合の

影響も大きいものであると思います。 

 原発については、国が専門家による原子力規制委

員会の意見を踏まえ、内閣の責任において適切に判

断されるものと考えております。 

 次に、国の新年度予算についてでありますが、令

和５年度予算は、令和４年度補正予算と一体とし

て、物価高を克服しつつ経済を一段高い成長戦略に

乗せていくことを目指すとしています。予算総額は

11年連続で過去最大を更新する中で、税収は69兆

4,400億円と過去最高となっておりますが、公債依

存度は31.1％と依然高いことに変わりはないものと

考えております。また、地方財政計画では、一般財

源総額が前年度を上回り確保されるとともに、臨時

財政対策債は前年度から0.8兆円減の１兆円とな

り、財源の質が改善されておりますので、地方財政

に対して一定の配慮はなされたものと受け止めてい

るところです。 

 これら国政に関する諸問題につきましては、国会

における議論を通して行われるものと存じますが、

私ども地方の意見は全国市長会を通して、しっかり

と国に伝えていかなければならないものと考えてお

ります。 

 次に、財政の見通しについてでありますが、長期

的な財政の見通しについてでありますけれども、見

通しは持ち合わせておりませんが、例年５年先まで

の中期財政収支見通しを策定しながら予算編成に当

たっているところであります。 

 令和４年度に策定をした令和８年までの中期見通

しでは、５年間で約28億円の収支不足を見込んだと

ころですが、起債残高では令和３年度末の337億円

から令和８年度末には307億円に減少、公債費でも

令和４年度の33億3,000万円から令和８年度には31

億6,000万円に減少すると見込んでおります。 

 また、令和３年度の財政の健全化指標では、実質

公債費比率が16.9％、将来負担比率が107.4％と、

いずれも改善基調には変わりはありません。今後、

新庁舎以外の大型建設事業を控えておりますので、

引き続き健全な財政運営と市民満足度の向上の両立

を目指してまいります。 

 次に、職員の採用についてでありますが、近年は

新たな課題への対応として、一部の職場において職

員の負担が増しているという実態があるものと認識

をしております。令和５年度より始まる定年の段階

的引上げ期間中におきましても、職員の採用は継続

して必要な人員を確保できるよう努めてまいりま

す。 

 次に、新型コロナウイルス感染症５類変更による

市の対応と周知についてでありますが、５月８日か

ら新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づ

けが５類に変更され、患者等への対応や医療提供体

制などこれまで講じてきた各種の政策、措置が見直

されることとなります。市といたしましては、感染

状況に応じた対応が必要な状況も懸念をされるた

め、市民への情報提供、検査体制の確保、資機材の

備蓄、ワクチン接種に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 また、重症化リスクの高い高齢者等が生活する施

設における感染が発生した場合には、引き続き、感

染状況に応じた対応が必要であると考えておりま

す。当面は感染防止対策に要する消耗品等の備蓄を

継続してまいります。 

 次に、公費負担廃止に対する市の見解とのことで

ございますが、医療費につきましては、報道等によ

り、これまで公費で賄われてきた検査や外来診療に

係る自己負担などの在り方が報じられ、また北海道

による情報提供では、外来や在宅における医療の提

供に伴う公費負担の仕組みなどを検討するとしてお

りますが、現時点で詳細は示されておりません。 

 市といたしましては、感染防上の位置づけ変更に

伴う対応と認識をしておりますが、国は関係機関と

調整をした上で方針を決定するとしております。そ

の動向を注視してまいりたいと存じます。 

 次に、オホーツク海沿岸の津波浸水想定について

でありますが、北海道による新たな想定では、当市

では津波到達時間の最短は能取湖口付近で13分、最

大津波高は二ツ岩から美岬にかけて5.4メートルが

示されたところであります。 

 今回の津波想定の見直しに伴い、新たなハザード

マップを作成し全戸に配布を予定しておりますが、
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これを機に改めて早期避難、災害への備えを呼びか

けるとともに、防災ラジオの貸与対象者を浸水想定

区域にお住まいの方や事業者の方を新たに加えるな

どの情報伝達の強化、自主防災組織による訓練への

支援、防災講演会の開催などに取り組み、防災意識

の向上に努めてまいります。 

 次に、地域防災訓練についてでありますが、令和

４年度では海岸町、向陽ヶ丘地区、大曲地区で避難

訓練が実施され、総勢181名の方が参加をされたと

ころであります。地域の防災訓練を通して、避難経

路の確認や防災に関する知識の習得、防災意識の向

上を図ることは大変有意義であると考えており、新

年度では自主防災組織が行う地域防災訓練に対し、

新たに費用面での支援に取り組み、町内会連合会や

社会福祉協議会と連携し、自主防災組織が活動しや

すい環境を整えてまいります。また、ケアマネジャ

ーなど関係者皆さんと御協力の下、災害時要支援者

の個別避難計画の作成を進めているところでありま

す。 

 次に、市内事業者への影響についてであります

が、日本銀行において本年１月に公表された経済物

価情勢の展望において、物価の先行きは生鮮食品を

除く消費者物価の前年比は輸入物価の上昇を起点と

する価格転嫁の影響から高めの伸びとなった後、そ

うした影響の減衰に加え、政府の経済対策によるエ

ネルギー価格の押し下げ効果もあって、来年度半ば

にかけて減速していくものと予想されております。

その後は経済が改善し賃金上昇率も高まる下で、再

び緩やかに上昇していくものと見られています。 

 一方、海外の経済物価動向、今後のウクライナ情

勢の展開や資源価格の動向、内外の感染症の動向や

その影響など、日本経済をめぐるリスクは極めて高

く、その下で金融為替市場の動向と日本経済物価へ

の影響にも十分注意を払う必要があるとしておりま

す。市内事業者の状況でありますが、セーフティネ

ット保証認定では、令和２年度が305件、令和３年

度が19件となっており、令和２年度に多くの事業者

がコロナ関連融資、いわゆるゼロゼロ融資を受けて

いるものと認識をしております。金融機関によりま

すと、３年据置きの事業者が多いと伺っております

ので、新聞などで報道されておりますが、当市にお

いても返済開始の時期が今年の７月から来年４月に

集中するものと考えています。 

 また、本年度実施をした労働実態調査では、新型

コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響調査では、

影響なしが約43％、回復傾向が28％となっており、

回復の兆しが見られる一方、原油、原材料高の影響

調査では、悪影響、悪化傾向が全体の60％となって

いる状況であります。 

 市といたしましては、国内外の情勢を注視すると

ともに、引き続き商工会議所や金融機関など関係機

関との情報交換により状況を把握していくほか、ウ

ェブによるアンケート調査の実施なども検討しなが

ら、事業者の状況把握に努め適宜対応してまいりた

いと考えております。 

 次に、市のインボイス売手としての対応について

でありますが、一般会計、六つの特別会計、三つの

公営企業とも３月までにインボイス登録をする予定

であります。 

 次に、買手としての対応ですが、多くの事業者の

方がインボイス登録をされていると考えております

が、一般会計では特例により消費税の申告義務が免

除されていることから、インボイス未登録事業者と

の契約により不利益を生じることはないものと理解

をしております。 

 一方、水道などの公営企業や特別会計において

は、未登録者との契約では税額控除ができなくなり

影響が生じるものとなりますので、インボイス登録

状況の確認と登録の呼びかけをしてまいりたいと存

じます。 

 次に、一般世帯における太陽光発電による売電に

ついてでありますが、資源エネルギー庁から太陽光

発電で売電を行っている方に対し、インボイス制度

登録に係るはがきが届いているようですが、対象は

課税事業者となっており、資源エネルギー庁のホー

ムページによりますと、サラリーマンなどの給与所

得者で自宅に設置した太陽光発電設備から生じた電

気の余剰売電の収入については、消費税の課税の対

象外と明示をされております。このことから、免税

事業者でもある一般家庭はインボイスの登録は不要

で、買取り価格の変更もないものと承知をしており

ます。 

 次に、若者の雇用安定対策についてであります

が、人口減少、少子高齢化社会において、若者の地

元定着は大変重要な課題と認識をしており、今年度

市内に新規就農、就職された30歳未満の方に対し、

奨励金の給付を始めたところであります。また、こ

れまで商工会議所共催で、高校３年生を対象とした

市内企業の就職説明会を行っておりますが、市内企

業から地元への就職促進のため、早い段階から企業
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説明を実施したいとの声があったことから、さらに

市内高校生１、２年生を対象として、就職前の段階

から就業意欲の向上と地元企業の認知度向上を図る

目的で企業説明会の開催を考えております。今後も

市内をはじめ様々な地元企業と情報交換を行ってい

くとともに、ハローワークとも連携を図りながら、

若者の地域定着に向けた取組を進めてまいります。 

 次に、後期高齢者医療制度への負担計画でありま

すが、国におきまして、全世帯対応型の持続可能な

社会保障制度を構築するため、関係法令等の改正を

進めているところであります。今後、生産年齢人口

が急激に減少していく中で、特に少子化について

は、コロナ禍で出生率が将来人口推計よりも７年程

度早く減少する状況となっており、少子化を克服し

子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者

医療制度が出産・育児一時金に係る費用の一部を支

援する仕組みを令和６年４月から導入することとさ

れ、現行の現役世代と後期高齢者の保険料負担に応

じ、後期高齢者医療制度の支援割合を対象額の７％

と設定されているものであります。高齢者負担率の

見直しにつきましては、現役世代の負担である後期

高齢者医療支援金が大きく増加しており、当面その

傾向が続く見込みであることから、現役世代の負担

上昇を抑制するため、令和６年度以降の後期高齢者

１人当たりの保険料と現役世代１人当たりの後期高

齢者支援金の伸び率が同じになるよう、高齢者負担

率の設定方法が見直されることとなっております。 

 なお、後期高齢者の負担増に対応するため、令和

６年度と７年度の出産・育児一時金の支援対象額を

２分の１とすること、保険料賦課限度額の２か年度

で段階的に引き上げ、一定以下の所得層について所

得割の２か年度での段階的引上げといった激変緩和

措置が取られることとなっております。 

 次に、国民健康保険料の統一化についてでありま

すが、平成30年度の国民健康保険都道府県化の際、

北海道が策定をした北海道国民健康保険運営方針に

おいて、国保の医療に要する費用及び財政の見通

し、標準的な保険料の算定方式や、事務の広域的及

び効率的な運営の推進などが示されております。こ

の運営方針の令和２年12月の改定において、負担の

公平化を進めること、また予期せぬ医療費の増加な

どの負担増加のリスクを軽減するため、令和12年度

を目途に統一保険料を目指すこととされました。 

 当市におきましては、我が国の国民皆保険制度を

維持していくため、北海道と共同して、持続可能で

安定的な国保事業の運営に努めているものでありま

す。運営方針に基づく保険料水準の統一に向けた取

組として、保険料賦課については、所得割、資産

割、均等割、平等割の４方式から、令和３年度から

資産割を廃止した３方式とし、標準的な保険料の算

定方法に合わせているところであります。 

 次に、産前産後の国保料免除はさらなる子育て世

帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産

する被保険者に係る産前産後期間相当分の保険料を

免除することについて、国が方針としているもので

あります。 

 令和４年度１人当たりの保険料などから算定した

１年分の保険料の免除見込額は、おおよそ126万円

となります。国保料免除について、国が２分の１、

道が４分の１、市が４分の１を負担することから、

当市の影響額は１年分で32万円と見込んでいるとこ

ろであります。 

 次に、子ども医療費等の市単独助成分に係る国民

健康保険の国庫負担減額措置につきましては、子ど

も医療、重度心身障害者医療、ひとり親医療に係る

福祉医療助成分で、令和５年度の影響額は540万

7,000円と見込んでおります。この国庫負担金減額

措置につきましては、当市におきましても国に対

し、全道市長会を通じ廃止を求めてまいります。 

 子供の均等割保険料の軽減拡大につきましては、

国民健康保険制度改正により、令和４年度から未就

学児の均等割保険料について、５割の軽減ができる

ようになり、当市におきましても令和４年度分の保

険料からこの軽減を実施をしているところでありま

す。 

 医療保険制度間の公平と子育て世帯の負担軽減の

観点から、当市におきましても国に対し、全道市長

会を通じ、対象年齢の拡大及び軽減割合の拡大を求

めるところであります。 

 次に、介護保険利用料の負担割合についてであり

ますが、昨年12月の社会保障審議会（介護保険部

会）において、2024年の介護保険制度改正に向けた

意見書が大筋で了承され、利用料２割負担の対象者

拡大及び介護老人保健施設の多床室有料化について

は、この夏までに結論が出されるものと認識をして

おります。現状、２割、３割負担の対象は一定以上

の所得のある方に限定され、当市では要支援、要介

護認定の６％が該当いたしますが、サービスの利用

者負担が定められた限度額を超えた場合は、高額介

護サービス費が支給をされます。利用料２割負担の
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対象者拡大につきましては、後期高齢者医療の窓口

負担２割が所得の上位30％に拡大されたことなどを

踏まえ、高齢者の生活への影響も把握した中で検討

するとしていることから、引き続きその動向を注視

していきたいと、このように考えております。 

 次に、ケアプラン作成の有料化についてでありま

すが、厚生労働省は2024年の介護保険制度改正に向

け、ケアプラン作成に伴う利用者負担の導入を検討

してまいりましたが、社会保障審議会（介護保険部

会）の意見を踏まえ、次回に先送りすることとなっ

ております。 

 現在、ケアプラン作成に係る費用につきまして

は、公費と介護保険料で負担されますが、議員御指

摘のとおり、懸念される意見もあることから、今後

2027年の制度改正に向けた議論が進められると考え

ております。引き続き国の動向を注視するととも

に、網走市ケアマネジャー連絡協議会や居宅介護支

援事業所との意見交換を踏まえ、必要に応じ市長会

を通じ国に要望することを考えております。 

 次に、認知症の危険因子となる難聴問題について

でありますが、聴力の低下につきましては、聞き返

しや聞き誤りが生じ会話が消極的になることで、コ

ミュニケーション機会の喪失や社会的孤立につなが

り、認知症のリスクを高める可能性があるとされて

いるため、今後難聴が危険因子であることに視点を

置いた取組が必要であると考えております。 

 本年４月に設置する第９期高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画策定委員会において、認知症の危

険因子とされる難聴に関連した事項を介護予防・日

常生活圏域ニーズ調査及び計画に反映することで提

案、議論することで進めてまいりたいと存じます。 

 次に、軽度・中等度難聴者補聴器購入助成事業

は、身体障害者手帳の交付基準に該当しない難聴者

を対象として、補聴器購入に要する費用の一部を助

成し、日常生活の便宜を図り、もって当該難聴者の

福祉の増進に資することを目的としております。具

体的には、両耳の聴力レベルが40デシベル以上等の

要件に該当する難聴者を対象として、障害者総合支

援法に基づく基準額の３分の２の額、または５万円

のいずれか少ない額を助成いたします。また、申請

者またはその配偶者の市民税均等割が課税の場合は

１割の本人負担が生じるため、助成対象額から本人

負担額を差し引き、助成するものであります。な

お、対象者が18歳未満の場合は、従来の軽度・中等

度難聴児に対する補聴器購入費等支給事業による助

成を継続をいたします。 

 次に、生活保護費の引上げについてであります

が、生活保護基準は一般低所得者世帯の消費実態と

の均衡を図るため、社会保障審議会による検証等を

踏まえ国が定めるものであります。令和５年10月以

降の生活保護基準の見直しにつきましては、社会保

障審議会での議論経過や社会経済情勢を踏まえた対

応といたしまして、令和５年度から６年度の２年間

に限定し、１人当たり月額1,000円を臨時的、特例

的に加算することとしております。これにより、３

級地に該当する網走市では世帯類型別の平均で

3.4％の引上げが見込まれます。市といたしまして

は、様々な分野における物価高騰の長期化が市民生

活に影響を与えると認識をしているため、健康で文

化的な最低限度の生活を保障する最後のセーフティ

ネットとして、国が定めた基準に基づき、生活保護

制度を適切に運用してまいります。 

 次に、虐待の相談や通告につきましては、学校や

保健所等から連絡を受ける場合や市民からの通告に

より、警察から連絡を受ける場合など様々でありま

す。相談や通告があった場合は、児童相談所をはじ

めとする関係機関が連携し、遅滞なく情報共有と実

態把握を行うとともに、対応が必要と判断される場

合は、児童等への適切な支援を目的とした網走市要

保護児童対策地域協議会を開催し、関係機関が役割

分担の上、児童虐待の未然防止、早期発見、発生時

対応を行っているところであります。 

 次に、流氷館展示物リニューアル後の状況につい

てでありますが、１月20日にリニューアルオープン

から、２月20日までの約１か月間の有料入館者数は

１万6,274人、令和３年度との比較では309.3％で、

コロナ禍前の平成31年度比では83.2％という状況に

なっております。この時期は中華圏の春節と重なっ

ており、従来であれば日本への動きが活発となりま

すが、中国本土の旅行客が他国へシフトしているこ

と、インバウンド全体の戻りがこの地域では途上の

上、比較的順調な入館者数であると、このように考

えているところであります。 

 リニューアルに伴う来館者の反応につきまして

は、１階エントランスと地下展示エリアの改修を行

いましたが、流氷の写真を床面から壁面に広げたエ

ントランスでは、まるで流氷の上に乗ったような写

真撮影ができると好評であります。また、地下展示

エリアの壁面にはクリオネなどオホーツク海の生物

の水槽を埋め込んだスクリーンに360度カメラを使
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って撮影された流氷海中ライブ映像が映し出され、

スタッフの解説が終了すると拍手が起きるなど、来

館者の満足度は高いものと考えており、旅行者の

方々からも高く評価を頂いているところでありま

す。 

 このほか、学習施設としての活用についてであり

ますが、流氷館は年間を通して流氷に触れることの

できる観光施設であり、博物館のような学習支援機

能は有しておりませんが、地下展示エリア内、流氷

四季ガイドでは、地球温暖化問題、流氷のメカニズ

ムや生態系への影響に関する解説をタッチパネルで

行うことができ、さらに深掘りをして学ぶことが可

能となりました。 

 また、市内の小中学校の校外学習や道内外の修学

旅行などで、既に御利用いただいておりますが、主

に修学旅行生向けに行っている流氷体験テラス内で

の過冷却水の実験は流氷ができる仕組みを楽しみな

がら学べるものであり、今後においても、見て、触

れて、学べる施設として積極的に御利用いただける

よう働きかけをしてまいりたいと考えております。 

 次に、どこバスの料金についてでありますが、こ

れまでの実証運行を通じ、運行収益やハイヤー料金

との兼ね合いなどを総合的に考慮し、持続可能な運

行体制を考えると、本格運行においても現行の運賃

体系を維持する方向で、網走市地域公共交通活性化

協議会において決定をされたところであります。 

 また、定期券や回数券を本格運行においても継続

して実施する予定でありますので、利用者の皆様に

は利用頻度に応じ御活用をいただきたいと考えてい

るところであります。 

 次に、人手不足の支援についてでありますが、市

内事業者において人手不足は課題であると、このよ

うに認識をしております。これまで商工会議所と共

催で高校３年生を対象とした市内企業の就職説明会

を行っているほか、女性や高齢者をはじめとした働

く意欲のある方を対象とした企業説明会などを開催

し、人材確保に向けた取組を進めております。 

 また、市内企業から御相談で、地元への就職促進

のため、早い段階から企業説明を実施したいとの声

があったことから、さらに市内の高校１、２年生を

対象として、就職前の段階から就業意欲の向上と地

元企業の認知度向上を図る目的で企業説明会の開催

を考えております。このほか、公共交通事業者につ

いては、２種免許資格取得に係る支援の拡充、労働

環境改善に係る支援に加え、人材確保のための求人

に係る支援を追加し、公共交通の担い手の育成、確

保を推進してまいります。今後も市内をはじめ、

様々な地元企業と情報交換を行っていくとともに、

ハローワークとも連携を図りながら人材確保に向け

た取組を進めてまいります。 

 次に、ＪＲ路線の維持についてでありますが、こ

れまで第１期、第２期アクションプランに基づき、

地域利用と観光利用の促進に取り組んでおります

が、引き続きＪＲ北海道、沿線自治体、道、観光協

会、市民団体などとの連携に加え、市民の皆様にも

御協力を頂きながら、石北本線、釧網本線の維持存

続に向けて、地域一体となって取り組んでいきたい

と考えているところであります。 

 次に、アクションプランの取組についてでありま

すが、令和５年度はアクションプランの最終年とな

り、現在国において制度設計されている調査、実証

事業を実施し、その結果を踏まえた総括的な検証の

下、抜本的な改善方策をまとめていくこととなって

おります。 

 次に、ＪＲ路線維持による脱炭素化及び利用拡大

策についてでありますが、国土交通省では2050年カ

ーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向け、鉄

道分野からのＣＯ₂排出削減のための取組を進める

とともに、鉄道の特性を踏まえた再生可能エネルギ

ーの活用をこれまで以上に加速させ、また代替燃料

の可能性を検討するため、鉄道分野におけるカーボ

ンニュートラル加速化検討会を昨年３月に立ち上

げ、検討を行っているところであり、内容を注視し

てまいりたいと考えております。 

 当市におきましては、汽車遠足、学校の授業、中

学、高校の部活動やグループ旅行などに対して、運

賃助成や鉄道愛好団体が取り組む鉄路のにぎわい創

出への支援のほか、マイレール意識の醸成など、鉄

道の利用促進に努めております。鉄道の持つ様々な

優位性のほか多面的視点を持ちながら、今後沿線自

治体と鉄路の維持存続に向けて取り組んでまいりた

いと考えております。 

 次に、農業者支援策の状況及び今後の見通しです

が、飼料など生産資材費の高騰への影響は新型コロ

ナ禍での消費動向の変容や、初生牛価格の下落など

に相まって、特に酪農現場での非常に厳しい状況で

あると認識をしているところであります。 

 飼料価格の高騰対策については、価格安定制度に

基づく補塡が基本でありますが、国の支援として異

常補塡の基金積み増しのほか、異常補塡がされない
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差額について、令和４年度の第３四半期に引き続き

第４四半期についても特別補塡として緊急支援され

ることとなっております。 

 しかし一方で、現在の特別補塡などの対策につい

ては、一時的であるといった声もありますので、国

では再生産可能な農業とするためにも、生産者へ十

分還元される価格転嫁の仕組みについて議論されて

いることから、今後こうした動向についても注視を

してまいりたいと、このように考えております。 

 次に、農業は重要な基幹産業であり、担い手確保

は重要な課題であると認識をしております。後継者

対策は、農業者で組織するＪＡが主体的に取り組ん

でいく必要があるとも考えておりますが、当市とい

たしましては、国の担い手対策の十分な活用に併

せ、担い手の確保、育成に向け、婚活事業、後継者

の育成研修事業、第三者継承を含めた新規就農者対

策などについて引き続き支援を行い、今後とも人と

農地を守っていくために、関係機関と連携してまい

りたいと、このように存じます。 

 次に、畑作三品に係る作物の検討についてであり

ますが、現在、新型コロナウイルスの影響や砂糖需

要の低迷などにより、てん菜向け交付金の対象数量

の上限が現状の64万トンから55万トンに段階的に削

減されることが示され、また、経営所得安定対策の

直接支払交付金も５中３の基準において、麦類やて

ん菜が引き下げられるなど、厳しい状況にあること

は認識をしております。しかしながら、国内では加

工バレイショ不足や食料安全保障の観点から、麦の

国産へのシフトなどの動きもありますが、当市にお

いては麦類の過作も大きな課題であり、一長一短の

課題であると認識をしております。土づくりの観点

からも、そして輪作体系の維持の面からも、畑作三

品が今後も主体となるべきものと考えております。 

 生産体系の検討につきましては、令和５年度に第

13期網走農業振興計画を策定するところであり、今

後さらなる網走農業発展のため、その中で議論を深

めてまいりたいと存じます。 

 次に、畜産業の飼料価格高騰などによる影響と今

後の対応についてでありますが、肥料や飼料など資

材価格高騰対策は、国において実施するものであり

ますが、当市といたしましては、畜産農家に寄り添

った形で配合飼料の価格高騰対策として独自に支援

を行ったところであり、肥料価格の高騰対策につい

ても本議会において補正予算を提案をしたところで

あります。今後も必要に応じ、ＪＡと連携し協議を

してまいりたいと存じます。 

 次に、漁業経営のセーフティネット構築事業につ

きましては、燃油価格や餌代の上昇に備えて、漁業

者、養殖事業者が国と資金を積み立て、燃料、飼料

価格が一定の基準を超えて上昇した場合に補塡金が

支払われる仕組みとなっております。補塡基準は四

半期ごとに燃油、飼料の平均価格が７中５期平均値

を超えた場合に支払われる仕組みとなっておりま

す。全ての漁業者が加入している状況ではありませ

んが、比較的燃料を消費する漁業において、加入、

活用されており、令和３年度では85件、令和４年は

83件が補塡を受けたと聞いているところでありま

す。 

 次に、網走湖では環境変化によりシジミ資源が減

少し、令和４年は漁獲は312トンと以前の半分程度

まで低下をしている状況にあります。また、ワカサ

ギについても、今年の氷下漁は記録的な不漁とな

り、例年の10分の１ほどの漁獲にとどまり、１月30

日に終了しております。このような中で、市といた

しましては、網走湖資源調査事業補助金、網走湖ヤ

マトシジミ資源安定化対策事業、網走湖シジミ種苗

生産支援事業補助金などにより支援をし、漁業関係

機関とともに網走湖の漁業資源の増大及び安定化に

取り組んでまいりたいと存じます。 

 次に、環境問題についてでありますが、昨年の３

月２日に文教民生委員会から最終処分場の延命と今

後のごみ政策に係る提言を頂き、今年度これら御提

言を踏まえた中で、文教民生委員会の所管事務調査

の中で11回の会議を開催をしていただき、多くの御

審議、御意見を賜り、最終処分場に対する市として

の対応や要因について、昨年12月の市としての一般

廃棄物処理の反省と検証をまとめ、その詳細内容に

ついて御説明をさせていただいたところでありま

す。今後におきましては、埋立て、堆肥化の処理の

改善、わかりやすい分別ルールの検討、市民の皆様

に理解と協力を頂ける啓発、広報を行っていくこと

とし、先般の文教民生委員会で最終処分場延命化方

針について御説明をさせていただいたところでもあ

ります。来年度におきましては、方針をさらに延命

化計画とし、新たに設置する審議会において進捗や

取組に御意見を頂きながら、最終処分場の延命化に

取り組んでまいりたいと存じます。 

 次に、廃棄物処理に対する考え方についてであり

ますが、広域化を進めるに当たりまして、一般廃棄

物処理行政の安定した執行を担う市としての検討と
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併せ、広域における関係町との協議も北海道の広域

化検討方針に基づく会議を通して進めている現状か

ら、さらなる検討を進めるため、昨年７月から１市

４町の枠組みを定めた協議会による検討を始めてい

るところであります。１市４町が課題と認識する一

般廃棄物処理に係る最終処分場の期限の到来、中間

処理施設の更新などの検討などから、令和10年度と

の目標年次を設定をしていくことといたしました。

文教民生委員会において、ごみ処理の広域化の状況

についての調査、協議を頂き、今年度事業となって

いるごみ処理の広域化計画を策定するに当たり、３

月23日までパブリックコメントにより市民の皆様か

ら御意見を頂くこととなっております。広域化計画

は１市４町でのごみの広域処理をすることについ

て、大枠となる考えをまとめたもので、市が広域で

行っていく基本的な考えをお示ししたものでありま

す。また、パブリックコメント期間中に広域化計画

の説明会を開催する予定としており、併せて費用試

算、最終処分場の延命化方針についても説明を予定

をさせていただいております。このような機会によ

り、網走市の考えを説明し、御理解、御意見を頂く

ことで、来年度以降、個別具体的な検討を進めてま

いりたいと存じます。 

 次に、重油漏れ事故についての対処、対応につい

てでありますが、本件は貯油施設からの燃料の漏え

いであるため、消防法による指導及び北海道の自治

事務である水質汚濁防止法により原因者が事故報告

を知事宛てに提出すべき案件であります。通常、同

様の事故では原因者が消防や北海道の指導を受け、

可及的速やかに汚染土壌を全量撤去することが事態

を収束する案件でありますが、今回はこの漏えい箇

所が網走湖に近いこと、さらには漏えい調査につい

て実施までに時間を要したこと、原因者による説明

が大幅に遅れたことによる不安感などにより事態が

大きくなったものと認識をしております。 

 市の環境基本条例につきましては、各種法令との

整合性を勘案した上で、環境保全及び創造に関する

基本理念を明文化したものであり、この条例であり

ますことから、今回の事案につきましては当事者で

ある北海道が水質汚濁防止法の対応により、取り扱

われるものと考えております。 

 次に、核兵器禁止条約に対する見解についてであ

りますが、核兵器の廃絶と戦争の根絶を願う中、現

状変更を企てる国家の侵略には国際秩序の根幹を揺

るがすものであり、許されないとの考えでいるとこ

ろであります。国際的な平和及び安全の維持を図る

とともに、国際社会との連携の下、適切な対応を図

るべきものと考えております。 

 次に、当市が加盟する平和首長会議において、令

和４年12月13日付で、内閣総理大臣宛てに核兵器廃

絶に向けた取組の推進を求める要請書と、第10回平

和首長会議の総会で採択した広島アピールを提出を

しているところであります。要請書には核兵器に依

存しない政策へ転換できるよう、社会環境を醸成す

るためにも政府に一日も早く、核兵器禁止条約の締

結国会議にオブザーバーとして参加するとともに、

核兵器禁止条約に署名、批准することの要請をして

いるところでもあります。要請に対し、岸田首相

は、「核兵器禁止条約は核兵器のない世界という目

標の出口に当たる重要な条約であり、核兵器国をい

かに近づけるかということが大きなポイントになる

と思っている。多くの方々がオブザーバー参加や署

名、批准を求めていることをしっかりと受け止めた

いと思うが、どう向き合っていくのか、まずは米国

との信頼関係をつくる中で考えていきたい」と述べ

られたところでありました。引き続き、平和首長会

議を通じ、政府に要請をしてまいりたいと存じま

す。 

 次に、ジェンダー平等についてでありますが、ジ

ェンダーは生物学的な性別に対し、男女の違いによ

って周りの人が無意識に抱く男らしさ、女らしさと

いったイメージや役割分担に基づく社会的性別であ

り、こうした社会的性別に基づく偏見や差別、不平

等をなくしていくことがジェンダー平等の実現であ

ると認識をしております。 

 庁内では、令和元年に改正された女性活躍推進法

に基づき、令和３年度から５か年を計画期間とする

第２次網走市特定事業主行動計画を策定し、固定的

な性別、役割分担意識の是正や性別に関わりのない

職務の機会付与、男性の家庭生活への参加促進など

を取組項目として挙げ、その進捗を図っているとこ

ろであり、この間育児休業の取得や管理職の登用な

どについては、男女において差を設けることなく取

り組んでおります。引き続き、職場におけるジェン

ダー平等に意を用いてまいりたいと存じます。 

○金兵智則副議長 教育長。 

○岩永雅浩教育長 －登壇－ 日本共産党議員団、

松浦議員の御質問にお答えをいたします。 

 初めに、学校給食についてでありますが、学校給

食の安定的な提供を図るため、今年度調理場の一部
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集約化を実施し、９か所ある調理場を令和５年度よ

り６か所にすることにより、適正な人員配置が可能

になると考えているところでございます。 

 令和５年度は、市職員は再任用２名を含め５名、

会計年度任用職員34名の合計39名の運営体制で学校

給食を提供してまいります。 

 次に、給食調理員の確保についてでありますが、

議員御指摘のとおり、現在も給食調理員は欠員が生

じている状況でございますが、市の方針として現業

の職員を補充する考えはないことから、引き続き会

計年度任用職員の確保に努めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 次に、インターハイボート競技大会に向けての進

捗状況についてでありますが、当初計画のとおり準

備を進めており、桟橋につきましては競技艇の出

艇、帰艇を審判艇と水路委員のモーターボート用と

して、現在使用している２本の桟橋に加え、仮設の

桟橋を４本設置することとしております。 

 大会で使用する競技艇につきましては、神奈川、

茨城、愛媛から借用することとし、既に各県から借

艇の了承を頂いており、現在具体的な借用手続につ

いて協議を進めているところでございます。 

 運営体制につきましては、全国高体連ボート専門

部と大会役員、審判員数の精査を、また北海道実行

委員会を通じて、高校生補助員の必要数について調

整を行っているところでございます。 

 会場設営に関する設計内容につきましては、現在

全国高体連ボート専門部による確認中であり、この

設計を基に今年７月上旬よりテント等の仮設物を設

置することとしております。 

 また、本番に向けたプレ大会につきましては、北

海道ボート協会と開催について協議をしてまいりま

したが、夏休み前に大会運営を担う近隣高校の教諭

や生徒を集めることが難しいことに加え、大会で使

用する設備、仮設物の設置が７月となりますので、

プレ大会と位置づける大会ではなく、会場設備設置

後に関係者が集まり、地元高校ボート部による本番

同様の模擬レースを行い、大会の流れ、設備の確認

を行うこととしております。 

○金兵智則副議長 若干時間も残っておりますが、

この後、網走市土地開発公社理事会が開催される予

定もありますので、ここで昼食のため暫時休憩いた

します。 

 再開は午後１時とします。 

午前11時50分休憩 

午後１時00分再開 

○金兵智則副議長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 代表質問を続行します。 

 公明クラブ、澤谷淳子議員。 

○澤谷淳子議員 －登壇－ 公明クラブの澤谷でご

ざいます。 

 長引くコロナ禍や昨年末の物価高騰、いまだ終結

の見通しが見えないウクライナ情勢、円安、世界的

なインフレなど、まだまだ先行き不透明な昨今で

す。しかしながら、コロナの感染状況は楽観できな

いものの行動規制がなくなったことで、社会・経済

活動が活発化し、先月、網走で開催された流氷まつ

りにも多くの観光客の皆さんと市民の皆さんが参加

してくださり、にぎわいが戻って明るい機運に包ま

れていました。本年は、国内外の難局を乗り越え、

日本が再生への歩みを着実に進めていくターニング

ポイントの年になればとの希望を感じるものでし

た。 

 それでは、公明クラブを代表いたしまして、市政

執行方針並びに教育行政方針について質問をさせて

いただきます。 

 初めに、当市の財政状況についてです。 

 農林水産省が２月に発表した2022年農林水産物・

食品の輸出額を見ますと、１兆4,148億円、前年比

14.3％、10年連続で過去最高を更新しました。コロ

ナ禍からの経済回復で外食向けが好調で、円安進行

により価格競争力が高まったことも追い風となっ

て、コロナ拡大前の2019年に比べても約5,000億円

も増えています。とりわけ昨年12月の輸出額では

1,308億円、前年同月比7.5％増と、単月としても過

去最高を記録しています。ホタテや日本酒、果物な

ど海外で根強い人気を誇る品目だけでなく、幅広い

項目で輸出は伸びており、関係者の皆様の努力のた

まものと敬意を表します。これらは、2030年輸出額

５兆円の政府目標の達成に向け、大きな弾みとなっ

ています。 

 当市はまさにこの一次産業、基幹産業の好調に支

えられながら、税収約49億6,000万円と増収が続い

ています。ありがたいことに、ふるさと寄附金も22

億円と年々増えております。ただ、重油漏れ事故の

真相がいまだ不明であることや、ふるさと寄附金も

ＰＲの工夫次第かもしれませんが、いつまでもこの

状況が続くかは未知数です。 

 コロナ禍にも人口減にも不思議と負けないで税収
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は増えている当市の今後の見通しについて見解を伺

います。 

 次に、ロシアのウクライナ侵攻などを背景とした

エネルギー価格高騰に対する支援についてです。 

 物価高騰の影響で家計の苦しさが増し、内閣府が

１月24日に公表した世論調査では、今後、政府が力

を入れるべき政策について物価対策が64％に上り、

最大の関心事になっていました。そもそも政府は、

地方創生臨時交付金を新型コロナの感染拡大の防止

と、その強い影響を受けて苦しんでいる住民の暮ら

しや地域経済の支援のため、各自治体の実績に応じ

て活用できる自由度の高い交付金を用意しました。

さらに、物価高騰対策として２回にわたって総合経

済対策を行い、特に国民の皆さんの苦しい生活の実

情を踏まえ、同交付金を拡充し、４月に１兆円、10

月には4,000億円を積み増しして、各自治体の判断

で自由な施策に活用できるよう交付金を分配してい

ます。当市も昨年末、物価高騰支援として１万円の

商品券を全世帯に配布できたところです。 

 しかし、厳寒の冬を迎え、電気料金の高さに悲鳴

が聞こえる今、さらに政府は前例なき支援策として

電気料金・都市ガス料金の値引きを始めました。１

月使用分から使用料に応じ、電気はキロワットアワ

ー毎７円、都市ガスは立方メートル毎30円を値引き

します。今後さらなる電気料金の値上がりが懸念さ

れることもあり、予備費を投入し、電気料金の追加

支援も検討すると報じられております。 

 今回、当市も水道料金２か月分減免の予算審査を

行いましたが、釧路市では水道の基本料金全額免除

を既に昨年９月に決定し、11月から２月の４か月

間、対策を講じています。物価高騰が続いた場合、

水道料金の減免延長、継続性についてはどのように

お考えでしょうか。また、都市ガスのない網走です

ので、ＬＰガスの値引きはいかがでしょうか。臨時

交付金において、電気・ガス・食料品等価格高騰重

点支援地方交付金が３月中に追加交付決定予定と聞

いております。ぜひともＬＰガスの値引き支援を実

施していただきたいです。見解をお伺いします。 

 次に、少子化対策です。 

 結婚新生活支援事業を、以前に一般質問させてい

ただきました。そのときは先進地のモデルにこだわ

り過ぎていましたので、残念ながら検討していただ

きましたが、実現には至りませんでした。もっとシ

ンプルに結婚したカップルが安心して生活になじめ

るよう家賃補助をしてはいかがでしょうか。新しい

生活をスタートさせるに当たり、経済的不安の軽減

に役立ったと、制度を利用した方は答えています。

生活に慣れてくる頃、第１子、第２子の誕生へとつ

ながるかもしれませんし、少子化対策の一環ですか

ら、行く行くは結婚の形を取らないまま妊婦さんに

なって、新たな居住環境に引っ越す場合など、制度

の対象外だとしても、当市独自の家賃の一部補助な

ど妊婦さんを応援するものになっていければと考え

ています。 

 特に当市は、子育て中の家族向け市営住宅の建設

があり、快適な住環境は子育て支援と少子化対策で

もあると認識されていると思いますので、結婚新生

活支援事業について理解は深いものと思っておりま

す。現在この制度をどのようにお考えでしょうか。 

 次に、新庁舎の建設に伴い、行政業務の効率化に

ついて伺います。 

 当市もマイナンバーカードを使って受けられるサ

ービスが増えてきましたが、北見市の書かない、回

さない、漏れがない窓口が、今注目の的になってい

ます。全国から視察要請があるそうで、来庁者にマ

イナンバーカードの活用や職員の聞き取りなどによ

る書かない窓口となっていて、利用者と職員双方に

手続時間の短縮や業務改善といったメリットがあ

り、政府が進める自治体ＤＸの一環として、北見の

取組が紹介された際、河野デジタル相も今後デジタ

ル庁で全国展開に向けたプロジェクトとして書かな

い窓口のメリットを享受できるよう頑張りたいとの

発言があったほどです。いよいよ令和６年供用開始

を控えた新庁舎での当市の窓口システムは、北見と

同等のものになるのでしょうか、構想を伺います。 

 次に、公営住宅の目的外使用・入居条件の変更に

ついて伺います。 

 60歳を迎えたとき、今までと処遇が変わり収入が

激減する職場も多いと思います。特に女性はもとも

と少ないことが多くて、入居しているアパート、マ

ンションの家賃がきつくなって転居もやむなしと考

えるようになります。しかし、市営住宅に申し込ん

でも、なかなか入居できないのが現状です。まず、

もともと単身者向け公営住宅が少なすぎて入居でき

ないので、年金が満額出るまで、60歳から処遇が変

わった人には65歳まで家賃補助してほしい、あるい

は長期空き家市営住宅には、年齢によらず単身者も

入居できるようにしてほしいとの要望をお聞きして

います。大曲の市営住宅は随時募集をしても、入居

に至らないこともあり、昨年も社員寮など目的外の
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使用で利活用してはと質問をしましたが、家賃補助

が難しくとも長期空き市営住宅の入居条件の緩和・

変更などについてはいかがでしょうか、見解をお伺

いいたします。 

 次に、保健医療についてお伺いします。 

 初めに、一般質問でも２度にわたって提案させて

いただいた帯状疱疹ワクチンへの助成が令和５年度

から実施されることになり、大変うれしく思ってお

ります。長引くコロナ禍に加え、ロシアのウクライ

ナの侵攻も１年を過ぎ、それによる物価高騰が深刻

化し、家計への圧迫が日に日に増えてくる中で、ス

トレスは増える一方です。加えて、全国各地で発生

している組織的な強盗殺人やトルコの大地震など、

いやでも不安感が増す時代にあって、帯状疱疹にな

ってしまったという方が身近な人でも増えてきてお

り、ワクチンの助成は大いに歓迎されるのではない

かと思います。最近では、テレビのコマーシャルで

も帯状疱疹のことが放映されるようになり、帯状疱

疹に対する理解はかなり進んだのではないでしょう

か。当市といたしましても、ワクチンへの助成制度

のスタートをきっかけに、発疹が出てから72時間以

内に薬を飲めば軽くて済むことや、帯状疱疹後の神

経痛のことなども併せて、わかりやすく周知してい

ただければ、たとえ帯状疱疹にかかったとしても、

健康寿命を延ばし、人生100年時代を楽しく過ごし

ていけると思います。具体的にどのように周知して

いくのか、さらに健康マイレージのポイントに加え

ていただけると普及も進むと思いますが、いかがで

しょうか。 

 また、子宮頸がんの定期接種に新たに９価ワクチ

ンが追加されたことも大きく評価したいと思ってお

ります。約８年間の実質接種勧奨中止状態を経て、

昨年４月から積極的勧奨が再開されましたが、この

間に世界ではワクチン接種は大きく進み、ワクチン

の種類もこれまでの２価と４価のワクチンから９価

ワクチンが世界の主流になっています。その訳は、

子宮頸がんの予防効果が90％という高い効果を得ら

れるだけでなく、女性の膣がんや男女ともに肛門が

んや中咽頭がん、喉頭がんにも効果があるからで

す。アメリカやイギリスでは、男女ともに定期接種

になっておりますが、日本では有料だったため、１

回約３万円、３回接種で約10万円という高額で、打

ちたくても打てないという状況でした。それが定期

接種になれば無料で打てるので大変な朗報です。ぜ

ひ９価ワクチンの効能を周知していただき、より多

くの方が打てるように取り組んでいただきたいと思

います。 

 昨年４月からのワクチンの接種状況と、副反応の

有無、具体的な周知の仕方、キャッチアップ事業の

進捗状況と併せて９価ワクチンの情報提供の方法を

お伺いいたします。 

 次に、開業医誘致推進事業ですが、2019年のスタ

ート以来、４件のクリニックがこの制度を活用して

市内に開業され、市民の皆様からは大変喜ばれてお

ります。今後も積極的に誘致に取り組んでいただき

たいと思います。 

 しかし、網走の人口も今や３万4,000人を切り、

今後も減る一方だと思われます。内科ばかりが増え

ると患者の奪い合いになり、病院の経営が成り立た

なくなる危険性もあるのではないでしょうか。休日

診療の体制を整えることも大切ですが、整形外科や

診療内科など、網走市に開業医がいない分野の誘致

も視野に入れていくべきではないでしょうか。今後

の開業医の誘致に対する市の見解をお伺いいたしま

す。 

 このたび導入が計画されている移動型の医療サー

ビスは、道内初となる医療ＭａａＳとして注目を集

めております。報道記事を読んだ市民の皆様から

も、既に期待の声を頂いております。これはオンラ

イン診療システムや医療機器を搭載した自動車ヘル

スケアモビリティーで、医療従事者が患者のもとへ

出向き、病院にいる医師がリモートで診察を行い、

現地に出向いた看護師が医療行為を行うという画期

的な地域医療システムですが、様々な利点があると

思います。事業の中身と利点について、また、今後

の構想についてお伺いいたします。 

 次に、効率的な除雪体制の確保についてお伺いい

たします。 

 降雪量が大変多く湿った重い雪が多かった昨年に

比べると、今年は比較的量も少なく、雪質も水分量

が少なくて助かっておりますが、それでも除雪の際

に寄せられる硬い雪の処理が大変だという声が後を

絶ちません。一方で、除雪を委託している事業者も

人手不足や高齢化など、多くの課題を抱えているの

が現状です。 

 それぞれの課題を整理してみると、地域の課題は

第一に除雪後に寄せられる出入口部分の雪かきに対

する負担感、第二に高齢者単身世帯の増加です。ま

た、除雪事業者の課題は、第一に夜中から早朝にか

けての作業時間や天候に左右される労働環境の厳し
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さ、第二に除雪従事者の減少、第三に除雪従事者の

高齢化、第四に除雪技術の継承ではないでしょう

か。 

 団塊の世代が全員75歳以上になり、一気に後期高

齢者が増える2025年はもう２年後に迫っておりま

す。今こそ、これらの課題を解決するための方策を

真剣に考え、手を打っていかなくてはならないと考

えます。青森県弘前市では、2020年を雪対策元年と

位置づけて、よりよい除排雪を目指して、除排雪事

業の工夫を進めております。当市も様々な対策を重

ねてきておりますが、迫りくる超高齢化社会を見据

えたさらなる雪対策に真剣に向き合うためにも、ま

ずはそのスタートを宣言するべきと思いますが、い

かがでしょうか。 

 弘前市の雪対策の中に、町内会雪置場事業があり

ます。住宅街などでの雪置場の不足を解消するた

め、雪置場として空き地を無償で貸付けした場合、

この土地に係る翌年度の固定資産税と都市計画税の

３分の１以内を減免するというものです。ぜひ当市

でも検討していただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 また、当市でも除排雪活動を請け負ってくれる町

内会に一定の委託料を払って協力を求めております

が、弘前市では、町内会に加えて町内会が認めた除

雪困難者の世帯を含む３戸以上で組織された団体も

同様に募集しており、こうした手法も参考になるの

ではないかと思います。岩見沢市では、雪の処理を

自力で行うことが難しい高齢者や障がいのある方が

いる世帯に対して事業者が行う屋根の雪下ろしや、

間口の置き雪除雪、定期排雪に要した費用の一部を

助成しております。札幌市では、将来にわたり持続

可能な雪対策に向けた取組の一つとして、生活道路

における新たな除雪方法を令和元年度から市内の一

部地域で試行し、市民アンケートを取りながら、そ

の効果や影響などを検証しております。具体的に

は、雪が降ったときに除雪車で道路の両脇に寄せる

かき分け除雪と路面の積雪を踏み固める圧雪除雪を

組み合わせることで、寄せられる雪の量を減らす方

法や路面の圧雪を削る路面整正を計画的に行うこと

で、除雪事業者の夜間の急な出動を減らし、労働環

境の改善につなげる試みなのです。こうした取組は

当市も検討する価値は十分にあると思いますが、い

かがでしょうか。今後の除排雪体制に対する当市の

見解をお伺いいたします。 

 本年２月１日、道はオホーツク海域沿岸の津波浸

水想定を策定する道防災会議作業部会で、最大クラ

スの地震が起きた場合の津波の高さと地震後に津波

が到達する時間の想定を初めて公表しました。それ

によると、津波の高さは雄武町が10メートルと最も

高く、網走市は5.4メートル、津波到達時間は、網

走市と斜里町が13分と最も早いという結果でした。

この数字は、オホーツク海沖や太平洋沖、日本海沖

を震源とするマグニチュード７から９クラスの複数

のモデルを基に算出したものとのことですが、いつ

起きてもおかしくないと言われている日本海溝・千

島海溝の巨大地震やこのたびのトルコの大地震な

ど、不安に思われた市民も多いのではないかと思い

ます。今回の公表に対する市の認識と今後の対応を

お伺いいたします。 

 続いて、水産業についてお伺いいたします。 

 網走湖のヤマトシジミ資源の回復に関しては、塩

分濃度の調整が難しく、いまだ大規模産卵が見られ

ない状況が続いております。大曲堰の運用で塩分濃

度の調整を行いながら、種苗による養殖にも取り組

んでいるところですが、一朝一夕にはいかないよう

です。市といたしましても、高度な知見と技術が必

要な種苗生産の技術の向上のために、専門家による

技術指導の支援を行うということですが、具体的に

はどのような支援を行い、いつ頃までに種苗技術の

確立を行うのか、今後の見通しについてお伺いいた

します。 

 また、このまま大規模産卵がなかった場合、今後

の網走湖におけるシジミ漁への影響をどのように捉

えているのか、その対策と併せて見解をお伺いいた

します。 

 さらに、今年はワカサギの漁獲量が例年の１割と

いう近年まれに見る少なさで、西網走漁協は資源確

保のため、３月20日頃まで予定していた漁を１月30

日で終えました。出漁日数は過去最小の７日間、昨

年は３月14日まで漁を行い漁獲量は54トンで、これ

まで悪いときでも30トンを下回ることはなかったの

に今期は3.5トン、異例中の異例の少なさでした。

その原因と来季以降への影響をどのように捉えてい

るのか、お伺いいたします。 

 また、例年、網走湖からは道内外の産地50か所に

18億粒の受精卵を出荷しており、40トンから50トン

の親魚を湖に残すように漁をしているそうですが、

親魚の確保も不透明、最悪の場合、網走がほかの産

地から受精卵を買わなくてはならなくなるのではと

の懸念もありました。しかし、現状はどのようにな
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っているのでしょうか。 

 恒例のワカサギ釣りも２月12日で終了となり、毎

年楽しみにしていた方々はさぞがっかりしているこ

とと思います。ワカサギ釣りの早期終了による経済

効果の減少と今後の対策についても見解をお伺いい

たします。 

 網走の漁業者の皆さんが最も心配しているのが、

昨年３月に発覚した重油漏れ事故だと思います。

8,000リットルもの大量の重油が漏れたというの

に、その滞留箇所が確定できないまま、既に１年に

なろうとしております。先日、法律的知見からのア

ドバイスを頂いている町野弁護士、北村教授と共に

現地視察を行いましたが、さけ・ますふ化場から見

上げたホテルは地図で見ていた感覚とは全く違い、

あまりの近さに驚きました。これでは漁業者の皆さ

んが心配されるのも無理はないと実感いたしまし

た。北海道も専門家を交えた呼人地区油流出事故に

係る連絡会議を立ち上げて、地下水への流出をモニ

タリングするための３点ボーリングやガス検知など

を行っておりますが、両先生からは、水質汚濁防止

法だけでなく、産業廃棄物処理法や網走市の観光基

本条例の活用などのアドバイスを頂いているところ

です。北村教授からは、重油の位置が確定できない

のならば、重油を囲い込み、そこから外には漏れ出

させないため矢板を打ち込むことも提案されまし

た。万が一、重油が網走湖や網走川に漏れ出したと

きの漁業被害はあまりにも甚大で、風評被害による

観光への影響もあります。そして何より市民の皆様

の健康被害が懸念されます。管轄は北海道にあり、

ホテル側の対応の問題などもありますが、被害を受

けるのは全て網走市であり、網走市民であります。

一日も早い解決に向けた市長の決意をお伺いいたし

ます。 

 最後に、教育の在り方についてです。 

 美幌町にある、ゆめとこスクールを御存じでしょ

うか。このスクールは通信制高校サポート校とフリ

ースクールを併設した新たな民間学校となっていま

す。様々な理由で学校への登校が難しい、小学校か

ら中学生、高校生、また、高校資格を取りたい大人

の方でもよく、学校に在籍しながら通えますし、ど

のタイミングからでもよく、行くことができるよう

になっています。前面に押し出しているのは、まず

通うことを目的とし、ここに来たら過ごしたいよう

に過ごしてもらい、何か聞かれれば答えるという、

「教えない」を心がけているそうです。 

 当市も適応指導教室、クリオネ学級があります

が、通信制高校サポート校としての機能もあること

など、今後、美幌町としてもこのスクールと連携し

たいと前向きです。このような選択肢があること

は、子供の身も心も居場所がある安堵感となり、成

長に欠かせないと思いますが、当市の現状などを含

め認識をお伺いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

○金兵智則副議長 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 公明クラブ、澤谷議員

の御質問にお答えをいたします。 

 初めに、税収の見通しでありますが、市税の令和

５年度当初予算は49億6,354万7,000円、前年度比較

で２億2,375万8,000円の増、プラス4.7％を見込ん

でおります。主な要因は、第一次産業の農業、漁業

において、主力の作物や魚種が近年好調に推移をし

ており、個人所得の増加が見込まれるものでありま

す。また、新型コロナウイルス感染症拡大前の平成

31年度の市税の決算額47億5,844万6,000円との比較

では、２億510万1,000円の増、プラス4.3％となっ

ております。 

 今後の税収の見通しにつきましては、現時点にお

きましては大きな変動要素はないものの人口減少、

物価高騰、世界情勢など、その動向に注視が必要と

考えているところであります。 

 次に、水道、簡易水道の基本料金の減免について

でありますが、これまで物価高騰に当たり、地域応

援商品券の無料配付、低所得者への支援金給付、福

祉灯油、学校・保育所の給食食材高騰への支援、飼

料高騰への支援金の給付、事業者を対象とした支援

金給付に取り組んでまいりました。今回の補正も含

め、物価高騰対策の事業費総額は約７億5,000万円

で、財源は交付金が５億円、基金が１億5,000万

円、一般財源１億円となっており、現時点で水道料

金の減免延長は考えておりません。 

 日本経済研究センターによりますと、インフレ率

はプラス1.9％、４人家族で年間約８万円の負担増

との見通しが示されており、これには国による経

済、金融、エネルギー、賃上げなど、様々な分野で

の総合的な対策がなければ、その緩和には至らない

ものと考えておりますので、引き続き、国の追加対

策の動向に注視し、必要な措置を講じてまいりたい

と、このように考えております。 

 次に、ＬＰガスに対する支援でありますが、市で

は低所得世帯を対象として、令和３年度及び令和４
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年度に実施をした暖房用燃料等価格高騰緊急対策事

業を運用し、暖房に供するガスの使用料も助成対象

としております。一方、ＬＰガスにつきましては、

都市ガスと比べ原料価格が安定しているとの理由か

ら、国の価格激変緩和対策事業の対象となっていな

いため、市としては新たな支援策を検討している状

況にありませんが、引き続き価格の推移や生活に及

ぼす影響、さらには国による支援策の動向を注視し

て必要な対策を講じてまいりたいと存じます。 

 次に、結婚新生活支援事業に対する考え方であり

ますが、結婚に伴う経済的な負担を軽減するため、

新婚生活を対象に新生活のスタートに係る費用を支

援する事業であり、少子化対策の一環として2016年

に創設された制度と認識をしているところでありま

す。 

 当市におきましても、事業の実施を検討した経過

にありますが、結婚の形を取らない場合など取扱い

の整理が必要な事例等が想定されたため、御家庭の

状況に応じ、子育てに役立てていただくことを目的

として、新生児・子育て応援祝金の実施に至ったと

ころであります。国では、年齢や収入要件の緩和な

どを行うなど制度活用の推進を図っておりますの

で、引き続き、他市町村の状況を参考に効果のある

取組を研究してまいりたいと存じます。 

 次に、窓口サービスの効率化についてであります

が、新庁舎移転に先駆け、当市においても書かない

窓口に対応するためのシステムを今年度から導入

し、本日３月10日から稼働しております。当市で導

入するシステムは、北見市と同様に各種手続におい

て書かない窓口となり、具体的には転入転出といっ

た住民異動の手続や各種証明書の交付申請の用紙を

職員が作成をいたします。来庁者には転出証明書や

本人確認書類の持参と窓口での聞き取り、作成書類

の確認、署名など簡単な記載をしていただきます。

また、聞き取りにより市役所内での手続一覧を作成

することで、手続漏れによる再来庁の負担を軽減す

ることが可能となります。導入初年度ということも

あり、現在対象となる申請書は市民係と一部関連す

る部署の書類のみとなりますが、今後対象を拡大

し、新庁舎移転後にはワンフロアストップサービス

の基盤として活用できるものと考えております。 

 次に、市営住宅の目的外使用、入居条件の変更に

ついてでありますが、直近５年間の市営住宅の公募

状況は、単身者向け住宅への申込者が増加傾向であ

ると認識をしております。これまで、入居者の退去

後すぐに修繕等を実施し、単身者向け住宅の早期公

募に取り組んでいるところであります。 

 長期空き家市営住宅の入居条件の緩和、変更につ

いては、新年度公営住宅等長寿命化計画の見直しを

予定をしており、人口減少に応じた将来の市営住宅

の適正管理戸数などの推計を踏まえ、長期空き家市

営住宅の目的外使用など、国の制度の活用も含め、

単身者向け住宅の適正戸数についても検討してまい

ります。 

 次に、帯状疱疹に関する市民周知と健康マイレー

ジの追加についてでありますが、帯状疱疹につきま

しては、症状がある場合の早期受診の必要性や合併

症のほか、ワクチン接種による予防など、市ホーム

ページへの掲載や公共施設等へのリーフレットの設

置により周知をしてまいりましたが、今後、これら

の情報を詳細にわかりやすく改正、更新、引き続き

周知に努めてまいります。また、健康マイレージに

つきましては、追加することで進めてまいります。 

 次に、子宮頸がんワクチンの接種状況と９価ワク

チンの情報提供についてでありますが、昨年４月か

ら本年１月における接種した実人員は、２価ワクチ

ンで16名、４価ワクチンで89名の合計105名となっ

ておりますが、現時点で副反応の報告はありませ

ん。このうち、キャッチアップ接種の人数は77名と

なっており、全体の73％となっております。 

 周知につきましては、中学１年生から高校１年生

の定期接種の対象者、また、積極的な勧奨の差し控

えにより機会接種を逃したキャッチアップの対象者

ともに個別通知で対応しております。ワクチン接種

に当たっては、有効性とリスクを十分に理解した上

で、本人、御家族の判断により受けていただくこと

が重要であるため、情報提供につきましては、定期

接種及びキャッチアップの対象者ともに個別通知と

し、併せて市ホームページの掲載内容を詳細にわか

りやすく改正、更新し、情報発信してまいりたいと

存じます。 

 次に、開業医誘致に対する見解でありますが、開

業医誘致推進事業につきましては、日曜休日におけ

る内科系一次救急の体制確保、医師の高齢化、診療

所の閉院や休院、医療従事者の確保など、当市にお

ける医療を取り巻く課題の解消を目的に取り組んで

まいりましたが、制度創設以降４件の誘致につなが

ったところであります。今後におきましても、医師

会をはじめ医療機関との意見交換により医療提供体

制の状況や課題の把握に努め、必要となる診療科や
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立地のバランスを考慮した誘致に取り組んでまいり

たいと存じます。 

 次に、医療ＭａａＳの中身と利点、構想について

でありますが、診察に必要となる医療機器を搭載、

また看護師が乗車した専用車両が患者宅を訪問し、

看護師のサポートの下、医師と専用車両をテレビ会

議システムで接続することにより、オンライン診療

を行うものであります。医療とモビリティーを組み

合わせることで、地域医療に新たな選択肢を生み出

し、地域医療が抱える課題を解決する仕組みであ

り、オンライン診療が可能となるヘルスケアモビリ

ティを運行し、慢性疾患を抱えた通院が困難な患者

や医師の負担軽減が図られると存じます。従来の訪

問診療と比較し、医師の移動時間や身体的負担が軽

減されるほか、通常の外来診療の合間にオンライン

診療を行うことも可能となり、また、ビデオ電話の

みで完結する一般的なオンライン診療とは異なり、

看護師のバイタルチェックのほか、医師の指示に基

づき必要な措置等を行うため、患者が通常の対面診

療と同様の安心感を得ることができるという利点が

あると考えております。 

 令和５年度におきましては、車両の導入が見込ま

れる10月を目途に、網走厚生病院と連携した実証運

行を開始し、２年目以降は、医師会をはじめ医療機

関と協議を進め、市内の訪問看護を有する医療機関

やクリニックに拡大をしていきたいと考えておりま

す。 

 次に、雪対策元年の宣言についてでありますが、

除雪事業者は、除雪従事者の減少、高齢化の状況の

中、冬の市民生活を守るために、いつ降るともわか

らない４か月間毎日待機をし、いざ出勤となれば、

暗い夜中から安全・安心な道路除雪に努めていただ

いているところであります。 

 少子高齢化社会におきましては、間口に残る雪処

理が大変であることは認識をしております。道路の

安全確保を第一に優先を進めているところでありま

す。将来にわたり、持続可能な雪対策を維持するた

めには、他市の様々な対策を参考にしながら、行政

のみならず地域全体、社会全体で考えなければなら

ない時期に来ていると考えます。引き続き、道路除

雪体制の維持、高齢者等除雪サービス事業のニー

ズ、現状の把握に努めるとともに関係部署と連携を

して、安定したサービス提供に努めてまいりたいと

存じます。 

 次に、町内会雪置場事業についてでありますが、

昨年末に、除排雪について町内会で独自に取り組ん

でいることや、市と協働できる仕組みづくりのアイ

デアの意見聴取を目的とした道路除排雪に関する町

内会アンケートを実施をいたしました。アンケート

の結果では、地域の様々な問題、要望のほか、個人

所有地の空き地を雪置場としての活用を望む声が22

町内会から寄せられたところであります。今後、空

き地の雪置場の活用については、先行自治体と同様

な対応が可能であるか、取組事例を参考にしながら

研究するとともに、公園再編計画において、遊具を

置かない公園を雪置場とすることを検討してまいり

たいと思います。 

 次に、各種制度の除排雪体制についてであります

が、当市の除排雪体制は除雪計画に基づき道路の両

脇に雪をかき分ける、かき分け除雪を基本として行

っております。日々の道路パトロールにより路面の

堆雪状況を確認し、路面整正、拡幅除雪を行い、安

全な通行の確保に努めているところであります。ま

た、排雪は道幅の確保が困難な状況や交通に支障を

来すおそれがある場合など、幹線道路を優先に対応

しているところであります。今後の除排雪体制につ

きましては、他市の取組事例を参考にし、各種制度

の研究、持続可能な除排雪体制が維持できるよう取

り組んでまいりたいと存じます。 

 次に、オホーツク会沿岸の津波浸水想定について

でありますが、議員お話しのとおり、北海道の新た

な想定では、日本海、太平洋、紋別沖、網走沖の四

つのモデルによる最大津波を想定したもので、当市

での津波到達時間の最短は能取湖口付近で13分、最

大津波高は二ツ岩から美岬にかけて5.4メートルが

示されております。 

 今回の津波想定の見直しに伴い、新たなハザード

マップを作成し全戸に配布することとなりますが、

これを機に改めて防災意識の向上につなげることが

大切であると考えております。 

 新年度では、津波避難路への照明設備の整備、自

主防災組織による地域防災訓練への支援、防災講演

会の開催など、取組を予定をしておりますので、

様々な機会を通し、早期避難、日頃の備え、防災意

識の向上に努めてまいりたいと存じます。 

 次に、網走湖のシジミについて、環境変化によ

り、後続資源の加入が見られず、資源量が減少して

おりますが、昨年の資源量調査の結果では、資源量

で40％、個体数で175％の回復傾向が見られていま

す。しかしながら、シジミの産卵につきましては、
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一定の塩分濃度と水温が必要とされるため、毎年必

ず産卵をするわけではありません。このようなこと

から市では、平成30年より網走湖ヤマトシジミ資源

対策検討会を設置し、関係機関及び有識者により、

シジミ資源の安定化に向けて検討を進めており、種

苗生産による資源増大対策についても議論されてお

ります。網走湖でのシジミ種苗生産につきまして

は、令和２年から試験的に開始されており、令和４

年には北海道の地域づくり総合交付金を活用して、

呼人漁港に種苗生産施設を整備をしております。 

 現在の課題は、安定採卵、初期育成及び飼料のコ

ストとなっており、これらについては網走湖ヤマト

シジミ資源対策検討会に対応部会を設置し、水産試

験場や水産技術普及指導所、東京農業大学等ととも

に検討が進められております。 

 また、令和５年度からは、増養殖技術指導事業に

より、このような課題について、実際に種苗生産の

現場を担当し増養殖技術を有する専門家を定期的に

招致し、種苗生産の基本となる採卵、初期育成及び

初期餌料の生産に関する技術指導を行う予定であり

ます。 

 さらにこうした取組と併せて、西網走漁協が実施

する種苗生産に対し、令和５年度より３年計画にて

網走湖シジミ種苗生産支援事業補助金により支援

し、安定的な種苗生産技術確立を図り、資源の回復

と安定化に向けて努めてまいります。 

 次に、網走湖のワカサギ資源減少の要因及び影響

についてですが、市が支援する網走湖水質資源調査

事業補助金により、西網走漁協が網走水産試験場と

ともに、ワカサギの初期資源量や降海、遡上状況に

より調査を行っており、また、餌料環境の調査につ

いては、網走開発建設部により調査が行われており

ます。これらの調査で得られたデータから、昨年は

ワカサギとシラウオの稚魚が多かったため、湖内の

餌の競合が発生し、資源が減少した可能性があると

考えられております。 

 次年度以降の資源動向についてでありますが、網

走湖では資源を枯渇させないため、１日当たりの漁

獲量から逆算し、湖内の資源量を予測する手法が取

られており、２月27日に西網走漁港と網走水産試験

場により調査が行われ、次年度の採卵親魚は確保さ

れていると予想されています。このような解析を行

うためには継続的なデータ蓄積が必須であるため、

今後も関係機関と連携して、網走湖の水環境の漁業

資源に関する調査に対して支援をしてまいります。 

 次に、ワカサギ釣りの早期終了に伴う影響と今後

の対策についてでありますが、網走湖で行われるワ

カサギ釣りイベントは、網走市観光協会の事業で、

例年は１月上旬から３月中旬まで行われますが、本

年は、ワカサギの資源不足により２月12日で早期終

了し、事業収入は例年実績の約６割程度にとどまっ

たと聞いております。 

 ワカサギ釣りは、入漁料収入のほか日帰り客によ

る飲食等の消費、宿泊も期待できることから、イベ

ントの早期終了によって利益の機会損失があったも

のと認識をしております。また、イベント期間中、

２日間にわたって開催される日本一網走湖ワカサギ

釣り選手権は、毎年約50団体が参加するなど、網走

の観光を代表するコンテンツの一つとなっておりま

す。 

 今後は、西網走漁協とともに協議を行い、ワカサ

ギの資源回復状況の推移を見守りながら、次年度以

降のワカサギ釣りイベントの実施を判断していくこ

ととなりますが、近年は網走湖を中心としたフィー

ルドで、観光事業者がスノーシュー散策や流氷カヤ

ック、ファットバイクなどのアクティビティーを展

開していることから、ワカサギ釣りとの相乗効果を

高められるようなＰＲの取組について、関係機関と

協議してまいりたいと存じます。 

 次に、重油漏れ事故についてでありますが、議員

御指摘のとおり、現場と網走湖、そして、さけ・ま

すふ化場の位置は至近距離にあり、漁業者の皆様だ

けではなく、市民の皆様にも大変心配をする事態と

なっていると認識をしております。 

 網走市といたしましては、漁業関係者と連携をし

て、昨年８月に網走呼人地区重油漏れに関する対策

協議会を設置し、９月に北海道知事に対して汚染土

の全量撤去を求めるための一層の指導の徹底につい

て要請を行いました。要請を受け北海道では、専門

家が技術的な助言をホテルに行う場として、網走呼

人地区油流出事故に係る連絡会議を10月26日設置

し、北海道、網走市、専門家、ホテルが一体となっ

て適切な対応に向けた話合いが進められておりま

す。 

 現在当該連絡会議での議論を受け、漏えい箇所周

辺の地層調査及び地下水モニタリング調査が進めら

れており、今後、融雪後の５月中旬から、土壌ガス

調査により漏えいした重油の所在を特定し、洗浄工

法による浄化対策を行う予定となっております。ま

た対策協議会では今後の対応に向け、知見の集積と
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共通認識の醸成のため、専門家を招致した勉強会を

現在まで２回開催しており、今後も開催する予定と

なっております。いずれにいたしましても、漏えい

した重油の所在と量を確定させることが必要ですの

で、引き続き北海道と一体となり一日も早い解決に

努めてまいります。 

○金兵智則副議長 教育長。 

○岩永雅浩教育長 －登壇－ 公明クラブ、澤谷議

員の御質問にお答えをいたします。 

 新たな民間学校の設置についてでありますが、網

走市では不登校児童生徒の居場所である学びの場と

して適応指導教室クリオネ学級を設置をしておりま

すが、美幌町を拠点とし通信高校を併設する、ゆめ

とこスクールとあしたの寺子屋の二つのフリースク

ールがあり、いずれも近隣市町村への展開を志向さ

れていると伺っております。 

 不登校児童生徒への支援は、学校に登校するとい

う結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自

らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立すること

を目指すことが必要とされておりますので、児童生

徒一人一人の多様な状況に応じたきめ細かい支援を

行う観点から、学び方の選択肢が増えることは児童

生徒にとって有意義なことであると認識をしており

ます。 

 今後、支援に係る学校内外の関係機関が連携を

し、相互に協力補完し合いながら取組を進めるため

に、どのような連携を図り取組を進めることが不登

校児童生徒の育成につなげられるのか、研究してま

いりたいと考えております。 

○金兵智則副議長 以上で、代表質問を終了しま

す。 

 平賀貴幸議会運営副委員長。 

○平賀貴幸議員 －登壇－ 本定例会の開会当初に

おきまして、本会議の運営に関する諸般の事項につ

いて議会運営委員会の結果を御報告申し上げ、御了

承を頂いたところではありますが、その方針により

まして、この際、私から動議を提出いたします。 

 ただいま上程されております議案第１号から議案

第12号までの12件につきましては、これから申し上

げるような特別委員会を設置して、これに付託の

上、来る20日までに審査されますようお願いしたい

と思います。 

 その特別委員会の名称は、令和５年度予算等審査

特別委員会と称し、委員は全議員により構成された

いと思います。 

 議員皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上

げ、動議の提出といたします。 

○金兵智則副議長 ただいま議会運営副委員長から

お聞きのような動議が提出され、所定の賛成者がお

りますので、本動議は成立しました。 

 直ちにこの動議を議題としてお諮りします。 

 本動議のとおり決定することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、そのように決定しまし

た。 

 すなわち、一括上程中の議案第１号から議案第12

号までの12件は、全議員をもって構成する令和５年

度予算等審査特別委員会を設置し、これに付託の

上、20日までに審査することに決定いたしました。 

 なお、本特別委員会の選任は、先ほど申し上げた

とおり、この宣告をもって選任を行ったものといた

しますから御了承願います。 

 以上のとおり、新年度予算及びその関連議案の12

件は、特別委員会で審査を願うことになりました。

委員皆様の精力的な審査をお願い申し上げます。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 以上で、本日の議事日程は全て

終了しました。 

 これにて本会議は休会となり、再開は22日午前10

時としますから参集願います。 

 本日はこれにて散会します。 

 お疲れさまでした。 

午後１時53分散会 
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○議事日程第５号 

令和５年３月22日午前10時00分開議 

日程第１ 委員会審査報告12件 

（議案第１号～第12号） 

日程第２ 議案第30号 

○議事日程第５号の追加及び変更 

日程第３ 委員会審査報告１件 

（議案第30号） 

日程第４ 議案第31号 

日程第５ 諮問第１号 

日程第６ 委員会審査報告２件 

（報告第１号、第２号） 

日程第７ 付託事件の閉会中継続審査について 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和５年度網走市一般会計予算（原

案可決） 

議案第２号 令和５年度網走市市有財産整備特別

会計予算（同） 

議案第３号 令和５年度網走市国民健康保険特別

会計予算（同） 

議案第４号 令和５年度網走市網走港整備特別会

計予算（同） 

議案第５号 令和５年度網走市能取漁港整備特別

会計予算（同） 

議案第６号 令和５年度網走市介護保険特別会計

予算（同） 

議案第７号 令和５年度網走市後期高齢者医療特

別会計予算（同） 

議案第８号 令和５年度網走市水道事業会計予算

（同） 

議案第９号 令和５年度網走市簡易水道事業会計

予算（同） 

議案第10号 令和５年度網走市下水道事業会計予

算（同） 

議案第11号 網走市附属機関条例及び報酬職員給

与条例の一部を改正する条例制定に

ついて（同） 

 議案第12号 天都山展望台・オホーツク流氷館条

例の一部を改正する条例制定につい

て（同） 

議案第30号 令和４年度網走市一般会計補正予算

（同） 

議案第31号 網走市教育委員会委員の任命につい

て（同意決定） 

報告第１号 重油漏れ事故対策検討特別委員会の

報告について（承認） 

報告第２号 新型コロナウイルス感染症対策特別

委員会の報告について（同） 

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

（可と答申） 

その他会議 付託事件の閉会中継続審査について 

に付した事 （承認） 

件（６） 

─────────────────────── 

○出席議員（１４名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（１名）  

近 藤 憲 治 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市 長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

 市民環境部長    武 田 浩 一 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 健康福祉部参事監    永 森 浩 子 

 農林水産部長    川 合 正 人 

令和５年第１回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ５ 日 

令和５年３月 22日（水曜日） 
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 観光商工部長    伊 倉 直 樹 

 建設港湾部長    立 花   学 

 水 道 部 長    柏 木   弦 

 企画調整課長    佐々木   司 

 総務防災課長    日 野 智 康 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    岩 永 雅 浩 

 学校教育部長    田 口   徹 

 社会教育部長    吉 村   学 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    林   幸 一 

次 長    石 井 公 晶 

総務議事係長    法師人 絵 理 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

      係    山 口   諒 

─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○金兵智則副議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は14名で、定足数に達しておりま

すので、ただいまから本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 本日の会議には、次の議員から

欠席の届出がありましたので報告します。 

 欠席、近藤憲治議員。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 本日の会議録署名議員として、

栗田政男議員、松浦敏司議員の両議員を指名しま

す。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 ここで、諸般の報告の追加につ

いて報告します。 

 既にお手元に配付のとおり、本定例会の付議事件

として議案２件、諮問１件、委員会審査報告14件、

その他会議に付すべき事件１件の合計18件を追加し

ておりますので、承知願います。 

 また、市長から網走市土地開発公社に関する経営

状況説明書と物損事故に係る和解及び損害賠償額の

決定についての専決処分の報告がそれぞれ法令に基

づき提出がありましたので、お手元に配付しており

ますから、それによって承知願います。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 本日の議事日程は、既に印刷し

て配付の第５号のとおりであります。 

 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 日程第１、委員会審査報告案12

件、議案第１号から議案第12号までを一括して議題

とします。 

 本件は、去る３月10日の本会議において令和５年

度予算等審査特別委員会に付託した案件であります

ので、その審査結果について、委員長の報告を求め

ます。 

 予算等審査特別委員会、山田庫司郎委員長。 

○山田庫司郎議員 －登壇－ ただいま議題となり

ました令和５年度各会計予算及び関連議案の12件に

つきまして、予算等審査特別委員会の審査経過と結

果について御報告申し上げます。 

 去る３月10日に本特別委員会が設置され、私が委

員長に、また、副委員長には立崎委員が選任され、

以降20日までの実質６日間にわたりまして延べ45名

の委員による質疑を通し、慎重かつ詳細なる審査を

行ってまいりました。 

 その結果、本委員会に付託されました議案12件に

つきましては、大方の委員の意向として、いずれも

原案どおり可決すべきものと意見の一致を見たとこ

ろであります。 

 なお、審査の経過及び質疑の内容から、４項目の

附帯意見を付すことがよろしいということに決定さ

れたところであります。４項目の意見の内容につき

ましては、お手元に御配付のとおりでございます。 

 以上が、予算等審査特別委員会の審査経過と結果

でございます。 

 議員皆様におかれましては、本委員会の決定に御

賛同賜りますようお願いを申し上げまして、本特別

委員会の審査報告といたします。 

○金兵智則副議長 以上で、委員長の委員会審査報

告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 委員長報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これより、討論を行います。 

 討論の通告がありますので、順次発言を許しま

す。 

 初めに、原案に反対者の発言を許します。 

 村椿敏章議員。 

○村椿敏章議員 －登壇－ 日本共産党議員団を代

表して、議案第１号網走市一般会計予算、議案第３
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号網走市国民健康保険特別会計予算、議案第４号網

走市網走港整備特別会計予算、議案第６号網走市介

護保険特別会計予算、議案第７号網走市後期高齢者

医療特別会計予算の４特別会計予算及び第１号議案

に関連する議案第12号天都山展望台・オホーツク流

氷館条例の一部を改正する条例制定に対して、反対

の立場から討論を行います。 

 まず、一般会計でありますが、市の財政状況はふ

るさと寄附により様々な施策を展開しつつも改善基

調と言っております。しかし、実質公債比率は、い

まだ高い状況が続いており、過去の大型公共事業の

借金によるもので、引き続き厳しい財政運営となっ

ています。この間、現業職員不補充という行政改革

方針により、廃棄物処理場を委託、保育園を民営

化、除雪体制を民間委託し、財政の健全化を行って

きました。その結果、保育の質の低下が危ぶまれる

ことになりました。また、除雪体制は市の直営部門

が廃止になり、民間に委託するもオペレーターの高

齢化が進み、除雪体制の維持することが難しい状況

となっております。最終処分場の問題も市の責任が

問われます。民間にできることは民間に任せるとい

う計画が本当によかったかどうかの検証が必要で

す。 

 二つには、高齢者が安心して暮らしやすい網走と

はいえない予算には賛成できません。 

 高齢化が進んだことにより、今までのように暮ら

せない市民が多くなっています。免許証を返納して

も生き生きと活動し健康を維持していけるようにす

るため、公共交通の助成を充実すべきです。また、

除雪の際の置き雪を除雪する高齢者除雪は、ひとり

暮らしの高齢者約3,600世帯のうち、約300世帯しか

登録されていません。網走市が高齢化社会をどうし

ていこうとしているのかが見えない状況で、不安は

市民全体に広がっています。市道除雪体制に高齢者

の間口除雪を加えることが必要です。 

 三つには、一般廃棄物最終処分場の問題です。 

 延命化に向け改善の方向へ動き出しております

が、多額の税金を投入しなければ延命化できない状

況にしてきた市の責任は重大です。市民への今後の

方向性の周知も進まない中で、広域化ありきで進め

られ、市民が置き去りにされています。 

 四つには、流氷館の入場料金１人当たり200円を

値上げすることです。 

 今年１月にリニューアルしたばかりであり、入場

者数の動向もわからないまま、次回のリニューアル

のための基金をつくるために値上げするというのは

理由になりません。市は値上げによる入館者数が減

ってしまうことも想定しており、入館者を増やすた

めの方策についてしっかり検討すべきです。５年ご

とのリニューアルありきで進めるだけでは問題は解

決しません。よって、議案第12号天都山展望台・オ

ホーツク流氷館条例の一部を改正する条例制定に対

しては賛成できません。 

 次に、評価すべきものについてです。 

 学校給食費の無償化、幼稚園や保育園などの給食

の無償化や学校設備の改修、中学卒業までの医療費

負担を所得にかかわらず完全無償化、小中学校の就

学援助の拡充、入学準備金の３月支給、学校支援員

の増員などは子育て世代を応援するものです。網走

で子育てしたいと思えるまちづくりが今こそ求めら

れています。以前から日本共産党議員団が求めてい

た政策が実現でき、これからも市民の声を市に求め

実現させていきたいと考えます。 

 また、障がいに当たらない難聴者に補聴器の補

助、水道利用者全世帯や全事業者への水道料金の２

か月減免、住環境整備補助金などは評価するもので

す。しかし、総体としては反対であります。 

 次に、特別会計についてであります。 

 国民健康保険特別会計は、未就学児への均等割が

国の２分の１の負担により減額されたことは、国民

の運動の成果と思いますが、児童生徒や高校卒業ま

での改善が必要であります。国民健康保険というよ

うに国の責任は大きいものがあります。しかし、そ

の責任を果たしていないため、加入者負担が大き

く、高い保険料が続いている状況にあることに変わ

りはありません。依然として高い保険料が市民の生

活を脅かしています。また、滞納世帯への資格証の

発行は命に関わる問題につながることから、発行す

べきでありませんので反対です。 

 次に、網走港整備特別会計でありますが、当初か

ら過大な計画であり、この間、基本計画を何度か下

方修正して外貿20万トン、内貿64万トンと下げまし

た。しかし、実績は外貿が54.9％、内貿が51.2％の

利用率、外貿内貿合わせては52.1％の利用状況であ

り、この数字から見ても過大な計画であることがわ

かります。また、土地が思うように売却されない状

況で赤字という繰上充用金が９億1,586万円もあり

ます。土地が売れない限り赤字が減らない会計で

す。一時借入は基金を活用しているから利子は増え

ないといっても、基金がなくなり政策金利が上昇す
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れば危険な状況になってしまいます。抜本的な対策

を早急に検討すべきであり、反対であります。 

 次に、介護保険特別会計は、保険料が開始当初か

ら比べると約２倍となり、物価高騰の中、年金から

差し引かれる１号保険者は苦しめられる一方です。

また、サービスを利用すればするほど、施設を充実

すればするほど、介護職員の低すぎる給与を上げれ

ば上げるほど保険料に跳ね返る仕組みは、利用を控

えざるを得ない状況をつくり出しています。国がも

っと責任を果たすことが求められます。保険あって

介護なしの制度と言われるような状況では賛成でき

ません。 

 後期高齢者医療特別会計は、75歳以上の高齢者を

囲い込み、２年に１度の保険料の見直しがあるこ

と。また、昨年の10月から、現役並みの収入として

年収200万円以上の方は１割負担から２割負担に２

倍の窓口負担になりました。年収200万円が現役並

みとは理解できません。この収入は貧困世帯の収入

であり、３年間の緩和措置があっても、３年後には

それがなくなることから、窓口負担が引き上がるこ

とが予想される状況であります。あまりにも高齢者

いじめで矛盾が多いため、一度は廃止になるはずだ

った制度でありますが、いまだに生き残っているこ

と自体が問題だとの考えから反対します。 

 以上、基本的な理由を述べて反対討論といたしま

す。 

○金兵智則副議長 次に、原案に賛成者の発言を許

します。 

 石垣直樹議員。 

○石垣直樹議員 －登壇－ 私、石垣直樹は賛成の

立場から、令和５年度一般会計予算、特別会計、公

営企業会計について討論させていただきます。 

 令和５年度の一般会計については、デジタル化が

進む中、様々な新たな取組が試みられる年であると

感じます。公開統合型ＧＩＳ導入事業や各種システ

ムの更新、これから働く職員の業務効率化、そして

市民の各種手続、利便性向上につながる取組であ

り、デジタルファースト宣言を行った実りある予算

と言えるかと思います。 

 市民生活において、新たなハザードマップ作成事

業、災害時避難路にＬＥＤ照明の設置、地域防災訓

練事業など、市民の安全に配慮した予算立てだと感

じます。 

 医療については、引き続き医療機関拡充を目指す

取組、さらには先進的な移動型医療サービスの推進

事業、通称医療ＭａａＳ、これに市内医療機関と連

携を図り取り組まれるとのこと、高齢化が進み病院

を受診することすら困難な御高齢者にとっては、生

きやすい、生活しやすい網走になるかと思います。 

 また、ＩｏＴ機器を活用した高齢者等見守り支援

事業は、まさに求められていた事業であり、孤独死

を心配する方にとり具体的な心配事の解決策であり

ます。 

 そして、強い要望がありました老人クラブ運営補

助金の値上げについて、ついに実現し、老後の活動

においてもますます励みになる予算であると感じま

す。 

 その他、子育て支援に対する取組、教育について

も引き続き行われるＤＸ化の推進、評価すべきであ

ります。 

 一次産業、環境の面においては、重油漏れ問題、

市民の関心も高く注視しなくてはならない懸念事項

ではありますが、これについては昨日、鈴木知事が

自ら現場を視察し、早期解決をお約束されました。

事業者、北海道、網走市と一体となり、解決に向け

て取り組まれることを期待いたしております。 

 漁業、農業では、資材の高騰が著しく難しい課題

ではありますが、現場からは今は耐え忍ぶときとい

うお声をお聞きします。適時政策による支援、対応

を期待します。 

 市民生活においても、電気料金の高騰、物価上昇

等、生活がさらに苦しい状況となっておりますが、

水道料金の減免措置など工夫を凝らした対策が図ら

れ、今後にも強く期待するところです。 

 特別会計、公営企業会計予算についても審査した

結果、慎重な予算編成となっており、特段問題はあ

りません。 

 網走の何もない山の中に東京農大ができて、この

まちは変わりました。間違いなく変わりました。昨

日、農家さんと美容師さんと自分の３人でＷＢＣ観

戦させていただきました。３点取られて同点にな

り、そしてまた点を取り、９回裏ランナー１塁、２

塁、代走、ここで美容師さんが言いました。「周東

だよ。俺、こいつの髪の毛切ったんだ」と。東京農

大ができて、彼はこの４年間網走で生活し、そして

育ちました。全国、日本、北海道、そして網走に感

動と夢と希望を与えた。これは網走市が東京農大を

誘致したという政策のたまものであり、それは毎年

毎年１年１年の予算の積み重ねであります。 

 私は令和５年度一般会計予算、その他の予算に関
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して、夢と希望が詰まった予算と確信し、賛成討論

とさせていただきます。ありがとうございました。 

○金兵智則副議長 次に、原案に賛成者の発言を許

します。 

 古田純也議員。 

○古田純也議員 －登壇－ 研政会の古田純也でご

ざいます。 

 私は、議案第１号から議案第12号について、一括

して原案に賛成の立場から討論いたします。 

 新型コロナウイルス感染症や物価高騰への対策、

デジタル化、子育て世代の支援の充実、地域医療や

公共交通の体制維持、脱炭素の推進、地域産業の活

性化、老朽化する公共施設やインフラ施設の更新、

長寿命化など、限りある財源の中で努力されている

と思います。 

 コロナ禍を経て社会が変化していく中で、私たち

は変化に対応できる力と知恵を身につけていかなけ

ればならないと考えております。市役所組織の強化

と、何よりも市民のための市役所であるという意識

を高く持ち、一丸となって新しい時代をつくり上げ

ることを期待します。 

 よって、議案第１号から議案第12号については、

いずれも原案賛成すべきものと考えております。 

 以上で、賛成討論を終わります。 

○金兵智則副議長 次に、原案に賛成者の発言を許

します。 

 平賀貴幸議員。 

○平賀貴幸議員 －登壇－ 民主市民ネットの平賀

貴幸です。私は、民主市民ネット、研政会、公明ク

ラブ、同志会、無会派の工藤英治議員及び栗田政男

議員を代表して、賛成の立場で討論いたします。 

 人口減少やそれに伴う労働人口の減少が今後も予

想される中で編成された新年度予算については、必

ずしもこうした将来訪れるであろう諸課題に十分対

応できるものではありません。しかしながら、学校

給食及び保育施設の給食費無料化など、子育て支援

の強化につながる予算が新たに複数盛り込まれてお

り、何とかしてこの危機的状況に対応しようとする

意思を感じられる予算であり、評価できるものであ

りました。 

 また、重油漏れ事故における対策については、不

安を払拭するために積極的な対応を行っていくこと

が求められており、その意思を感じられる内容であ

ると理解していますが、引き続き、水質汚染による

被害発生防止を念頭にあらゆる努力を重ねていただ

く必要があります。 

 懸案事項となっております廃棄物処理について

は、事業開始当初から計画に無理があったことや、

施設整備が十分ではなかったことなどから、廃棄物

最終処分場の使用期限が計画の見積りを大きく下回

ることになり、最終処分場の使用期限を延命させる

ための手だてを講じざるを得なくなっているのが現

状です。このことは、本来ならば使わなくてもよか

った市民の血税を、ここに投入せざるを得ない状況

が発生しているということであります。この事実を

市民に正確かつ丁寧に説明しながら、市民の信頼回

復を進めることが重要であり、廃棄物中間処理の広

域化をめぐる議論においても、こうしたことを念頭

に置いて、市民の信頼に耐えうる説明をしながら、

事業を遂行することは必要不可欠なものでありま

す。 

 一方で、コロナ禍が落ち着きを見せつつある状況

が出てきております。人の動きの増加が今後も期待

される観光事業については、デジタルマーケティン

グによる最適化が進捗しており、新たな境地に立っ

た取組が期待される状況もかいま見えたところであ

り、先行きに希望を見いだしたところです。 

 また、網走市において解決しなくてはならない課

題は散見しており、そのためにも新たな財源が必要

になる状況は明らかになっております。このため、

ふるさと納税の取組強化は必須の状況であり、組織

体制の強化や新たな切り口による寄附額及び寄附者

の増加策が必要であるとともに、近隣自治体の取組

を参考にしながら、寄附金の使い方を寄附者に対し

て丁寧に伝える工夫など、さらなる改善が必要な状

況であり、網走市も地場産品生産性向上設備整備事

業補助金の事業を新たに行われることから、その取

組に期待するところであります。 

 さらに、高齢化社会が急速に進む中においては、

介護予防の取組を積極的に進めるとともに、介護人

材の確保には特段の意を持って取り組む必要があり

ます。 

 なお、予算等審査特別委員会における論議の中で

は、過去の議会における説明や答弁とのそごや説明

のない方針転換などが散見される状況が見受けられ

たこと、事業遂行に関する市民への説明不足や、市

民からの苦情などが少なくない状況も見受けられた

ところです。 

 こうした基本的な内容を踏まえた上で、以下のよ

うな附帯意見を付すことにいたしました。 
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 １、二元代表制における市民及び議会との信頼関

係が市政運営の大原則であるため、これに最大の意

を用い努力すること。 

 ２、限られた財源の中で、市民の満足度に応える

にはさらなる工夫と努力が必要。公共施設、社会基

盤の再編整備については、市民の信頼に耐えうる説

明に努め、より効率的、計画的に進めていくこと。 

 ３、人口減少の時代における少子化対策には、さ

らに積極的な展開が求められる。子供は網走の未

来、子供を産み育て教育していく環境を大きく前進

させること。 

 ４、流氷館の入館料の改定については、網走市民

や子供に対する軽減策導入を行うこと。 

 以上の４項目であります。 

 網走市の市政運営は、新庁舎の建設やデジタルト

ランスフォーメーションの進展など、新たなステー

ジに向かう一方で、これまでにないほどの難しい局

面を迎えつつあります。 

 私たちは間もなく今期の任期を終えるわけであり

ますが、網走市における諸課題をどう解決するのか

の議論と実行に終わりはありません。これからも、

私たちは過去の取組を、その積み重ねを尊重しなが

らも、今と未来を見詰めながら、愛する網走市にお

いて、民主主義の基盤である地方自治を着実に前へ

と進めなければなりません。網走市と網走市議会、

それぞれが地方自治の本旨に基づき、二元代表制の

仕組みを生かしながら、市民の暮らしや未来を守る

ために今後も最大限の力を発揮することを期待し、

賛成討論といたします。 

○金兵智則副議長 暫時休憩します。 

午前10時30分休憩 

午前10時32分再開 

○金兵智則副議長 休憩前に引き続き、再開をいた

します。 

 以上で、討論を終わります。 

 それでは、まず上程中の議案第１号、議案第３

号、議案第４号、議案第６号、議案第７号及び議案

第12号の合わせて６件を一括して採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 お諮りします。 

 議案第１号令和５年度網走市一般会計予算、議案

第３号令和５年度網走市国民健康保険特別会計予

算、議案第４号令和５年度網走市網走港整備特別会

計予算、議案第６号令和５年度網走市介護保険特別

会計予算、議案第７号令和５年度網走市後期高齢者

医療特別会計予算、議案第12号天都山展望台・オホ

ーツク流氷館条例の一部を改正する条例制定につい

ての６件につきましては、委員長の報告のとおり可

決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１号、議案第３号、議案第４号、

議案第６号、議案第７号及び議案第12号の６件は、

委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、上程中の議案第２号、議案第５号、議案第

８号から議案第11号までの合わせて６件を一括して

採決いたします。 

 お諮りします。 

 議案第２号令和５年度網走市市有財産整備特別会

計予算、議案第５号令和５年度網走市能取漁港整備

特別会計予算、議案第８号令和５年度網走市水道事

業会計予算、議案第９号令和５年度網走市簡易水道

事業会計予算、議案第10号令和５年度網走市下水道

事業会計予算、議案第11号網走市附属機関条例及び

報酬職員給与条例の一部を改正する条例制定につい

ての６件につきましては、委員長の報告のとおり可

決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、上程中の議案第２号、議案第５号、議案

第８号から議案11号までの６件は、委員長の報告の

とおり可決されました。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 次に、日程第２、議案第30号を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第30号令和４年度網走市一般

会計補正予算につきまして、御説明申し上げます。 

 追加議案資料１ページ、資料18号を御覧願いま

す。 

 １、歳入歳出予算の補正でございますが、一般会

計で905万3,000円を追加しようとするものでござい

ます。 

 款項の区分及び金額につきましては、議案第１表

に記載のとおりでございます。 

 ２、繰越明許費の補正でございますが、年度内に

事業執行が困難な事業につきまして、翌年度に繰り

越して使用できる予算額を新たに定めるもので、出
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産・子育て応援事業外３件、7,105万3,000円を追加

しようとするものでございます。 

 追加の内容は、議案の第２表のとおりでございま

す。 

 次に、補正予算の内容でございますが、別冊でお

配りしております事項別明細書５ページを御覧願い

ます。 

 なお、歳出補正額の財源内訳欄には、特定財源と

なります歳入の内訳を記載しておりますので、説明

は歳出のみとさせていただくことで御了承いただき

たいと存じます。 

 衛生費の健康管理費では、新型コロナウイルス感

染症に係る予防対策経費で521万5,000円の追加、検

査経費で383万8,000円の追加でございます。 

 以上が、一般会計補正予算の内容でございます

が、今回の補正に係る一般財源所要額につきまして

は、地方交付税860万3,000円を追加しようとするも

のでございます。 

 以上、議案第30号令和４年度網走市一般会計補正

予算につきまして提案理由の御説明を申し上げまし

たが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○金兵智則副議長 以上で、議案の提案理由の説明

を終わります。 

 なお、ただいま提出されました議案第30号につき

ましては、議会運営委員会の決定に基づきまして、

直ちに議事を進めることとし、大綱質疑を行いま

す。 

 大綱質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 大綱質疑なしと認めます。 

それでは、ただいま上程されました議案第30号に

つきましては、お手元に配付しております議案付託

区分表（２）のとおり、所管の各常任委員会に付託

の上、会期中に審査することにしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認め、そのように決定されました。 

ここで、常任委員会等を開催する必要があります

ので、暫時休憩いたします。 

再開は、追って予鈴をもってお知らせしますから

承知願います。 

午前10時38分休憩 

午前11時10分再開 

○金兵智則副議長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

ここで、諸般の報告の追加について報告します。 

既にお手元に配付のとおり、本定例会の付議事件

として委員会審査報告１件を追加しておりますの

で、承知願います。 

次に、議事日程第５号の追加及び変更についてお

諮りいたします。 

既にお手元に配付のとおり、委員会審査報告１件

が提出されておりますので、議事日程第５号の追加

及び変更のとおり決定したいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議がありませんので、お手元に配付の議事日程

第５号の追加及び変更のとおり決定されました。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 次に、日程第３、委員会審査報

告１件、議案第30号を議題とします。 

 本件は、休憩前の本会議において関係常任委員会

に付託した案件でありますので、その審査結果につ

いて、委員長の報告を求めます。 

 文教民生委員会、松浦敏司委員長。 

○松浦敏司議員 －登壇－ 本定例会において文教

民生委員会に付託されました議案につきまして、そ

の審査経過と結果について御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案は、議案第30号令

和４年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分の１件であります。 

 本件につきましては、先ほどの本会議におきまし

て当委員会に付託され、休憩中に開催しました委員

会において慎重に審査を行ったところであります。 

 審査の結果といたしましては、委員全員の一致に

より、議案は原案可決すべきものと決定したところ

であります。 

 以上が、文教民生委員会での審査経過と結果でご

ざいます。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告といたします。 

○金兵智則副議長 以上で、文教民生委員会委員長

の委員会審査報告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、上程中の議案第30号を採

決いたします。 

 お諮りいたします。 

 上程中の議案第30号については、委員長の報告の

とおり議案は可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第30号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 次に、日程第４、議案第31号網

走市教育委員会委員の任命についてを議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 議案第31号網走市教育

委員会委員の任命についてでありますが、本市教育

委員会委員の伊藤亮人氏は令和５年３月15日付で辞

職したことから、その後任に池田真哲氏を新たに任

命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第２項の規定により、当市議会の御同

意をお願いするものであります。 

 よろしくお願いをいたします。 

○金兵智則副議長 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本件は、原案に同意することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第31号は同意することに決定いたし

ました。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 次に、日程第５、諮問第１号人

権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 諮問第１号網走市人権

擁護委員の任命についてでありますが、本市人権擁

護委員の伊藤實氏は、令和５年６月30日付で任期満

了となりますが、引き続き同氏を任命いたしたく、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により、当市議

会の御同意をお願いするものであります。 

 よろしくお願いをいたします。 

○金兵智則副議長 ただいまの説明に対して、質疑

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、採決をいたします。 

 お諮りいたします。 

 本件は、可と答申することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、上程中の諮問第１号は可と答申すること

に決定されました。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 次に、日程第６、委員会審査報

告２件であります。 

 特別委員会委員長の報告を求めます。 

 初めに、報告第１号重油漏れ事故対策検討特別委

員会の調査結果に関する報告についてを議題といた

します。 

 重油漏れ事故対策検討特別委員会、小田部照委員

長。 

○小田部照議員 －登壇－ ただいま御上程いただ

きました重油漏れ事故対策検討特別委員会の調査結

果に関する報告について、御報告申し上げます。 

 本特別委員会は、令和４年９月、第３回定例会に

おいて設置され、委員長には不肖私が、また、副委

員長には松浦委員が選任され、今日まで８回の委員

会を開催し、慎重に調査及び審査を行ってきたとこ

ろであります。 

 この間、北海道が実施した調査の状況把握などの

ほか、学習会を開き、専門家の方々により、対策を

行う上で対応可能な法令等について御助言、御指導

を賜り、当委員会として法制の面からアプローチで

きる取組に関して検討を行ってきたところでありま

す。 

 そうした中、北海道が原因者への対応に当たり、

現在用いている根拠法令に関して、水質汚濁防止法

ではなく、産業廃棄物処理法に基づく対応が必要と

の当委員会の見解を踏まえ、当市議会として、本年
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２月13日北海道へ意見書を提出し、回答を求めてき

たところであります。それに対する北海道からの回

答は、漁業関係者や当委員会には到底納得のいく内

容ではなく、事故発生から１年が経過する中、事態

の進展どころか実態の把握すらままならない状況で

あり、関係者にとっては、時間だけが過ぎ不満が募

る１年であったところであります。 

 以上が、当委員会の調査結果の報告であります。 

 ここまで、この問題について全力で取り組んでま

いりましたが、今期においてはこれ以上の進展は見

込めず残念でなりません。願わくは、次期議会にお

いても、引き続きこの対応・対策を強力に推進して

いただくことを望む次第であります。 

 終わりに、任期中、御協力、御支援を頂きました

各委員に対しまして、心から感謝を申し上げるとと

もに、本会議においても、報告どおり御了承を賜り

ますようお願い申し上げまして、簡単ではあります

が報告といたします。 

○金兵智則副議長 本件は、特別委員会委員長の報

告のとおり、承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告どおり承認をされました。 

 次に、報告第２号新型コロナウイルス感染症対策

特別委員会の調査結果に関する報告についてを議題

とします。 

 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会、栗田

政男委員長。 

○栗田政男議員 －登壇－ ただいま御上程いただ

きました新型コロナウイルス感染症対策特別委員会

の調査結果に関する報告について御報告申し上げま

す。 

 本特別委員会は、令和３年１月、第１回臨時会に

おいて設置され、委員長にはベテランの山田委員長

が、また副委員長には不肖私が、また、令和３年６

月からは、委員長に私が、副委員長には澤谷委員が

選任され、きょうまで13回の委員会を開催して慎重

に調査及び審査を行ってきたところであります。 

 この間、特別委員会の立ち上げの際から市民の正

確な情報提供と対策について、市理事者とともに協

議を重ねてきたところでございますが、協議の中で

問題となったのは、市と北海道との間の所管による

壁でありました。市民にとって、同じ行政機関であ

るにもかかわらず連携が機能しない状況は、早急に

改革が必要な課題と認識しております。今後の対策

において、教訓にすべきものと改めて認識した次第

でございます。 

 以上が、当委員会の調査結果の報告であります

が、当初の終わりの見えない状況から、少しずつ収

束に向けた光が見えつつあることに、市民の皆様も

安堵と希望を抱いておられるのではないかと思って

います。 

 終わりに、任期中御協力いただいた各委員の皆様

に対し、また、コロナ対策で大変御多忙の中、誠意

を持って対応していただいた理事者の皆様に心から

感謝を申し上げるとともに、本会議においても報告

どおり御了承を賜りますようお願いを申し上げ、簡

単ではございますが御報告といたします。 

○金兵智則副議長 本件は、特別委員会委員長の報

告どおり、承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告どおり承認をされました。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 次に、日程第７、その他会議に

付すべき事件１件を議題といたします。 

 本件は、付託事件の閉会中継続審査についてであ

りますが、既に御配付のとおり、本会議で関係委員

会に付託した案件３件、既に付託されている案件46

件の合計49件は、それぞれ関係委員長から閉会中継

続審査の申出がありましたので、これを承認するこ

とにしたいと思いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、そのように決定をされました。 

─────────────────────── 

○金兵智則副議長 以上で、本定例会の付議議件は

全て終了しました。 

 これにより、今議会が網走市議会第19期の議員に

とりまして、実質的に最終議会となりますので、こ

の機会に市長から御挨拶を願うことにいたします。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 今定例会の閉会に当た

りまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 去る３月２日から本日まで、議員の皆様方には、

統一地方選挙を控え何かと御多忙の中御参集をいた

だき、本会議並びに各委員会を通しまして、令和５

年度予算案をはじめ関連議案、補正予算案など、各

種の重要案件に長期間にわたり慎重な御審議をいた

だき、御決定を頂きましたことに厚く御礼を申し上

げます。 
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 本日が、今任期中における最後の議会になろうか

と存じますが、この４年間、議員の皆様におかれま

しては、市民生活向上のため大変な御尽力を賜り、

多大な御功績を残されましたことに深く敬意を表す

る次第でございます。 

 さて、この４年間を振り返りますと、平成31年の

秋に開催をされたラグビーワールドカップでは、事

前キャンプ地として日本代表が、公認キャンプ地と

してフィジー代表の合宿市となりました。 

 また、新型コロナウイルスでは、2019年12月に中

国の武漢市で第１例目の感染者が報告されてから、

僅か数か月ほどでパンデミックと言われる世界的な

流行となり、私たちのライフスタイルにも大きな影

響をもたらしたところであります。不要不急の外出

自粛、学校の休業、飲食店の休業要請・時短要請、

イベントの中止、地域経済にも大変大きな打撃を与

える中、迅速なワクチン接種と、そして地域の消費

喚起に取り組んできたところでございます。 

 また、ウクライナ情勢、円安などの影響による物

価の高騰に対して、子育て世帯への、低所得者への

給付、全世帯への地域応援商品券の配布、原材料価

格高騰の影響を受けている事業者への支援など取り

組んできたところでございます。 

 また、新庁舎の建設に当たりましては、議員の皆

様にも種々御議論を賜りました。来年度には、本格

的な建設工事が始まります。 

 また、今年度から窓口予約システム、書かない窓

口、コンビニ交付などが始まってまいります。 

 こうした様々な課題が山積する中、これまで議員

の皆様の御理解と御協力を頂きながら、懸案事項に

取り組むことができましたのは、皆様方のおかげと

改めてこの場を借りて感謝を申し上げる次第でござ

います。 

 閉会に当たっての御挨拶とさせていただきます。

どうもありがとうございました。 

○金兵智則副議長 ありがとうございました。 

 それでは、私もこの場所から一言御挨拶をさせて

いただきます。 

 まず初めに、この令和５年度の予算を決める大事

な大事な第１回定例会の中、初日より議長が不在と

なる超異例の形になってしまったこと、市民の皆様

にまずおわびを申し上げたいというふうに思いま

す。 

 また、そのような中であっても、市長はじめ理事

者の皆さんの御協力もありまして、しっかりとした

議論が行えたのかなというふうに思っております。

改めて、市長並びに理事者の皆様方に感謝を申し上

げる次第であります。 

 今期の市議会は、新庁舎の建設に向けた議論から

始まり、全世界が新型コロナウイルス感染症のパン

デミック下に置かれ、私たち市民は感染の脅威のみ

ならず、社会的または経済的な不安に対して、これ

まで立ち向かうことを余儀なくされておりましたけ

れども、やっと出口が見通せる、そうしたところに

来たと感じられる今の状況を、率直にうれしく思う

次第であります。 

 この間、学校給食の運営に関する事案、廃棄物処

理に関する事案、市内宿泊施設での重油漏えいに関

する事案など、様々な課題や問題について、解決に

向け真摯に議論を重ねてきたところでありますが、

中には解決まで道半ばにある事案もあり、それらに

ついては、次期の議会議員各位の御判断に委ねたい

と私見ながら考えるところでございます。 

 終わりになりますが、来期に向けて立起を予定さ

れている各位におかれましては、全員が御当選をさ

れ、再びこの議場でお会いできますよう御健闘をお

祈り申し上げまして、議長代理としての御挨拶とさ

せていただきます。ありがとうございました。 

○金兵智則副議長 それでは、これをもちまして、

閉会したいというふうに思いますが、よろしいでし

ょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 これをもちまして、令和５年網走市議会第１回定

例会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでございました。 

午前11時29分閉会 
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